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Ⅰ 調査について 

１ 調査の目的 

人権問題に関する市民の意識を把握し、啓発事業等の人権施策の一層効果的な推進を図るとともに、

今後本市が取り組むべき人権行政のあり方を検討する上での基礎資料を得るために実施した。 

 

２ 調査の概要 

① 調査地域 

福岡市全域 

② 調査対象者 

福岡市内に居住する満 18歳以上の市民 3,000人 

③ 調査対象者の抽出方法 

住民基本台帳から無作為抽出 

④ 調査方法 

郵送法（郵便による調査票配布、郵送・WEB併用回収） 

⑤ 調査期間 

令和７年 10月６日（月）～令和７年 11月４日（火） 
 

実施にあたっては、調査票に返信用封筒を同封して、令和７年 10月６日（月）に調査対象者 

あてに郵送し、回答の期限を 10 月 22 日（水）とした。その後、10 月 20 日（月）に、調査対象者

全員に対して、礼状兼督促状を郵送し協力を求め、回答期限を 11月４日（火）まで延長し、令和７

年 11月５日（水）までに回収された有効調査票について集計作業を行った。 

⑥ 調査実施機関 

株式会社 東京商工リサーチ 

⑦ 調査結果の分析 

総括執筆・監修  

公益財団法人 福岡アジア都市研究所 

主任研究員 情報戦略室長  畠山 尚久 
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女性

57.1%

男性

39.8%

回答しない

1.5%

無回答

1.5%

全体(N=1,187)

区　分 標本数
到達

標本数
不到達
標本数

回収
調査票数

無効
調査票数

有効
調査票数

標本数に
対する
回収率

到達標本数に

対する

回収率

今回（令和７年度） 3,000 2,979 21 1,189 2 1,187 39.6% 39.8%

令和４年度 3,000 2,977 23 1,306 3 1,303 43.4% 43.8%

平成29年度 3,000 2,975 25 1,147 11 1,136 37.9% 38.2%

平成24年度 3,000 2,971 29 1,352 1 1,351 45.0% 45.5%

平成19年度 3,500 3,453 47 1,864 1 1,863 53.2% 54.0%

平成14年度 3,000 2,941 59 1,366 39 1,327 44.2% 45.1%

平成７年度 2,000 1,972 28 1,315 30 1,285 64.3% 65.2%

平成元年度 2,240 2,142 98 1,140 70 1,070 47.8% 50.0%

（注1）令和４年度　：令和４年度福岡市「人権問題に関する市民意識調査」

（注2）平成29年度　：平成29年度福岡市「人権問題に関する市民意識調査」

（注3）平成24年度　：平成24年度福岡市「人権問題に関する市民意識調査」

（注4）平成19年度　：平成19年度福岡市「人権問題に関する市民意識調査」

（注5）平成14年度　：平成14年度福岡市「人権・同和問題に関する市民意識調査」

（注6）平成７年度　：平成７年度福岡市「同和問題に関する市民意識調査」

（注7）平成元年度　：平成元年度福岡県「同和問題意識調査」福岡市分

３ 回収状況 

3,000標本に対して、調査票を送付し、令和７年 11月５日までに返送されてきた調査票は 1,189件

であり、無効調査票が２件あったため、集計・分析の対象とした有効調査票は 1,187件となり、回収

率は 39.6％であった。なお、標本として抽出された調査対象者に到達しないで返送されてきた調査票

が 21件あったため、調査票が到達したと考えられる 2,979標本に対する回収率は 39.8％であった。 

過去の調査における回収率は、下表のとおり。 

 

図表 回収状況 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 標本の構成 （問１ 性別、年代、職業、福岡市内での居住年数、居住区） 

 

〈性 別〉 〈年代別〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

18～29歳

11.5%

30～39歳

12.2%

40～49歳

14.9%

50～59歳

17.3%

60～69歳

17.2%

70～79歳

16.8%

80歳以上

9.0%

無回答

1.2%

全体(N=1,187)
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会社等役員・

経営者

2.9%
会社員・公務員・団

体職員（管理職）

9.7%

会社員・公務員

・団体職員

（一般社員、

職員）
23.2%

契約社員・派遣社員・

嘱託、           

20.0%

自営業・

家族従事者

5.5%

家事専業

12.2%

学生

3.6%

無職

20.3%

その他

1.5%

無回答

1.2%

全体(N=1,187)

３年未満

7.2%

３～５年未満

4.0%

５～10年未満

8.3%

10～20年未満

14.6%

20～30年未満

16.8%

30年以上

47.9%

無回答

1.2%

全体(N=1,187)

東区

20.1%

博多区

15.6%

中央区

10.8%
南区

16.9%

城南区

8.2%

早良区

13.2%

西区

13.8%

無回答

1.3%

全体(N=1,187)

〈職業等別〉   〈居住年数別〉 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

〈居住区別〉 
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５ 調査結果利用上の留意点 

（１） 単数回答の集計については、設問ごとに無回答の項目を設けて、これを含めた全体の基数 

（標本数）を 100％としている。なお、回答率は小数点以下第２位を四捨五入しているため、

数表、図表に示す回答率の合計は必ずしも 100％にならない場合がある。 

（２） ２つ以上の回答を要する（複数回答）質問の集計については、項目別に、基数（標本数）に 

対するその項目を選んだ回答者の割合としている。従って、数表、図表に示す各項目の回答率

の合計は 100％を超える場合がある。 

（３） 数表、図表、文中に示すＮ、ｎは、回答率算出上の基数（標本数）である。 

 Ｎ＝標本全数 

 ｎ＝該当数（その質問を回答しなくてよい人を除いた数） 

（４） 数表、図表に示す選択肢はスペースの関係で文言を短縮して表記している場合があるので、詳

細は巻末の調査票を参照のこと。 

（５） 文中の選択肢の表記は「 」で行い、選択肢のうち、２つ以上のものを合計して表す場合は

『 』としている。 

（６） ２つ以上の選択肢を合計して表している比率については、各選択肢の基数（標本数）の合計を

もとに算出しているため、選択肢個々の回答率の合計とは、必ずしも同じにならない場合があ

る。 

（７） 数表、図表、文中の年度表記は、次のことを示している。 

 

 

 

 

平成元年度 平成元年度福岡県「同和問題意識調査」福岡市分 

平成７年度 平成７年度福岡市「同和問題に関する市民意識調査」 

平成 14年度 平成 14年度福岡市「人権・同和問題に関する市民意識調査」 

平成 19年度 平成 19年度福岡市「人権問題に関する市民意識調査」 

平成 24年度 平成 24年度福岡市「人権問題に関する市民意識調査」 

平成 29年度 平成 29年度福岡市「人権問題に関する市民意識調査」 

令和４年度 令和４年度福岡市「人権問題に関する市民意識調査」 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ．調査の結果  
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尊重されていると思う

12.7%

どちらかといえば

尊重されていると思う

47.9%

どちらかといえば

尊重されていないと思う

12.7%

尊重されていないと思う

5.4%

いちがいには

言えない

11.5%

わからない

7.4%

無回答

2.3%

全体(N=1,187)

Ⅱ 調査の結果 

第１章 人権問題全般について 

１ 人権が尊重される社会 

（１）人権が尊重されている社会だと思うか 

問２ 今の日本は、人権が尊重されている社会だと思いますか。（○は１つだけ） 

 

図表２－１ 人権が尊重されている社会だと思うか（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    『肯定派』＝「尊重されていると思う」「どちらかといえば尊重されていると思う」を合計した割合    

『否定派』＝「尊重されていないと思う」「どちらかといえば尊重されていないと思う」を合計した割合 

 

 

人権が尊重されている社会だと思うかをたずねたところ、「尊重されていると思う」が 12.7％、「どち

らかといえば尊重されていると思う」が 47.9％となっており、これらを合わせた『肯定派』は 60.6％と

なっている。 

一方、『否定派』は 18.1％（「尊重されていないと思う」5.4％＋「どちらかといえば尊重されていな

いと思う」12.7％）となっている。 

また、「いちがいには言えない」が 11.5％、「わからない」が 7.4％となっている。 

 

 

 

  

『肯定派』 60.6％ 

『否定派』 18.1％ 
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尊重されてい

ると思う

どちらかと

いえば

尊重されてい

ると思う

どちらかと

いえば

尊重されてい

ないと思う

尊重されてい

ないと思う

いちがいには

言えない わからない 無回答

凡例　

肯

定

派

否

定

派

今回 全体(N=1,187) 60.6% 18.1%

令和４年度 全体(N=1,303) 55.9% 20.9%

平成29年度 全体(N=1,136) 51.2% 24.0%

平成24年度 全体(N=1,351) 60.3% 19.1%

平成19年度 全体(N=1,863) 51.9% 27.5%

平成14年度 全体(N=1,327) 52.5% 24.7%

『肯定派』＝「尊重されていると思う」「どちらかといえば尊重されていると思う」を合計した割合

『否定派』＝「尊重されていないと思う」「どちらかといえば尊重されていないと思う」を合計した割合

12.7

11.4

6.9

11.1

8.4

9.5

47.9

44.5

44.3

49.2

43.5

43.0

12.7

15.2

18.2

14.0

19.9

16.3

5.4

5.7

5.8

5.1

7.6

8.4

11.5

13.0

15.0

16.0

15.0

17.2

7.4

8.0

6.4

3.5

3.8

4.4

2.3

2.2

3.4

1.1

1.9

1.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

図表２－２ 人権が尊重されている社会だと思うか（全体／経年比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年度と比較すると、「尊重されていると思う」が 1.3ポイント、「どちらかといえば尊重されて

いると思う」が 3.4ポイント増加し、これらを合わせた『肯定派』が 4.7ポイント増加している。一方

で、「尊重されていないと思う」が 0.3 ポイント、「どちらかといえば尊重されていないと思う」が 2.5

ポイント減少し、これらを合わせた『否定派』が 2.8ポイント減少している。 

過去の調査結果と比較すると、今回調査では『肯定派』が最も高く、『否定派』が最も低くなっている。 
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凡例　

 全体(N=1,187) 60.6% 18.1%

女性  計(n=678) 55.3% 20.0%

18～29歳(n=82) 68.3% 20.7%

30代(n=86) 69.7% 16.2%

40代(n=115) 58.2% 21.8%

50代(n=109) 53.2% 22.9%

60代(n=115) 41.7% 24.3%

70代(n=106) 50.9% 16.1%

80歳以上(n=65) 49.3% 15.4%

男性  計(n=473) 69.3% 14.6%

18～29歳(n=51) 72.6% 9.8%

30代(n=56) 64.3% 17.8%

40代(n=56) 67.9% 19.6%

50代(n=92) 75.0% 11.9%

60代(n=87) 73.5% 12.6%

70代(n=92) 64.1% 17.4%

80歳以上(n=38) 63.1% 13.2%

『肯定派』＝「尊重されていると思う」「どちらかといえば尊重されていると思う」を合計した割合

『否定派』＝「尊重されていないと思う」「どちらかといえば尊重されていないと思う」を合計した割合

いちがいには

言えない わからない 無回答
肯

定

派

否

定

派

性

・

年

代

別

尊重されてい

ると思う

どちらかと

いえば

尊重されてい

ると思う

どちらかと

いえば

尊重されてい

ないと思う

尊重されてい

ないと思う

12.7

9.1

13.4

11.6

7.8

4.6

8.7

9.4

10.8

17.5

21.6

21.4

12.5

9.8

17.2

15.2

36.8

47.9

46.2

54.9

58.1

50.4

48.6

33.0

41.5

38.5

51.8

51.0

42.9

55.4

65.2

56.3

48.9

26.3

12.7

14.7

13.4

8.1

15.7

17.4

19.1

12.3

15.4

9.7

7.8

10.7

12.5

5.4

10.3

10.9

13.2

5.4

5.3

7.3

8.1

6.1

5.5

5.2

3.8

4.9

2.0

7.1

7.1

6.5

2.3

6.5

11.5

11.9

3.7

7.0

10.4

12.8

17.4

17.9

10.8

10.8

13.7

14.3

10.7

7.6

8.0

9.8

18.4

7.4

9.7

7.3

5.8

6.1

9.2

13.0

11.3

16.9

4.0

3.9

3.6

1.8

5.4

4.6

3.3

5.3

2.3

2.9

1.2

3.5

1.8

3.5

3.8

7.7

1.3

1.1

5.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

図表２－３ 人権が尊重されている社会だと思うか（性・年代別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

性別にみると、男女とも『肯定派』が『否定派』よりも高くなっているが、男性では『肯定派』が 69.3％

であるのに対して、女性では 55.3％と、男性よりも 14.0ポイント低く、『否定派』は男性の 14.6％に対

して女性は 20.0％と、男性よりも 5.4ポイント高くなっている。 

性・年代別にみると、『肯定派』の割合が 50・60 代で男女の差が 20ポイント以上、70・80 歳以上で

10ポイント以上あり、性別による違いが大きくなっている。 
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インターネット(ＳＮＳを含む)による人権

侵害

働く人の人権（パワーハラスメントや長時

間労働など）

女性の人権

障がい者の人権

犯罪被害者やその家族の人権

災害に伴う人権（避難生活でのプライバ

シーの問題や風評被害など）

性的マイノリティの人権

高齢者の人権

子どもの人権

北朝鮮当局によって拉致された被害者等の

人権

ヘイトスピーチによる人権侵害

外国人の人権

ホームレスの人権

同和問題に関する人権

感染症の患者等（HIV感染者、肝炎ウイルス感染

者、新型インフルエンザ等の感染者等）の人権

刑を終えて出所した人やその家族の人権

ハンセン病患者・元患者や家族等の人権

アイヌの人々の人権

その他

無回答

57.7

48.4

35.7

33.0

32.9

26.0

25.8

23.0

22.9

21.7

20.3

16.9

16.6

16.2

14.0

13.1

11.8

8.3

3.0

3.3

0 20 40 60 80

（％）

全体(ｎ=921)

（２）尊重されていないと思う人権問題 

問３ （問２で２～５に○印をつけられた方に、お尋ねします。） 

次の中で、あなたが人権が尊重されていないと思う番号をすべて選んでください。 

（あてはまる番号すべてに○） 

 

図表３－１ 尊重されていないと思う人権問題（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※平成 29 年度調査では、問 2 で「どちらかといえば尊重されていないと思う」「尊重されていないと思う」「いちがいには言えない」と

回答した人に対する質問であったが、今回調査では「どちらかといえば尊重されていると思う」と回答した人も対象となっている。 

 

「どちらかといえば尊重されていると思う」「尊重されていないと思う」「どちらかといえば尊重され

ていないと思う」「いちがいには言えない」と答えた人に対して、尊重されていないと思う人権問題をた

ずねたところ、「インターネット（ＳＮＳを含む）による人権侵害」が 57.7％と最も高くなっている。

次いで「働く人の人権（パワーハラスメントや長時間労働など）」（48.4％）、「女性の人権」（35.7％）、

「障がい者の人権」（33.0％）となっている。 
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選択肢
今回

（ｎ=921）

令和４年度

（ｎ=1,022）

平成29年度

（ｎ=443）

インターネット(ＳＮＳを含む)による人権侵害※1 57.7% 59.8% 63.9% 

働く人の人権（パワーハラスメントや長時間労働など） 48.4% 51.3% 65.9% 

女性の人権 35.7% 41.5% 47.9% 

障がい者の人権 33.0% 40.2% 55.5% 

犯罪被害者やその家族の人権 32.9% 38.1% 47.9% 

災害に伴う人権（避難生活でのプライバシーの問題や、

風評被害など）
26.0% 23.0% 43.1% 

性的マイノリティの人権 25.8% 31.8% 31.4% 

高齢者の人権 23.0% 21.5% 35.9% 

子どもの人権 22.9% 25.8% 33.6% 

北朝鮮当局によって拉致された被害者等の人権 21.7% 22.8% 29.6% 

ヘイトスピーチによる人権侵害※2 20.3% 

外国人の人権 16.9% 25.6% 22.3% 

ホームレスの人権 16.6% 22.3% 25.1% 

同和問題に関する人権 16.2% 18.7% 24.6% 

感染症の患者等（HIV感染者、肝炎ウイルス感染者、新

型インフルエンザ等の感染者等）の人権※3※4
14.0% 10.0% 

ハンセン病患者・元患者や家族等の人権※4 11.8% 12.7% 

刑を終えて出所した人やその家族の人権 13.1% 16.5% 19.6% 

アイヌの人々の人権 8.3% 8.2% 10.2% 

その他 3.0% 2.4% 2.5% 

無回答 3.3% 1.5% 0.7% 

※1
「

差
※2

「

差
※3

※4

今回調査から追加した選択肢

「(ＳＮＳを含む)」は、令和４年度調査から追加

令和４年度は「エイズ患者・ＨＩＶ感染者の人権」

24.8% 

平成29年度調査は「ＨＩＶ（エイズウィルス）感染者・ハンセン病患者などの人権」としてひとつの選択肢

図表３－２ 尊重されていないと思う人権問題（経年比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和４年度と比較すると、上位項目では、「障がい者の人権」は 7.2ポイント減少、「女性の人権」は

5.8ポイント、「犯罪被害者やその家族の人権」は 5.2ポイント減少しているものの、上位項目に大きな

変化はみられない。 

 また、今回調査で追加した「ヘイトスピーチによる人権侵害」は 20.3％で、上から 11 番目となって

いる。 
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（数値：％）
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Ｓ
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人

の
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長
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）

女

性

の

人

権

障

が

い

者

の

人

権

犯

罪

被

害

者

や

そ

の

家

族

の

人

権

災

害

に

伴

う

人

権
（

避

難

生

活

で

の

プ

ラ

イ

バ

シ
ー

の

問

題

や

風

評

被

害

な

ど
）

性

的

マ

イ

ノ

リ

テ
ィ

の

人

権

高

齢

者

の

人

権

子

ど

も

の

人

権

北

朝

鮮

当

局

に

よ
っ

て

拉

致

さ

れ

た

被

害

者

等

の

人

権

ヘ

イ

ト

ス

ピ
ー

チ

に

よ

る

人

権

侵

害

外

国

人

の

人

権

　全　体 921 57.7 48.4 35.7 33.0 32.9 26.0 25.8 23.0 22.9 21.7 20.3 16.9

18～29歳 106 59.4 50.9 34.9 15.1 28.3 27.4 ● 36.8 6.6 20.8 4.7 13.2 17.9

30代 115 49.6 50.4 33.9 28.7 30.4 19.1 21.7 7.8 24.3 7.0 12.2 12.2

40代 148 59.5 54.7 37.8 37.2 35.8 22.3 25.7 17.6 25.0 13.5 10.8 7.4

50代 174 61.5 49.4 36.8 34.5 38.5 28.2 28.7 21.3 22.4 24.1 21.8 23.0

60代 155 60.0 49.0 38.7 36.8 30.3 23.2 27.7 ● 34.8 21.3 27.1 29.0 21.9

70代 150 60.0 44.0 34.0 40.0 32.7 32.7 20.7 ● 34.7 26.0 ● 39.3 29.3 18.7

80歳以上 66 45.5 33.3 27.3 34.8 33.3 28.8 15.2 ● 39.4 16.7 ● 36.4 19.7 12.1

サ

ン

プ

ル

数

ホ
ー

ム

レ

ス

の

人

権

同

和

問

題

に

関

す

る

人

権

感

染

症

の

患

者

等
（

H

I

V

感

染

者
、

肝

炎

ウ

イ

ル

ス

感

染

者
、

新

型

イ

ン

フ

ル

エ

ン

ザ

等

の

感

染

者

等
）

の

人

権

刑

を

終

え

て

出

所

し

た

人

や

そ

の

家

族

の

人

権

ハ

ン

セ

ン

病

患

者

・

元

患

者

や

家

族

等

の

人

権

ア

イ

ヌ

の

人

々

の

人

権

そ

の

他

無

回

答

　全　体 921 16.6 16.2 14.0 13.1 11.8 8.3 3.0 3.3

18～29歳 106 17.9 13.2 10.4 7.5 4.7 3.8 3.8 5.7

30代 115 10.4 11.3 12.2 6.1 3.5 4.3 1.7 4.3

40代 148 9.5 9.5 8.1 6.1 3.4 2.7 3.4 0.7

50代 174 19.5 17.2 17.8 19.0 14.9 11.5 4.0 2.9

60代 155 16.8 16.8 13.5 16.1 14.8 10.3 3.2 2.6

70代 150 24.7 23.3 18.7 18.0 ● 22.0 16.0 0.7 1.3

80歳以上 66 16.7 22.7 18.2 18.2 19.7 4.5 4.5 9.1

※ ＝全体の数値より+5ポイント、●＝全体の数値より+10ポイント

年

代

別

年

代

別

図表３－３ 尊重されていないと思う人権問題（年代別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 年代別にみると、18～29 歳では「性的マイノリティの人権」、60 代以上では「高齢者の人権」、70 代

以上では「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の人権」、70 代では「ハンセン病患者・元患者や家

族等の人権」が全体よりも 10ポイント以上高くなっている。 
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サ

ン

プ

ル

数

イ

ン

タ
ー

ネ
ッ

ト

(

Ｓ

Ｎ

Ｓ

を

含

む

)

に

よ

る

人

権

侵

害

働

く

人

の

人

権
（

パ

ワ
ー

ハ

ラ

ス

メ

ン

ト

や

長

時

間

労

働

な

ど
）

女

性

の

人

権

障

が

い

者

の

人

権

犯

罪

被

害

者

や

そ

の

家

族

の

人

権

災

害

に

伴

う

人

権
（

避

難

生

活

で

の

プ

ラ

イ

バ

シ
ー

の

問

題

や

風

評

被

害

な

ど
）

性

的

マ
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テ
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人

権

高

齢

者

の

人

権

子

ど

も

の

人

権

北

朝

鮮

当

局

に

よ
っ

て

拉

致

さ

れ

た

被

害

者

等

の

人

権

ヘ

イ

ト

ス

ピ
ー

チ

に

よ

る

人

権

侵

害

外

国

人

の

人

権

　全　体 921 57.7 48.4 35.7 33.0 32.9 26.0 25.8 23.0 22.9 21.7 20.3 16.9

女性　計 530 59.2 50.4 43.2 34.7 35.7 29.6 28.5 25.5 25.5 21.7 18.5 14.5

18～29歳 65 60.0 52.3 ● 46.2 13.8 27.7 29.2 ● 43.1 7.7 24.6 3.1 12.3 15.4

30代 70 51.4 50.0 41.4 31.4 30.0 21.4 22.9 7.1 25.7 7.1 7.1 8.6

40代 95 63.2 52.6 45.3 40.0 34.7 21.1 27.4 18.9 26.3 8.4 11.6 3.2

50代 92 60.9 53.3 43.5 37.0 ● 48.9 31.5 34.8 28.3 26.1 26.1 22.8 25.0

60代 86 57.0 51.2 ● 48.8 40.7 34.9 27.9 24.4 ● 41.9 27.9 31.4 26.7 17.4

70代 80 ● 70.0 48.8 41.3 40.0 35.0 ● 47.5 26.3 ● 35.0 27.5 ● 42.5 28.8 17.5

80歳以上 42 42.9 38.1 28.6 33.3 33.3 28.6 16.7 ● 40.5 14.3 ● 35.7 16.7 14.3

 男性　計 365 55.6 44.9 23.8 31.0 30.1 20.8 22.2 19.2 19.5 22.2 23.3 20.0

18～29歳 38 55.3 44.7 15.8 15.8 28.9 21.1 26.3 2.6 15.8 7.9 15.8 21.1

30代 42 45.2 47.6 19.0 23.8 31.0 16.7 19.0 7.1 21.4 7.1 19.0 19.0

40代 48 52.1 56.3 22.9 31.3 39.6 25.0 22.9 12.5 20.8 20.8 10.4 14.6

50代 78 62.8 44.9 26.9 30.8 28.2 24.4 23.1 14.1 19.2 21.8 21.8 19.2

60代 67 64.2 47.8 25.4 31.3 23.9 17.9 31.3 23.9 13.4 22.4 ● 32.8 ● 28.4

70代 70 48.6 38.6 25.7 40.0 30.0 15.7 14.3 ● 34.3 24.3 ● 35.7 30.0 20.0

80歳以上 22 54.5 27.3 27.3 40.9 36.4 31.8 13.6 ● 40.9 22.7 ● 36.4 27.3 9.1
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人
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を
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え

て

出

所

し

た

人

や
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の

家

族

の

人

権

ハ

ン

セ

ン

病

患

者

・

元

患

者

や

家

族

等

の

人

権

ア

イ

ヌ

の

人

々

の

人

権

そ

の

他

無

回

答

　全　体 921 16.6 16.2 14.0 13.1 11.8 8.3 3.0 3.3

女性　計 530 16.0 16.0 13.0 14.7 11.5 8.9 2.6 3.6

18～29歳 65 21.5 9.2 9.2 7.7 4.6 3.1 3.1 6.2

30代 70 7.1 7.1 10.0 7.1 1.4 4.3 - 5.7

40代 95 7.4 9.5 7.4 4.2 2.1 3.2 3.2 1.1

50代 92 17.4 20.7 15.2 22.8 13.0 12.0 3.3 2.2

60代 86 10.5 15.1 14.0 18.6 18.6 11.6 4.7 4.7

70代 80 ● 31.3 ● 26.3 21.3 ● 23.8 ● 25.0 ● 20.0 1.3 1.3

80歳以上 42 21.4 ● 28.6 14.3 19.0 16.7 4.8 2.4 7.1

 男性　計 365 17.5 16.7 16.2 11.5 13.2 7.9 3.3 2.5

18～29歳 38 13.2 21.1 13.2 7.9 5.3 5.3 5.3 5.3

30代 42 14.3 19.0 16.7 4.8 7.1 4.8 4.8 2.4

40代 48 10.4 10.4 8.3 8.3 6.3 2.1 2.1 -

50代 78 21.8 14.1 21.8 15.4 17.9 11.5 5.1 3.8

60代 67 25.4 19.4 13.4 13.4 10.4 9.0 1.5 -

70代 70 17.1 20.0 15.7 11.4 18.6 11.4 - 1.4

80歳以上 22 9.1 9.1 ● 27.3 18.2 ● 27.3 4.5 9.1 9.1

※ ＝全体の数値より+5ポイント、●＝全体の数値より+10ポイント

性

・

年

代

別

性

・

年

代

別

図表３－４ 尊重されていないと思う人権問題（性・年代別） 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

性別にみると、男女とも「インターネット（ＳＮＳを含む）による人権侵害」（女性 59.2％、男性 55.6％）

が最も高く、次いで「働く人の人権（パワーハラスメントや長時間労働など）」（女性 50.4％、男性 44.9％）

となっているが、その次は、女性が「女性の人権」（43.2％）、男性が「障がい者の人権」（31.0％）とな

っている。中でも、女性では「女性の人権」が 43.2％と男性（23.8％）よりも 19.4 ポイント高くなっ

ている。 

性・年代別にみると、女性の 50 代で「犯罪被害者やその家族の人権」（48.9%）が全体の数値よりも

16.0ポイント、女性の 70代で「災害に伴う人権」（47.5%）が全体の数値よりも 21.5ポイント、女性の

18～29 歳で「性的マイノリティの人権」（43.1%）が全体よりも 17.3 ポイント、それぞれ高くなってい

る。 
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関心がある

17.1%

多少関心がある

52.1%

あまり関心がない

22.0%

関心がない

5.5%

無回答

3.3%

全体(N=1,187)

２ 人権問題への関心 

（１）人権問題にどの程度関心を持っているか 

問４ 人権問題に関する意識についてお尋ねします。あなたは人権問題に、どの程度関心を

持っていますか。（○は１つだけ） 

 

図表４－１ 人権問題にどの程度関心を持っているか（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
『関心派』＝「関心がある」「多少関心がある」を合計した割合   

『無関心派』＝「関心がない」「あまり関心がない」を合計した割合 

 

 

 

人権問題に関する意識についてたずねたところ、「関心がある」が 17.1％、「多少関心がある」が 52.1％

となっており、これらを合わせた『関心派』は 69.2％となっている。 

一方、『無関心派』は 27.5％（「関心がない」5.5％＋「あまり関心がない」22.0％）となっている。 

 

 

 

  

『関心派』 69.2％ 

『無関心派』 27.5％ 
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関心がある※ 多少関心がある

あまり

関心がない 関心がない 無回答

凡例　

今回 全体(N=1,187) 69.2% 27.5%

令和４年度 全体(N=1,303) 65.6% 24.7%

平成29年度 全体(N=1,136) 69.7% 27.9%

平成24年度 全体(N=1,351) 72.9% 25.2%

平成19年度 全体(N=1,863) 77.8% 20.4%

平成14年度 全体(N=1,327) 74.5% 24.4%

※　選択肢「関心がある」は、平成29年度以前は「非常に関心がある」

『関心派』＝「関心がある」「多少関心がある」を合計した割合　　

『無関心派』＝「関心がない」「あまり関心がない」を合計した割合

関

心

派

無

関

心

派

17.1

15.3

9.5

13.5

14.8

12.3

52.1

50.3

60.2

59.4

63.0

62.2

22.0

18.1

23.6

21.2

18.3

20.8

5.5

6.6

4.3

4.0

2.1

3.6

3.3

9.6

2.4

1.9

1.8

1.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

図表４－２ 人権問題にどの程度関心を持っているか（全体／経年比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和４年度と比較すると、「関心がある」は 1.8ポイント、「多少関心がある」は 1.8ポイント増加し、

これらを合わせた『関心派』は 3.6ポイント増加している。一方、「関心がない」は 1.1ポイント減少、

「あまり関心がない」は 3.9ポイント増加し、これらを合わせた『無関心派』は 2.8ポイントの増加と

なっている。 

過去の調査結果と比較すると、『関心派』は、平成 24年度までは７割台で推移し、平成 29年度 69.7％、

令和４年度 65.6％と減少していたが、今回調査では 3.6 ポイント増加し 69.2％となっている。また、

今回調査では、『無関心派』も令和４年度の 24.7％から 27.5％に 2.8ポイント増加している。 
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関心がある 多少関心がある

あまり

関心がない 関心がない 無回答

凡例　

 全体(N=1,187) 69.2% 27.5%

女性  計(n=678) 68.6% 27.9%

18～29歳(n=82) 74.4% 25.6%

30代(n=86) 62.8% 33.7%

40代(n=115) 68.7% 27.8%

50代(n=109) 76.2% 21.1%

60代(n=115) 66.9% 30.5%

70代(n=106) 70.8% 22.7%

80歳以上(n=65) 55.3% 38.5%

男性  計(n=473) 69.5% 27.3%

18～29歳(n=51) 66.7% 31.3%

30代(n=56) 55.4% 44.6%

40代(n=56) 73.2% 26.7%

50代(n=92) 78.2% 18.5%

60代(n=87) 66.7% 28.7%

70代(n=92) 69.6% 23.9%

80歳以上(n=38) 73.7% 23.7%

　『関心派』＝「関心がある」「多少関心がある」を合計した割合　　

　『無関心派』＝「関心がない」「あまり関心がない」を合計した割合

性

・

年

代

別

無

関

心

派

関

心

派

17.1

14.9

19.5

10.5

12.2

10.1

16.5

17.0

21.5

20.7

19.6

14.3

25.0

22.8

23.0

17.4

23.7

52.1

53.7

54.9

52.3

56.5

66.1

50.4

53.8

33.8

48.8

47.1

41.1

48.2

55.4

43.7

52.2

50.0

22.0

22.4

20.7

30.2

25.2

18.3

23.5

17.0

23.1

22.2

23.5

37.5

19.6

15.2

25.3

19.6

18.4

5.5

5.5

4.9

3.5

2.6

2.8

7.0

5.7

15.4

5.1

7.8

7.1

7.1

3.3

3.4

4.3

5.3

3.3

3.5

3.5

3.5

2.8

2.6

6.6

6.2

3.2

2.0

3.3

4.6

6.5

2.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

図表４－３ 人権問題にどの程度関心を持っているか（性・年代別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

性別にみると、『関心派』、『無関心派』に大きな差はみられない。 

 性・年代別にみると、女性の 18～29歳・50代・70代、男性の 40代・50代・80歳以上では『関心派』

が７割台と他の性・年代に比べて高くなっている。また、女性の 30代、男性の 30代以下で『無関心派』

が３～４割台と他の性・年代に比べて高くなっている。 
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インターネット(ＳＮＳを含む)による人権侵害

働く人の人権（パワーハラスメントや長時間労

働など）

女性に関する問題

高齢者に関する問題

障がい者に関する問題

子どもに関する問題

外国人に関する問題

犯罪被害者やその家族の人権

災害に伴う人権（避難生活でのプライバシーの

問題や風評被害など

性的マイノリティの人権

北朝鮮当局によって拉致された被害者等の人権

ヘイトスピーチによる人権侵害

ビジネスと人権

同和問題

感染症の患者等（HIV感染者、肝炎ウイルス感染者、

新型インフルエンザ等の感染者等）の人権

ホームレスの人権

刑を終えて出所した人やその家族の人権

ハンセン病患者・元患者や家族等の人権

アイヌの人々の人権

その他

無回答

48.5

46.6

38.9

36.4

34.0

33.5

28.3

25.4

20.0

17.7

15.4

15.3

14.8

14.6

11.1

10.5

10.2

7.1

6.6

2.4

2.3

0 10 20 30 40 50 60

（％）

全体(ｎ=1,083)

（２）関心を寄せる人権問題 

問５ （問４で１～３に○印をつけられた方に、お尋ねします。） 

次の中であなたが関心を寄せる番号をすべて選んでください。（あてはまる番号すべ

てに○） 

 

図表５－１ 関心を寄せる人権問題（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 関心を寄せる人権問題としては、「インターネット（ＳＮＳを含む）による人権侵害問題」が 48.5％

と最も高くなっている。次いで「働く人に関する問題（パワーハラスメントや長時間労働など）」（46.6％）、

「女性に関する問題」（38.9％）、「高齢者に関する問題」（36.4％）、「障がい者に関する問題」（34.0％）、

「子どもに関する問題」（33.5％）、となっている。 
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選択肢
今回

（ｎ=1,083）

令和４年度

（ｎ=1,092）

平成29年度

（ｎ=1,060）

平成24年度

（ｎ=1,272）

平成19年度

（ｎ=1,863）

インターネット（ＳＮＳを含む）によ

る人権侵害※1
48.5% 52.9% 46.8% 43.4% 29.6% 

働く人の人権（パワーハラスメントや

長時間労働など）※2※3
46.6% 51.3% 54.1% 

女性に関する問題 38.9% 46.4% 42.7% 42.2% 25.5% 

高齢者に関する問題 36.4% 36.2% 43.9% 49.4% 43.4% 

障がい者に関する問題 34.0% 39.6% 49.4% 56.1% 39.5% 

子どもに関する問題 33.5% 40.8% 42.4% 46.5% 31.0% 

外国人に関する問題 28.3% 20.8% 17.7% 18.6% 10.5% 

犯罪被害者やその家族の人権※4 25.4% 26.4% 30.8% 32.9% 27.1% 

災害に伴う問題（避難生活でのプライ

バシーの問題や、風評被害など）※2
20.0% 21.6% 33.2% 

性的マイノリティに関する問題※2 17.7% 22.1% 16.2% 

北朝鮮当局によって拉致された被害者

等の人権※5
15.4% 19.7% 28.1% 37.7% 

ヘイトスピーチによる人権侵害※6 15.3% 

ビジネスと人権※6 14.8% 

同和問題 14.6% 17.9% 18.8% 33.6% 17.8% 

感染症の患者等（HIV感染者、肝炎ウイ

ルス感染者、新型インフルエンザ等の

感染者等）の人権※7※8

11.1% 6.3% 

ハンセン病患者・元患者や家族等の人

権※8
7.1% 7.4% 

ホームレスの人権※9 10.5% 13.1% 12.3% 20.5% 14.1% 

刑を終えて出所した人やその家族の人

権※10
10.2% 11.4% 15.1% 17.2% 9.2% 

アイヌの人々の人権※11 6.6% 6.0% 5.8% 6.4% 1.3% 

その他 2.4% 1.7% 1.2% 1.5% 1.3% 

無回答 2.3% 1.5% 1.8% 1.5% 2.2% 

※1

※2

※3

※4

※5

※6 今回調査から追加した選択肢

※7 令和４年度は「エイズ患者・ＨＩＶ感

染者の人権」※8

※9

※10

※11

令和４年度以前は「犯罪被害者やその家族に関する問題」

令和４年度以前は「インターネット（ＳＮＳを含む）による人権侵害問題」、また、選択肢中の「(ＳＮＳを含む)」は、

令和４年度調査から追加

13.1% 20.0% 9.1% 

平成29年度調査から追加した選択肢

令和４年度以前は「働く人に関する問題（パワーハラスメントや長時間労働など）」

令和４年度以前は「アイヌの人々に関する問題」

令和４年度以前は「ホームレスに関する問題」

令和４年度以前は「刑を終えて出所した人やその家族に関する問題」

平成29年度調査までは「ＨＩＶ（エイズウィルス）感染者・ハンセン病患者などに関する問題」としてひとつの選択

平成24年度調査から追加した選択肢、令和４年度以前は「北朝鮮当局によって拉致された被害者等に関する問題」

図表５－２ 関心を寄せる人権問題（全体／経年比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和４年度と比較すると、「女性に関する問題」は 7.5 ポイント減少、「子どもに関する問題」が 7.3

ポイント減少しているものの、上位項目に大きな変化はみられない。「外国人に関する問題」は 7.5 ポ
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（数値：％）

サ

ン

プ

ル

数

イ

ン

タ
ー

ネ
ッ

ト

(

Ｓ
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Ｓ

を

含

む

)

に

よ

る

人

権

侵

害

働

く

人

の

人

権
（

パ

ワ
ー

ハ

ラ

ス

メ

ン

ト

や

長

時

間

労

働

な

ど
）

女

性

に

関

す

る

問

題

高

齢

者

に

関

す

る

問

題

障

が

い

者

に

関

す

る

問

題

子

ど

も

に

関

す

る

問

題

外

国

人

に

関

す

る

問

題

犯

罪

被

害

者

や

そ

の

家

族

の

人

権

災

害

に

伴

う

人

権
（

避

難

生

活

で

の

プ

ラ

イ

バ

シ
ー

の

問

題

や

風

評

被

害

な

ど
）

性

的

マ

イ

ノ

リ

テ
ィ

の

人

権

北

朝

鮮

当

局

に

よ
っ

て

拉

致

さ

れ

た

被

害

者

等

の

人

権

ヘ

イ

ト

ス

ピ
ー

チ

に

よ

る

人

権

侵

害

　全　体 1,083 48.5 46.6 38.9 36.4 34.0 33.5 28.3 25.4 20.0 17.7 15.4 15.3

女性　計 617 48.6 48.5 ● 50.1 39.2 36.1 39.5 25.8 26.6 23.8 20.1 15.2 12.0

18～29歳 78 48.7 42.3 ● 59.0 16.7 17.9 41.0 26.9 25.6 19.2 ● 33.3 3.8 7.7

30代 80 40.0 56.3 ● 65.0 18.8 28.8 ● 50.0 31.3 30.0 15.0 22.5 2.5 10.0

40代 108 44.4 ● 59.3 ● 58.3 28.7 34.3 ● 50.0 20.4 22.2 15.7 20.4 2.8 8.3

50代 103 50.5 47.6 43.7 35.9 32.0 37.9 29.1 ● 35.9 24.3 21.4 16.5 9.7

60代 104 55.8 47.1 ● 50.0 ● 60.6 ● 49.0 38.5 23.1 21.2 29.8 16.3 16.3 17.3

70代 93 ● 61.3 40.9 41.9 ● 54.8 ● 49.5 31.2 29.0 28.0 ● 35.5 16.1 ● 37.6 18.3

80歳以上 51 29.4 41.2 23.5 ● 62.7 37.3 19.6 19.6 21.6 27.5 7.8 ● 33.3 11.8

 男性　計 434 48.8 43.5 23.0 31.8 31.1 25.6 31.6 24.4 14.7 14.3 15.0 20.0

18～29歳 46 41.3 41.3 21.7 8.7 17.4 30.4 30.4 10.9 10.9 19.6 6.5 8.7

30代 52 40.4 50.0 25.0 17.3 13.5 38.5 ● 38.5 17.3 7.7 9.6 5.8 3.8

40代 52 57.7 50.0 13.5 26.9 32.7 26.9 ● 38.5 32.7 17.3 17.3 9.6 19.2

50代 86 58.1 44.2 25.6 27.9 37.2 20.9 29.1 24.4 18.6 17.4 11.6 24.4

60代 80 53.8 46.3 22.5 40.0 35.0 25.0 37.5 23.8 16.3 13.8 15.0 ● 28.8

70代 82 43.9 39.0 25.6 42.7 39.0 22.0 23.2 28.0 12.2 11.0 ● 26.8 24.4

80歳以上 35 37.1 31.4 25.7 ● 57.1 31.4 20.0 22.9 34.3 20.0 8.6 ● 28.6 20.0

サ

ン
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ル

数

ビ

ジ

ネ
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権
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題
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染

症

の

患

者

等
（

H

I

V

感

染
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、

肝
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イ

ル

ス

感

染

者
、

新

型

イ

ン

フ

ル

エ

ン

ザ

等

の

感

染

者

等
）

の

人

権

ホ
ー

ム

レ

ス

の

人

権

刑

を

終

え

て

出

所

し

た

人

や

そ

の

家

族

の

人

権

ハ

ン

セ

ン

病

患

者

・

元

患

者

や

家

族

等

の

人

権

ア

イ

ヌ

の

人

々

の

人

権

そ

の

他

無

回

答

　全　体 1,083 14.8 14.6 11.1 10.5 10.2 7.1 6.6 2.4 2.3

女性　計 617 13.0 12.3 10.2 9.6 10.4 6.8 7.1 1.5 2.3

18～29歳 78 11.5 14.1 12.8 12.8 10.3 5.1 7.7 1.3 3.8

30代 80 8.8 3.8 6.3 5.0 6.3 - 5.0 - 3.8

40代 108 18.5 8.3 5.6 4.6 5.6 2.8 2.8 1.9 0.9

50代 103 16.5 13.6 5.8 4.9 15.5 4.9 3.9 2.9 1.9

60代 104 14.4 9.6 14.4 8.7 7.7 11.5 9.6 2.9 1.9

70代 93 10.8 23.7 17.2 19.4 17.2 15.1 ● 17.2 - 1.1

80歳以上 51 3.9 13.7 9.8 15.7 9.8 7.8 2.0 - 3.9

 男性　計 434 17.1 18.2 12.2 11.1 9.9 7.6 5.8 3.2 2.3

18～29歳 46 19.6 17.4 8.7 8.7 4.3 - 2.2 6.5 -

30代 52 19.2 17.3 7.7 7.7 3.8 - 1.9 3.8 3.8

40代 52 23.1 9.6 19.2 11.5 9.6 11.5 5.8 1.9 5.8

50代 86 23.3 18.6 11.6 10.5 14.0 8.1 9.3 2.3 1.2

60代 80 13.8 17.5 8.8 11.3 11.3 3.8 3.8 3.8 1.3

70代 82 12.2 20.7 14.6 11.0 9.8 12.2 8.5 2.4 3.7

80歳以上 35 5.7 ● 28.6 17.1 20.0 14.3 ● 20.0 5.7 2.9 -

※ ＝全体の数値より+5ポイント、●＝全体の数値より+10ポイント

性

・

年

代

別

性

・

年

代

別

イント増加しており、今回の選択肢の中で最も増加している。 

 過去の調査結果と比較すると、「インターネット（ＳＮＳを含む）による人権侵害」は平成 19年度以

降、増加していたが、今回調査では 48.5％と令和４年度と比較して 4.4ポイント減少し、令和４年度ま

で増加傾向にあった「女性に関する問題」も今回調査では減少している。また、上位の項目である「障

がい者に関する問題」「子どもに関する問題」も減少傾向にある。 

 

図表５－３ 関心を寄せる人権問題（性・年代別） 
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 性別にみると、女性では「女性に関する問題」（50.1％）が最も高く、次いで「インターネット（ＳＮ

Ｓを含む）による人権侵害」（48.6％）、「働く人の人権（パワーハラスメントや長時間労働など）」（48.5％）

となっているが、男性では「インターネット（ＳＮＳを含む）による人権侵害」（48.8％）が最も高く、

次いで「働く人の人権（パワーハラスメントや長時間労働など）」（43.5％）、「高齢者に関する問題」

（31.8％）となっている。 

また、女性では「女性に関する問題」が 50.1％と男性（23.0％）よりも 27.1ポイント、「子どもに関

する問題」が 39.5％と男性（25.6％）よりも 13.9 ポイント高くなっている。一方、男性では「外国人

に関する問題」が 31.6%と女性（25.8%）よりも 5.8ポイント、「ヘイトスピーチによる人権侵害」が 20.0%

と女性（12.0%）よりも 8.0ポイント、高くなっている。 

性・年代別にみると、女性の 40 代以下、60 代では「女性に関する問題」が５割を超えているが、男

性では全年代で３割未満となっている。また、女性の 30 代・40 代では「働く人の人権（パワーハラス

メントや長時間労働など）」「子どもに関する問題」が５割台と、他の年代の女性や全年代の男性に比べ

て関心が高くなっている。 

その他にも、女性 60代以上、男性 80歳以上では「高齢者に関する問題」、女性 60代・70代では「障

がい者に関する問題」などが全体よりも 10 ポイント以上高いなど、性・年代別により関心のある分野

が多岐にわたっていることがうかがえる。 
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ある

12.2%

ない

67.6%

わからない

16.9%

無回答

3.2%

全体(N=1,187)

ある ない わからない 無回答

凡例　

今回 全体(N=1,187)

令和４年度 全体(N=1,303)

12.2

14.9

67.6

69.2

16.9

14.0

3.2

1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

３ 差別や人権侵害に対する考え、経験 

（１）差別や人権侵害されたと思った経験 

問６ あなた自身が、この５年間に差別を受けた、または人権を侵害されたと感じたことが

ありますか。（○は１つだけ） 

 

 

図表６－１ 差別や人権侵害されたと思った経験（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この５年間に差別をされた、人権を侵害されたと思った経験については、「ある」が 12.2％、「ない」

が 67.6％、「わからない」が 16.9％となっている。 

 

 

図表６－２ 差別や人権侵害されたと思った経験（全体／経年比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和４年度と比較すると、「ある」が 14.9％から 12.2％へ 2.7ポイント減少している。 
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ある ない わからない 無回答

凡例　

 全体(N=1,187)

女性  計(n=678)

18～29歳(n=82)

30代(n=86)

40代(n=115)

50代(n=109)

60代(n=115)

70代(n=106)

80歳以上(n=65)

男性  計(n=473)

18～29歳(n=51)

30代(n=56)

40代(n=56)

50代(n=92)

60代(n=87)

70代(n=92)

80歳以上(n=38)

性

・

年

代

別

12.2

13.9

12.2

10.5

23.5

19.3

15.7

7.5

1.5

8.5

5.9

8.9

8.9

14.1

11.5

3.3

2.6

67.6

64.7

73.2

67.4

47.0

59.6

60.9

77.4

76.9

73.8

82.4

62.5

76.8

64.1

77.0

76.1

84.2

16.9

17.8

13.4

18.6

28.7

19.3

19.1

7.5

15.4

14.8

11.8

26.8

14.3

19.6

9.2

12.0

10.5

3.2 

3.5 

1.2 

3.5 

0.9 

1.8 

4.3 

7.5 

6.2 

3.0 

1.8 

2.2 

2.3 

8.7 

2.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

図表６－３ 差別や人権侵害されたと思った経験（性・年代別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 性別にみると、女性では「ある」が 13.9％と男性（8.5％）よりも 5.4ポイント高くなっている。 

 性・年代別にみると、女性では「ある」は 30代以下では１割台であるが、40代では 23.5％に増加し、

その後は年代が高くなるとともに減少している。一方、男性では 50 代・60 代で１割台であるが、その

他の年代では１割未満と低くなっている。 
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ア. 年齢

イ. 学歴・出身校・職業

ウ. 収入・財産

カ. 性別

ケ. 容姿

オ. 障がい・病気（感染症など）

ク. 婚姻歴（独身であることなど）

エ. 家庭環境(ひとり親家庭、両親が不在など）

サ. 人種・民族・国籍

シ. 思想・信条・宗教

キ. 性的指向や性自認など

コ. 同和地区出身・同和地区に居住

ス. その他

※調査では、差別や人権侵害されたと感じたケースを複数回答で質問していることから、差別や人権侵害がなかった人については「無回答」となる。

　このため、差別や人権侵害をされたと感じた割合は、「無回答」の割合を引いた割合（100%－「無回答」割合）として、計算している。

31.0

28.3

25.5

24.8

20.7

19.3

15.2

13.8

10.3

10.3

4.8

4.8

20.0

0 10 20 30 40
（％）

全体(n=145)

（２）差別や人権侵害の分野 

問７ （問６で１に○印をつけられた方に、お尋ねします。） 

 ① あなた自身が差別を受けた、または人権を侵害されたと感じたのは、「何について」ですか。

また、それは「どこで」ですか。ア～スまでの中から該当するものすべてについて、Ａ～Ｈの

うち該当する場所の番号を選んでください。（あてはまる番号すべてに○） 

 

図表７－１－１ 差別を受けた、または人権を侵害されたと感じた割合（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この５年間に差別を受けた、または人権を侵害されたと感じたことがある人に差別や人権侵害を受け

た分野をたずねたところ、「ア.年齢」が 31.0％と最も高くなっている。次いで「イ.学歴・出身校・職

業」（28.3％）、「ウ.収入・財産」（25.5％）、「カ.性別」（24.8％）、「ケ.容姿」（20.7％）となっている。 

 なお、「ス.その他」の内訳としてはパワーハラスメントやカスタマーハラスメントなど仕事に関係す

ることが多くなっている。 
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ア. 年齢

カ. 性別

ウ. 収入・財産

イ. 学歴・出身校・職業

ケ. 容姿

オ. 障がい・病気（感染症など）

ク. 婚姻歴（独身であることなど）

エ. 家庭環境(ひとり親家庭、

　  両親が不在など）

サ. 人種・民族・国籍

シ. 思想・信条・宗教

コ. 同和地区出身・同和地区に居住

キ. 性的指向や性自認など

ス. その他

2.1

3.4

4.1

1.4

4.8

4.1

3.4

2.1

2.1

6.2

6.2

3.4

4.8

4.8

2.1

2.8

2.8

5.5

4.1

5.5

2.8

6.2

5.5

5.5

4.1

4.8

3.4

2.8

1.4

22.1

15.9

12.4

19.3

11.0

6.9

6.9

4.1

2.8

2.8

2.1

13.1

2.8

1.4

3.4

2.1

1.4

2.1

1.4

1.4

2.1

2.8

1.4

3.4

3.4

1.4

2.8

1.4

2.8

3.4

2.1

2.1

2.1

2.1

2.8

2.1

1.4

1.4

2.1

2.1

4.8

1.4

1.4

1.4

3.4

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Ａ教育機関等

（保育所・

学校）

Ｂ家庭 Ｃ地域

（生活圏）

Ｄ職場・企業 Ｅ行政機関 Ｆ医療機関・

福祉施設

Ｇ       

 ＳＮＳ

Ｈその他

（％）

 

図表７－１－２ 差別や人権侵害を受けた分野別にみた場所（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    (n=145) 

 

 

 

 

 

 

        

 

※１％未満の数値は、表示していない。 

       ※各分野において複数の場所で回答されているものがあるため図表７－１－１の割合とは一致しない。 

 

 差別や人権侵害を受けた分野において、どのような場所で経験したかをたずねたところ、多くの分野

で「Ｄ職場・企業」が最も高くなっている。 
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（単位：％）

ア
　

年

齢

イ
　

学

歴

・

出

身

校

・

職

業

ウ
　

収

入

・

財

産

エ
　

家

庭

環

境

(

ひ

と

り

親

家

庭
、

　
　

両

親

が

不

在

な

ど
）

オ
　

障

が

い

・

病

気
（

感

染

症

な

　
　

ど
）

カ
　

性

別

キ
　

性

的

指

向

や

性

自

認

な

ど

ク
　

婚

姻

歴
（

独

身

で

あ

る

こ

と

な

　
　

ど
）

ケ
　

容

姿

コ
　

同

和

地

区

出

身

・

同

和

地

区

に

　
　

居

住

サ
　

人

種

・

民

族

・

国

籍

シ
　

思

想

・

信

条

・

宗

教

ス
　

そ

の

他

Ａ教育機関等

（保育所・学校）
2.1 1.4 4.1 3.4 4.1 3.4 0.7 0.7 4.8 0.0 0.0 2.1 0.7 27.5

Ｂ家庭 2.1 3.4 6.2 2.8 4.8 6.2 0.7 2.1 4.8 0.7 0.0 2.8 0.7 37.3

Ｃ地域

（生活圏）
5.5 2.8 5.5 4.1 5.5 4.1 1.4 5.5 6.2 2.8 4.8 3.4 0.7 52.3

Ｄ職場・企業 22.1 19.3 12.4 4.1 6.9 15.9 0.0 6.9 11.0 2.1 2.8 2.8 13.1 119.4

Ｅ行政機関 2.8 2.1 3.4 2.1 1.4 1.4 0.0 0.7 0.0 0.7 1.4 1.4 0.0 17.4

Ｆ医療機関・福祉施設 2.1 0.7 0.7 0.7 2.8 0.7 0.7 0.0 0.7 0.0 0.7 0.7 1.4 11.9

Ｇインターネット ＳＮＳ 3.4 2.8 1.4 0.7 0.7 3.4 2.1 2.8 1.4 0.0 3.4 2.1 0.0 24.2

Ｈその他 2.1 2.1 2.8 2.1 1.4 2.1 1.4 2.1 1.4 1.4 4.8 1.4 3.4 28.5

42.2 34.6 36.5 20.0 27.6 37.2 7.0 20.8 30.3 7.7 17.9 16.7 20.0 318.5

※母数は、この５年間に人権侵害されたと回答した145人

22.1 10％以上 5～9.9％ 3～4.9％

人

権

侵

害

さ

れ

た

と

感

じ

た

場

所

延

べ

回

答

割

合

延べ合計割合

人権侵害をされたと感じた分野

 

図表７－１－３ 差別や人権侵害を受けた場所別にみた分野（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 差別や人権が侵害されたと感じた場所ごとに、どのような分野での人権侵害であったかをみると、「Ｄ

職場・企業」で『ア.年齢』や『イ.学歴・出身校・職業』、『カ.性別』などの分野が多くなっている。「Ｃ

地域（生活圏）」では『ケ.容姿』『ア.年齢』『ウ.収入・財産』『オ.障がい・病気（感染症など）』が、「Ｂ

家庭」では『ウ.収入・財産』『カ.性別』がそれぞれ多くなっている。 
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（数値：％）

サ

ン

プ

ル

数

Ａ

教

育

機

関

等
（

保

育

所

・

学

校
）

Ｂ

家

庭

Ｃ

地

域
（

生

活

圏
）

Ｄ

職

場

・

企

業 Ｅ

行

政

機

関

Ｆ

医

療

機

関

・

福

祉

施

設 Ｇ

イ

ン

タ
ー

ネ
ッ

ト

・

Ｓ

Ｎ

Ｓ

Ｈ

そ

の

他

該

当

な

し

感

じ

た

割

合

ア.年齢

145 2.1 2.1 5.5 22.1 2.8 2.1 3.4 2.1 69.0 31.0

女性 94 1.1 2.1 4.3 25.5 3.2 2.1 4.3 3.2 67.0 33.0

男性 40 5.0 2.5 10.0 15.0 2.5 2.5 2.5 - 70.0 30.0

イ.学歴・出身校・職業

145 1.4 3.4 2.8 19.3 2.1 0.7 2.8 2.1 71.7 28.3

女性 94 - 4.3 1.1 16.0 - 1.1 3.2 2.1 76.6 23.4

男性 40 5.0 2.5 7.5 30.0 7.5 - 2.5 2.5 55.0 45.0

ウ.収入・財産

145 4.1 6.2 5.5 12.4 3.4 0.7 1.4 2.8 74.5 25.5

女性 94 3.2 8.5 3.2 12.8 3.2 - 1.1 3.2 74.5 25.5

男性 40 7.5 2.5 12.5 15.0 5.0 2.5 2.5 2.5 67.5 32.5

エ.家庭環境(ひとり親家庭、両親が不在など）

145 3.4 2.8 4.1 4.1 2.1 0.7 0.7 2.1 86.2 13.8

女性 94 4.3 3.2 4.3 5.3 3.2 1.1 - 1.1 87.2 12.8

男性 40 2.5 2.5 5.0 2.5 - - 2.5 2.5 82.5 17.5

オ.障がい・病気（感染症など）

145 4.1 4.8 5.5 6.9 1.4 2.8 0.7 1.4 80.7 19.3

女性 94 3.2 5.3 5.3 7.4 2.1 3.2 1.1 - 80.9 19.1

男性 40 7.5 5.0 7.5 7.5 - 2.5 - 5.0 75.0 25.0

カ.性別

145 3.4 6.2 4.1 15.9 1.4 0.7 3.4 2.1 75.2 24.8

女性 94 3.2 7.4 5.3 22.3 2.1 1.1 4.3 1.1 68.1 31.9

男性 40 5.0 5.0 2.5 2.5 - - 2.5 5.0 87.5 12.5

キ.性的指向や性自認など

145 0.7 0.7 1.4 - - 0.7 2.1 1.4 95.2 4.8

女性 94 1.1 1.1 2.1 - - 1.1 2.1 1.1 94.7 5.3

男性 40 - - - - - - 2.5 2.5 95.0 5.0

ク.婚姻歴（独身であることなど）

145 0.7 2.1 5.5 6.9 0.7 - 2.8 2.1 84.8 15.2

女性 94 1.1 2.1 5.3 5.3 1.1 - 2.1 3.2 85.1 14.9

男性 40 - 2.5 7.5 10.0 - - 5.0 - 82.5 17.5

ケ.容姿

145 4.8 4.8 6.2 11.0 - 0.7 1.4 1.4 79.3 20.7

女性 94 2.1 4.3 4.3 7.4 - - 1.1 - 85.1 14.9

男性 40 12.5 2.5 12.5 20.0 - 2.5 2.5 5.0 67.5 32.5

コ.同和地区出身・同和地区に居住

145 - 0.7 2.8 2.1 0.7 - - 1.4 95.2 4.8

女性 94 - 1.1 - - - - - - 98.9 1.1

男性 40 - - 10.0 7.5 2.5 - - 5.0 85.0 15.0

サ.人種・民族・国籍

145 - - 4.8 2.8 1.4 0.7 3.4 4.8 89.7 10.3

女性 94 - - 4.3 3.2 2.1 1.1 3.2 5.3 90.4 9.6

男性 40 - - 7.5 2.5 - - 2.5 5.0 87.5 12.5

シ.思想・信条・宗教

145 2.1 2.8 3.4 2.8 1.4 0.7 2.1 1.4 89.7 10.3

女性 94 1.1 3.2 3.2 - - - 2.1 1.1 92.6 7.4

男性 40 5.0 2.5 5.0 10.0 5.0 2.5 2.5 2.5 80.0 20.0

※　感じた割合＝100％－該当なし 最も高い場所 は男女差が10ポイント以上

性別

全　　体

性別

全　　体

性別

全　　体

性別

全　　体

性別

全　　体

性別

全　　体

性別

全　　体

性別

全　　体

性別

全　　体

性別

全　　体

性別

全　　体

性別

全　　体

図表７－１－４ 差別や人権侵害を受けた分野別にみた場所（性別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 性別にみると、男女とも「Ｄ職場・企業」が多くなっている。また、男性は女性に比べて経験する人

の人数は少ないが、経験率としては、女性よりも高く、『イ.学歴・出身校・職業』、『ケ.容姿』、『コ.同

和地区出身・同和地区に居住』、『シ.思想・信条・宗教』では男性の方が女性より 10ポイント以上高く

なっている。男性よりも女性の方が 10ポイント以上高いのは『カ.性別』である。 
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ウ. 不平等または不利益な扱い

イ. 名誉や信用を傷つけられたり、侮辱を受けたりした

　　こと

ア. 嫌がらせ、いじめ、かげ口、仲間外れ、無視

オ. セクシュアルハラスメント（性的嫌がらせ）、パ

　　ワーハラスメント（職務上の地位などを背景にした

　　嫌がらせ）

エ. プライバシーの侵害（他人に知られたくない個人的

　　事項を知られた・暴露された）

カ. 暴力（配偶者やパートナー含む）、虐待、脅迫、強

　　要（本来義務のないことをさせられたり、権利の行

　　使を妨害された）

キ. その他

※調査では、差別や人権侵害されたと感じたケースを複数回答で質問していることから、差別や人権侵害がなかった人については「無回答」となる。

　このため、差別や人権侵害をされたと感じた割合は、「無回答」の割合を引いた割合（100%－「無回答」割合）として、計算している。

57.9

41.4

37.9

35.9

20.7

19.3

6.9

0 10 20 30 40 50 60 70

（％）

全体(n=145)

問７ （問６で１に○印をつけられた方に、お尋ねします。） 

②あなた自身が差別を受けた、または人権を侵害されたと感じたのは、「どのような行為について」

ですか。また、それは「どこで」ですか。ア～キまでの中から該当するものすべてについて、Ａ

～Ｈのうち該当する場所の番号を選んでください。（あてはまる番号すべてに○） 

 

図表７－２－１ 差別を受けた、または人権を侵害された行為割合（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この５年間に差別を受けた、または人権を侵害されたと感じたことがある人に差別や人権侵害を受け

た行為の内容をたずねたところ、「ウ.不平等または不利益な扱い」が 57.9％と最も高くなっている。次

いで「イ.名誉や信用を傷つけられたり、侮辱を受けたりしたこと」（41.4％）、「ア.嫌がらせ、いじめ、

かげ口、仲間外れ、無視」（37.9％）、「オ.セクシュアルハラスメント（性的嫌がらせ）、パワーハラスメ

ント（職務上の地位などを背景にした嫌がらせ）」（35.9％）となっている。 
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ウ．不平等または不利益な扱い

ア．嫌がらせ、いじめ、かげ口、仲間外れ、

　　無視

イ. 名誉や信用を傷つけられたり、侮辱を受

　　けたりしたこと

オ．セクシュアルハラスメント（性的嫌がら

　　せ）、パワーハラスメント（職務上の地

　　位などを背景にした嫌がらせ）

エ．プライバシーの侵害（他人に知られたく

　　ない個人的事項を知られた・暴露され

　　た）

カ. 暴力（配偶者やパートナー含む）、虐

　　待、脅迫、強要（本来義務のないことを

　　させられたり、権利の行使を妨害され

　　た）

キ．その他

6.9

8.3

3.4

3.4

3.4

3.4

7.6

4.1

7.6

11.0

9.7

9.7

6.9

4.8

6.2

39.3

26.2

26.2

29.0

11.0

4.8

6.9

4.1

4.1

3.4

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Ａ教育機関等

（保育所・

学校）

Ｂ家庭 Ｃ地域

（生活圏）

Ｄ職場・企業 Ｅ行政機関 Ｆ医療機関・

福祉施設

Ｇ       

 ＳＮＳ

Ｈその他

（％）

 

図表７－２－２ 差別や人権侵害を受けた行為別にみた場所（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         (n=145) 

 

 

 

 

 

       

 ※３％未満の数値は、表示していない。 

       ※各行為において複数の場所で回答されているものがあるため図表７－２－１の割合とは一致しない。 

 

 差別や人権侵害を受けた行為について、どのような場所で経験したかをたずねたところ、『カ.暴力（配

偶者やパートナー含む）、虐待、脅迫、強要（本来義務のないことをさせられたり、権利の行使を妨害さ

れた）』以外のすべての行為で「Ｄ職場・企業」が最も高くなっている。 
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（単位：％）

ア
 

嫌
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辱

を

受

け

た

り

し

た

こ

　
　

と

ウ
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平

等

ま

た
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不

利

益

な
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ラ
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バ

シ
ー

の

侵

害
（

他
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知

ら

れ

た

く

な

い
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た

・
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露

さ
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た
）

オ
 

セ

ク

シ
ュ
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ル

ハ

ラ
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ン

ト

　
（

性
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せ
）

、

パ
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ー

　
　

ハ

ラ

ス

メ

ン

ト
（

職

務

上

の

地

　
　

位

な

ど

を

背

景

に

し

た

嫌

が

ら

　
　

せ
）

カ
 

暴

力
（

配

偶

者

や

パ
ー

ト

ナ
ー

　
　

含

む
）

、

虐

待
、

脅

迫
、

　
　

強

要
（

本

来

義

務

の

な

い

こ

と

　
　

を

さ

せ

ら

れ

た

り
、

権

利

の

行

　
　

使

を

妨

害

さ

れ

た
）

キ

　

そ

の

他

Ａ教育機関等

（保育所・学校）
8.3 3.4 6.9 3.4 3.4 3.4 0.0 28.8

Ｂ家庭 4.1 7.6 7.6 2.1 2.8 11.0 0.7 35.9

Ｃ地域

（生活圏）
9.7 6.9 9.7 6.2 4.8 2.8 1.4 41.5

Ｄ職場・企業 26.2 26.2 39.3 11.0 29.0 4.8 2.8 139.3

Ｅ行政機関 0.7 2.1 6.9 0.7 2.1 0.7 0.0 13.2

Ｆ医療機関・福祉施設 2.1 0.7 2.8 1.4 0.7 0.7 0.0 8.4

Ｇインターネット ＳＮＳ 4.1 4.1 2.1 3.4 0.0 0.7 1.4 15.8

Ｈその他 3.4 1.4 2.8 1.4 0.0 2.8 2.1 13.9

58.6 52.4 78.1 29.6 42.8 26.9 8.4 296.8

※母数は、この５年間に人権侵害されたと回答した145人

22.1 10％以上 5～9.9％ 3～4.9％

延

べ

回

答

割

合

人

権

侵

害

さ

れ

た

と

感

じ

た

場

所

延べ合計割合

人権侵害をされたと感じた行為

 

図表７－２－３ 差別や人権侵害を受けた場所別にみた行為（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 差別や人権が侵害されたと感じた場所ごとに、どのような行為によって人権を侵害されたと感じたか

をみると、「Ｄ職場・企業」で『ウ.不平等または不利益な扱い』、『オ.セクシュアルハラスメント（性的

嫌がらせ）、パワーハラスメント（職務上の地位などを背景にした嫌がらせ）』、『ア.嫌がらせ、いじめ、

かげ口、仲間外れ、無視』、『イ.名誉や信用を傷つけられたり、侮辱を受けたりしたこと』などの内容が

多くなっている。「Ｂ家庭」では『カ.暴力（配偶者やパートナー含む）、虐待、脅迫、強要（本来義務の

ないことをさせられたり、権利の行使を妨害された）』が多く、「Ａ教育機関等（保育所・学校）」や「Ｃ

地域（生活圏）」では『ア.嫌がらせ、いじめ、かげ口、仲間外れ、無視』、『ウ.不平等または不利益な扱

い』が比較的、多くなっている。 
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（数値：％）

サ

ン

プ

ル

数

Ａ

教

育

機

関

等

（

保

育

所

・

学

校
）

Ｂ

家

庭

Ｃ

地

域
（

生

活

圏
）

Ｄ

職

場

・

企

業

Ｅ

行

政

機

関

Ｆ

医

療

機

関

・

福

祉

施

設

Ｇ

イ

ン

タ
ー

ネ
ッ

ト

・

Ｓ

Ｎ

Ｓ

Ｈ

そ

の

他

該

当

な

し

行

為

割

合

ア.嫌がらせ、いじめ、かげ口、仲間外れ、無視

145 8.3 4.1 9.7 26.2 0.7 2.1 4.1 3.4 62.1 37.9

女性 94 5.3 5.3 9.6 24.5 - 2.1 4.3 2.1 67.0 33.0

男性 40 15.0 - 12.5 30.0 2.5 2.5 5.0 7.5 52.5 47.5

イ.名誉や信用を傷つけられたり、侮辱を受けたりしたこと

145 3.4 7.6 6.9 26.2 2.1 0.7 4.1 1.4 58.6 41.4

女性 94 1.1 8.5 6.4 17.0 2.1 1.1 4.3 2.1 64.9 35.1

男性 40 10.0 5.0 10.0 45.0 2.5 - 5.0 - 45.0 55.0

ウ.不平等または不利益な扱い

145 6.9 7.6 9.7 39.3 6.9 2.8 2.1 2.8 42.1 57.9

女性 94 6.4 8.5 10.6 39.4 6.4 3.2 2.1 3.2 38.3 61.7

男性 40 10.0 5.0 10.0 45.0 7.5 2.5 2.5 2.5 45.0 55.0

エ.プライバシーの侵害（他人に知られたくない個人的事項を知られた・暴露された）

145 3.4 2.1 6.2 11.0 0.7 1.4 3.4 1.4 79.3 20.7

女性 94 2.1 3.2 5.3 8.5 1.1 2.1 2.1 1.1 83.0 17.0

男性 40 7.5 - 10.0 12.5 - - 7.5 2.5 72.5 27.5

オ.セクシュアルハラスメント（性的嫌がらせ）、パワーハラスメント（職務上の地位などを背景にした嫌がらせ）

145 3.4 2.8 4.8 29.0 2.1 0.7 - - 64.1 35.9

女性 94 3.2 3.2 3.2 25.5 1.1 1.1 - - 64.9 35.1

男性 40 5.0 2.5 7.5 37.5 5.0 - - - 60.0 40.0

カ.暴力（配偶者やパートナー含む）、虐待、脅迫、強要（本来義務のないことをさせられたり、権利の行使を妨害された）

145 3.4 11.0 2.8 4.8 0.7 0.7 0.7 2.8 80.7 19.3

女性 94 1.1 12.8 2.1 2.1 - - 1.1 2.1 81.9 18.1

男性 40 10.0 5.0 5.0 12.5 2.5 2.5 - 5.0 77.5 22.5

※　行為割合＝100％－該当なし 最も高い場所 は男女差が10ポイント以上

性別

全　　体

性別

全　　体

性別

全　　体

性別

全　　体

性別

全　　体

性別

全　　体

図表７－２－４ 差別や人権侵害を受けた行為別にみた場所（性別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 性別にみると、男女とも「Ｄ職場・企業」が多くなっている。また、男性は女性に比べて経験する人

の人数は少ないが、経験率としては、女性よりも高く、『イ.名誉や信用を傷つけられたり、侮辱を受け

たりしたこと』、『ア.嫌がらせ、いじめ、かげ口、仲間外れ、無視』、『エ.プライバシーの侵害（他人に

知られたくない個人的事項を知られた・暴露された』では男性の方が女性より 10 ポイント以上高くな

っている。 
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家族や親戚に相談する

友人や知人に相談する

市役所や区役所の相談窓口（市民相談室など）に相談する

市の専門機関（人権啓発センター・男女共同参画推進センター

アミカス こども総合相談センター えがお館など）に相談する

弁護士に相談する

学校や職場に相談する

警察に相談する

法務局や人権擁護委員などに相談する

人権擁護団体（ＮＰＯなど）や当事者団体に相談する

町内会・自治協議会役員や民生委員に相談する

新聞やテレビなどマスメディアに訴える

裁判所に訴える（訴訟を起こす）

その他

何もしないで我慢する

わからない

無回答

57.0

39.7

20.1

17.6

15.1

13.6

12.0

6.6

5.2

3.0

1.8

1.8

2.4

8.1

7.2

4.0

0 10 20 30 40 50 60

（％）

全体(N=1,187)

（３）自分が人権侵害を受けた時の対処 

問８ 差別を受けるなど、人権を侵害され、自分だけでは解決できないと判断した場合、あ

なたはどのように対処しますか（しましたか）。（○は３つまで） 

 

図表８－１ 自分が人権侵害を受けた時の対処（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 差別を受けるなど、人権を侵害され、自分だけでは解決できないと判断した場合の対処方法としては、

「家族や親戚に相談する」が 57.0％と最も高くなっている。次いで「友人や知人に相談する」（39.7％）、

「市役所や区役所の相談窓口（市民相談室など）に相談する」（20.1％）となっている。 
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選択肢
今回

（N=1,187）

令和４年度

（N=1,303）

平成29年度

（N=1,136）

平成24年度

（N=1,351）

平成19年度

（N=1,863）

家族や親戚に相談する 57.0% 52.4% 53.4% 55.9% 54.8% 

友人や知人に相談する 39.7% 37.7% 41.5% 46.0% 45.2% 

市役所や区役所の相談窓口（市民相談室など）に相談する 20.1% 21.5% 22.2% 24.1% 18.4% 

市の専門機関（人権啓発センター・男女共同参画推進セン

ターアミカス・こども総合相談センター えがお館など）

に相談する

17.6% 14.7% 19.7% 15.0% 18.6% 

弁護士に相談する 15.1% 15.7% 12.7% 15.2% 16.6% 

学校や職場に相談する 13.6% 9.4% 9.4% 8.7% 7.2% 

警察に相談する 12.0% 9.0% 13.3% 15.3% 12.1% 

法務局や人権擁護委員などに相談する 6.6% 5.4% 6.0% 9.0% 12.1% 

人権擁護団体（ＮＰＯなど）・当事者団体に相談する 5.2% 4.2% 2.2% 5.4% 7.9% 

町内会・自治協議会役員や民生委員に相談する 3.0% 4.5% 4.5% 4.9% 6.5% 

裁判所に訴える（訴訟を起こす） 1.8% 2.1% 2.1% 2.1% 2.0% 

新聞やテレビなどマスメディアに訴える 1.8% 1.2% 2.2% 2.6% 3.0% 

その他 2.4% 2.0% 0.8% 0.8% 1.9% 

何もしないで我慢する 8.1% 10.9% 4.8% 4.7% 9.0% 

わからない 7.2% 5.1% 6.3% 3.8% 3.3% 

無回答 4.0% 7.2% 4.4% 4.6% 3.6% 

図表８－２ 自分が人権侵害を受けた時の対処（全体／経年比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年度と比較すると、上位項目では「家族や親戚に相談する」は 4.6ポイント増加、「友人や知人

に相談する」は 2.0ポイント増加、「市役所や区役所の相談窓口（市民相談室など）に相談する」は 1.4

ポイント減少している。 

 過去の調査結果と比較すると、「家族や親戚に相談する」は平成 19年度以降５割台で推移し、常に最

も高くなっている。「友人や知人に相談する」は平成 29度までは４割台で推移してきたが、令和４年度

以降は３割台に減少している。 

 また、「わからない」は、平成 24 年度以前は３％台であったが、今回調査では 7.2％と最も高くなっ

ている。 
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（数値：％）

サ

ン

プ

ル

数
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族
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友
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役
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談
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口
（
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民

相

談
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ど
）

に

相

談

す

る

市

の

専

門

機

関
（

人

権

啓

発

セ

ン

タ
ー

・

男

女

共

同

参

画

推

進

セ

ン

タ
ー

ア

ミ

カ

ス

・

こ

ど

も

総

合

相

談

セ

ン

タ
ー

 

え

が

お

館

な

ど
）

に

相

談

す

る

弁

護

士

に

相

談

す

る

学

校

や

職

場

に

相

談

す

る

警

察

に

相

談

す

る

法

務

局

や

人

権

擁

護

委

員

な

ど

に

相

談

す

る

人

権

擁

護

団

体
（

Ｎ

Ｐ

Ｏ

な

ど
）

や

当

事

者

団

体

に

相

談

す

る

　全　体 1,187 57.0 39.7 20.1 17.6 15.1 13.6 12.0 6.6 5.2

 女性　計 678 65.3 44.7 18.3 16.2 12.1 12.7 10.2 5.3 4.9

18～29歳 82 ● 79.3 ● 57.3 8.5 7.3 8.5 23.2 8.5 1.2 4.9

30代 86 ● 80.2 ● 54.7 7.0 9.3 8.1 20.9 16.3 4.7 3.5

40代 115 ● 70.4 ● 53.9 14.8 12.2 13.0 19.1 7.0 2.6 0.9

50代 109 ● 68.8 49.5 20.2 18.3 18.3 11.9 11.9 5.5 5.5

60代 115 60.0 35.7 19.1 22.6 17.4 7.8 10.4 10.4 7.0

70代 106 47.2 34.0 28.3 27.4 8.5 4.7 8.5 6.6 8.5

80歳以上 65 52.3 24.6 ● 30.8 10.8 6.2 - 9.2 4.6 3.1

男性　計 473 46.1 32.6 23.3 19.7 19.7 15.0 15.0 8.2 5.9

18～29歳 51 ● 70.6 ● 54.9 - 7.8 9.8 ● 25.5 11.8 3.9 3.9

30代 56 51.8 48.2 14.3 12.5 14.3 ● 28.6 12.5 5.4 3.6

40代 56 48.2 35.7 26.8 12.5 19.6 19.6 14.3 7.1 3.6

50代 92 45.7 27.2 12.0 19.6 ● 26.1 17.4 19.6 10.9 5.4

60代 87 40.2 33.3 ● 33.3 ● 27.6 20.7 12.6 11.5 10.3 9.2

70代 92 37.0 19.6 ● 33.7 ● 29.3 19.6 4.3 16.3 9.8 6.5

80歳以上 38 39.5 18.4 ● 39.5 15.8 21.1 - 15.8 5.3 7.9

サ

ン

プ

ル

数

町

内

会

・

自

治

協

議

会

役

員

や

民

生

委

員

に

相

談

す

る

新

聞

や

テ

レ

ビ

な

ど

マ

ス

メ

デ
ィ

ア

に

訴

え

る

裁

判

所

に

訴

え

る
（

訴

訟

を

起

こ

す
）

そ

の

他

何

も

し

な

い

で

我

慢

す

る

わ

か

ら

な

い

無

回

答

　全　体 1,187 3.0 1.8 1.8 2.4 8.1 7.2 4.0

 女性　計 678 3.4 1.3 1.2 2.2 7.1 6.0 4.6

18～29歳 82 1.2 - 2.4 1.2 8.5 1.2 2.4

30代 86 - 1.2 2.3 1.2 2.3 2.3 3.5

40代 115 0.9 1.7 1.7 5.2 8.7 6.1 2.6

50代 109 0.9 0.9 1.8 6.4 7.3 2.8 0.9

60代 115 0.9 2.6 - - 9.6 8.7 4.3

70代 106 5.7 1.9 - - 5.7 8.5 10.4

80歳以上 65 ● 20.0 - - - 6.2 13.8 9.2

男性　計 473 2.7 2.5 2.7 2.3 9.7 8.5 3.2

18～29歳 51 - 2.0 3.9 - 9.8 9.8 -

30代 56 3.6 1.8 5.4 5.4 10.7 8.9 -

40代 56 - 1.8 3.6 3.6 10.7 5.4 1.8

50代 92 - 2.2 2.2 1.1 17.4 7.6 -

60代 87 1.1 2.3 3.4 - 9.2 9.2 4.6

70代 92 6.5 4.3 1.1 4.3 2.2 8.7 6.5

80歳以上 38 10.5 2.6 - 2.6 7.9 10.5 10.5

※ ＝全体の数値より+5ポイント、●＝全体の数値より+10ポイント

性

・

年

代

別

性

・

年

代

別

図表８－３ 自分が人権侵害を受けた時の対処（性・年代別） 
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 性別にみると、男女とも「家族や親戚に相談する」（女性 65.3％、男性 46.1％）が最も高く、次いで

「友人や知人に相談する」（女性 44.7％、男性 32.6％）、「市役所や区役所の相談窓口（市民相談室など）

に相談する」（女性 18.3％、男性 23.3％）となっている。 

また、女性では「家族や親戚に相談する」が 65.3％と男性（46.1％）よりも 19.2ポイント、「友人や

知人に相談する」が 44.7％と男性（32.6％）よりも 12.1 ポイント高く、性別による差が大きくなって

いる。 

性・年代別にみると、女性 50代以下、男性 18～29歳では「家族や親戚に相談する」や「友人や知人

に相談する」が高くなっている。 

また、女性 80歳以上、男性 60代以上では「市役所や区役所の相談窓口（市民相談室など）に相談す

る」、男女とも 60代・70代で「市の専門機関（人権啓発センター・男女共同参画推進センターアミカス・

こども総合相談センター えがお館など）に相談する」が他の性・年代に比べて高くなっている。 

 

 

 

  



33 

絶対にやめるべきだ

10.2%

やめた方がよい

36.9%

やむを得ないことだ

28.3%

当然、必要なことだ

5.5%

わからない

15.5%

無回答

3.6%

全体(N=1,187)

４ 身元調査についての考え方 

問９ あなたは、結婚や就職のときに、本籍地や家庭の状況、家庭の環境などの身元調査を

することについて、どのように考えますか。（○は１つだけ） 

 

図表９－１ 身元調査についての考え方（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
『反対派』=「絶対にやめるべきだ」「やめた方がよい」を合計した割合   

『容認派』=「当然、必要なことだ」「やむを得ないことだ」を合計した割合 

 

 

 結婚や就職のときの身元調査については、「絶対にやめるべきだ」が 10.2％、「やめた方がよい」が

36.9％、これらを合わせた『反対派』は 47.1％となっている。 

 一方、『容認派』は 33.8％（「やむを得ないことだ」28.3％＋「当然、必要なことだ」5.5％）となっ

ている。 

 

 

 

  

『反対派』 47.1％ 

『容認派』 33.8％ 
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絶対に

やめるべきだ

やめた方が

よい

やむを得ない

ことだ

当然、

必要なことだ わからない※ 無回答

凡例　

今回 全体(N=1,187) 47.1% 33.8%

令和４年度 全体(N=1,303) 45.3% 32.4%

平成29年度 全体(N=1,136) 55.8% 40.3%

平成24年度 全体(N=1,351) 57.8% 39.4%

平成19年度 全体(N=1,863) 58.5% 38.3%

平成14年度 全体(N=1,327) 59.5% 37.8%

平成7年度 全体(N=1,285) 58.2% 38.5%

平成元年度 全体(N=1,070) 36.4% 56.0%

※　「わからない」は、令和４年度調査より追加した選択肢

『反対派』=「絶対にやめるべきだ」「やめた方がよい」を合計した割合

『容認派』=「当然、必要なことだ」「やむを得ないことだ」を合計した割合

反

対

派

容

認

派

10.2

9.5

11.0

10.4

11.2

11.6

14.0

10.2

36.9

35.8

44.8

47.4

47.3

47.9

44.2

26.2

28.3

26.6

34.4

34.0

31.9

32.2

34.3

56.0

5.5

5.8

5.9

5.4

6.4

5.6

4.2

15.5

20.6

3.6

1.7

3.9

2.8

3.3

2.7

3.3

7.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

図表９－２ 身元調査についての考え方（全体／経年比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和４年度と比較すると、「絶対にやめるべきだ」は 0.7ポイント、「やめた方がよい」は 1.1ポイン

ト増加し、これらを合わせた『反対派』は 1.8ポイントの増加となっている。一方、「当然、必要なこと

だ」は 0.3ポイント減少、「やむを得ないことだ」は 1.7ポイント増加し、これらを合わせた『容認派』

も 1.4ポイントの増加となっている。 

過去の調査結果と比較すると、平成 14年度から令和４年度にかけて『反対派』が減少するとともに、

平成 29年度までは『容認派』が増加する傾向にあったが、令和４年度から「わからない」という選択肢

を追加した影響からか、『反対派』『容認派』ともに減少し、今回調査では「わからない」という回答が

令和４年度から 5.1ポイント減少し、『反対派』『容認派』ともに増加している。 
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絶対に

やめるべきだ

やめた方が

よい

やむを得ない

ことだ

当然、

必要なことだ わからない 無回答

凡例　

 全体(N=1,187) 47.1% 33.8%

女性  計(n=678) 48.1% 31.0%

18～29歳(n=82) 46.4% 35.4%

30代(n=86) 36.1% 41.8%

40代(n=115) 47.0% 35.6%

50代(n=109) 52.3% 28.5%

60代(n=115) 51.3% 25.2%

70代(n=106) 53.8% 26.5%

80歳以上(n=65) 46.1% 24.6%

男性  計(n=473) 45.6% 38.7%

18～29歳(n=51) 41.2% 35.3%

30代(n=56) 28.6% 55.4%

40代(n=56) 41.1% 44.6%

50代(n=92) 58.7% 34.8%

60代(n=87) 49.4% 33.3%

70代(n=92) 46.8% 37.0%

80歳以上(n=38) 42.1% 36.9%

『反対派』=「絶対にやめるべきだ」「やめた方がよい」を合計した割合

『容認派』=「当然，必要なことだ」「やむを得ないことだ」を合計した割合

性

・

年

代

別

反

対

派

容

認

派

10.2

9.3

11.0

10.5

9.6

8.3

7.0

8.5

12.3

11.8

21.6

3.6

3.6

16.3

6.9

18.5

7.9

36.9

38.8

35.4

25.6

37.4

44.0

44.3

45.3

33.8

33.8

19.6

25.0

37.5

42.4

42.5

28.3

34.2

28.3

27.0

31.7

36.0

31.3

25.7

23.5

20.8

20.0

31.1

27.5

50.0

33.9

34.8

25.3

25.0

23.7

5.5

4.0

3.7

5.8

4.3

2.8

1.7

5.7

4.6

7.6

7.8

5.4

10.7

8.0

12.0

13.2

15.5

17.0

15.9

20.9

14.8

17.4

17.4

16.0

16.9

12.3

23.5

14.3

12.5

6.5

16.1

5.4

13.2

3.6 

4.0 

2.4 

1.2 

2.6 

1.8 

6.1 

3.8 

12.3 

3.4 

1.8 

1.8 

1.1 

10.9 

7.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

図表９－３ 身元調査についての考え方（性・年代別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 性別にみると、『反対派』（女性 48.1％、男性 45.6％）に大きな差はみられないが、『容認派』（女性

31.0％、男性 38.7％）では男性の方が女性よりも 7.7 ポイント高くなっている。「わからない」（女性

17.0％、男性 12.3％）は女性が男性より 4.7ポイント高い。 

性・年代別にみると、男女とも 30代で『反対派』が年代の中で最も低く、『容認派』が最も多くなっ

ている。 
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差別は厳し

い

多少

差別はある 差別はない わからない

同和地区

のことは

知らない 無回答

凡例 　

11.8%

18.0%

31.8%

15.0%

14.9%

28.7%

19.9%

24.5%

(N=1,187）
『差別はある』=「差別は厳しい」「多少差別はある」を合計した割合

差

別

は

あ

る

キ．インターネットへの書き込み

　　など

ク．同和地区の家や土地の購入の

　　面

ア．進学などの教育の面

イ．就職などの面

ウ．結婚の面

エ．生活環境面

オ．日常のつきあいの面

カ．社会における偏見意識

1.9

3.1

5.1

2.5

1.3

3.8

6.2

4.9

9.9

14.9

26.7

12.5

13.6

24.9

13.7

19.6

24.6

18.0

10.4

21.9

24.6

12.8

11.4

9.4

33.2

35.0

30.7

33.5

30.9

30.7

40.0

35.1

23.9

22.7

21.7

22.6

22.8

22.0

21.7

23.8

6.4

6.2

5.5

7.0

6.7

5.7

7.0

7.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

第２章 個別の人権問題について 

１ 同和問題について 

（１）いまなお差別があると思うかどうか 

問 10 同和地区や、その地区に住んでいる人々に対する差別についてどう思いますか。 

ア～クまでのそれぞれのあてはまる番号に○印をつけてください。 

 (ア～クのすべての事項について、あなたのお考えに最も近い１つに○） 

 

図表 10－１ いまなお差別があると思うかどうか（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 同和地区や、その地区に住んでいる人々に対するア～クに示す状況について、差別があると思うかど

うかについてたずねたところ、『差別はある』は、「ウ.結婚の面」（31.8％）が最も高く、次いで「カ.社

会における偏見意識」（28.7％）、「ク.同和地区の家や土地の購入の面」（24.5％）となっている。最も低

いのは、「ア.進学などの教育の面」（11.8％）である。 
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差別は

厳しい

多少

差別はある 差別はない わからない

同和地区

のことは

知らない 無回答

凡例　

今回 全体(N=1,187) 11.8%

令和４年度 全体(N=1,303) 11.3%

平成29年度 全体(N=1,136) 10.9%

平成24年度 全体(N=1,351) 11.2%

平成19年度 全体(N=1,863) 16.9%

平成14年度 全体(N=1,327) 17.2%

平成7年度 全体(N=1,285) 16.0%

『差別はある』=「差別は厳しい」「多少差別はある」を合計した割合

差

別

は

あ

る

1.9

2.2

2.0

1.6

3.9

3.1

1.4

9.9

9.1

8.9

9.6

13.0

14.1

14.6

24.6

28.0

30.9

32.4

39.8

45.5

57.3

33.2

38.6

36.6

37.2

35.5

28.7

21.9

23.9

16.0

13.2

12.4

3.9

4.7

1.6

6.4

6.1

8.4

6.7

3.8

3.8

3.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ア 進学などの教育の面 

 

図表 10－２ いまなお差別があると思うかどうか（進学などの教育の面）（全体／経年比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和４年度と比較すると、「差別は厳しい」は 0.3ポイント減少、「多少差別はある」は 0.8ポイント

増加、これらを合わせた『差別はある』は 0.5ポイント増加している。一方、「差別はない」は 3.4ポイ

ント減少している。また、「わからない」は 5.4ポイント減少、「同和地区のことは知らない」は 7.9ポ

イント増加している。 

過去の調査結果と比較すると、『差別はある』は、平成 14 年度の 17.2％が最も高く、平成 24 年度以

降は、約１割でほぼ横ばいで推移している。 

その一方で、「差別はない」の割合は、平成７年度の 57.3％から 32.7 ポイント減の 24.6％となり、

「わからない」は平成７年度の 21.9％から 11.3 ポイント増の 33.2％、「同和地区のことは知らない」

が 1.6％から 22.3ポイント増の 23.9％となっている。 
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差別は

厳しい

多少

差別はある 差別はない わからない

同和地区

のことは

知らない 無回答

凡例　

 全体(N=1,187) 11.8%

女性  計(n=678) 10.4%

18～29歳(n=82) 15.8%

30代(n=86) 11.6%

40代(n=115) 12.1%

50代(n=109) 10.1%

60代(n=115) 7.9%

70代(n=106) 10.4%

80歳以上(n=65) 4.6%

男性  計(n=473) 13.7%

18～29歳(n=51) 13.8%

30代(n=56) 10.7%

40代(n=56) 16.1%

50代(n=92) 19.5%

60代(n=87) 14.9%

70代(n=92) 12.0%

80歳以上(n=38) 2.6%

『差別はある』=「差別は厳しい」「多少差別はある」を合計した割合

性

・

年

代

別

差

別

は

あ

る1

1.9

1.6

1.2

3.5

1.7

1.8

0.9

1.9

2.3

2.0

1.8

1.8

4.3

4.6

9.9

8.8

14.6

8.1

10.4

8.3

7.0

8.5

4.6

11.4

11.8

8.9

14.3

15.2

10.3

12.0

2.6

24.6

23.2

30.5

18.6

23.5

22.0

24.3

22.6

20.0

27.7

31.4

26.8

17.9

23.9

36.8

19.6

44.7

33.2

35.4

28.0

33.7

33.9

49.5

34.8

38.7

21.5

30.7

29.4

32.1

30.4

34.8

34.5

29.3

15.8

23.9

24.6

22.0

34.9

26.1

17.4

26.1

19.8

29.2

22.0

23.5

26.8

32.1

20.7

11.5

26.1

15.8

6.4

6.3

3.7

1.2

4.3

0.9

7.0

8.5

24.6

5.9

2.0

3.6

3.6

1.1

2.3

13.0

21.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

図表 10－３ いまなお差別があると思うかどうか（進学などの教育の面）（性・年代別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 性別にみると、『差別はある』は、女性（10.4％）は男性（13.7％）より 3.3ポイント低くなっている。 

 性・年代別にみると、女性 60代・80歳以上、男性 80歳以上で『差別はある』が１割未満と低くなっ

ている。また、女性の 50代では 49.5%が「わからない」と回答している。 
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差別は

厳しい

多少

差別はある 差別はない わからない

同和地区

のことは

知らない 無回答

凡例　

今回 全体(N=1,187) 18.0%

令和４年度 全体(N=1,303) 22.2%

平成29年度 全体(N=1,136) 25.6%

平成24年度 全体(N=1,351) 23.8%

平成19年度 全体(N=1,863) 31.4%

平成14年度 全体(N=1,327) 41.7%

平成7年度 全体(N=1,285) 44.9%

『差別はある』=「差別は厳しい」「多少差別はある」を合計した割合

差

別

は

あ

る

3.1

2.8

3.8

3.4

6.3

7.3

6.8

14.9

19.4

21.8

20.4

25.1

34.4

38.1

18.0

18.9

17.2

20.2

22.6

21.3

26.6

35.0

37.8

37.1

37.8

38.4

29.3

23.5

22.7

15.2

12.0

11.5

3.4

4.2

1.6

6.2

5.8

8.1

6.7

4.1

3.5

3.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

イ 就職などの面 

 

図表 10－４ いまなお差別があると思うかどうか（就職などの面）（全体／経年比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和４年度と比較すると、「差別は厳しい」は 0.3ポイント増加、「多少差別はある」は 4.5ポイント

減少、これらを合わせた『差別はある』は 4.2ポイント減少している。さらに、「差別はない」が 0.9ポ

イント、「わからない」が 2.8 ポイント、それぞれ減少する一方、「同和地区のことは知らない」は 7.5

ポイント増加している。 

 過去の調査結果と比較すると、『差別はある』は、最も高かった平成７年度の 44.9％と比べると、今

回調査では 26.9ポイント減の 18.0％となっている。 

その一方で、「差別はない」も、平成７年度の 26.6％から 8.6ポイント減の 18.0％となり、「わからな

い」が 23.5％から 11.5 ポイント増の 35.0％、「同和地区のことは知らない」が 1.6％から 21.1ポイン

ト増の 22.7％となっている。 
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差別は

厳しい

多少

差別はある 差別はない わからない

同和地区

のことは

知らない 無回答

凡例　

 全体(N=1,187) 18.0%

女性  計(n=678) 17.5%

18～29歳(n=82) 22.0%

30代(n=86) 11.6%

40代(n=115) 17.4%

50代(n=109) 17.4%

60代(n=115) 14.8%

70代(n=106) 21.7%

80歳以上(n=65) 18.5%

男性  計(n=473) 18.8%

18～29歳(n=51) 15.6%

30代(n=56) 17.9%

40代(n=56) 19.6%

50代(n=92) 25.0%

60代(n=87) 23.0%

70代(n=92) 10.9%

80歳以上(n=38) 18.4%

『差別はある』=「差別は厳しい」「多少差別はある」を合計した割合

性

・

年

代

別

差

別

は

あ

る

3.1 

1.9 

3.5 

3.5 

0.9 

2.8 

3.1 

4.4 

7.8 

5.4 

8.9 

5.4 

4.6 

14.9

15.6

22.0

8.1

13.9

17.4

13.9

18.9

15.4

14.4

7.8

12.5

10.7

19.6

18.4

10.9

18.4

18.0

16.1

23.2

16.3

19.1

11.9

18.3

11.3

12.3

21.6

23.5

23.2

16.1

20.7

26.4

17.4

23.7

35.0

37.2

30.5

36.0

34.8

52.3

37.4

40.6

20.0

32.8

37.3

30.4

30.4

33.7

35.6

34.8

21.1

22.7

23.0

20.7

34.9

25.2

17.4

23.5

17.9

23.1

21.1

23.5

25.0

30.4

18.5

12.6

23.9

18.4

6.2

6.2

3.7

1.2

3.5

0.9

6.1

8.5

26.2

5.7

3.6

3.6

2.2

2.3

13.0

18.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

図表 10－５ いまなお差別があると思うかどうか（就職などの面）（性・年代別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 性別にみると、『差別はある』は、女性（17.5％）は男性（18.8％）より 1.3ポイント低くなっている。

また、「わからない」は女性（37.2％）の方が男性（32.8％）より 4.4ポイント高くなっている。 

 性・年代別にみると、女性 18～29 歳・70 代、男性 50 代・60 代で『差別はある』が２割台と、他の

性・年代に比べて高くなっている。 
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差別は

厳しい

多少

差別はある 差別はない わからない

同和地区

のことは

知らない 無回答

凡例　

今回 全体(N=1,187) 31.8%

令和４年度 全体(N=1,303) 37.9%

平成29年度 全体(N=1,136) 41.4%

平成24年度 全体(N=1,351) 42.8%

平成19年度 全体(N=1,863) 53.0%

平成14年度 全体(N=1,327) 59.3%

平成7年度 全体(N=1,285) 69.0%

『差別はある』=「差別は厳しい」「多少差別はある」を合計した割合

差

別

は

あ

る

5.1

7.4

10.9

8.7

14.7

20.2

19.7

26.7

30.5

30.5

34.1

38.3

39.1

49.3

10.4

9.4

8.1

8.8

9.2

9.8

9.3

30.7

32.7

31.2

31.7

30.6

23.3

18.0

21.7

14.7

11.6

10.2

3.4

3.9

1.1

5.5

5.4

7.7

6.4

3.8

3.6

2.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ウ 結婚の面 

 

図表 10－６ いまなお差別があると思うかどうか（結婚の面）（全体／経年比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和４年度と比較すると、「差別は厳しい」は 2.3ポイント減少、「多少差別はある」は 3.8ポイント

減少、これらを合わせた『差別はある』は 6.1ポイント減少している。一方、「差別はない」は 1.0ポイ

ント増加している。また、「わからない」は 2.0ポイント減少、「同和地区のことは知らない」は 7.0ポ

イント増加している。 

過去の調査結果と比較すると、『差別はある』の割合は、調査ごとに減少しており、最も高かった平成

７年度の 69.0％と比べると、今回調査では 37.2ポイント減の 31.8％となっている。 

その一方で、「わからない」の割合は、平成７年度の 18.0％から 12.7ポイント増の 30.7％、「同和地

区のことは知らない」が 1.1％から 20.6ポイント増の 21.7％となっている。 
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差別は厳し

い

多少

差別はある 差別はない わからない

同和地区

のことは

知らない 無回答

凡例　

 全体(N=1,187) 31.8%

女性  計(n=678) 33.5%

18～29歳(n=82) 34.2%

30代(n=86) 24.4%

40代(n=115) 30.4%

50代(n=109) 39.5%

60代(n=115) 36.5%

70代(n=106) 39.7%

80歳以上(n=65) 24.6%

男性  計(n=473) 29.6%

18～29歳(n=51) 25.5%

30代(n=56) 25.0%

40代(n=56) 25.0%

50代(n=92) 37.0%

60代(n=87) 35.6%

70代(n=92) 25.0%

80歳以上(n=38) 29.0%

『差別はある』=「差別は厳しい」「多少差別はある」を合計した割合

性

・

年

代

別

差

別

は

あ

る

5.1

4.3

3.7

3.5

4.3

2.8

6.1

5.7

3.1

6.1

5.9

3.6

8.9

8.7

5.7

3.3

7.9

26.7

29.2

30.5

20.9

26.1

36.7

30.4

34.0

21.5

23.5

19.6

21.4

16.1

28.3

29.9

21.7

21.1

10.4

8.8

14.6

10.5

12.2

5.5

7.0

5.7

7.7

12.9

11.8

16.1

14.3

14.1

14.9

6.5

13.2

30.7

30.7

28.0

30.2

30.4

38.5

30.4

31.1

21.5

31.1

37.3

28.6

26.8

29.3

34.5

33.7

23.7

21.7

21.7

18.3

33.7

24.3

16.5

20.9

17.0

23.1

21.1

23.5

26.8

30.4

17.4

12.6

23.9

18.4

5.5

5.3

4.9

1.2

2.6

5.2

6.6

23.1

5.3

2.0

3.6

3.6

2.2

2.3

10.9

15.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

図表 10－７ いまなお差別があると思うかどうか（結婚の面）（性・年代別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 性別にみると、『差別はある』は、女性（33.5％）は男性（29.6％）より 3.9ポイント高くなっている。 

 性・年代別にみると、女性 50代・60代・70代、男性 50代・60代で『差別はある』がそれぞれ 35％

を超えており、他の性・年代に比べて高くなっている。 
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差別は

厳しい

多少

差別はある 差別はない わからない

同和地区

のことは

知らない 無回答

凡例　

今回 全体(N=1,187) 15.0%

令和４年度 全体(N=1,303) 19.7%

平成29年度 全体(N=1,136) 20.8%

平成24年度 全体(N=1,351) 21.4%

平成19年度 全体(N=1,863) 27.0%

平成14年度 全体(N=1,327) 29.8%

平成7年度 全体(N=1,285) 38.3%

『差別はある』=「差別は厳しい」「多少差別はある」を合計した割合

差

別

は

あ

る

2.5

2.6

3.4

2.7

3.6

4.3

3.6

12.5

17.1

17.4

18.7

23.4

25.5

34.7

21.9

21.1

22.7

23.5

31.0

31.9

32.4

33.5

37.7

35.6

35.3

34.4

30.3

24.9

22.6

15.4

12.2

12.3

3.5

4.2

4.2

7.0

6.1

8.6

7.4

4.1

3.8

3.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

エ 生活環境面 

 

図表 10－８ いまなお差別があると思うかどうか（生活環境面）（全体／経年比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和４年度と比較すると、「差別は厳しい」は 0.1ポイント減少、「多少差別はある」は 4.6ポイント

減少、これらを合わせた『差別はある』は 4.7ポイント減少している。一方、「差別はない」は 0.8ポイ

ント増加している。また、「わからない」は 4.2ポイント減少、「同和地区のことは知らない」は 7.2ポ

イント増加している。 

過去の調査結果と比較すると、『差別はある』の割合は、調査ごとに減少しており、最も高かった平成

７年度の 38.3％と比べると、今回調査では 23.3ポイント減の 15.0％となっている。 

その一方で、「差別はない」の割合は、平成７年度の 32.4％から 10.5 ポイント減の 21.9％となり、

「わからない」が 24.9％から 8.6ポイント増の 33.5％、「同和地区のことは知らない」が 4.2％から 18.4

ポイント増の 22.6％となっている。 
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差別は

厳しい

多少

差別はある 差別はない わからない

同和地区

のことは

知らない 無回答

凡例　

全体(N=1,187) 15.0%

女性  計(n=678) 14.2%

18～29歳(n=82) 17.1%

30代(n=86) 10.5%

40代(n=115) 15.7%

50代(n=109) 20.1%

60代(n=115) 13.9%

70代(n=106) 14.2%

80歳以上(n=65) 3.1%

男性  計(n=473) 15.7%

18～29歳(n=51) 13.8%

30代(n=56) 23.3%

40代(n=56) 21.5%

50代(n=92) 17.4%

60代(n=87) 24.1%

70代(n=92) 5.4%

80歳以上(n=38) 0.0%

『差別はある』=「差別は厳しい」「多少差別はある」を合計した割合

性

・

年

代

別

差

別

は

あ

る

2.5 

2.1 

1.2 

1.2 

3.5 

1.8 

3.5 

1.9 

3.2 

2.0 

5.4 

5.4 

6.5 

2.3 

12.5

12.1

15.9

9.3

12.2

18.3

10.4

12.3

3.1

12.5

11.8

17.9

16.1

10.9

21.8

5.4

21.9

20.9

28.0

19.8

20.9

15.6

20.9

20.8

23.1

24.5

23.5

25.0

17.9

27.2

24.1

19.6

39.5

33.5

35.1

29.3

34.9

33.9

45.9

36.5

35.8

23.1

31.9

33.3

25.0

26.8

32.6

35.6

39.1

21.1

22.6

23.0

20.7

33.7

25.2

17.4

22.6

19.8

23.1

20.9

25.5

23.2

30.4

18.5

12.6

23.9

15.8

7.0

6.8

4.9

1.2

4.3

0.9

6.1

9.4

27.7

7.0

3.9

3.6

3.6

4.3

3.4

12.0

23.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

図表 10－９ いまなお差別があると思うかどうか（生活環境面）（性・年代別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 性別にみると、『差別はある』は、女性（14.2％）は男性（15.7％）より 1.5ポイント低くなっている。 

 性・年代別にみると、女性 50代、男性 30代・40代・60代で『差別はある』が２割台と他の性・年代

と比べて高くなっている。 
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差別は

厳しい

多少

差別はある 差別はない わからない

同和地区

のことは

知らない 無回答

凡例　

今回 全体(N=1,187) 14.9%

令和４年度 全体(N=1,303) 17.0%

平成29年度 全体(N=1,136) 17.6%

平成24年度 全体(N=1,351) 17.7%

平成19年度 全体(N=1,863) 22.2%

平成14年度 全体(N=1,327) 23.4%

平成7年度 全体(N=1,285) 30.2%

『差別はある』=「差別は厳しい」「多少差別はある」を合計した割合

差

別

は

あ

る

1.3

2.0

2.5

1.6

3.0

3.2

2.3

13.6

15.0

15.1

16.1

19.2

20.2

27.9

24.6

28.5

29.3

30.3

37.8

39.1

40.2

30.9

33.8

33.5

32.7

32.7

29.2

25.2

22.8

14.8

12.1

12.1

3.5

4.4

1.5

6.7

5.9

7.7

7.2

3.8

3.9

2.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

オ 日常のつきあいの面 

 

図表 10－10 いまなお差別があると思うかどうか（日常のつきあいの面）（全体／経年比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和４年度と比較すると、「差別は厳しい」は 0.7ポイント減少、「多少差別はある」は 1.4ポイント

減少、これらを合わせた『差別はある』は 2.1ポイントの減少となっている。さらに、「差別はない」が

3.9 ポイント、「わからない」が 2.9 ポイント、それぞれ減少する一方、「同和地区のことは知らない」

は 8.0ポイント増加している。 

過去の調査結果と比較すると、『差別はある』は、調査ごとに減少しており、最も高かった平成 7年度

の 30.2％と比べると、今回調査では 15.3ポイント減の 14.9％となっている。 

その一方で、「差別はない」の割合は、平成７年度の 40.2％から 15.6 ポイント減の 24.6％となり、

「わからない」が 25.2％から 5.7ポイント増の 30.9％、「同和地区のことは知らない」が 1.5％から 21.3

ポイント増の 22.8％となっている。 
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差別は

厳しい

多少

差別はある 差別はない わからない

同和地区

のことは

知らない 無回答

凡例　

 全体(N=1,187) 14.9%

女性  計(n=678) 14.1%

18～29歳(n=82) 24.4%

30代(n=86) 10.5%

40代(n=115) 15.7%

50代(n=109) 18.3%

60代(n=115) 13.0%

70代(n=106) 10.3%

80歳以上(n=65) 4.6%

男性  計(n=473) 16.0%

18～29歳(n=51) 13.8%

30代(n=56) 21.5%

40代(n=56) 19.7%

50代(n=92) 22.8%

60代(n=87) 20.7%

70代(n=92) 5.4%

80歳以上(n=38) 5.3%

『差別はある』=「差別は厳しい」「多少差別はある」を合計した割合

差

別

は

あ

る

1.3 

0.7 

1.2 

0.9 

2.8 

2.3 

2.0 

3.6 

3.6 

4.3 

2.3 

13.6

13.4

24.4

9.3

14.8

18.3

13.0

7.5

4.6

13.7

11.8

17.9

16.1

18.5

18.4

5.4

5.3

24.6

23.5

23.2

19.8

27.0

20.2

19.1

28.3

27.7

27.3

27.5

26.8

17.9

28.3

31.0

20.7

44.7

30.9

32.4

26.8

33.7

28.7

42.2

38.3

32.1

18.5

29.2

35.3

26.8

28.6

28.3

29.9

34.8

13.2

22.8

23.3

22.0

33.7

24.3

17.4

22.6

20.8

24.6

21.1

23.5

21.4

30.4

18.5

14.9

25.0

15.8

6.7

6.6

3.7

2.3

4.3

1.8

7.0

8.5

24.6

6.3

3.6

3.6

2.2

3.4

14.1

21.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

図表 10－11 いまなお差別があると思うかどうか（日常のつきあいの面）（性・年代別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 性別にみると、『差別はある』は、女性（14.1％）は男性（16.0％）より 1.9ポイント低くなっている。 

 性・年代別にみると、女性 18～29歳、男性 30代・50代・60代で『差別はある』が２割台と他の性・

年代と比べて高くなっている。 
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差別は

厳しい

多少

差別はある 差別はない わからない

同和地区

のことは

知らない 無回答

凡例　

今回 全体(N=1,187) 28.7%

令和４年度 全体(N=1,303) 36.9%

平成29年度 全体(N=1,136) 37.9%

平成24年度 全体(N=1,351) 40.0%

平成19年度 全体(N=1,863) 44.9%

平成14年度 全体(N=1,327) 49.6%

『差別はある』=「差別は厳しい」「多少差別はある」を合計した割合

差

別

は

あ

る

3.8

4.9

6.9

6.4

7.7

9.2

24.9

32.0

31.0

33.6

37.2

40.4

12.8

13.5

12.8

14.6

17.3

16.8

30.7

29.5

30.3

28.9

30.4

25.5

22.0

14.0

10.7

9.5

3.4

4.4

5.7

6.1

8.4

6.9

3.9

3.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

カ 社会における偏見意識 

 

図表 10－12 いまなお差別があると思うかどうか（社会における偏見意識）（全体／経年比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年度と比較すると、「差別は厳しい」は 1.1ポイント減少、「多少差別はある」は 7.1ポイント

減少、これらを合わせた『差別はある』は 8.2ポイント減少している。さらに、「差別はない」も 0.7ポ

イント減少している一方、「わからない」は 1.2ポイント、「同和地区のことは知らない」は 8.0ポイン

ト、それぞれ増加している。 

過去の調査結果と比較すると、『差別はある』の割合は調査ごとに減少しており、最も高かった平成 14

年度の 49.6％と比べると、今回調査では 20.9ポイント減の 28.7％となっている。 

その一方で、「差別はない」の割合は、平成 14 年度の 16.8％から 4.0 ポイント減の 12.8％となり、

「わからない」が 25.5％から 5.2ポイント増の 30.7％、「同和地区のことは知らない」が 4.4％から 17.6

ポイント増の 22.0％となっている。 
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差別は

厳しい

多少

差別はある 差別はない わからない

同和地区

のことは

知らない 無回答

凡例　

 全体(N=1,187) 28.7%

女性  計(n=678) 28.4%

18～29歳(n=82) 30.5%

30代(n=86) 18.6%

40代(n=115) 29.6%

50代(n=109) 37.6%

60代(n=115) 33.9%

70代(n=106) 26.5%

80歳以上(n=65) 15.4%

男性  計(n=473) 29.2%

18～29歳(n=51) 29.4%

30代(n=56) 32.1%

40代(n=56) 26.8%

50代(n=92) 35.8%

60代(n=87) 37.9%

70代(n=92) 19.6%

80歳以上(n=38) 15.8%

『差別はある』=「差別は厳しい」「多少差別はある」を合計した割合

性

・

年

代

別

差

別

は

あ

る

3.8 

3.2 

4.9 

2.3 

2.6 

3.7 

2.6 

5.7 

4.7 

7.8 

7.1 

8.9 

4.3 

3.4 

2.2 

24.9

25.2

25.6

16.3

27.0

33.9

31.3

20.8

15.4

24.5

21.6

25.0

17.9

31.5

34.5

17.4

15.8

12.8

10.6

15.9

14.0

11.3

11.0

8.7

6.6

7.7

16.5

17.6

16.1

14.3

16.3

20.7

8.7

26.3

30.7

33.0

30.5

31.4

31.3

34.9

33.9

37.7

29.2

28.1

29.4

26.8

25.0

26.1

27.6

37.0

18.4

22.0

22.1

19.5

33.7

25.2

15.6

19.1

19.8

24.6

20.9

21.6

21.4

30.4

18.5

12.6

25.0

21.1

5.7

5.8

3.7

2.3

2.6

0.9

4.3

9.4

23.1

5.3

2.0

3.6

3.6

3.3

1.1

9.8

18.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

図表 10－13 いまなお差別があると思うかどうか（社会における偏見意識）（性・年代別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 性別にみると、『差別はある』は、女性（28.4％）、男性（29.2％）で大きな違いは見られない。 

 性・年代別にみると、女性 18～29歳・50代・60代、男性 30代・50代・60代で『差別はある』が３

割台と他の性・年代と比べて高くなっている。 
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差別は

厳しい

多少

差別はある 差別はない わからない

同和地区

のことは

知らない 無回答

凡例　

今回 全体(N=1,187) 19.9%

令和４年度 全体(N=1,303) 22.3%

平成29年度全体(N=1,136) 23.3%

平成24年度全体(N=1,351) 18.7%

『差別はある』=「差別は厳しい」「多少差別はある」を合計した割合

差

別

は

あ

る

6.2

6.8

7.8

5.6

13.7

15.5

15.5

13.1

11.4

11.4

9.6

12.1

40.0

45.2

46.5

50.1

21.7

14.7

11.8

11.5

7.0

6.5

8.8

7.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

キ インターネットへの書き込みなど 

 

図表 10－14 いまなお差別があると思うかどうか（インターネットへの書き込みなど）（全体／経年比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和４年度と比較すると、「差別は厳しい」は 0.6ポイント減少、「多少差別はある」は 1.8ポイント

減少、これらを合わせた『差別はある』は 2.4ポイント減少している。一方、「差別はない」は同率とな

っている。また、「わからない」は 5.2ポイント減少、「同和地区のことは知らない」は 7.0ポイント増

加している。 

過去の調査結果と比較すると、『差別はある』は、最も高かった平成 29年度の 23.3％から 3.4ポイン

ト減の 19.9％となっている。 
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差別は

厳しい

多少

差別はある 差別はない わからない

同和地区

のことは

知らない 無回答

凡例　

 全体(N=1,187) 19.9%

女性  計(n=678) 18.5%

18～29歳(n=82) 25.6%

30代(n=86) 19.8%

40代(n=115) 20.8%

50代(n=109) 20.2%

60代(n=115) 13.9%

70代(n=106) 17.9%

80歳以上(n=65) 9.3%

男性  計(n=473) 22.8%

18～29歳(n=51) 21.6%

30代(n=56) 26.8%

40代(n=56) 23.2%

50代(n=92) 30.5%

60代(n=87) 32.2%

70代(n=92) 12.0%

80歳以上(n=38) 5.3%

『差別はある』=「差別は厳しい」「多少差別はある」を合計した割合

性

・

年

代

別

差

別

は

あ

る

6.2 

5.5 

8.5 

5.8 

4.3 

3.7 

4.3 

8.5 

3.1 

7.6 

5.9 

16.1 

10.7 

9.8 

9.2 

1.1 

13.7

13.0

17.1

14.0

16.5

16.5

9.6

9.4

6.2

15.2

15.7

10.7

12.5

20.7

23.0

10.9

5.3

11.4

9.3

18.3

12.8

12.2

7.3

7.0

5.7

1.5

14.6

19.6

16.1

10.7

15.2

20.7

6.5

13.2

40.0

43.7

32.9

31.4

39.1

54.1

53.0

50.9

35.4

35.5

33.3

33.9

32.1

33.7

32.2

43.5

39.5

21.7

21.5

19.5

33.7

24.3

16.5

19.1

17.0

23.1

20.7

23.5

21.4

30.4

18.5

12.6

25.0

15.8

7.0

7.1

3.7

2.3

3.5

1.8

7.0

8.5

30.8

6.3

2.0

1.8

3.6

2.2

2.3

13.0

26.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

図表 10－15 いまなお差別があると思うかどうか（インターネットへの書き込みなど）（性・年代別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 性別にみると、『差別はある』は、女性（18.5％）は男性（22.8％）より 4.3ポイント低くなっている。

また、女性では「わからない」が 43.7％であるが、男性では 35.5％と、女性より 8.2ポイント低くなっ

ている。 

 性・年代別にみると、男性 50 代・60 代で『差別はある』が３割台と他の性・年代に比べて高くなっ

ている。 
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差別は

厳しい

多少

差別はある 差別はない わからない

同和地区

のことは

知らない 無回答

凡例　

今回 全体(N=1,187) 24.5%

令和４年度 全体(N=1,303) 28.3%

平成29年度 全体(N=1,136) 29.3%

平成24年度 全体(N=1,351) 40.8%

『差別はある』=「差別は厳しい」「多少差別はある」を合計した割合

差

別

は

あ

る

4.9

7.4

8.5

9.9

19.6

20.9

20.8

30.9

9.4

7.6

7.7

8.4

35.1

42.4

41.9

33.3

23.8

15.7

12.8

11.2

7.1

6.0

8.5

6.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ク 同和地区の家や土地の購入の面 

 

図表 10－16 いまなお差別があると思うかどうか（同和地区の家や土地の購入の面）（全体／経年比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和４年度と比較すると、「差別は厳しい」は 2.5ポイント減少、「多少差別はある」は 1.3ポイント

減少、これらを合わせた『差別はある』は 3.8ポイント減少している。一方、「差別はない」は 1.8ポイ

ント増加している。また、「わからない」は 7.3ポイント減少、「同和地区のことは知らない」は 8.1ポ

イント増加している。 

過去の調査結果と比較すると、『差別はある』は調査ごとに減少しており、最も高かった平成 24年度

の 40.8％と比べると、今回調査では 16.3ポイント減の 24.5％となっている。 

その一方で、「わからない」は 33.3％から 1.8ポイント増の 35.1％、「同和地区のことは知らない」が

11.2％から 12.6ポイント増の 23.8％となっている。 
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差別は

厳しい

多少

差別はある 差別はない わからない

同和地区

のことは

知らない 無回答

凡例　

 全体(N=1,187) 24.5%

女性  計(n=678) 25.5%

18～29歳(n=82) 30.5%

30代(n=86) 19.7%

40代(n=115) 27.8%

50代(n=109) 31.2%

60代(n=115) 23.5%

70代(n=106) 28.3%

80歳以上(n=65) 12.3%

男性  計(n=473) 23.5%

18～29歳(n=51) 19.6%

30代(n=56) 23.2%

40代(n=56) 21.4%

50代(n=92) 31.5%

60代(n=87) 31.0%

70代(n=92) 15.2%

80歳以上(n=38) 15.8%

『差別はある』=「差別は厳しい」「多少差別はある」を合計した割合

性

・

年

代

別

差

別

は

あ

る

4.9 

4.6 

3.7 

2.3 

3.5 

6.4 

7.0 

6.6 

5.3 

7.1 

10.7 

9.8 

5.7 

1.1 

19.6

20.9

26.8

17.4

24.3

24.8

16.5

21.7

12.3

18.2

19.6

16.1

10.7

21.7

25.3

14.1

15.8

9.4

8.4

18.3

4.7

10.4

8.3

6.1

4.7

7.7

11.0

13.7

10.7

14.3

10.9

13.8

5.4

10.5

35.1

35.0

26.8

38.4

33.0

41.3

40.9

33.0

26.2

36.2

37.3

37.5

28.6

34.8

41.4

38.0

28.9

23.8

24.3

20.7

34.9

26.1

18.3

21.7

25.5

24.6

22.2

25.5

23.2

30.4

19.6

12.6

27.2

21.1

7.1

6.8

3.7

2.3

2.6

0.9

7.8

8.5

29.2

7.2

3.9

5.4

5.4

3.3

1.1

14.1

23.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

図表 10－17 いまなお差別があると思うかどうか（同和地区の家や土地の購入の面）（性・年代別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 性別にみると、『差別はある』は、女性（25.5％）は男性（23.5％）より 2.0ポイント高くなっている。 

 性・年代別にみると、女性 18～29歳・50代、男性 50代・60代で『差別はある』が３割台と他の性・

年代と比べて高くなっている。 
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差別をしてはいけないと注

意し、お互いよく話し合う

40.9%

何も言わないでその

ままにしておく

18.7%

同和問題には、かかわら

ない方がいいと言う

10.5%

その他

4.5%

わからない

23.8%

無回答

1.7%

全体(N=1,187)

差別をしては

いけないと注

意し、お互い

よく話し合う

何も言わない

でそのままに

しておく

同和問題に

は、かかわら

ない方がいい

と言う その他 わからない 無回答

凡例　

今回 全体(N=1,187)

令和４年度 全体(N=1,303)

平成29年度 全体(N=1,136)

平成24年度 全体(N=1,351)

40.9

41.0

39.3

38.6

18.7

19.3

21.0

23.9

10.5

12.1

10.8

10.5

4.5

4.3

3.1

3.2

23.8

21.5

21.3

19.8

1.7

1.8

4.4

3.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（２）同和問題に関する考え方 

問 11 以下の場合において、あなたのお考えに最も近いものはどれですか。 

それぞれ、その立場となった場合にどうするかをお考えの上、お答えください。 

 

ア あなたの身近な人が、同和地区の出身者に対して差別的な発言をしたり、態度を示し
た場合 

 

図表 11－１ 身近な人が同和地区の出身者に対して差別的な言動を示した場合の対応（全体／経年比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和４年度と比較すると、「差別をしてはいけないと注意し、お互いよく話し合う」は 0.1 ポイント

減少、「何も言わないでそのままにしておく」は 0.6ポイント減少、「同和問題には、かかわらない方が

いいと言う」は 1.6ポイント減少、「わからない」は 2.3ポイント増加している。 
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差別をしては

いけないと注

意し、お互い

よく話し合う

何も言わない

でそのままに

しておく

同和問題に

は、かかわら

ない方がいい

と言う その他 わからない 無回答

凡例　

 全体(N=1,187)

女性  計(n=678)

18～29歳(n=82)

30代(n=86)

40代(n=115)

50代(n=109)

60代(n=115)

70代(n=106)

80歳以上(n=65)

男性  計(n=473)

18～29歳(n=51)

30代(n=56)

40代(n=56)

50代(n=92)

60代(n=87)

70代(n=92)

80歳以上(n=38)

性

・

年

代

別

40.9

40.4

53.7

34.9

35.7

44.0

35.7

46.2

32.3

42.3

51.0

48.2

53.6

47.8

37.9

32.6

26.3

18.7

18.3

12.2

20.9

18.3

18.3

20.9

17.9

18.5

19.2

17.6

14.3

12.5

22.8

19.5

22.8

21.1

10.5

9.4

13.4

10.5

7.8

8.3

13.0

4.7

9.2

12.7

9.8

14.3

10.7

9.8

16.1

10.9

21.1

4.5

5.0

7.3

5.8

11.3

5.5

1.7

1.9

3.6

5.9

12.5

1.8

1.1

4.6

23.8

25.1

12.2

27.9

24.3

22.9

27.8

26.4

35.4

21.1

15.7

10.7

21.4

18.5

19.5

31.5

28.9

1.7 

1.8 

1.2 

2.6 

0.9 

0.9 

2.8 

4.6 

1.1 

2.3 

2.2 

2.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

図表 11－２ 身近な人が同和地区の出身者に対して差別的な言動を示した場合の対応（性・年代別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 性別にみると、大きな差はみられない。 

 性・年代別にみると、女性では、18～29歳で「差別をしてはいけないと注意し、お互いよく話し合う」

が 53.7％と高いが、30代・40代・60代、80歳以上では３割台と低くなっている。 

一方、男性 50 代以下は「差別をしてはいけないと注意し、お互いよく話し合う」が５割程度と高い

が、60代以上は年代が高くなるほど「差別をしてはいけないと注意し、お互いよく話し合う」低くなる

傾向がみられる。 
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家族の考えに関わらず

結婚すればよいと言う

21.8%

家族を説得し、二人の意志を

貫いて結婚すればよいと言う

38.8%

家族の強い反対があるの

だから、慎重に考えては

どうかと言う

13.8%

結婚には反対だと言う

1.2%

その他

2.8%

わからない

20.0%

無回答

1.6%

全体(N=1,187)

家族の考え

に関わらず

結婚すれば

よいと言う

家族を説得

し、二人の

意志を貫い

て結婚すれ

ばよい

と言う

家族の強い

反対がある

のだから、

慎重に考え

てはどうか

と言う

結婚には

反対だと

言う その他 わからない 無回答

凡例　

今回 全体(N=1,187)

令和４年度 全体(N=1,303)

平成29年度 全体(N=1,136)

平成24年度 全体(N=1,351)

21.8

19.0

15.3

14.1

38.8

41.5

44.6

44.5

13.8

15.9

17.8

21.2

1.2

1.1

0.8

1.3

2.8

2.0

1.5

1.6

20.0

19.0

16.2

14.0

1.6

1.5

3.8

3.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

イ あなたの身近な人から「同和地区の出身者との結婚について、家族から強い反対を受
けている」と相談を受けた場合 

 

図表 11－３ 同和地区の出身者との結婚について相談を受けた場合の対応（全体／経年比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和４年度と比較すると、「家族の考えに関わらず結婚すればよいと言う」は 2.8ポイント増加、「家

族を説得し、二人の意志を貫いて結婚すればよいと言う」は 2.7 ポイント減少、「家族の強い反対があ

るのだから、慎重に考えてはどうかと言う」は 2.1ポイント減少、「結婚には反対だと言う」は 0.1ポイ

ント増加、「わからない」は 1.0ポイント増加している。 

 過去の調査結果と比較すると、「家族の考えに関わらず結婚すればよいと言う」の割合は調査ごとに

増加しており、最も低かった平成 24年度の 14.1％と比べると、今回の調査では 7.7ポイント増の 21.8％

となっている。一方、「家族の強い反対があるのだから、慎重に考えてはどうかと言う」は調査ごとに減

少しており、最も高かった平成 24年度の 21.2％と比べると、今回の調査では 7.4ポイント減の 13.8％

となっている。 
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家族の考え

に関わらず

結婚すれば

よいと言う

家族を説得

し、二人の

意志を貫い

て結婚すれ

ばよい

と言う

家族の強い

反対がある

のだから、

慎重に考え

てはどうか

と言う

結婚には

反対だと

言う その他 わからない 無回答

凡例　

 全体(N=1,187)

女性  計(n=678)

18～29歳(n=82)

30代(n=86)

40代(n=115)

50代(n=109)

60代(n=115)

70代(n=106)

80歳以上(n=65)

男性  計(n=473)

18～29歳(n=51)

30代(n=56)

40代(n=56)

50代(n=92)

60代(n=87)

70代(n=92)

80歳以上(n=38)

性

・

年

代

別

21.8

17.7

26.8

24.4

15.7

13.8

18.3

15.1

10.8

28.1

35.3

37.5

23.2

34.8

25.3

23.9

10.5

38.8

40.7

48.8

30.2

39.1

48.6

34.8

38.7

47.7

36.4

43.1

30.4

41.1

32.6

39.1

28.3

52.6

13.8

14.3

8.5

15.1

12.2

15.6

22.6

16.0

4.6

13.1

2.0

12.5

16.1

16.3

13.8

13.0

15.8

1.2

1.5

2.3

0.9

3.7

1.7

0.9

0.8

1.8

1.1

2.2

2.8

3.5

3.7

2.3

7.0

4.6

2.6

1.9

1.5

1.9

3.9

5.4

1.8

2.3

1.1

20.0

20.5

11.0

25.6

22.6

12.8

19.1

23.6

32.3

18.6

15.7

14.3

16.1

16.3

16.1

29.3

18.4

1.6

1.8

1.2

2.6

0.9

0.9

3.8

3.1

1.1

2.3

2.2

2.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 

図表 11－４ 同和地区の出身者との結婚について相談を受けた場合の対応（性・年代別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

性別にみると、女性では「家族の考えに関わらず結婚すればよいと言う」が 17.7％であるが、男性で

は 28.1％と、男性の方が女性よりも 10.4ポイント高くなっている。 

 性・年代別にみると、女性では、30代以下で「家族の考えに関わらず結婚すればよいと言う」が２割

台であるが、30代以上では１割台となっている。 

 また、男性では、30代以下、50代で「家族の考えに関わらず結婚すればよいと言う」が３割台と高く

なっている。 
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そのまま契約を行う

25.5%

契約を取りやめ、別の

不動産を探す

26.9%

その他

5.0%

わからない

40.9%

無回答

1.8%

全体(N=1,187)

そのまま

契約を行う

契約を取りや

め、別の不動産

を探す その他 わからない 無回答

凡例　

今回 全体(N=1,187)

令和４年度 全体(N=1,303)

平成29年度 全体(N=1,136)

平成24年度 全体(N=1,351)

25.5

23.5

26.8

27.8

26.9

28.7

23.9

26.1

5.0

4.3

2.7

3.1

40.9

42.0

42.4

39.7

1.8

1.5

4.2

3.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ウ あなたが、引っ越しのため不動産を探していたところ、希望する条件にあう不動産が
見つかったため、契約をしようと考えていたが、そこが同和地区内にあることが分かっ
た場合 
 

 

図表 11－５ 希望する条件にあう不動産が同和地区内にあった場合の対応（全体／経年比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※設問文は、平成 29 年度調査以前は、「あなたが引っ越しや住居の購入などの理由で不動産を探していたところ、希望する条件にあう

不動産が見つかったため、賃貸もしくは購入の契約をしようと考えていたが、そこが同和地区内または同和地区と同じ校区内にある

ことが分かった場合」 

 

 令和４年度と比較すると、「そのまま契約を行う」は 2.0ポイント増加、「契約を取りやめ、別の不動

産を探す」は 1.8ポイント減少、「わからない」は 1.1ポイント減少している。 

過去の調査結果と比較すると、平成 24年度では、「そのまま契約を行う」の割合は 27.8％であったが、

今回調査では 2.3ポイント減少し 25.5％となり、「契約を取りやめ、別の不動産を探す」の割合は 26.1％

から 0.8 ポイント増加し 26.9％となっている。また、平成 29年度以降「わからない」が 4 割を超えて

いる。 
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そのまま

契約を行う

契約を取りや

め、別の不動産

を探す その他 わからない 無回答

凡例　

 全体(N=1,187)

女性  計(n=678)

18～29歳(n=82)

30代(n=86)

40代(n=115)

50代(n=109)

60代(n=115)

70代(n=106)

80歳以上(n=65)

男性  計(n=473)

18～29歳(n=51)

30代(n=56)

40代(n=56)

50代(n=92)

60代(n=87)

70代(n=92)

80歳以上(n=38)

性

・

年

代

別

25.5

21.4

35.4

29.1

19.1

18.3

17.4

17.9

15.4

32.1

52.9

39.3

32.1

29.3

26.4

30.4

15.8

26.9

27.7

19.5

26.7

26.1

27.5

41.7

28.3

16.9

26.4

11.8

21.4

21.4

29.3

32.2

29.3

34.2

5.0

4.6

6.1

2.3

6.1

10.1

3.5

3.1

5.5

3.9

14.3

8.9

4.3

2.3

2.2

7.9

40.9

44.5

37.8

41.9

45.2

44.0

36.5

49.1

63.1

34.5

29.4

25.0

37.5

37.0

36.8

35.9

36.8

1.8

1.8

1.2

3.5

0.9

4.7

1.5

1.5

2.0

2.3

2.2

5.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 

図表 11－６ 希望する条件にあう不動産が同和地区内にあった場合の対応（性・年代別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 性別にみると、男性では「そのまま契約を行う」が 32.1％であるが、女性では 21.4％と、男性よりも

10.7ポイント低くなっている。女性では「そのまま契約を行う」より「契約を取りやめ、別の不動産を

探す」が高く、男性では「契約を取りやめ、別の不動産を探す」より「そのまま契約を行う」が高くな

っている。また、男女とも「わからない」が最も高くなっている。 

 性・年代別にみると、男女とも、年代が低くなるほど「そのまま契約を行う」が高くなる傾向がみら

れる。 
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小・中学校などの人権教育で、同和問題に関する正しい

知識を教える

市民が、自ら差別や人権について学ぶ

市民一人ひとりが、住所や出身地に関係なく活発に交流

する

国や地方自治体が、同和問題の解決に向けた教育・啓発

活動や相談活動などの施策に効果的に取り組む

わざわざとりあげないで、そっとしておく方がよい

差別をしたり、差別を利用するような場合には、法律で

処罰する

同和地区の人々が、一ヵ所にかたまって住まないように

すればよい

同和地区の人々自身が、自分の生活向上に努力すべきで

ある

何をしても、解決することはむずかしい

市民一人ひとりが、差別をなくすための運動に積極的に

取り組む

社会的問題としては解決している

その他

わからない

無回答

43.2

30.9

27.1

25.4

21.7

14.6

10.9

7.4

5.3

4.7

4.0

4.7

12.1

1.5

0 10 20 30 40 50 60

（％）

全体(N=1,187)

（３）同和問題解決への望ましい方向性 

問 12 同和問題を解決する手法として、あなたが有効だと思うことを選んでください。 

(○は３つまで) 

 

図表 12－１ 同和問題解決への望ましい方向性（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 同和問題を解決するための方向としては、「小・中学校などの人権教育で、同和問題に関する正しい知

識を教える」が 43.2％と最も高くなっている。次いで「市民が、自ら差別や人権について学ぶ」（30.9％）、

「市民一人ひとりが、住所や出身地に関係なく活発に交流する」（27.1％）、「国や地方自治体が、同和問

題の解決に向けた教育・啓発活動や相談活動などの施策に効果的に取り組む」（25.4％）、「わざわざとり

あげないで、そっとしておく方がよい」（21.7％）となっている。 
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選択肢
今回

（N=1,187）

令和４年度

（N=1,303）

平成29年度

（N=1,136）

平成24年度

（N=1,351）

平成19年度

（N=1,863）

平成14年度

（N=1,327）

平成7年度

（N=1,285）

平成元年度

（N=1,070）

小・中学校などの人権教育で、同和問題に関する正

しい知識を教える
43.2% 46.2% 46.1% 47.9% 48.0% 

市民が、自ら差別や人権について学ぶ※1 30.9% 29.5% 35.3% 25.8% 

市民一人ひとりが、住所や出身地に関係なく活発に

交流する※2
27.1% 28.2% 

国や地方自治体が、同和問題の解決に向けた教育・

啓発活動や相談活動などの施策に効果的に取り組む

※3

25.4% 24.2% 32.6% 32.9% 25.0% 29.0% 30.7% 

わざわざとりあげないで、そっとしておく方がよい 21.7% 22.4% 22.0% 26.9% 28.7% 34.5% 36.3% 37.2% 

差別をしたり、差別を利用するような場合には、法

律で処罰する※4
14.6% 13.6% 14.3% 13.5% 14.9% 17.9% 15.1% 15.9% 

同和地区の人々が、一ヵ所にかたまって住まないよ

うにすればよい※5
10.9% 13.4% 12.1% 19.1% 17.2% 24.2% 26.9% 25.9% 

同和地区の人々自身が、自分の生活向上に努力すべ

きである※6
7.4% 7.4% 10.3% 18.5% 20.7% 31.8% 37.4% 37.8% 

何をしても、解決することはむずかしい※7 5.3% 5.5% 6.4% 8.4% 6.7% 8.1% 1.2% 

市民一人ひとりが、差別をなくすための運動に積極

的に取り組む※8
4.7% 5.9% 4.4% 4.6% 5.1% 9.3% 11.0% 

社会的問題としては解決している※9 4.0% 5.0% 6.5% 

その他 4.7% 3.8% 1.7% 2.3% 4.5% 4.9% 3.4% 2.3% 

わからない※10 12.1% 7.5% 7.0% 4.5% 4.5% 4.7% 3.2% 10.9% 

無回答 1.5% 3.7% 3.3% 2.4% 2.3% 2.1% 1.9% 7.8% 

※1 平成24年度調査から追加した選択肢、平成29年度調査以前は「市民が、自ら差別や人権について学ぶべきだと思う」

※2

※3

※4

※5 令和４年度以前は「同和地区の人々が、一ヵ所にかたまって住まないようにすればよいと思う」

※6 令和４年度以前は「同和地区の人々自身が、自分の生活向上に努力すべきであると思う」

※7 平成７年度調査から追加した選択肢

※8

※9 平成29年度調査から追加した選択肢

※10平成29年度調査以前は「どうすればよいかわからない」

平成29年度調査は「国や地方自治体が、同和問題の解決に向けた教育・啓発活動や相談活動などの施策に効果的に取り組むべきだと思う」、平成

24年度調査以前は「国や地方自治体（県・市）が、同和問題の解決に向けた施策に効果的に取り組むべきであると思う」

令和４年度調査から追加した選択肢

令和４年度は「差別をしたり、差別を利用するような場合には、法律で処罰するべきだ」、平成29年度調査以前は「差別をしたり、差別を利用す

るような場合には、法律で処罰するべきだと思う」

平成７年度調査から追加した選択肢、平成29年度調査以前は「差別をなくすための解放運動を積極的に取り組むべきであると思う」

図表 12－２ 同和問題解決への望ましい方向性（全体／経年比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和４年度と比較すると、上位項目では、「小・中学校などの人権教育で、同和問題に関する正しい知

識を教える」は 3.0ポイント減少、「市民が、自ら差別や人権について学ぶ」は 1.4ポイント増加してい

る。また、「わからない」が 4.6ポイント増加し、12.1％となっている。 

過去の調査結果と比較すると、上位項目に大きな変化はみられず、平成 19年度以降、「小・中学校な

どの人権教育で、同和問題に関する正しい知識を教える」が最も高くなっている。 

 また、「わざわざとりあげないで、そっとしておく方がよい」は平成元年度以降、減少傾向にある。 
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、
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、
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、

法

律

で
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す

る

同

和

地

区

の

人
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が
、

一
ヵ

所

に

か

た

ま
っ

て

住

ま

な

い

よ

う

に

す

れ

ば

よ

い

同

和

地

区

の

人

々

自

身

が
、

自

分

の

生

活

向

上

に

努

力

す

べ

き

で

あ

る

何

を

し

て

も
、

解

決

す

る

こ

と

は

む

ず

か

し

い

　全　体 1,187 43.2 30.9 27.1 25.4 21.7 14.6 10.9 7.4 5.3

 女性　計 678 44.7 30.8 29.6 24.5 18.9 13.1 11.8 6.0 5.5

18～29歳 82 50.0 36.6 28.0 28.0 12.2 19.5 6.1 2.4 3.7

30代 86 51.2 29.1 15.1 24.4 16.3 9.3 4.7 4.7 5.8

40代 115 44.3 27.0 23.5 28.7 20.9 19.1 19.1 3.5 3.5

50代 109 40.4 32.1 30.3 22.0 19.3 11.9 14.7 10.1 8.3

60代 115 40.0 34.8 21.7 25.2 23.5 15.7 11.3 7.0 9.6

70代 106 49.1 33.0 ● 50.0 23.6 20.8 7.5 10.4 6.6 2.8

80歳以上 65 38.5 20.0 ● 41.5 16.9 15.4 6.2 13.8 7.7 3.1

 男性　計 473 41.9 30.7 23.3 27.3 26.2 16.3 10.1 9.5 5.3

18～29歳 51 45.1 39.2 15.7 19.6 ● 35.3 19.6 7.8 3.9 3.9

30代 56 37.5 30.4 14.3 23.2 25.0 23.2 7.1 5.4 5.4

40代 56 42.9 35.7 26.8 32.1 26.8 23.2 8.9 16.1 1.8

50代 92 39.1 28.3 23.9 26.1 22.8 15.2 9.8 7.6 8.7

60代 87 49.4 33.3 25.3 34.5 24.1 19.5 11.5 8.0 5.7

70代 92 39.1 27.2 26.1 25.0 22.8 7.6 8.7 10.9 4.3

80歳以上 38 39.5 21.1 28.9 28.9 ● 34.2 7.9 18.4 15.8 5.3

サ

ン

プ

ル

数

市

民

一

人

ひ

と

り

が
、

差

別

を

な

く

す

た

め

の

運

動

に

積

極

的

に

取

り

組

む

社

会

的

問

題

と

し

て

は

解

決

し

て

い

る

そ

の

他

わ

か

ら

な

い

無

回

答

　全　体 1,187 4.7 4.0 4.7 12.1 1.5

 女性　計 678 3.4 2.8 5.0 12.7 1.6

18～29歳 82 3.7 1.2 7.3 6.1 1.2

30代 86 2.3 2.3 3.5 ● 22.1 1.2

40代 115 1.7 - 10.4 11.3 2.6

50代 109 5.5 1.8 6.4 9.2 -

60代 115 3.5 7.0 3.5 9.6 0.9

70代 106 1.9 2.8 1.9 16.0 3.8

80歳以上 65 6.2 4.6 - 16.9 1.5

 男性　計 473 6.6 5.5 4.2 10.8 1.1

18～29歳 51 3.9 - 3.9 5.9 -

30代 56 5.4 5.4 10.7 7.1 -

40代 56 5.4 3.6 1.8 8.9 -

50代 92 6.5 2.2 3.3 13.0 -

60代 87 8.0 5.7 4.6 5.7 2.3

70代 92 7.6 7.6 2.2 20.7 2.2

80歳以上 38 7.9 ● 18.4 5.3 7.9 2.6

※ ＝全体の数値より+5ポイント、●＝全体の数値より+10ポイント

性

・

年

代

別

性

・

年

代

別

図表 12－３ 同和問題解決への望ましい方向性（性・年代別） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 性別にみると、男女とも「小・中学校などの人権教育で、同和問題に関する正しい知識を教える」（女

性 44.7％、男性 41.9％）が最も高く、次いで「市民が、自ら差別や人権について学ぶ」（女性 30.8％、

男性 30.7％）は共通している。これに続くのが、女性では「市民一人ひとりが、住所や出身地に関係な

く活発に交流する」（29.6％）、「国や地方自治体が、同和問題の解決に向けた教育・啓発活動や相談活動

などの施策に効果的に取り組む」（24.5％）、男性では「国や地方自治体が、同和問題の解決に向けた教

育・啓発活動や相談活動などの施策に効果的に取り組む」（27.3％）、「わざわざとりあげないで、そっと

しておく方がよい」（26.2％）となっている。 
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　全　体 1,187 43.2 30.9 27.1 25.4 21.7 14.6 10.9 7.4 5.3

85 37.6 32.9 24.7 28.2 15.3 20.0 5.9 5.9 2.4

48 52.1 35.4 27.1 33.3 18.8 20.8 6.3 6.3 4.2

98 45.9 32.7 22.4 25.5 16.3 20.4 12.2 3.1 5.1

173 42.2 34.7 24.3 27.7 25.4 12.7 10.4 6.9 2.9

200 45.5 32.0 26.5 24.5 19.0 13.5 10.5 8.0 8.0

569 42.4 27.9 29.5 24.1 23.7 12.8 12.1 8.6 5.6
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が
、

差

別

を

な

く

す

た

め

の

運

動

に

積

極

的

に

取

り

組

む

社

会

的

問

題

と

し

て

は

解

決

し

て

い

る

そ

の

他

わ

か

ら

な

い

無

回

答

　全　体 1,187 4.7 4.0 4.7 12.1 1.5

85 4.7 4.7 4.7 16.5 1.2

48 6.3 2.1 4.2 8.3 -

98 4.1 5.1 5.1 12.2 1.0

173 2.3 2.9 3.5 13.3 1.2

200 3.0 1.5 6.0 9.5 0.5

569 5.8 4.9 4.7 12.1 2.1

※ ＝全体の数値より+5ポイント、●＝全体の数値より+10ポイント

居

住

年

数

別

３年未満

３～５年未満

５～10年未満

10～20年未満

20～30年未満

30年以上

居

住

年

数

別

３年未満

３～５年未満

５～10年未満

10～20年未満

20～30年未満

30年以上

また、男女で差があるものは、「市民一人ひとりが、住所や出身地に関係なく活発に交流する」は女性

の方が男性よりも 6.3 ポイント高く、「わざわざとりあげないで、そっとしておく方がよい」は男性の

方が女性より 7.3ポイント高くなっている。 

 性・年代別にみると、女性 30代以下では「小・中学校などの人権教育で、同和問題に関する正しい知

識を教える」が高くなっているが、男性 30代以下では女性ほど高くない。また、男女とも 18～29歳で

は「市民が、自ら差別や人権について学ぶ」、女性 70代以上で「市民一人ひとりが、住所や出身地に関

係なく活発に交流する」の割合が他の性・年代に比べて高くなっている。 

 

図表 12－４ 同和問題解決への望ましい方向性（居住年数別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 居住年数別にみると、「小・中学校などの人権教育で、同和問題に関する正しい知識を教える」が最も

高く、次いで「市民が、自ら差別や人権について学ぶ」となっている点は共通している。そうした中で、

居住年数が３～５年未満で「小・中学校などの人権教育で、同和問題に関する正しい知識を教える」が

52.1％と他の居住年数層に比べて高くなっている。また、居住年数が 10年未満では「差別をしたり、差

別を利用するような場合には、法律で処罰する」が２割台と、他の居住年数層に比べて高くなっている。 
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家事・育児や介護などを男女が共同して行う社会の仕組みが未整備で

あること

子どもの養育費の不払いなどにより、離婚後の女性が貧困に陥りやす

いこと

性犯罪や性暴力の被害を受けること

就職時の採用条件、仕事の内容、昇給昇進における男女差など、職場

における待遇に男女の違いがあること

「男は仕事、女は家庭」といった男女の固定的な役割分担意識を他人

に押しつけること

女性に対するストーカー行為（つきまとい行為）、痴漢行為を受ける

こと

職場や学校などでセクシュアルハラスメント（性的嫌がらせ）やマタ

ニティハラスメント（妊娠・出産等を理由とする不利益な取り扱い）

があること

避難所用の備蓄や災害時の避難所において、安全面や男女のニーズの

違いへの配慮が足りていないこと

ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）（配偶者やパートナーからの

暴力（経済的含む））を受けること

様々な意思決定や方針決定の場での女性の参画率が低いこと

町内会や地域行事での女性の役割が以前と変わらないこと

性風俗産業や売春・買春、アダルトビデオへの出演などで被害を受け

ること

その他

特にない

わからない

無回答

36.7

32.7

29.3

25.4

20.5

20.3

17.2

14.5

14.4

14.2

7.7

3.0

1.6

4.0

5.8

1.4

0 10 20 30 40 50

（％）

全体(N=1,187)

２ 女性に関する問題について 

問 13 女性に関する事柄で、人権上、あなたが特に問題があると思うのはどのようなこと

ですか。（○は３つまで） 

 

図表 13－１ 女性に関する事柄で、人権上問題があると思われること（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 女性に関する事柄で、人権上、特に問題があると思われることとしては、「家事・育児や介護などを男

女が共同して行う社会の仕組みが未整備であること」が 36.7％と最も高くなっている。次いで「子ども

の養育費の不払いなどにより、離婚後の女性が貧困に陥りやすいこと」（32.7％）、「性犯罪や性暴力の被

害を受けること」（29.3％）、「就職時の採用条件、仕事の内容、昇給昇進における男女差など、職場にお

ける男女の待遇の違い」（25.4％）、「「男は仕事、女は家庭」といった男女の固定的な役割分担意識を他

人に押しつけること」（20.5％）、「女性に対するストーカー行為（つきまとい行為）、痴漢行為を受ける

こと」（20.3％）となっている。  
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選択肢
今回

（N=1,187）

令和４年度

（N=1,303）

平成29年度

（N=1,136）

平成24年度

（N=1,351）

平成19年度

（N=1,863）

家事・育児や介護などを男女が共同して行う社会の仕組みの未整備

であること
36.7% 41.7% 40.1% 36.7% 36.8% 

子どもの養育費の不払いなどにより、離婚後の女性が貧困に陥りや

すいこと※1
32.7% 

性犯罪や性暴力の被害を受けること※1 29.3% 

就職時の採用条件、仕事の内容、昇給昇進における男女差など、職

場における男女の待遇の違いがあること
25.4% 31.3% 34.9% 43.7% 43.8% 

「男は仕事、女は家庭」といった男女の固定的な役割分担意識を他

人に押しつけること
20.5% 29.3% 34.1% 32.3% 31.2% 

女性に対するストーカー行為（つきまとい行為）、痴漢行為を受け

ること※2
20.3% 19.4% 23.7% 29.8% 21.2% 

職場や学校などにおけるセクシュアルハラスメント（性的嫌がら

せ）やマタニティハラスメント（妊娠・出産等を理由とする不利益

な取り扱い）※3

17.2% 26.4% 36.2% 30.5% 29.2% 

避難所用の備蓄や災害時の避難所において、安全面や男女のニーズ

への配慮が足りていない※1
14.5% 

ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）（配偶者やパートナーから

の暴力（経済力を含む））を受けること※4
14.4% 22.1% 22.4% 27.9% 22.2% 

様々な意思決定や方針決定の場での女性の参画率が低いこと※5 14.2% 24.7% 

町内会や地域行事での女性の役割が以前と変わらないこと※5 7.7% 8.3% 

性風俗産業や売春・買春、アダルトビデオへの出演などで被害を受

けること※6
3.0% 8.1% 14.9% 15.0% 14.8% 

その他 1.6% 1.2% 0.8% 0.4% 1.3% 

特にない 4.0% 3.9% 6.6% 5.6% 6.2% 

わからない※5 5.8% 3.6% 

無回答 1.4% 5.1% 3.3% 3.2% 3.2% 

※1

※2 「を受けること」を今回調査から追加

※3

※4

※5

※6

平成24年度調査以前は「職場や学校などにおけるセクシュアルハラスメント（性的いやがらせ）」

平成24年度調査以前は「ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）（配偶者や恋人からの心身に与える暴力）」

平成29年度調査では「風俗産業や売春・買春（いわゆる「ＪＫビジネス」を含む）」、平成24年度調査以前は「風俗産業や売

春・買春（いわゆる「援助交際」を含む）」

今回調査から追加した選択肢

令和４年度調査から追加した選択肢

図表 13－２ 女性に関する事柄で、人権上問題があると思われること（全体／経年比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和４年度と比較すると、上位項目では、「家事・育児や介護などを男女が共同して行う社会の仕組み

の未整備であること」が 5.0ポイント減少しているものの、引き続き最も高くなっている。次いで今回

新たに追加した「子どもの養育費の不払いなどにより、離婚後の女性が貧困に陥りやすいこと」が 32.7％、

「性犯罪や性暴力の被害を受けること」が 29.3％となっている。 

 過去の調査結果と比較すると、「就職時の採用条件、仕事の内容、昇給昇進における男女差など、職場

における男女の待遇の違いがあること」「「男は仕事、女は家庭」といった男女の固定的な役割分担意識

を他人に押しつけること」「職場や学校などにおけるセクシュアルハラスメント（性的嫌がらせ）やマタ

ニティハラスメント（妊娠・出産等を理由とする不利益な取り扱い）」は平成 29年度以降減少傾向にあ

る。 
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（数値：％）

サ

ン

プ

ル

数

家

事

・

育

児

や

介

護

な

ど

を

男

女

が

共

同

し

て

行

う

社

会

の

仕

組

み

が

未

整

備

で

あ

る

こ

と

子

ど

も

の

養

育

費

の

不

払

い

な

ど

に

よ

り
、

離

婚

後

の

女

性

が

貧

困

に

陥

り

や

す

い

こ

と

性

犯

罪

や

性

暴

力

の

被

害

を

受

け

る

こ

と

就

職

時

の

採

用

条

件

、

仕

事

の

内

容

、

昇

給

昇

進

に

お

け

る

男

女

差

な

ど

、

職

場

に

お

け

る

待

遇

に

男

女

の

違

い

が

あ

る

こ

と

「

男

は

仕

事

、

女

は

家

庭

」

と

い

っ

た

男

女

の

固

定

的

な

役

割

分

担

意

識

を

他

人

に

押

し

つ

け

る

こ

と

女

性

に

対

す

る

ス

ト
ー

カ
ー

行

為

（

つ

き

ま

と

い

行

為
）

、

痴

漢

行

為

を

受

け

る

こ

と

職

場

や

学

校

な

ど

で

セ

ク

シ
ュ

ア

ル

ハ

ラ

ス

メ

ン

ト
（

性

的

嫌

が

ら

せ
）

や

マ

タ

ニ

テ
ィ

ハ

ラ

ス

メ

ン

ト
（

妊

娠

・

出

産

等

を

理

由

と

す

る

不

利

益

な

取

り

扱

い
）

が

あ

る

こ

と

避

難

所

用

の

備

蓄

や

災

害

時

の

避

難

所

に

お

い

て
、

安

全

面

や

男

女

の

ニ
ー

ズ

の

違

い

へ

の

配

慮

が

足

り

て

い

な

い

こ

と

　全　体 1,187 36.7 32.7 29.3 25.4 20.5 20.3 17.2 14.5

 女性　計 678 40.3 35.0 32.2 25.7 21.5 19.8 16.1 17.6

18～29歳 82 45.1 26.8 31.7 30.5 23.2 20.7 ● 31.7 13.4

30代 86 ● 51.2 39.5 33.7 27.9 24.4 16.3 25.6 14.0

40代 115 36.5 36.5 33.9 22.6 ● 33.0 16.5 13.9 19.1

50代 109 41.3 38.5 ● 45.0 22.0 18.3 21.1 11.9 17.4

60代 115 34.8 39.1 33.0 26.1 20.0 22.6 14.8 17.4

70代 106 43.4 36.8 24.5 25.5 17.0 23.6 4.7 ● 25.5

80歳以上 65 29.2 20.0 16.9 27.7 10.8 15.4 15.4 12.3

 男性　計 473 31.7 29.4 25.6 24.7 19.0 20.9 18.6 10.1

18～29歳 51 31.4 21.6 19.6 33.3 25.5 11.8 19.6 2.0

30代 56 33.9 23.2 21.4 25.0 16.1 12.5 17.9 19.6

40代 56 33.9 35.7 26.8 14.3 21.4 19.6 21.4 17.9

50代 92 29.3 28.3 34.8 17.4 20.7 29.3 21.7 8.7

60代 87 31.0 34.5 23.0 28.7 21.8 27.6 23.0 9.2

70代 92 33.7 35.9 23.9 25.0 17.4 16.3 12.0 7.6

80歳以上 38 28.9 13.2 23.7 ● 36.8 5.3 21.1 13.2 7.9

サ

ン

プ

ル

数

ド

メ

ス

テ
ィ

ッ

ク

・

バ

イ

オ

レ

ン

ス
（

Ｄ

Ｖ
）

（

配

偶

者

や

パ
ー

ト

ナ
ー

か

ら

の

暴

力

（

経

済

的

含

む
）

）

を

受

け

る

こ

と

様

々

な

意

思

決

定

や

方

針

決

定

の

場

で

の

女

性

の

参

画

率

が

低

い

こ

と

町

内

会

や

地

域

行

事

で

の

女

性

の

役

割

が

以

前

と

変

わ

ら

な

い

こ

と

性

風

俗

産

業

や

売

春

・

買

春
、

ア

ダ

ル

ト

ビ

デ

オ

へ

の

出

演

な

ど

で

被

害

を

受

け

る

こ

と

そ

の

他

特

に

な

い

わ

か

ら

な

い

無

回

答

　全　体 1,187 14.4 14.2 7.7 3.0 1.6 4.0 5.8 1.4

 女性　計 678 13.6 16.1 7.5 2.2 1.0 2.8 4.6 1.5

18～29歳 82 6.1 13.4 8.5 2.4 1.2 - 6.1 1.2

30代 86 9.3 7.0 5.8 3.5 2.3 - 3.5 -

40代 115 14.8 9.6 15.7 3.5 1.7 2.6 - 1.7

50代 109 17.4 16.5 4.6 0.9 1.8 4.6 1.8 -

60代 115 18.3 22.6 4.3 1.7 - 2.6 4.3 0.9

70代 106 13.2 21.7 5.7 2.8 - 2.8 2.8 3.8

80歳以上 65 12.3 21.5 7.7 - - 7.7 ● 20.0 3.1

 男性　計 473 15.9 11.8 8.0 4.2 2.1 5.5 7.2 1.5

18～29歳 51 9.8 11.8 5.9 2.0 2.0 9.8 9.8 -

30代 56 3.6 12.5 5.4 - 1.8 - 10.7 -

40代 56 14.3 1.8 10.7 7.1 5.4 1.8 5.4 -

50代 92 19.6 14.1 8.7 4.3 1.1 4.3 4.3 1.1

60代 87 24.1 12.6 4.6 6.9 1.1 1.1 5.7 1.1

70代 92 16.3 14.1 10.9 5.4 1.1 8.7 6.5 4.3

80歳以上 38 15.8 13.2 10.5 - 5.3 ● 18.4 13.2 2.6

※ ＝全体の数値より+5ポイント、●＝全体の数値より+10ポイント

性

・

年

代

別

性

・

年

代

別

図表 13－３ 女性に関する事柄で、人権上問題があると思われること（性・年代別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 性別にみると、男女とも「家事・育児や介護などを男女が共同して行う社会の仕組みの未整備である

こと」（女性 40.3％、男性 31.7％）が最も高く、次いで「子どもの養育費の不払いなどにより、離婚後

の女性が貧困に陥りやすいこと」（女性 35.0％、男性 29.4％）、「性犯罪や性暴力の被害を受けること」
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（女性 32.2％、男性 25.6％）となっているが、いずれの項目でも女性の方が男性よりも高くなってい

る。 

性・年代別にみると、女性では、18～29歳で「職場や学校などでセクシュアルハラスメント（性的嫌

がらせ）やマタニティハラスメント（妊娠・出産等を理由とする不利益な取り扱い）があること」、30代

で「家事・育児や介護などを男女が共同して行う社会の仕組みが未整備であること」、40代で「「男は仕

事、女は家庭」といった男女の固定的な役割分担意識を他人に押しつけること」、50 代で「性犯罪や性

暴力の被害を受けること」、70 代で「避難所用の備蓄や災害時の避難所において、安全面や男女のニー

ズの違いへの配慮が足りていないこと」、80 歳以上で「わからない」、男性では 80 歳以上で「就職時の

採用条件、仕事の内容、昇給昇進における男女差など、職場における待遇に男女の違いがあること」「特

にない」が全体よりも 10ポイント以上高くなっている。 
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いじめや無視、嫌がらせ（インターネットやＳＮＳ上の書

き込みも含む）などを受けること

保護者などから、虐待（身体的、心理的、性的）や育児放

棄されること

いじめをしている人や、いじめられている人を見て見ぬふ

りをすること

子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されたり、

貧困が世代を超えて連鎖したりすること

ヤングケアラーにかかる問題

教師が子どもを指導する等の理由で体罰や不適切な言動を

行うこと

子どもの虐待に気付いても、見て見ぬふりをすること

学校や就職先の選択など子どもの意見について、大人がそ

の意見を無視したり、大人の考えを押しつけたりすること

児童買春、児童ポルノなどの対象となること

不審者によるつきまといなど、子どもの安全をおびやかす

行為

大人が子どもを権利の主体として認識しないなど、社会全

体として、子どもの権利に関する理解が不足していること

「子どもだから」という理由で、子どものプライバシーを

尊重しないこと

暴力や性など、子どもにとって有害な情報の氾濫

子どもの前で家族に暴力をふるうこと

その他

特にない

わからない

無回答

56.6

39.0

25.8

24.3

17.0

16.8

12.5

11.3

10.7

8.9

8.8

8.7

8.2

7.2

1.2

2.4

3.9

1.6

0 10 20 30 40 50 60
（％）

全体(N=1,187)

３ 子どもに関する問題について 

問 14 子どもに関する事柄で、人権上、あなたが特に問題があると思うのはどのようなこ

とですか。（○は３つまで） 

 

図表 14－１ 子どもに関する事柄で、人権上問題があると思われること（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 子どもに関する事柄で、人権上、特に問題があると思うこととしては、「いじめや無視、嫌がらせ（イ

ンターネットやＳＮＳ上の書き込みも含む）などを受けること」が 56.6％と最も高くなっている。次い

で「保護者などから、虐待（身体的、心理的、性的）や育児放棄されること」（39.0％）、「いじめをして

いる人や、いじめられている人を見て見ぬふりをすること」（25.8％）、「子どもの将来がその生まれ育っ

た環境によって左右されたり、貧困が世代を超えて連鎖したりすること」（24.3％）となっている。 
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選択肢
今回

（N=1,187）

令和４年度

（N=1,303）

平成29年度

（N=1,136）

平成24年度

（N=1,351）

平成19年度

（N=1,863）

いじめや無視、嫌がらせ（インターネットやＳＮＳ上の

書き込みも含む）などを受けること※1
56.6% 52.3% 46.9% 52.5% 48.7% 

保護者などから、虐待（身体的、心理的、性的）や育児

放棄されること※2
39.0% 44.9% 48.7% 44.0% 36.1% 

いじめをしている人や、いじめられている人を見て見ぬ

ふりをすること
25.8% 24.8% 36.5% 35.3% 35.3% 

子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右され

たり、貧困が世代を超えて連鎖したりすること※3
24.3% 28.6% 33.9% 

ヤングケアラーにかかる問題※4 17.0% 16.0% 

教師が子どもを指導する等の理由で体罰や不適切な言動

を行うこと※5
16.8% 19.2% 10.3% 5.4% 7.2% 

子どもの虐待に気付いても、見て見ぬふりをすること 12.5% 17.6% 21.0% 28.2% 26.0% 

学校や就職先の選択など子どもの意見について、大人が

その意見を無視したり、大人の考えを押しつけたりする

こと

11.3% 8.2% 13.3% 21.3% 27.7% 

児童買春、児童ポルノなどの対象となること※6 10.7% 11.5% 15.3% 23.1% 21.1% 

不審者によるつきまといなど、子どもの安全をおびやか

す行為
8.9% 6.8% 10.4% 11.0% 11.1% 

大人が子どもを権利の主体として認識しないなど、社会

全体として、子どもの権利に関する理解が不足している

こと※7

8.8% 

「子どもだから」という理由で、子どものプライバシー

を尊重しないこと
8.7% 6.3% 7.4% 15.0% 14.6% 

暴力や性など、子どもにとって有害な情報の氾濫 8.2% 7.7% 11.5% 20.1% 21.7% 

子どもの前で家族に暴力をふるうこと※8 7.2% 8.6% 12.8% 14.4% 12.3% 

その他 1.2% 1.0% 0.8% 0.4% 1.0% 

特にない 2.4% 1.8% 2.5% 2.4% 1.8% 

わからない※4 3.9% 2.2% 

無回答 1.6% 4.8% 3.3% 1.9% 2.6% 

※1

※2

※3

※4 令和４年度調査から追加した選択肢

※5

※6

※7

※8 平成24年度調査以前は「子どもの前で配偶者に暴力をふるうこと」

平成29年度調査は「いじめや無視、嫌がらせなどを受けること」、平成24年度以前は「子ども同士で、仲間はずれ

や無視、身体への直接攻撃や相手が嫌がることをしたり、させたりするなど、いじめを行うこと」

平成24年度調査以前は「保護者などが子どもを身体的、心理的（放任や無視を含む）、性的に虐待すること」

平成29年度調査から追加した選択肢

平成24年度調査以前は「児童買春・売春、児童ポルノなど」

今回調査から追加した選択肢

平成29年度調査以前は「教師が子どもを指導する等の理由で体罰を加えること」

図表 14－２ 子どもに関する事柄で、人権上問題があると思われること（全体／経年比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和４年度と比較すると、上位項目では、「いじめや無視、嫌がらせ（インターネットやＳＮＳ上の書

き込みも含む）などを受けること」は 4.3ポイント増加、「保護者などから、虐待（身体的、心理的、性

的）や育児放棄されること」は 5.9ポイント減少、「いじめをしている人や、いじめられている人を見て

見ぬふりをすること」は 1.0 ポイント増加、「子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右され

たり、貧困が世代を超えて連鎖したりすること」は 4.3ポイント減少している。 

過去の調査結果と比較すると、上位項目に大きな変化はみられないが、「いじめや無視、嫌がらせ（イ

ンターネットやＳＮＳ上の書き込みも含む）などを受けること」が平成 29年度以降増加傾向にある。 
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春
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ポ

ル
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対
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と

な
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　全　体 1,187 56.6 39.0 25.8 24.3 17.0 16.8 12.5 11.3 10.7

 女性　計 678 54.9 38.9 22.9 27.7 20.9 17.1 11.9 11.2 11.1

18～29歳 82 51.2 36.6 23.2 23.2 13.4 12.2 11.0 ● 28.0 9.8

30代 86 62.8 37.2 18.6 24.4 20.9 17.4 12.8 11.6 11.6

40代 115 61.7 36.5 24.3 29.6 23.5 21.7 9.6 9.6 12.2

50代 109 52.3 ● 52.3 14.7 30.3 ● 28.4 15.6 11.0 10.1 14.7

60代 115 55.7 42.6 25.2 33.9 23.5 14.8 13.0 7.0 10.4

70代 106 53.8 34.9 29.2 24.5 17.9 19.8 14.2 7.5 11.3

80歳以上 65 41.5 26.2 24.6 24.6 13.8 16.9 12.3 7.7 4.6

 男性　計 473 59.8 40.0 30.2 19.5 11.6 16.5 13.7 11.2 10.1

18～29歳 51 51.0 35.3 ● 41.2 17.6 3.9 23.5 7.8 11.8 3.9

30代 56 64.3 37.5 16.1 14.3 14.3 17.9 16.1 12.5 5.4

40代 56 55.4 41.1 ● 42.9 17.9 16.1 19.6 12.5 7.1 10.7

50代 92 ● 70.7 48.9 25.0 26.1 13.0 15.2 8.7 14.1 13.0

60代 87 63.2 40.2 28.7 13.8 14.9 14.9 20.7 11.5 16.1

70代 92 51.1 39.1 32.6 23.9 9.8 14.1 14.1 9.8 8.7

80歳以上 38 57.9 26.3 28.9 18.4 5.3 13.2 15.8 10.5 5.3
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濫
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こ
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の
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な

い

わ

か

ら

な

い

無

回

答

　全　体 1,187 8.9 8.8 8.7 8.2 7.2 1.2 2.4 3.9 1.6

 女性　計 678 9.7 8.3 8.7 9.3 7.4 0.4 2.1 3.5 1.8

18～29歳 82 11.0 7.3 15.9 2.4 4.9 - 1.2 3.7 1.2

30代 86 10.5 9.3 12.8 10.5 5.8 - 1.2 4.7 -

40代 115 13.0 6.1 7.8 7.0 7.0 0.9 0.9 1.7 1.7

50代 109 5.5 9.2 8.3 12.8 7.3 0.9 - 2.8 -

60代 115 8.7 11.3 6.1 12.2 7.0 0.9 2.6 3.5 0.9

70代 106 10.4 7.5 4.7 10.4 11.3 - 1.9 1.9 5.7

80歳以上 65 9.2 6.2 7.7 7.7 7.7 - 9.2 9.2 3.1

 男性　計 473 8.0 9.5 8.7 6.3 6.3 2.1 2.7 3.8 1.5

18～29歳 51 9.8 13.7 7.8 - 7.8 2.0 3.9 5.9 -

30代 56 12.5 10.7 14.3 1.8 8.9 5.4 - 5.4 -

40代 56 10.7 1.8 17.9 7.1 1.8 5.4 1.8 1.8 -

50代 92 4.3 5.4 4.3 8.7 3.3 2.2 1.1 1.1 -

60代 87 10.3 9.2 9.2 6.9 5.7 - 1.1 5.7 1.1

70代 92 5.4 14.1 5.4 8.7 6.5 1.1 5.4 4.3 3.3

80歳以上 38 5.3 13.2 5.3 7.9 15.8 - 7.9 2.6 7.9

※ ＝全体の数値より+5ポイント、●＝全体の数値より+10ポイント

性

・

年

代

別

性

・

年

代

別

 

図表 14－３ 子どもに関する事柄で、人権上問題があると思われること（性・年代別） 
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 性別にみると、男女とも「いじめや無視、嫌がらせ（インターネットやＳＮＳ上の書き込みも含む）

などを受けること」（女性 54.9％、男性 59.8％）が最も高く、次いで「保護者などから、虐待（身体的、

心理的、性的）や育児放棄されること」（女性 38.9％、男性 40.0％）は共通しているが、これらに次い

で、女性では「子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されたり、貧困が世代を超えて連鎖

したりすること」（女性 27.7％）、男性では「いじめをしている人や、いじめられている人を見て見ぬふ

りをすること」（男性 30.2％）となっている。 

また、男女で差が大きいものとしては、「ヤングケアラーにかかる問題」（女性 20.9％、男性 11.6％）、

「子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されたり、貧困が世代を超えて連鎖したりするこ

と」（女性 27.7％、男性 19.5％）は女性の方が高く、「いじめをしている人や、いじめられている人を見

て見ぬふりをすること」（女性 22.9％、男性 30.2％）は男性の方が高くなっている。 

 性・年代別にみると、女性 18～29歳では「学校や就職先の選択など子どもの意見について、大人がそ

の意見を無視したり、大人の考えを押しつけたりすること」、女性 50代では「保護者などから、虐待（身

体的、心理的、性的）や育児放棄されること」「ヤングケアラーにかかる問題」、男性 18～29 歳・40 代

では「いじめをしている人や、いじめられている人を見て見ぬふりをすること」、男性 50代では「いじ

めや無視、嫌がらせ（インターネットやＳＮＳ上の書き込みも含む）などを受けること」が全体よりも

10ポイント以上高くなっている。 
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無回答

病院や介護施設等での看護や介護において不当な扱いや虐待を受

けること

介護者に対する相談・支援体制が十分でないこと

仕事やボランティアなどを通して自分の能力を発揮する機会が少

ないこと

高齢者に対する保健、医療、福祉などのサービスが十分でないこ

と

認知症に対する誤解や偏見があること

家庭内での看護や介護において不当な扱いや虐待を受けること

高齢者の意見や行動が尊重されないこと

「おじいちゃん」「おばあちゃん」などとひとくくりにされ、個

人として尊重されないこと

その他

特にない

わからない

地域社会から孤立すること

インターネットやスマートフォンを十分に活用できないことなどにより、生活

に必要な情報がひとり暮らしの高齢者に十分に伝わりにくいこと

詐欺や悪徳商法などの財産侵害の被害を受けやすいこと

道路・建物・交通機関の段差や階段など外出先での不便が多いこ

と

住宅を容易に借りることができないこと

経済的に自立が困難なこと

43.5

24.6

22.6

22.5

22.2

20.9

14.6

13.6

13.3

13.2

6.3

5.0

4.7

3.0

1.1

6.1

4.0

1.6

0 10 20 30 40 50

（％）

全体(N=1,187)

４ 高齢者に関する問題について 

問 15 高齢者に関する事柄で、人権上、あなたが特に問題があると思うのはどのようなこ

とですか。（○は３つまで） 

 

図表 15－１ 高齢者に関する事柄で、人権上問題があると思われること（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 高齢者に関する事柄で、人権上、特に問題があると思うこととしては、「インターネットやスマートフ

ォンを十分に活用できないことなどにより、生活に必要な情報がひとり暮らしの高齢者に十分に伝わり

にくいこと」が 43.5％と最も高くなっている。次いで「詐欺や悪徳商法などの財産侵害の被害を受けや

すいこと」（24.6％）、「道路・建物・交通機関の段差や階段など外出先での不便が多いこと」（22.6％）、

「住宅を容易に借りることができないこと」（22.5％）、「経済的に自立が困難なこと」（22.2％）「地域社

会から孤立すること」（20.9％）となっている。 
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選択肢
今回

（N=1,187）

令和４年度

（N=1,303）

平成29年度

（N=1,136）

平成24年度

（N=1,351）

平成19年度

（N=1,863）

インターネットやスマートフォンを十分に活用できないことなどにより、生活に

必要な情報がひとり暮らしの高齢者に十分に伝わりにくいこと※1
43.5% 40.1% 26.8% 30.1% 22.3% 

詐欺や悪徳商法などの財産侵害の被害を受けやすいこと※2 24.6% 21.7% 24.0% 30.1% 25.2% 

道路・建物・交通機関の段差や階段など外出先での不便が多いこ

と※3
22.6% 21.6% 23.9% 25.3% 28.7% 

住宅を容易に借りることができないこと 22.5% 17.7% 13.3% 14.7% 15.7% 

経済的に自立が困難なこと 22.2% 21.0% 27.1% 31.4% 26.4% 

地域社会から孤立すること※4 20.9% 23.6% 31.8% 

病院や介護施設等での看護や介護において不当な扱いや虐待を受

けること※5
14.6% 18.6% 23.2% 24.6% 28.4% 

介護者に対する相談・支援体制が十分でないこと※6 13.6% 14.8% 

仕事やボランティアなどを通して自分の能力を発揮する機会が少

ないこと
13.3% 12.2% 18.1% 21.6% 20.3% 

高齢者に対する保健、医療、福祉などのサービスが十分でないこ

と
13.2% 12.9% 21.9% 27.8% 36.4% 

認知症に対する誤解や偏見があること※7 6.3% 7.4% 10.7% 12.2% 9.8% 

家庭内での看護や介護において不当な扱いや虐待を受けること 5.0% 8.6% 9.2% 13.5% 13.6% 

高齢者の意見や行動が尊重されないこと 4.7% 5.8% 6.4% 11.3% 11.8% 

「おじいちゃん」「おばあちゃん」などとひとくくりにされ、個

人として尊重されないこと※8
3.0% 3.8% 4.3% 5.0% 4.6% 

その他 1.1% 1.2% 0.1% 0.7% 1.1% 

特にない 6.1% 4.5% 4.8% 3.6% 3.0% 

わからない※6 4.0% 3.1% 

無回答 1.6% 3.2% 2.5% 1.8% 2.5% 

※1

※2

※3

※4

※5

※6

※7

※8

平成29年度調査以前は「生活に必要な情報がひとり暮らしの高齢者に十分に伝わりにくいこと」

平成24年度調査以前は「認知症に対する誤解や偏見に基づく不当な扱いを受けること」

平成24年度調査以前は「名前を知っているのに「おじいちゃん」「おばあちゃん」などと一括して呼ぶこと」

平成29年度調査から追加した選択肢

平成24年度調査以前は「詐欺や悪徳商法の被害を受けやすいこと」

平成24年度調査以前は「病院や特別養護老人ホーム等での看護や介護において不当な扱いや虐待を受けること」

平成29年度調査以前は「道路の段差や建物の階段など外出先での不便が多いこと」

令和４年度調査から追加した選択肢

図表 15－２ 高齢者に関する事柄で、人権上問題があると思われること（全体／経年比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和４年度と比較すると、「インターネットやスマートフォンを十分に活用できないことなどにより、

生活に必要な情報がひとり暮らしの高齢者に十分に伝わりにくいこと」が最も高い点は変わらないが、

２番目に多かった「地域社会から孤立すること」が 23.6％から 2.7 ポイント減の 20.9％と順位も降下

している。また、「住宅を容易に借りることができないこと」が 17.7％から 4.8ポイント増の 22.5％と

なっている。 

 過去の調査結果と比較すると、「インターネットやスマートフォンを十分に活用できないことなどに

より、生活に必要な情報がひとり暮らしの高齢者に十分に伝わりにくいこと」は、平成 29 年度以降増

加傾向にあり、令和４年度以降は４割台で推移している。 
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と
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ど
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ど
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が

困
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域
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立

す
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病

院
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介
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設
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介
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な

扱

い

や

虐

待
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介
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・
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援

体
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い

こ

と
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事

や
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ラ

ン

テ
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な

ど
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通

し

て
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分

の

能

力

を
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揮

す

る

機

会

が

少

な
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こ

と

高

齢

者

に

対

す

る
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健
、

医

療
、

福

祉

な

ど

の

サ
ー

ビ

ス

が

十

分

で

な

い

こ

と

　全　体 1,187 43.5 24.6 22.6 22.5 22.2 20.9 14.6 13.6 13.3 13.2

 女性　計 678 47.1 24.0 25.1 23.3 22.1 20.8 15.9 14.6 13.3 11.4

18～29歳 82 51.2 31.7 19.5 7.3 19.5 24.4 15.9 11.0 7.3 2.4

30代 86 38.4 24.4 22.1 19.8 19.8 24.4 18.6 15.1 15.1 9.3

40代 115 43.5 27.8 25.2 22.6 27.0 27.8 13.0 11.3 15.7 11.3

50代 109 44.0 27.5 25.7 32.1 22.9 16.5 18.3 14.7 9.2 13.8

60代 115 51.3 14.8 18.3 ● 33.0 27.8 19.1 21.7 20.9 19.1 19.1

70代 106 46.2 21.7 26.4 20.8 19.8 20.8 15.1 17.0 15.1 11.3

80歳以上 65 ● 58.5 21.5 ● 44.6 21.5 12.3 9.2 4.6 9.2 7.7 7.7

 男性　計 473 39.1 26.2 18.8 21.6 20.9 22.0 12.3 11.8 13.3 15.2

18～29歳 51 39.2 23.5 17.6 - 11.8 23.5 15.7 5.9 9.8 9.8

30代 56 37.5 28.6 12.5 14.3 23.2 23.2 14.3 10.7 5.4 5.4

40代 56 42.9 23.2 23.2 16.1 21.4 25.0 14.3 12.5 7.1 14.3

50代 92 39.1 29.3 21.7 30.4 26.1 27.2 10.9 13.0 20.7 15.2

60代 87 43.7 24.1 18.4 ● 36.8 21.8 20.7 9.2 9.2 23.0 17.2

70代 92 33.7 32.6 15.2 19.6 21.7 16.3 13.0 13.0 8.7 20.7

80歳以上 38 39.5 13.2 26.3 18.4 13.2 15.8 7.9 18.4 10.5 21.1

サ

ン
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数
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知

症

に

対

す

る
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偏

見
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る
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介
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や
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待
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る

こ
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の
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見
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行

動

が

尊

重

さ

れ

な

い

こ

と

「

お

じ

い

ち
ゃ

ん
」

「

お

ば

あ

ち
ゃ

ん
」

な

ど

と

ひ

と

く

く

り

に

さ

れ
、

個

人

と

し

て

尊

重

さ

れ

な

い

こ

と

そ

の

他

特

に

な

い

わ

か

ら

な

い

無

回

答

　全　体 1,187 6.3 5.0 4.7 3.0 1.1 6.1 4.0 1.6

 女性　計 678 6.2 4.7 3.8 4.0 0.6 5.0 3.8 1.5

18～29歳 82 6.1 8.5 2.4 3.7 - 1.2 6.1 2.4

30代 86 4.7 4.7 7.0 - - 7.0 7.0 -

40代 115 7.0 10.4 2.6 3.5 1.7 4.3 6.1 0.9

50代 109 5.5 3.7 1.8 0.9 0.9 2.8 1.8 2.8

60代 115 5.2 2.6 2.6 7.0 - 2.6 2.6 -

70代 106 5.7 0.9 8.5 5.7 - 4.7 1.9 2.8

80歳以上 65 10.8 1.5 1.5 7.7 1.5 ● 16.9 1.5 1.5

 男性　計 473 6.8 5.5 6.1 1.9 1.5 7.6 4.0 1.7

18～29歳 51 7.8 9.8 2.0 - 2.0 11.8 9.8 -

30代 56 10.7 5.4 3.6 - 1.8 5.4 5.4 1.8

40代 56 8.9 10.7 7.1 1.8 1.8 10.7 3.6 1.8

50代 92 5.4 4.3 6.5 - 1.1 4.3 2.2 -

60代 87 3.4 6.9 9.2 2.3 - 3.4 1.1 2.3

70代 92 6.5 2.2 4.3 3.3 3.3 9.8 5.4 1.1

80歳以上 38 7.9 - 10.5 7.9 - 13.2 2.6 7.9

※ ＝全体の数値より+5ポイント、●＝全体の数値より+10ポイント

性

・

年

代

別

性

・

年

代

別

 

図表 15－３ 高齢者に関する事柄で、人権上問題があると思われること（性・年代別） 
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 性別にみると、男女とも「インターネットやスマートフォンを十分に活用できないことなどにより、

生活に必要な情報がひとり暮らしの高齢者に十分に伝わりにくいこと」（女性 47.1％、男性 39.1％）が

最も高いが、次いで女性では「道路・建物・交通機関の段差や階段など外出先での不便が多いこと」

（25.1％）、「詐欺や悪徳商法などの財産侵害の被害を受けやすいこと」（24.0％）、男性では「詐欺や悪

徳商法などの財産侵害の被害を受けやすいこと」（26.2％）、「地域社会から孤立すること」（22.0％）の

順となっている。また、女性では「インターネットやスマートフォンを十分に活用できないことなどに

より、生活に必要な情報がひとり暮らしの高齢者に十分に伝わりにくいこと」が 47.1％と男性（39.1％）

に比べて 8.0ポイント、「道路・建物・交通機関の段差や階段など外出先での不便が多いこと」が 25.1％

と男性（18.8％）に比べて 6.3ポイント高くなっている。 

 

 性・年代別にみると、女性 80 代以上で「インターネットやスマートフォンを十分に活用できないこ

となどにより、生活に必要な情報がひとり暮らしの高齢者に十分に伝わりにくいこと」「道路・建物・交

通機関の段差や階段など外出先での不便が多いこと」、男女 60代で「住宅を容易に借りることができな

いこと」、女性 80歳以上で「特にない」が全体よりも 10ポイント以上高くなっている。 
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働ける場所や能力を発揮する機会が少ないこと

障がい者に対する理解を深める機会が少ないこと

差別的な言動を受けること

道路・建物・交通機関の段差や階段など外出先での不

便が多いこと

聴覚や視覚に障がいのある人などへ必要な情報を伝え

る配慮が足りないこと

就職・職場で不利な扱いや搾取を受けること

障がい者の意見や行動が尊重されないこと

学校の受け入れ体制が不十分なこと

スポーツ・文化活動・地域活動に気軽に参加できな

かったり、地域の人などと交流する機会が少ないこと

使える在宅サービスや福祉施設・病院が少ないこと

家庭や病院・福祉施設等において不当な扱いや虐待を

受けること

詐欺や悪徳商法などの財産侵害の被害を受けやすいこ

と

住宅を容易に借りることができないこと

その他

特にない

わからない

無回答

31.8

30.8

29.3

28.8

15.8

13.0

12.2

9.8

9.4

8.3

7.4

6.9

5.9

1.1

5.1

9.1

2.2

0 5 10 15 20 25 30 35

（％）

全体(N=1,187)

５ 障がい者に関する問題について 

問 16 障がい者に関する事柄で、人権上、あなたが特に問題があると思うのはどのような

ことですか。（○は３つまで） 

 

図表 16－１ 障がい者に関する事柄で、人権上問題があると思われること（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 障がい者に関する事柄で、人権上、特に問題があると思うこととしては、「働ける場所や能力を発揮す

る機会が少ないこと」が 31.8％と最も高くなっている。次いで「障がい者に対する理解を深める機会が

少ないこと」（30.8％）、「差別的な言動を受けること」（29.3％）、「道路・建物・交通機関の段差や階段

など外出先での不便が多いこと」（28.8％）となっている。 
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選択肢
今回

（N=1,187）

令和４年度

（N=1,303）

平成29年度

（N=1,136）

平成24年度

（N=1,351）

平成19年度

（N=1,863）

働ける場所や能力を発揮する機会が少ないこと 31.8% 35.0% 38.2% 43.3% 43.0% 

障がい者に対する理解を深める機会が少ないこと

※1
30.8% 30.4% 31.6% 31.7% 29.7% 

差別的な言動を受けること 29.3% 29.9% 33.0% 30.8% 29.9% 

道路・建物・交通機関の段差や階段など外出先で

の不便が多いこと※2
28.8% 30.4% 29.8% 26.7% 28.6% 

聴覚や視覚に障がいのある人などへ必要な情報を

伝える配慮が足りないこと※3
15.8% 19.3% 21.1% 18.5% 15.9% 

就職・職場で不利な扱いや搾取を受けること※4 13.0% 15.3% 15.4% 17.8% 16.6% 

障がい者の意見や行動が尊重されないこと※6 12.2% 9.1% 14.7% 19.1% 18.7% 

学校の受け入れ体制が不十分なこと 9.8% 13.7% 14.3% 17.2% 18.0% 

スポーツ・文化活動・地域活動に気軽に参加でき

なかったり、地域の人などと交流する機会が少な

いこと※7

9.4% 9.0% 4.6% 5.0% 4.7% 

使える在宅サービスや福祉施設・病院が少ないこ

と
8.3% 7.2% 10.5% 11.3% 14.3% 

家庭や病院・福祉施設等において不当な扱いや虐

待を受けること※5
7.4% 9.8% 8.5% 8.8% 7.9% 

詐欺や悪徳商法などの財産侵害の被害を受けやす

いこと※8
6.9% 6.1% 6.8% 6.3% 7.6% 

住宅を容易に借りることができないこと 5.9% 5.5% 4.0% 5.0% 4.8% 

その他 1.1% 1.5% 0.4% 0.5% 1.2% 

特にない 5.1% 3.5% 5.5% 4.1% 3.6% 

わからない※9 9.1% 6.3% 

無回答 2.2% 3.3% 3.2% 3.8% 3.5% 

※1

※2

※3

※4

※5

※6

※7

※8

※9 令和４年度調査から追加した選択肢

平成24年度調査以前は「人々の障がい者に対する理解を深める機会が少ないこと」

平成24年度調査以前は「就職・職場で不利な扱いを受けること」

平成24年度調査以前は「障がい者の意見や行動が尊重されないこと（結婚、就職に際しての周囲の反対等）」

平成24年度調査以前は「病院や福祉施設において不当な扱いや虐待を受けること」

平成24年度調査以前は「詐欺や悪徳商法の被害を受けやすいこと」

平成24年度調査以前は「聴覚や視覚に障がいのある人などへ必要な情報を伝える配慮が足らないこと」

平成29年度調査以前は「道路の段差や建物の階段など外出先での不便が多いこと」

平成29年度調査以前は「スポーツ・文化活動・地域活動に気軽に参加できないこと」

図表 16－２ 障がい者に関する事柄で、人権上問題があると思われること（全体／経年比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年度と比較すると、上位項目では、「働ける場所や能力を発揮する機会が少ないこと」は 3.2ポ

イント減少、「障がい者に対する理解を深める機会が少ないこと」は 0.4ポイント増加、「差別的な言動

を受けること」は 0.6ポイント減少、「道路・建物・交通機関の段差や階段など外出先での不便が多いこ

と」は 1.6ポイント減少している。 

 過去の調査結果と比較すると、上位項目に順位の変動はあるものの、大きな変化はみられないが、最

も高い「働ける場所や能力を発揮する機会が少ないこと」は平成 19年度以降、減少傾向にある。 
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地
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動
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た
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と
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少
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こ
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サ
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ス
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・

病

院
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少
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こ

と

家

庭

や

病

院

・

福
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施

設

等

に

お

い

て

不

当

な

扱

い

や

虐

待

を

受

け

る

こ

と

　全　体 1,187 31.8 30.8 29.3 28.8 15.8 13.0 12.2 9.8 9.4 8.3 7.4

 女性　計 678 31.7 31.7 30.2 31.6 15.8 13.1 10.3 10.2 9.1 9.6 8.3

18～29歳 82 36.6 36.6 34.1 18.3 12.2 18.3 8.5 9.8 11.0 12.2 8.5

30代 86 36.0 23.3 ● 48.8 15.1 22.1 16.3 7.0 12.8 8.1 5.8 7.0

40代 115 34.8 38.3 35.7 32.2 19.1 16.5 13.0 12.2 6.1 9.6 9.6

50代 109 22.9 36.7 28.4 34.9 13.8 19.3 8.3 11.9 11.0 10.1 10.1

60代 115 33.0 29.6 26.1 ● 39.1 17.4 8.7 9.6 10.4 3.5 8.7 7.8

70代 106 32.1 32.1 24.5 ● 39.6 12.3 7.5 13.2 8.5 16.0 9.4 9.4

80歳以上 65 26.2 20.0 10.8 36.9 12.3 3.1 12.3 3.1 9.2 12.3 3.1

 男性　計 473 33.0 30.0 28.1 24.9 15.4 13.3 14.8 9.5 9.5 6.8 5.7

18～29歳 51 31.4 25.5 ● 43.1 7.8 11.8 21.6 11.8 9.8 7.8 2.0 5.9

30代 56 33.9 28.6 30.4 16.1 8.9 16.1 10.7 10.7 7.1 7.1 8.9

40代 56 28.6 33.9 33.9 25.0 17.9 12.5 14.3 8.9 14.3 3.6 5.4

50代 92 32.6 30.4 31.5 34.8 17.4 12.0 15.2 10.9 10.9 4.3 4.3

60代 87 ● 43.7 28.7 33.3 21.8 14.9 12.6 19.5 12.6 6.9 8.0 6.9

70代 92 30.4 33.7 16.3 31.5 17.4 13.0 15.2 6.5 9.8 7.6 4.3

80歳以上 38 21.1 26.3 2.6 28.9 18.4 5.3 10.5 5.3 10.5 ● 18.4 5.3
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数
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欺

や

悪

徳

商

法

な

ど

の

財

産

侵

害

の

被
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を

受

け

や

す

い

こ

と 住

宅

を

容

易

に

借

り

る

こ

と

が

で

き

な

い

こ

と

そ

の

他

特

に

な

い

わ

か

ら

な

い

無

回

答

　全　体 1,187 6.9 5.9 1.1 5.1 9.1 2.2

 女性　計 678 7.4 5.2 0.7 3.5 9.9 1.5

18～29歳 82 7.3 4.9 1.2 1.2 4.9 3.7

30代 86 3.5 5.8 - 5.8 10.5 -

40代 115 4.3 7.0 0.9 0.9 9.6 0.9

50代 109 5.5 3.7 0.9 1.8 8.3 0.9

60代 115 10.4 3.5 0.9 4.3 13.0 -

70代 106 8.5 2.8 - 2.8 9.4 2.8

80歳以上 65 13.8 10.8 1.5 10.8 13.8 3.1

 男性　計 473 6.3 6.8 1.7 7.2 7.4 3.4

18～29歳 51 5.9 5.9 - 11.8 5.9 -

30代 56 3.6 10.7 3.6 5.4 8.9 3.6

40代 56 8.9 5.4 - 10.7 5.4 3.6

50代 92 1.1 6.5 4.3 6.5 7.6 -

60代 87 10.3 8.0 - 3.4 6.9 2.3

70代 92 7.6 5.4 2.2 7.6 7.6 3.3

80歳以上 38 7.9 5.3 - 7.9 10.5 ● 18.4

※ ＝全体の数値より+5ポイント、●＝全体の数値より+10ポイント

性

・

年

代

別

性

・

年

代

別

図表 16－３ 障がい者に関する事柄で、人権上問題があると思われること（性・年代別） 
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性別にみると、男女とも「働ける場所や能力を発揮する機会が少ないこと」（女性 31.7％、男性 33.0％）

が最も高い（なお、女性では「障がい者に対する理解を深める機会が少ないこと」も同率で最も高い）。

次いで高いのは、男性では「障がい者に対する理解を深める機会が少ないこと」（男性 30.0％）、「差別

的な言動を受けること」（男性 28.1％）で、女性では「道路・建物・交通機関の段差や階段など外出先

での不便が多いこと」（31.6％）となっている。 

また、女性では「道路・建物・交通機関の段差や階段など外出先での不便が多いこと」が 31.6％と、

男性（24.9％）に比べて 6.7ポイント高くなっている。 

性・年代別にみると、男性 60代では「働ける場所や能力を発揮する機会が少ないこと」、女性 30

代、男性 18～29歳では「差別的な言動を受けること」、女性 60代・70代では「道路・建物・交通機関

の段差や階段など外出先での不便が多いこと」、男性 80歳以上では「使える在宅サービスや福祉施

設・病院が少ないこと」が全体よりも 10ポイント以上高くなっている。 
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外国人ということで個人としてではなく、ひとくくりに固定的

なイメージを持たれること

外国の生活習慣や文化などへの理解が不足しており、外国人が

地域社会に十分に受け入れられないこと

日本語が不自由な外国人が、保健、医療、防災、教育などの生

活に必要な情報を十分に手に入れることができないこと

インターネット上での書き込みやヘイトスピーチなど、不当な

差別的言動を受けること

外国人が就職・職場で不利な扱いや搾取を受けること

外国人が日本で暮らす際、法令などにより、活動に制限がある

場合があること

外国籍であることを他に知られると差別や不利益を受けること

があるため、本名を名乗れない人もいること

学校の受験資格が異なることや、日本語能力不足のため、外国

人が日本で教育を受ける機会が限られること

国籍・民族・人種の違いを理由に、結婚を周囲に反対されるこ

と

駅や公共交通機関、文化・スポーツ施設、ショッピング施設な

どで外国語表示がなく、十分なサービスが受けられないこと

じろじろ見られたり避けられたりすること

住宅を容易に借りることができないこと

外国人の意見が尊重されないこと

その他

特にない

わからない

無回答

32.2

19.0

18.3

17.3

15.8

6.6

6.1

6.0

5.7

5.6

5.1

5.0

2.3

3.1

14.2

18.5

2.3

0 10 20 30 40
（％）

全体(N=1,187)

６ 外国人に関する問題について 

（１）日本に居住する外国人に関する事柄で、人権上問題があると思われること 

問 17 日本に居住する外国人に関する事柄で、人権上、あなたが特に問題があると思うの

はどのようなことですか。（○は３つまで） 

 

図表 17－１ 日本に居住する外国人に関する事柄で、人権上問題があると思われること（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 日本に居住する外国人に関する事柄で、人権上、特に問題があると思うこととしては、「外国人という

ことで個人としてではなく、ひとくくりに固定的なイメージを持たれること」が 32.2％と最も高くなっ

ている。次いで「外国の生活習慣や文化などへの理解が不足しており、外国人が地域社会に十分に受け

入れられないこと」（19.0％）、「日本語が不自由な外国人が、保健、医療、防災、教育などの生活に必要

な情報を十分に手に入れることができないこと」（18.3％）、「インターネット上での書き込みやヘイト

スピーチなど、不当な差別的言動を受けること」（17.3％）、「外国人が就職・職場で不利な扱いや搾取を

受けること」（15.8％）となっている。 

 また、「わからない」が 18.5％と高くなっている。  
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選択肢
今回

（N=1,187）

令和４年度

（N=1,303）

平成29年度

（N=1,136）

平成24年度

（N=1,351）

平成19年度

（N=1,863）

外国人ということで個人としてではなく、ひとくくりに固定的な

イメージを持たれること※1
32.2% 

外国の生活習慣や文化などへの理解が不足しており、外国人が地

域社会に十分に受け入れられないこと
19.0% 22.3% 28.1% 27.7% 34.3% 

日本語が不自由な外国人が、保健、医療、防災、教育などの生活

に必要な情報を十分に手に入れることができないこと※2
18.3% 30.6% 31.7% 34.2% 23.2% 

インターネット上での書き込みやヘイトスピーチなど、不当な差

別的言動を受けること※3
17.3% 15.7% 16.8% 7.5% 18.3% 

外国人が就職・職場で不利な扱いや搾取を受けること※4 15.8% 25.9% 20.8% 19.0% 24.0% 

外国人が日本で暮らす際、法令などにより、活動に制限がある場

合があること※5
6.6% 0.1% 15.0% 15.2% 

外国籍であることを他に知られると差別や不利益を受けることが

あるため、本名を名乗れない人もいること
6.1% 7.2% 12.6% 17.3% 7.4% 

学校の受験資格が異なることや、日本語能力不足のため、外国人

が日本で教育を受ける機会が限られること※6
6.0% 12.3% 13.6% 16.3% 8.5% 

国籍・民族・人種の違いを理由に、結婚を周囲に反対されること

※7
5.7% 9.9% 9.1% 14.4% 13.0% 

駅や公共交通機関、文化・スポーツ施設、ショッピング施設など

で外国語表示がなく、十分なサービスが受けられないこと
5.6% 8.3% 14.0% 11.8% 13.8% 

じろじろ見られたり避けられたりすること※8 5.1% 9.5% 

住宅を容易に借りることができないこと※9 5.0% 8.4% 9.2% 9.7% 11.3% 

外国人の意見が尊重されないこと※10 2.3% 4.9% 5.5% 4.7% 6.7% 

その他 3.1% 1.7% 0.4% 0.7% 2.3% 

特にない 14.2% 7.1% 16.0% 16.4% 13.0% 

わからない※8 18.5% 17.5% 

無回答 2.3% 2.7% 7.3% 8.1% 5.6% 

※1 今回調査から追加した選択肢

※2

※3

※4

※5 平

成

※6

※7

※8

※9

※10 平成19年度調査では「外国人の意見や行動が尊重されないこと」

平成24年度調査以前は「日本語が不自由な外国人が、保健、医療、防災、教育などの生活に必要な情報を十分に手に入れる

ことが困難であること」

令和４年度調査から追加した選択肢

平成24年度調査では「国籍・民族・人種の違いを理由に、結婚を周囲が反対すること」、平成19年度調査では「国籍を理由

に、結婚に周囲が反対すること」

平成24年度調査以前は「外国人が住宅を借りることが容易でないこと」

平成19年度調査では「学校の受験資格の扱いや、受け入れ体制が十分でないこと」

平成24年度調査から追加した選択肢で、平成24年度調査以前は「外国人が日本で暮らす際、法令などにより、活動に制限が

ある場合が多いこと」

平成24年度調査以前は「外国人が就職や仕事の内容、待遇で不利な扱いや搾取を受けること」

平成24年度調査以前は「インターネットや落書き、または直接に、外国人が差別的な言動を受けること」

図表 17－２ 日本に居住する外国人に関する事柄で、人権上問題があると思われること（全体／経年比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 令和４年度と比較すると、今回新たに追加した「外国人ということで個人としてではなく、ひとくく

りに固定的なイメージを持たれること」が 32.2％で最も高くなっている。前回最も高かった「日本語が

不自由な外国人が、保健、医療、防災、教育などの生活に必要な情報を十分に手に入れることができな

いこと」は 30.6％から 12.3ポイント減少し 18.3％となり、２番目に高かった「外国人が就職・職場で

不利な扱いや搾取を受けること」も 25.9％から 10.1 ポイント減少し 15.8％となっている。また、「特

にない」が 7.1ポイント増加し、14.2％となっている。 

過去の調査結果と比較すると、今回設定した「外国人ということで個人としてではなく、ひとくくり

に固定的なイメージを持たれること」が影響してか、従来からあった項目の割合が大きく減少している。 
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を
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囲

に
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対

さ

れ

る

こ

と

　全　体 1,187 32.2 19.0 18.3 17.3 15.8 6.6 6.1 6.0 5.7

 女性　計 678 32.3 17.8 18.7 15.9 16.5 6.5 6.5 6.6 5.5

18～29歳 82 41.5 15.9 13.4 14.6 12.2 7.3 7.3 4.9 13.4

30代 86 31.4 16.3 12.8 11.6 18.6 5.8 5.8 4.7 7.0

40代 115 32.2 21.7 14.8 18.3 20.0 5.2 9.6 5.2 6.1

50代 109 27.5 10.1 18.3 19.3 13.8 3.7 8.3 5.5 5.5

60代 115 35.7 16.5 25.2 15.7 17.4 8.7 6.1 10.4 0.9

70代 106 35.8 27.4 18.9 16.0 18.9 9.4 4.7 7.5 3.8

80歳以上 65 18.5 15.4 ● 29.2 13.8 12.3 4.6 1.5 7.7 3.1

 男性　計 473 32.1 21.1 16.7 19.9 15.0 6.8 5.7 5.5 5.9

18～29歳 51 39.2 11.8 9.8 19.6 19.6 11.8 7.8 2.0 5.9

30代 56 30.4 14.3 12.5 19.6 7.1 3.6 5.4 10.7 1.8

40代 56 39.3 21.4 14.3 19.6 7.1 5.4 3.6 5.4 7.1

50代 92 30.4 21.7 17.4 20.7 21.7 9.8 5.4 - 4.3

60代 87 32.2 24.1 21.8 21.8 18.4 9.2 9.2 6.9 8.0

70代 92 32.6 27.2 19.6 19.6 14.1 2.2 3.3 7.6 5.4

80歳以上 38 18.4 21.1 15.8 15.8 10.5 5.3 5.3 7.9 10.5
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こ

と
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と
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こ

と
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さ

れ
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い

こ

と

そ

の

他

特

に

な

い

わ

か

ら

な

い

無

回

答

　全　体 1,187 5.6 5.1 5.0 2.3 3.1 14.2 18.5 2.3

 女性　計 678 6.0 5.0 4.4 1.8 2.2 11.9 21.5 1.6

18～29歳 82 8.5 8.5 2.4 2.4 1.2 15.9 12.2 1.2

30代 86 4.7 8.1 2.3 2.3 2.3 18.6 15.1 1.2

40代 115 5.2 1.7 2.6 0.9 2.6 8.7 21.7 2.6

50代 109 6.4 4.6 9.2 0.9 3.7 10.1 23.9 -

60代 115 3.5 6.1 3.5 2.6 1.7 11.3 22.6 -

70代 106 8.5 1.9 6.6 2.8 0.9 9.4 21.7 3.8

80歳以上 65 6.2 6.2 3.1 - 3.1 12.3 ● 35.4 3.1

 男性　計 473 5.3 4.9 6.1 3.0 4.0 16.9 14.6 3.2

18～29歳 51 5.9 5.9 3.9 2.0 3.9 19.6 7.8 -

30代 56 1.8 8.9 5.4 - 5.4 17.9 16.1 1.8

40代 56 1.8 7.1 5.4 3.6 3.6 16.1 8.9 3.6

50代 92 2.2 7.6 6.5 1.1 5.4 18.5 16.3 1.1

60代 87 5.7 2.3 8.0 4.6 2.3 11.5 11.5 3.4

70代 92 9.8 - 3.3 5.4 4.3 15.2 17.4 5.4

80歳以上 38 10.5 5.3 13.2 2.6 2.6 23.7 26.3 7.9

※ ＝全体の数値より+5ポイント、●＝全体の数値より+10ポイント

性

・

年

代

別

性

・

年

代

別

図表 17－３ 日本に居住する外国人に関する事柄で、人権上問題があると思われること（性・年代別） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

性別にみると、男女で上位項目の割合、順位の差がみられるものの、男女の差も小さく、性別による

大きな違いはみられない。 

 性・年代別にみると、女性 18～29歳で「外国人ということで個人としてではなく、ひとくくりに固定

的なイメージを持たれること」が４割を超えている。また、男女ともに年代が高くなるほど「わからな

い」が高くなる傾向がみられる。 
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許されないことで、

絶対にやめるべき

24.3%

不適切であり、

好ましくない

33.8%

一概に悪いとは言えない

10.9%

いろいろな考え方、受け

止め方があるので、特段

問題ない

6.1%

ヘイトスピーチをさ

れる側に問題がある

3.5%

自分には関係ない

1.6%

その他

1.3%

わからない

15.6%

無回答

2.9%

全体(N=1,187)

（２）ヘイトスピーチについて 

問 18 外国人に対するヘイトスピーチについて、あなたはどのように思いますか。 

（○は１つだけ） 

 

図表 18－１ ヘイトスピーチについて（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 外国人に対するヘイトスピーチについては、「不適切であり、好ましくない」が 33.8％と最も高い。

次いで「許されないことで、絶対にやめるべき」（24.3％）となっている。その一方で、「一概に悪いと

は言えない」（10.9％）、「いろいろな考え方、受け止め方があるので、特段問題ない」（6.1％）、「ヘイト

スピーチをされる側に問題がある」（3.5％）、「自分には関係ない」（1.6％）といった意見もある。 
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こ

と

で
、

絶

対
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や

め

る

べ

き

不

適
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で

あ

り
、

好
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し

く

な

い

一

概

に

悪

い

と

は

言

え

な

い

い

ろ

い

ろ

な

考

え

方
、

受

け

止

め

方

が

あ

る

の

で
、

特

段

問

題

な

い

ヘ

イ

ト

ス

ピ
ー

チ

を

さ

れ

る

側

に

問

題

が

あ

る

自

分

に

は

関

係

な

い

そ

の

他

わ

か

ら

な

い

無

回

答

　全　体 1,187 24.3 33.8 10.9 6.1 3.5 1.6 1.3 15.6 2.9

 女性　計 678 23.5 35.0 10.8 5.5 2.7 1.6 1.0 17.6 2.5

18～29歳 82 25.6 29.3 19.5 7.3 - 1.2 3.7 12.2 1.2

30代 86 17.4 33.7 15.1 4.7 8.1 4.7 - 14.0 2.3

40代 115 20.9 34.8 13.9 7.8 2.6 - 1.7 16.5 1.7

50代 109 18.3 41.3 9.2 5.5 1.8 0.9 1.8 18.3 2.8

60代 115 28.7 31.3 7.8 8.7 2.6 - - 17.4 3.5

70代 106 30.2 ● 44.3 3.8 - 1.9 1.9 - 17.0 0.9

80歳以上 65 21.5 24.6 7.7 3.1 1.5 4.6 - ● 30.8 6.2

 男性　計 473 25.2 33.4 10.6 7.4 4.7 1.7 1.9 12.3 3.0

18～29歳 51 27.5 27.5 ● 21.6 11.8 5.9 - - 5.9 -

30代 56 8.9 35.7 5.4 14.3 8.9 1.8 7.1 12.5 5.4

40代 56 28.6 26.8 14.3 5.4 10.7 1.8 1.8 8.9 1.8

50代 92 28.3 27.2 17.4 4.3 1.1 2.2 3.3 16.3 -

60代 87 21.8 ● 51.7 4.6 3.4 1.1 1.1 - 13.8 2.3

70代 92 26.1 38.0 4.3 5.4 6.5 1.1 1.1 14.1 3.3

80歳以上 38 ● 39.5 10.5 10.5 13.2 - 5.3 - 7.9 ● 13.2

※ ＝全体の数値より+5ポイント、●＝全体の数値より+10ポイント

性

・

年

代

別

図表 18－２ ヘイトスピーチについて（性・年代別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 性別にみると、男女間での大きな差はみられない。 

 性・年代別にみると、男性 80歳以上で「許されないことで、絶対にやめるべき」、女性 70代、男性 60

代で「不適切であり、好ましくない」、男性 18～29歳で「一概に悪いとは言えない」、女性 80歳以上で

「わからない」が全体よりも 10ポイント以上高くなっている。 
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感染症について正しく理解されておらず、誤った認識

や偏見があること

感染者やその家族等が悪意のある噂を流されたり差別

的な言動を受けること（インターネット上での誹謗中

傷含む）

職場や学校で不利な扱いを受けること

病院で治療・入院を拒否されること

家族や親戚・友人等からつきあいを拒絶されること

医療従事者などのエッセンシャルワーカー（社会生活の維

持に欠かせない業務に携わる人）やその家族等に対して、

差別的な言動が行われること

感染者やその家族等の個人情報やプライバシーが守ら

れないこと

結婚拒否や離婚を迫られること

宿泊施設・店舗等への入店や施設利用を拒否されるこ

と

ワクチンがある場合にワクチンを接種することができ

ない方などに不利益な取り扱いをすること

住宅を容易に借りることができないこと

その他

特にない

わからない

無回答

42.9

28.2

20.0

17.5

17.1

15.6

13.4

9.4

6.1

5.2

2.1

0.8

6.4

18.4

1.4

0 10 20 30 40 50

（％）

全体(N=1,187)

 

７ 感染症の患者等（HIV 感染者・肝炎ウイルス感染者・新型インフルエンザ等の感染者

等）に関する問題について 

問 19 感染症の患者等（HIV 感染者・肝炎ウイルス感染者・新型インフルエンザ等の感染

者等）に関する事柄で、人権上、あなたが特に問題があると思うのはどのようなこと

ですか。(○は３つまで)（※） 

 

図表 19－１ 感染症の患者等に関する事柄で、人権上問題があると思われること（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※設問文は、令和４年度調査は「あなたが、エイズ患者・ＨＩＶ感染者に関する事柄で、人権上、特に問題があると思うのはどのような

ことですか。」で、平成 29 年度調査以前は、「あなたが、ＨＩＶ（エイズウィルス）感染者などに関する事柄で、人権上、特に問題が

あると思うのはどのようなことですか。」 

 

感染症の患者等に関する事柄で、人権上、特に問題があると思うこととしては、「感染症について正し
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選択肢
今回

（N=1,187）

令和４年度

（N=1,303）

平成29年度

（N=1,136）

平成24年度

（N=1,351）

平成19年度

（N=1,863）

感染症について正しく理解されておらず、誤った認識

や偏見があること※1
42.9% 38.4% 22.2% 26.8% 24.7% 

感染者やその家族等が悪意のある噂を流されたり差別

的な言動を受けること（インターネット上での誹謗中

傷含む）※2

28.2% 26.2% 36.1% 45.7% 41.7% 

職場や学校で不利な扱いを受けること 20.0% 16.3% 28.9% 31.9% 35.3% 

病院で治療・入院を拒否されること 17.5% 11.7% 23.5% 29.0% 30.8% 

家族や親戚・友人等からつきあいを拒絶されること 17.1% 19.5% 30.6% 34.3% 37.4% 

医療従事者などのエッセンシャルワーカー（社会生活

の維持に欠かせない業務に携わる人）やその家族等に

対して、差別的な言動が行われること※3

15.6% 

感染者やその家族等の個人情報やプライバシーが守ら

れないこと※4
13.4% 16.6% 24.7% 26.0% 22.4% 

結婚拒否や離婚を迫られること 9.4% 12.0% 14.9% 19.4% 20.1% 

宿泊施設・店舗等への入店や施設利用を拒否されるこ

と※5
6.1% 5.4% 9.1% 

ワクチンがある場合にワクチンを接種することができ

ない方などに不利益な取り扱いをすること※3
5.2% 

住宅を容易に借りることができないこと 2.1% 1.5% 3.7% 4.3% 4.1% 

その他 0.8% 0.5% - 0.1% 1.5% 

特にない 6.4% 6.1% 13.0% 9.5% 7.4% 

わからない※6 18.4% 27.1% 

無回答 1.4% 2.5% 8.8% 6.1% 5.8% 

※1

※2

※3

※4

※5

※6 令和４年度調査から追加した選択肢

平成29年度調査から追加した選択肢

今回調査から追加した選択肢

平成24年度調査以前は「病気に関する個人情報が他人に伝えられるなど、プライバシーが守られないこと」、令和4年度までは

「病気に関する個人情報が本人に無断で他人に伝えられるなど、プライバシーが守られないこと」

令和４年度調査は「エイズやＨＩＶについて正しく理解されておらず、誤った認識や偏見があること」、平成29年度調査は

「マスメディアによって誤った内容を報道されること」、平成24年度調査以前は「メディアによって誤った内容を報道される

平成24年度調査以前は「悪い噂を流されたり差別的な言動を受けること」、令和4年度調査までは「悪意のある噂を流されたり

差別的な言動を受けること」

く理解されておらず、誤った認識や偏見があること」が 42.9％と最も高くなっている。次いで「感染者

やその家族等が悪意のある噂を流されたり差別的な言動を受けること（インターネット上での誹謗中傷

含む）」（28.2％）、「職場や学校で不利な扱いを受けること」（20.0％）となっている。 

 また、「わからない」が 18.4％と高くなっている。 

 

図表 19－２ 感染症の患者等に関する事柄で、人権上問題があると思われること（全体／経年比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和４年度と比較すると、上位項目には、大きな変化はみられないが、「感染症について正しく理解さ

れておらず、誤った認識や偏見があること」が 4.5ポイント増加し 42.9％となり、他の項目を大きく引

き離している。 

過去の調査結果と比較すると、「感染症について正しく理解されておらず、誤った認識や偏見がある

こと」は増加傾向にある。平成 19 年度に最も高かった「感染者やその家族等が悪意のある噂を流され

たり差別的な言動を受けること（インターネット上での誹謗中傷含む）」は 41.7％から 13.5ポイント減

少し 28.2％となっている。 
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（数値：％）
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数
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染

症

に

つ

い

て
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と
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者
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の
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が
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意
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る

噂
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流

さ
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別
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な
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動

を

受

け

る

こ

と
（

イ

ン

タ
ー
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ッ

ト

上

で

の

誹

謗

中

傷

含

む
）

職

場

や

学

校

で

不

利

な

扱

い

を

受

け

る

こ

と

病

院

で

治

療

・

入

院

を

拒

否

さ

れ

る

こ

と 家

族

や

親

戚

・

友

人

等

か

ら

つ

き

あ

い

を

拒

絶

さ

れ

る

こ

と

医

療

従

事

者

な

ど

の

エ
ッ

セ

ン

シ
ャ

ル

ワ
ー

カ
ー

（

社

会

生

活

の

維

持

に

欠

か

せ

な

い

業

務

に

携

わ

る

人
）

や

そ

の

家

族

等

に

対

し

て
、

差

別

的

な

言

動

が

行

わ

れ

る

こ

と

感

染

者

や

そ

の

家

族

等

の

個

人

情

報

や

プ

ラ

イ

バ

シ
ー

が

守

ら

れ

な

い

こ

と

結

婚

拒

否

や

離

婚

を

迫

ら

れ

る

こ

と

宿

泊

施

設

・

店

舗

等

へ

の

入

店

や

施

設

利

用

を

拒

否

さ

れ

る

こ

と

　全　体 1,187 42.9 28.2 20.0 17.5 17.1 15.6 13.4 9.4 6.1

 女性　計 678 45.9 27.9 18.7 17.6 16.8 18.3 13.6 8.8 5.9

18～29歳 82 47.6 34.1 15.9 14.6 18.3 19.5 14.6 14.6 3.7

30代 86 38.4 33.7 19.8 11.6 14.0 17.4 7.0 15.1 5.8

40代 115 44.3 27.8 15.7 19.1 20.9 13.0 17.4 14.8 7.8

50代 109 46.8 32.1 18.3 17.4 21.1 19.3 9.2 9.2 2.8

60代 115 51.3 24.3 20.0 15.7 15.7 21.7 20.0 3.5 6.1

70代 106 50.9 22.6 23.6 24.5 17.0 25.5 13.2 2.8 7.5

80歳以上 65 36.9 20.0 16.9 18.5 6.2 7.7 10.8 1.5 7.7

 男性　計 473 39.3 29.0 22.2 16.9 18.0 12.1 13.7 10.1 7.0

18～29歳 51 39.2 29.4 19.6 17.6 ● 29.4 11.8 15.7 ● 25.5 7.8

30代 56 33.9 25.0 21.4 10.7 23.2 7.1 12.5 7.1 5.4

40代 56 39.3 32.1 21.4 21.4 17.9 14.3 16.1 16.1 5.4

50代 92 38.0 38.0 27.2 10.9 25.0 14.1 15.2 13.0 4.3

60代 87 49.4 24.1 21.8 18.4 14.9 10.3 16.1 8.0 8.0

70代 92 40.2 28.3 17.4 17.4 7.6 14.1 8.7 2.2 9.8

80歳以上 38 26.3 21.1 28.9 ● 28.9 10.5 10.5 13.2 2.6 7.9

サ

ン

プ

ル

数

ワ

ク

チ

ン

が

あ

る

場

合

に

ワ

ク

チ

ン

を

接

種

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

方

な

ど

に

不

利

益

な

取

り

扱

い

を

す

る

こ

と

住

宅

を

容

易

に

借

り

る

こ

と

が

で

き

な

い

こ

と

そ

の

他

特

に

な

い

わ

か

ら

な

い

無

回

答

　全　体 1,187 5.2 2.1 0.8 6.4 18.4 1.4

 女性　計 678 5.0 2.1 0.9 4.4 18.0 1.5

18～29歳 82 7.3 1.2 - 2.4 14.6 1.2

30代 86 5.8 - 1.2 3.5 24.4 -

40代 115 4.3 5.2 0.9 2.6 11.3 1.7

50代 109 3.7 0.9 1.8 3.7 16.5 -

60代 115 5.2 2.6 0.9 3.5 19.1 -

70代 106 3.8 0.9 0.9 6.6 12.3 3.8

80歳以上 65 6.2 3.1 - 10.8 ● 35.4 4.6

 男性　計 473 5.5 1.9 0.6 8.9 17.8 1.5

18～29歳 51 2.0 2.0 - 7.8 11.8 -

30代 56 8.9 1.8 1.8 3.6 25.0 1.8

40代 56 7.1 - - 8.9 10.7 3.6

50代 92 2.2 3.3 1.1 5.4 17.4 -

60代 87 6.9 - 1.1 4.6 18.4 1.1

70代 92 4.3 2.2 - 15.2 21.7 -

80歳以上 38 10.5 5.3 - ● 21.1 13.2 7.9

※ ＝全体の数値より+5ポイント、●＝全体の数値より+10ポイント

性

・

年

代

別

性

・

年

代

別

 

図表 19－３ 感染症の患者等に関する事柄で、人権上問題があると思われること（性・年代別） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 性別にみると、男女とも「感染症について正しく理解されておらず、誤った認識や偏見があること」

（女性 45.9％、男性 39.3％）が最も高く、次いで「感染者やその家族等が悪意のある噂を流されたり差

別的な言動を受けること（インターネット上での誹謗中傷含む）」（女性 27.9％、男性 29.0％）、「職場や

学校で不利な扱いを受けること」（女性 18.7％、男性 22.2％）となっている。 
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 また、女性では「感染症について正しく理解されておらず、誤った認識や偏見があること」が 45.9％

と、男性（39.3％）に比べて 6.6ポイント高くなっている。 

性・年代別にみると、男性 80 歳以上で「病院で治療・入院を拒否されること」「特にない」、男性 18

～29歳で「家族や親戚・友人等からつきあいを拒絶されること」「結婚拒否や離婚を迫られること」、女

性 80歳以上で「わからない」が全体よりも 10ポイント以上高くなっている。 
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ハンセン病について正しく理解されておらず、

誤った認識や偏見があること

悪意のある噂を流されたり差別的な言動を受ける

こと

家族や親戚・友人等からつきあいを拒絶されるこ

と

職場や学校で不利な扱いを受けること

ハンセン病患者・元患者や家族等のプライバシー

が守られないこと

結婚拒否や離婚を迫られること

病院で治療・入院を拒否されること

ハンセン病療養所の外で自立した生活を営むのが

困難なこと

宿泊施設・店舗等への入店や施設利用を拒否され

ること

住宅を容易に借りることができないこと

その他

特にない

わからない

無回答

35.5

23.3

19.9

15.9

13.9

11.6

8.8

7.8

5.8

2.5

0.3

6.1

34.0

1.5

0 10 20 30 40 50

（％）

全体(N=1,187)

８ ハンセン病患者等に関する問題について 

問 20 ハンセン病患者・元患者やその家族等に関する事柄で、人権上、あなたが特に問題

があると思うのはどのようなことですか。（○は３つまで） 

 

図表 20－１ ハンセン病患者・元患者やその家族等に関する事柄で、人権上問題があると思われること（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ハンセン病患者・元患者やその家族等に関する事柄で、人権上、特に問題があると思うこととしては、

「ハンセン病について正しく理解されておらず、誤った認識や偏見があること」が 35.5％と最も高くな

っている。次いで「悪意のある噂を流されたり差別的な言動を受けること」（23.3％）、「家族や親戚・友

人等からつきあいを拒絶されること」（19.9％）となっている。 

 また、「わからない」が 34.0％と高くなっている。 
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選択肢
今回

（N=1,187）

令和４年度

（N=1,303）

ハンセン病について正しく理解されておらず、誤った認識や偏見がある

こと
35.5% 36.1% 

悪意のある噂を流されたり差別的な言動を受けること 23.3% 21.1% 

家族や親戚・友人等からつきあいを拒絶されること 19.9% 19.0% 

職場や学校で不利な扱いを受けること 15.9% 12.4% 

ハンセン病療養所の外で自立した生活を営むのが困難なこと 13.9% 10.1% 

結婚拒否や離婚を迫られること 11.6% 10.1% 

病院で治療・入院を拒否されること 8.8% 6.9% 

ハンセン病患者・元患者や家族等のプライバシーが守られないこと 7.8% 14.4% 

宿泊施設・店舗等への入店や施設利用を拒否されること 5.8% 6.2% 

住宅を容易に借りることができないこと 2.5% 1.8% 

その他 0.3% 0.5% 

特にない 6.1% 6.3% 

わからない 34.0% 32.2% 

無回答 1.5% 2.9% 

図表 20－２ ハンセン病患者・元患者やその家族等に関する事柄で、人権上問題があると思われること 

（全体／経年比較） 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和４年度と比較すると、上位項目に大きな変化はみられないが、令和４年度では上から４番目だっ

た「ハンセン病患者・元患者や家族等のプライバシーが守られないこと」は 14.4％から 6.6ポイント減

少して 7.8％、８番目に下降している。 
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（数値：％）

サ

ン

プ

ル

数

ハ

ン

セ

ン

病

に

つ

い

て

正

し

く

理

解

さ

れ

て

お

ら

ず
、

誤
っ

た

認

識

や

偏

見

が

あ

る

こ

と

悪

意

の

あ

る

噂

を

流

さ

れ

た

り

差

別

的

な

言

動

を

受

け

る

こ

と

家

族

や

親

戚

・

友

人

等

か

ら

つ

き

あ

い

を

拒

絶

さ

れ

る

こ

と

職

場

や

学

校

で

不

利

な

扱

い

を

受

け

る

こ

と

ハ

ン

セ

ン

病

患

者

・

元

患

者

や

家

族

等

の

プ

ラ

イ

バ

シ
ー

が

守

ら

れ

な

い

こ

と

結

婚

拒

否

や

離

婚

を

迫

ら

れ

る

こ

と

病

院

で

治

療

・

入

院

を

拒

否

さ

れ

る

こ

と

ハ

ン

セ

ン

病

療

養

所

の

外

で

自

立

し

た

生

活

を

営

む

の

が

困

難

な

こ

と

宿

泊

施

設

・

店

舗

等

へ

の

入

店

や

施

設

利

用

を

拒

否

さ

れ

る

こ

と

　全　体 1,187 35.5 23.3 19.9 15.9 13.9 11.6 8.8 7.8 5.8

 女性　計 678 37.3 23.9 20.1 15.0 14.0 10.6 9.0 8.3 5.6

18～29歳 82 32.9 22.0 22.0 13.4 19.5 13.4 13.4 4.9 9.8

30代 86 30.2 25.6 12.8 17.4 12.8 10.5 4.7 1.2 2.3

40代 115 35.7 28.7 20.9 19.1 13.0 10.4 13.0 7.0 2.6

50代 109 41.3 23.9 23.9 11.9 15.6 17.4 7.3 11.0 3.7

60代 115 38.3 24.3 20.0 16.5 15.7 8.7 4.3 11.3 5.2

70代 106 43.4 22.6 24.5 16.0 11.3 5.7 13.2 15.1 9.4

80歳以上 65 36.9 16.9 12.3 7.7 9.2 7.7 6.2 3.1 7.7

 男性　計 473 33.0 23.0 19.9 17.3 13.7 13.5 8.0 7.0 6.1

18～29歳 51 25.5 27.5 27.5 19.6 19.6 19.6 7.8 7.8 2.0

30代 56 26.8 14.3 19.6 12.5 3.6 12.5 1.8 1.8 1.8

40代 56 26.8 21.4 21.4 10.7 8.9 17.9 8.9 3.6 5.4

50代 92 38.0 30.4 19.6 25.0 19.6 9.8 6.5 8.7 6.5

60代 87 36.8 26.4 20.7 17.2 17.2 17.2 8.0 8.0 6.9

70代 92 38.0 20.7 14.1 14.1 12.0 6.5 8.7 10.9 9.8

80歳以上 38 28.9 13.2 21.1 21.1 10.5 18.4 18.4 2.6 7.9

サ

ン

プ

ル

数

住

宅

を

容

易

に

借

り

る

こ

と

が

で

き

な

い

こ

と

そ

の

他

特

に

な

い

わ

か

ら

な

い

無

回

答

　全　体 1,187 2.5 0.3 6.1 34.0 1.5

 女性　計 678 2.1 0.3 4.4 34.4 1.6

18～29歳 82 2.4 2.4 3.7 24.4 3.7

30代 86 - - 4.7 ● 45.3 -

40代 115 0.9 - 3.5 30.4 2.6

50代 109 0.9 - 0.9 34.9 -

60代 115 3.5 - 2.6 36.5 -

70代 106 2.8 - 6.6 28.3 3.8

80歳以上 65 4.6 - 12.3 ● 44.6 1.5

 男性　計 473 3.0 0.4 8.7 33.0 1.3

18～29歳 51 3.9 - 3.9 33.3 -

30代 56 - - 8.9 42.9 1.8

40代 56 1.8 - 8.9 37.5 3.6

50代 92 2.2 - 7.6 26.1 -

60代 87 3.4 1.1 3.4 29.9 1.1

70代 92 3.3 1.1 14.1 34.8 -

80歳以上 38 7.9 - 15.8 28.9 5.3

※ ＝全体の数値より+5ポイント、●＝全体の数値より+10ポイント

性

・

年

代

別

性

・

年

代

別

図表 20－３ ハンセン病患者・元患者やその家族等に関する事柄で、人権上問題があると思われること（性・年代別） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 性別にみると、男女とも「ハンセン病について正しく理解されておらず、誤った認識や偏見があるこ

と」（女性 37.3％、男性 33.0％）が最も高く、次いで「悪意のある噂を流されたり差別的な言動を受け

ること」（女性23.9％、男性23.0％）、「家族や親戚・友人等からつきあいを拒絶されること」（女性20.1％、

男性 19.9％）となっており、性別による大きな差はみられない。 

 性・年代別にみると、女性 30代・80歳以上、男性 30代で「わからない」が４割台と他の性・年代に

比べて高くなっている。 
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他人を誹謗中傷する表現や差別を助長する表現

など、人権を侵害する情報を掲載すること

本人の承諾無く氏名や住所といった個人情

報、写真などを掲載すること

情報の発信者が匿名の場合が多いため、被

害者が救済されにくいこと

偽・誤情報（動画や画像を含む）が流通、

拡散されること

情報の発信者が匿名の場合が多いため、利

用者の倫理観が低下しやすいこと

ＳＮＳにおける仲間はずしなどのネットい

じめが発生していること

出会い系サイトなど犯罪を誘発する場と

なっていること

プロバイダや掲示板等の管理者等に対して、人権を

侵害する情報の停止・削除を求める措置が十分では

ないこと

個人情報の流出などの問題が多く発生して

いること

悪質商法によるインターネット取引での被

害が発生していること

ネットポルノなど違法・有害なホームペー

ジや広告が存在すること

その他

特にない

わからない

無回答

61.1

33.3

23.1

22.5

21.6

19.6

16.0

15.8

15.3

13.9

12.5

1.1

2.1

5.8

1.0

0 10 20 30 40 50 60 70

（％）

全体(N=1,187)

９ インターネットによる人権侵害について 

（１）インターネットに関する事柄で、人権上問題があると思われること 

問 21 インターネットに関する事柄で、人権上、あなたが特に問題があると思うのはどの

ようなことですか。（○は３つまで） 

 

図表 21－１ インターネットに関する事柄で、人権上問題があると思われること（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 インターネットに関する事柄で、人権上、特に問題があると思うこととしては、「他人を誹謗中傷する

表現や差別を助長する表現など、人権を侵害する情報を掲載すること」が 61.1％と最も高くなっている。

次いで「本人の承諾無く氏名や住所といった個人情報、写真などを掲載すること」（33.3％）、「情報の発

信者が匿名の場合が多いため、被害者が救済されにくいこと」（23.1％）、「偽・誤情報（動画や画像を含

む）が流通、拡散されること」（22.5％）、「情報の発信者が匿名の場合が多いため、利用者の倫理観が低

下しやすいこと」（21.6％）となっている。 
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選択肢
今回

（N=1,187）

令和４年度

（N=1,303）

平成29年度

（N=1,136）

平成24年度

（N=1,351）

平成19年度

（N=1,863）

他人を誹謗中傷する表現や差別を助長する表現など、人権

を侵害する情報を掲載すること
61.1% 56.3% 56.7% 60.3% 62.3% 

本人の承諾無く氏名や住所といった個人情報、写真などを

掲載すること※1
33.3% 26.8% 38.9% 44.9% 

情報の発信者が匿名の場合が多いため、被害者が救済され

にくいこと
23.1% 25.2% 21.7% 27.3% 29.5% 

偽・誤情報（動画や画像を含む）が流通、拡散されること

※2
22.5% 

情報の発信者が匿名の場合が多いため、利用者の倫理観が

低下しやすいこと
21.6% 22.6% 20.0% 25.7% 24.2% 

ＳＮＳにおける仲間はずしなどのネットいじめが発生して

いること※3
19.6% 24.5% 33.1% 

出会い系サイトなど犯罪を誘発する場となっていること 16.0% 23.3% 29.8% 29.8% 44.1% 

プロバイダや掲示板等の管理者等に対して、人権を侵害す

る情報の停止・削除を求める措置が十分ではないこと※4
15.8% 14.9% 

個人情報の流出などの問題が多く発生していること 15.3% 19.1% 23.9% 32.2% 28.0% 

悪質商法によるインターネット取引での被害が発生してい

ること※5
13.9% 12.0% 14.7% 17.5% 19.9% 

ネットポルノなど違法・有害なホームページが存在するこ

と
12.5% 9.1% 12.2% 14.0% 26.0% 

その他 1.1% 0.8% 0.3% 0.1% 1.1% 

特にない 2.1% 3.1% 4.2% 4.4% 4.5% 

わからない※4 5.8% 6.4% 

無回答 1.0% 3.5% 4.8% 4.7% 4.1% 

※1

※2

※3

※4

※5

平成24年度調査から追加した選択肢

平成29年度調査から追加した選択肢

平成24年度調査以前は「悪質商法によるインターネット取引での被害」

今回調査から追加した選択肢

令和４年度調査から追加した選択肢

 

図表 21－２ インターネットに関する事柄で、人権上問題があると思われること（全体／経年比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和４年度と比較すると、上位項目では、「他人を誹謗中傷する表現や差別を助長する表現など、人権

を侵害する情報を掲載すること」は 4.8ポイント増加、「本人の承諾無く氏名や住所といった個人情報、

写真などを掲載すること」は 6.5 ポイント増加、「情報の発信者が匿名の場合が多いため、被害者が救

済されにくいこと」は 2.1ポイント減少している。 

 過去の調査結果と比較すると、平成 19年度以降、「他人を誹謗中傷する表現や差別を助長する表現な

ど、人権を侵害する情報を掲載すること」が最も高くなっている。次いで高い「本人の承諾無く氏名や

住所といった個人情報、写真などを掲載すること」は令和４年度に 26.8％まで減少したが、今回調査で

は 33.3％に増加している。また、今回設定した「偽・誤情報（動画や画像を含む）が流通、拡散される

こと」は 22.5％となっている。 
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（数値：％）

サ

ン

プ

ル

数

他

人

を

誹

謗

中

傷

す

る

表

現

や

差

別

を

助

長

す

る

表

現

な

ど
、

人

権

を

侵

害

す

る

情

報

を

掲

載

す

る

こ

と 本

人

の

承

諾

無

く

氏

名

や

住

所

と

い
っ

た

個

人

情

報
、

写

真

な

ど

を

掲

載

す

る

こ

と

情

報

の

発

信

者

が

匿

名

の

場

合

が

多

い

た

め
、

被

害

者

が

救

済

さ

れ

に

く

い

こ

と

偽

・

誤

情

報
（

動

画

や

画

像

を

含

む
）

が

流

通
、

拡

散

さ

れ

る

こ

と

情

報

の

発

信

者

が

匿

名

の

場

合

が

多

い

た

め
、

利

用

者

の

倫

理

観

が

低

下

し

や

す

い

こ

と

Ｓ

Ｎ

Ｓ

に

お

け

る

仲

間

は

ず

し

な

ど

の

ネ
ッ

ト

い

じ

め

が

発

生

し

て

い

る

こ

と

出

会

い

系

サ

イ

ト

な

ど

犯

罪

を

誘

発

す

る

場

と

な
っ

て

い

る

こ

と

プ

ロ

バ

イ

ダ

や

掲

示

板

等

の

管

理

者

等

に

対

し

て
、

人

権

を

侵

害

す

る

情

報

の

停

止

・

削

除

を

求

め

る

措

置

が

十

分

で

は

な

い

こ

と

個

人

情

報

の

流

出

な

ど

の

問

題

が

多

く

発

生

し

て

い

る

こ

と

　全　体 1,187 61.1 33.3 23.1 22.5 21.6 19.6 16.0 15.8 15.3

 女性　計 678 61.7 33.8 22.4 23.5 22.0 18.7 14.7 15.9 17.6

18～29歳 82 59.8 32.9 17.1 ● 35.4 ● 31.7 12.2 13.4 11.0 19.5

30代 86 67.4 36.0 22.1 ● 33.7 24.4 19.8 17.4 7.0 22.1

40代 115 60.9 ● 46.1 27.0 25.2 19.1 23.5 14.8 8.7 21.7

50代 109 62.4 41.3 24.8 21.1 21.1 16.5 14.7 22.0 11.0

60代 115 68.7 30.4 20.9 17.4 25.2 21.7 8.7 22.6 16.5

70代 106 58.5 17.9 24.5 17.9 15.1 22.6 17.9 25.5 17.9

80歳以上 65 49.2 29.2 16.9 15.4 18.5 9.2 18.5 9.2 13.8

 男性　計 473 63.0 32.8 24.5 21.8 21.6 20.9 17.8 14.8 12.3

18～29歳 51 62.7 43.1 19.6 29.4 25.5 19.6 7.8 5.9 13.7

30代 56 60.7 ● 44.6 16.1 16.1 ● 35.7 17.9 16.1 7.1 7.1

40代 56 48.2 33.9 16.1 28.6 21.4 ● 33.9 19.6 10.7 19.6

50代 92 65.2 32.6 ● 34.8 19.6 17.4 27.2 12.0 19.6 7.6

60代 87 65.5 27.6 23.0 32.2 19.5 17.2 19.5 14.9 20.7

70代 92 67.4 22.8 27.2 15.2 20.7 15.2 25.0 23.9 5.4

80歳以上 38 65.8 36.8 26.3 7.9 10.5 15.8 23.7 10.5 15.8

サ

ン

プ

ル

数

悪

質

商

法

に

よ

る

イ

ン

タ
ー

ネ
ッ

ト

取

引

で

の

被

害

が

発

生

し

て

い

る

こ

と

ネ
ッ

ト

ポ

ル

ノ

な

ど

違

法

・

有

害

な

ホ
ー

ム

ペ
ー

ジ

や

広

告

が

存

在

す

る

こ

と

そ

の

他

特

に

な

い

わ

か

ら

な

い

無

回

答

　全　体 1,187 13.9 12.5 1.1 2.1 5.8 1.0

 女性　計 678 13.4 14.5 0.7 1.5 6.2 0.9

18～29歳 82 9.8 19.5 1.2 1.2 4.9 1.2

30代 86 9.3 17.4 - 1.2 2.3 -

40代 115 11.3 17.4 0.9 0.9 1.7 0.9

50代 109 17.4 15.6 1.8 - 2.8 -

60代 115 16.5 13.0 0.9 1.7 5.2 -

70代 106 15.1 11.3 - 1.9 8.5 2.8

80歳以上 65 12.3 4.6 - 4.6 ● 24.6 1.5

 男性　計 473 14.0 9.1 1.5 2.7 4.7 1.3

18～29歳 51 5.9 7.8 2.0 7.8 3.9 -

30代 56 7.1 10.7 5.4 1.8 5.4 -

40代 56 14.3 12.5 - 1.8 3.6 1.8

50代 92 17.4 9.8 1.1 - 2.2 -

60代 87 16.1 4.6 - 2.3 4.6 3.4

70代 92 19.6 12.0 1.1 1.1 6.5 1.1

80歳以上 38 7.9 5.3 2.6 10.5 7.9 2.6

※ ＝全体の数値より+5ポイント、●＝全体の数値より+10ポイント

性

・

年

代

別

性

・

年

代

別

図表 21－３ インターネットに関する事柄で、人権上問題があると思われること（性・年代別） 
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 性別にみると、上位項目は男女とも「他人を誹謗中傷する表現や差別を助長する表現など、人権を侵

害する情報を掲載すること」（女性 61.7％、男性 63.0％）が最も高く、次いで「本人の承諾無く氏名や

住所といった個人情報、写真などを掲載すること」（女性 33.8％、男性 32.8％）と共通しており、割合

にもあまり大きな差はみられない。 

性・年代別にみると、女性 40代、男性 30代で「本人の承諾無く氏名や住所といった個人情報、写真

などを掲載すること」、男性 50代で「情報の発信者が匿名の場合が多いため、被害者が救済されにくい

こと」、女性 30代以下で「偽・誤情報（動画や画像を含む）が流通、拡散されること」、女性 18～29歳、

男性 30代で「情報の発信者が匿名の場合が多いため、利用者の倫理観が低下しやすいこと」、男性 40代

で「ＳＮＳにおける仲間はずしなどのネットいじめが発生していること」、女性 80歳以上で「わからな

い」が全体よりも 10ポイント以上高くなっている。 
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不適切な情報発信者に対する監視・取締りを強化

し、プロバイダーや掲示板等の管理者に対して、情

報の停止、削除を求める

加害者に対する罰則規定を設けるなど、法令等によ

り規制する

実名登録を義務づけるなど、情報の発信者に対する

制限を設ける

学校教育の中で、情報モラルについての教育を充実

する

被害を受けた人のための相談・救済体制を充実する

インターネットのプロバイダーや情報管理者が、当

該情報等の停止・削除を自主的に行う

情報の収集・発信における個人の責任や、インター

ネットの適切な利用など、情報モラルに関して市民

の意識の高揚に努める

その他

特にない

わからない

無回答

49.0

46.7

33.0

32.4

26.3

25.9

23.9

0.9

1.7

7.9

1.3

0 10 20 30 40 50 60

（％）

全体(N=1,187)

（２）インターネットを使った人権侵害を防ぐために有効だと思うこと 

問 22 インターネットを使った人権侵害を防ぐために、あなたが有効だと思うことを選ん

でください。（○は３つまで） 

 

図表 22－１ インターネットを使った人権侵害を防ぐために有効だと思うこと（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 インターネットを使った人権侵害を防ぐために有効だと思うこととしては、「不適切な情報発信者に

対する監視・取締りを強化し、プロバイダーや掲示板等の管理者に対して、情報の停止、削除を求め

る」が 49.0％と最も高くなっている。次いで「加害者に対する罰則規定を設けるなど、法令等により

規制する」（46.7％）、「実名登録を義務づけるなど、情報の発信者に対する制限を設ける」（33.0％）、

「学校教育の中で、情報モラルについての教育を充実する」（32.4％）となっている。 
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選択肢
今回

（N=1,187）

平成29年度

（N=1,136）

平成24年度

（N=1,351）

平成19年度

（N=1,863）

不適切な情報発信者に対する監視・取締りを強化し、プロバイ

ダーや掲示板等の管理者に対して、情報の停止、削除を求める
49.0% 58.6% 61.7% 63.0% 

加害者に対する罰則規定を設けるなど、法令等により規制する 46.7% 34.9% 38.0% 35.4% 

実名登録を義務づけるなど、情報の発信者に対する制限を設ける 33.0% 31.6% 30.3% 32.8% 

学校教育の中で、情報モラルについての教育を充実する 32.4% 27.8% 25.8% 22.0% 

被害を受けた人のための相談・救済体制を充実する 26.3% 18.8% 21.3% 20.3% 

インターネットのプロバイダーや情報管理者が、当該情報等の停

止・削除を自主的に行う
25.9% 42.9% 37.7% 39.3% 

情報の収集・発信における個人の責任や、インターネットの適切

な利用など、情報モラルに関して市民の意識の高揚に努める※1
23.9% 23.9% 15.9% 13.5% 

その他 0.9% 0.3% 0.3% 1.5% 

特にない 1.7% 4.6% 4.8% 3.9% 

わからない※2 7.9% 

無回答 1.3% 4.6% 5.3% 5.3% 

（注）令和４年度は、調査項目として設定していない。

※1

※2 今回調査から追加した選択肢

平成24年度調査以前は「情報の収集・発信における個人の責任や情報モラルに関して、市民の意識の高揚に努める」

図表 22－２ インターネットを使った人権侵害を防ぐために有効だと思うこと（全体／経年比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29年度と比較すると、「加害者に対する罰則規定を設けるなど、法令等により規制する」は 11.8

ポイント増加、「被害を受けた人のための相談・救済体制を充実する」は 7.5ポイント増加している。こ

れらに対して、「インターネットのプロバイダーや情報管理者が、当該情報等の停止・削除を自主的に行

う」は 17.0ポイント減少、「不適切な情報発信者に対する監視・取締りを強化し、プロバイダーや掲示

板等の管理者に対して、情報の停止、削除を求める」は 9.6ポイント減少している。 

過去の調査結果と比較すると、平成 19年度以降、「不適切な情報発信者に対する監視・取締りを強化

し、プロバイダーや掲示板等の管理者に対して、情報の停止、削除を求める」が最も高くなっているが、

その割合は減少傾向にあり、今回調査では「加害者に対する罰則規定を設けるなど、法令等により規制

する」と同程度になっている。また、平成 29年度までは上位にあった「インターネットのプロバイダー

や情報管理者が、当該情報等の停止・削除を自主的に行う」は平成 29年度の 42.9％から 25.9％に減少

し、順位も６番目に下降している。 
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（数値：％）

サ

ン

プ

ル

数

不

適

切

な

情

報

発

信

者

に

対

す

る

監

視

・

取

締

り

を

強

化

し
、

プ

ロ

バ

イ

ダ
ー

や

掲

示

板

等

の

管

理

者

に

対

し

て
、

情

報

の

停

止
、

削

除

を

求

め

る

加

害

者

に

対

す

る

罰

則

規

定

を

設

け

る

な

ど
、

法

令

等

に

よ

り

規

制

す

る

実

名

登

録

を

義

務

づ

け

る

な

ど
、

情

報

の

発

信

者

に

対

す

る

制

限

を

設

け

る 学

校

教

育

の

中

で
、

情

報

モ

ラ

ル

に

つ

い

て

の

教

育

を

充

実

す

る

被

害

を

受

け

た

人

の

た

め

の

相

談

・

救

済

体

制

を

充

実

す

る

イ

ン

タ
ー

ネ
ッ

ト

の

プ

ロ

バ

イ

ダ
ー

や

情

報

管

理

者

が
、

当

該

情

報

等

の

停

止

・

削

除

を

自

主

的

に

行

う

情

報

の

収

集

・

発

信

に

お

け

る

個

人

の

責

任

や
、

イ

ン

タ
ー

ネ
ッ

ト

の

適

切

な

利

用

な

ど
、

情

報

モ

ラ

ル

に

関

し

て

市

民

の

意

識

の

高

揚

に

努

め

る

そ

の

他

特

に

な

い

　全　体 1,187 49.0 46.7 33.0 32.4 26.3 25.9 23.9 0.9 1.7

 女性　計 678 50.6 47.6 31.4 34.5 26.1 24.8 21.5 0.6 1.2

18～29歳 82 51.2 53.7 22.0 ● 43.9 22.0 14.6 28.0 - 1.2

30代 86 48.8 ● 57.0 25.6 41.9 33.7 19.8 26.7 - 1.2

40代 115 49.6 53.9 32.2 39.1 27.0 31.3 15.7 0.9 0.9

50代 109 55.0 ● 56.9 40.4 26.6 20.2 29.4 22.0 1.8 -

60代 115 58.3 47.0 33.0 33.0 24.3 30.4 19.1 - 1.7

70代 106 51.9 33.0 35.8 32.1 30.2 22.6 23.6 0.9 0.9

80歳以上 65 30.8 26.2 24.6 24.6 26.2 18.5 16.9 - 3.1

 男性　計 473 47.4 45.2 35.5 29.4 26.6 27.7 27.7 1.5 2.3

18～29歳 51 33.3 41.2 19.6 39.2 29.4 23.5 ● 39.2 2.0 2.0

30代 56 41.1 51.8 35.7 ● 42.9 23.2 12.5 28.6 3.6 1.8

40代 56 39.3 48.2 28.6 32.1 26.8 28.6 28.6 3.6 -

50代 92 45.7 48.9 ● 44.6 31.5 30.4 31.5 23.9 - 3.3

60代 87 57.5 49.4 39.1 21.8 26.4 34.5 23.0 1.1 1.1

70代 92 ● 59.8 37.0 41.3 19.6 22.8 30.4 25.0 1.1 1.1

80歳以上 38 36.8 36.8 23.7 26.3 28.9 23.7 ● 36.8 - 10.5

サ

ン

プ

ル

数

わ

か

ら

な

い

無

回

答

　全　体 1,187 7.9 1.3

 女性　計 678 8.3 0.9

18～29歳 82 2.4 1.2

30代 86 2.3 -

40代 115 2.6 0.9

50代 109 4.6 -

60代 115 9.6 -

70代 106 10.4 2.8

80歳以上 65 ● 33.8 1.5

 男性　計 473 6.6 2.1

18～29歳 51 7.8 -

30代 56 7.1 1.8

40代 56 5.4 1.8

50代 92 2.2 -

60代 87 4.6 3.4

70代 92 7.6 3.3

80歳以上 38 ● 18.4 5.3

※ ＝全体の数値より+5ポイント、●＝全体の数値より+10ポイント

性

・

年

代

別

性

・

年

代

別

図表 22－３ インターネットを使った人権侵害を防ぐために有効だと思うこと（性・年代別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 性別にみると、男女とも「不適切な情報発信者に対する監視・取締りを強化し、プロバイダーや掲

示板等の管理者に対して、情報の停止、削除を求める」（女性 50.6％、男性 47.4％）が最も高く、次

いで「加害者に対する罰則規定を設けるなど、法令等により規制する」（女性 47.6％、男性 45.2％）
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となっているが、次いで女性では「学校教育の中で、情報モラルについての教育を充実する」

（34.5％）、男性では「実名登録を義務づけるなど、情報の発信者に対する制限を設ける」（35.5％）

となっている。 

 また、女性では「学校教育の中で、情報モラルについての教育を充実する」が 34.5％と、男性

（29.4％）に比べて 5.1ポイント高くなっている。男性では「情報の収集・発信における個人の責任

や、インターネットの適切な利用など、情報モラルに関して市民の意識の高揚に努める」が 27.7％

と、女性（21.5％）に比べて 6.2ポイント高くなっている。 

 性・年代別にみると、女性 50代・60代、男性 60代・70代では「不適切な情報発信者に対する監

視・取締りを強化し、プロバイダーや掲示板等の管理者に対して、情報の停止、削除を求める」が他

の性・年代に比べて高くなっている。女性 50代以下で「加害者に対する罰則規定を設けるなど、法令

等により規制する」が５割を超えているが、男性では 30代で５割を超えるのみである。男性 50代で

「実名登録を義務づけるなど、情報の発信者に対する制限を設ける」、女性 18～29歳、男性 30代で

「学校教育の中で、情報モラルについての教育を充実する」、男性 18～29歳・80歳以上では「情報の

収集・発信における個人の責任や、インターネットの適切な利用など、情報モラルに関して市民の意

識の高揚に努める」、男女 80歳以上で「わからない」が全体よりも 10ポイント以上高くなっている。 
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悪意のある噂を流されたり差別的言動を受けること

性的マイノリティに対する理解が不足しており、誤解や偏見が

あること

相談できる相手が少ないこと

行政や民間サービスにおいて、同性パートナーが家族と同等の

扱いを受けられない場合があること（住宅・医療・保険など）

職場や学校でからかいや嫌がらせを受けること

法令や制度などの整備が十分でないこと

性的マイノリティに対する配慮が足りないこと（トイレ、更衣

室など）

興味本位で見られたり、避けられたりすること

就職・職場で不利な扱いを受けること

宿泊施設・店舗等への入店や施設利用を拒否されること

その他

特にない

わからない

無回答

34.3

33.4

22.4

21.9

20.1

18.1

12.7

12.0

9.7

2.1

0.9

6.8

17.9

1.7

0 10 20 30 40

（％）

全体(N=1,187)

10 性的マイノリティに関する問題について 

問 23 性的マイノリティに関する事柄で、人権上、あなたが特に問題があると思うのはど

のようなことですか。（○は３つまで）（※） 

 

図表 23－１ 性的マイノリティに関する事柄で、人権上問題があると思われること（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※設問文は、平成 29 年度調査以前は、「あなたが、性同一性障がい（からだの性とこころの性が一致しない状態）や、同性愛・両性愛

の方など性的マイノリティに関する事柄で、人権上、特に問題があると思うのはどのようなことですか。」 

 

 

 性的マイノリティに関する事柄で、人権上、特に問題があると思うこととしては、「悪意のある噂を流

されたり差別的言動を受けること」が 34.3％と最も高くなっている。次いで「性的マイノリティに対す

る理解が不足しており、誤解や偏見があること」（33.4％）、「相談できる相手が少ないこと」（22.4％）、

「行政や民間サービスにおいて、同性パートナーが家族と同等の扱いを受けられない場合があること

（住宅・医療・保険など）」（21.9％）、「職場や学校でからかいや嫌がらせを受けること」（20.1％）とな

っている。また、「わからない」が 17.9％となっている。 
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選択肢
今回

（N=1,187）

令和４年度

（N=1,303）

平成29年度

（N=1,136）

平成24年度

（N=1,351）

悪意のある噂を流されたり差別的言動を受けること※1 34.3% 29.7% 39.4% 45.2% 

性的マイノリティに対する理解が不足しており、誤解や偏

見があること※2
33.4% 34.8% 31.7% 39.7% 

相談できる相手が少ないこと※3 22.4% 19.1% 26.5% 

行政や民間サービスにおいて、同性パートナーが家族と同

等の扱いを受けられない場合があること（住宅・医療・保

険など）※3

21.9% 20.7% 19.1% 

職場や学校でからかいや嫌がらせを受けること※4 20.1% 18.3% 26.8% 36.6% 

法令や制度などの整備が十分でないこと※3 18.1% 15.3% 13.4% 

性的マイノリティに対する配慮が足りないこと（トイレ、

更衣室など）※3※5
12.7% 13.3% 10.7% 

興味本位で見られたり、避けられたりすること※6 12.0% 11.7% 20.6% 25.0% 

就職・職場で不利な扱いを受けること 9.7% 9.9% 12.5% 24.2% 

宿泊施設・店舗等への入店や施設利用を拒否されること

※7
2.1% 1.7% 2.8% 4.2% 

その他 0.9% 0.9% 0.1% 0.3% 

特にない 6.8% 6.2% 13.6% 18.1% 

わからない※8 17.9% 20.0% 

無回答 1.7% 2.5% 6.5% 7.1% 

※1

※2

※3

※4

※5

※6

※7

※8 令和４年度調査から追加した選択肢

平成24年度調査では「店舗等への入店や施設利用を拒否されること」

平成24年度調査では「差別的言動を受けること」

平成29年度調査から追加した選択肢

平成24年度調査では「職場や学校で嫌がらせをされること」

平成24年度調査では「性的少数者に対する理解が足りないこと」

平成24年度調査では「じろじろ見られたり、避けられたりすること」

令和４年度調査以前は「性的マイノリティに対する配慮が足りないこと（トイレ、入浴施設など）」

図表 23－２ 性的マイノリティに関する事柄で、人権上問題があると思われること（全体／経年比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和４年度と比較すると、上位項目では、「悪意のある噂を流されたり差別的言動を受けること」が

4.5ポイント増加し、「性的マイノリティに対する理解が不足しており、誤解や偏見があること」は 1.4

ポイント減少している。 

過去の調査結果と比較すると、「性的マイノリティに対する理解が不足しており、誤解や偏見がある

こと」が令和４年度に初めて最も高くなったが、今回調査では「悪意のある噂を流されたり差別的言動

を受けること」が平成 24年度、29年度と同じく最も高くなっている。 
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て
、

同

性

パ
ー

ト

ナ
ー

が

家

族

と

同

等

の

扱

い

を
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け

ら

れ

な

い

場

合

が

あ

る

こ

と

（

住

宅

・

医

療

・

保

険

な

ど
）

職

場

や

学

校

で

か

ら

か

い

や

嫌

が

ら

せ

を

受

け

る

こ

と

法

令

や

制

度

な

ど

の

整

備

が

十

分

で

な

い

こ

と

性

的

マ

イ

ノ

リ

テ
ィ

に

対

す

る

配

慮

が

足

り

な

い

こ

と
（

ト

イ

レ
、

更

衣

室

な

ど
）

興

味

本

位

で

見

ら

れ

た

り
、

避

け

ら

れ

た

り

す

る

こ

と

就

職

・

職

場

で

不

利

な

扱

い

を

受

け

る

こ

と

　全　体 1,187 34.3 33.4 22.4 21.9 20.1 18.1 12.7 12.0 9.7

 女性　計 678 35.7 36.7 21.4 27.1 20.8 18.1 12.5 10.3 9.9

18～29歳 82 37.8 36.6 ● 34.1 26.8 26.8 19.5 12.2 14.6 4.9

30代 86 39.5 32.6 29.1 27.9 27.9 22.1 11.6 7.0 7.0

40代 115 ● 46.1 42.6 26.1 27.8 20.9 16.5 8.7 13.0 13.0

50代 109 40.4 ● 45.9 16.5 ● 33.0 19.3 19.3 18.3 8.3 7.3

60代 115 33.9 38.3 7.8 25.2 20.0 20.9 7.0 7.8 13.0

70代 106 24.5 31.1 24.5 25.5 18.9 14.2 19.8 10.4 8.5

80歳以上 65 23.1 23.1 13.8 21.5 10.8 13.8 9.2 12.3 15.4

 男性　計 473 33.4 29.4 23.9 15.0 19.7 17.5 12.9 14.2 9.5

18～29歳 51 37.3 27.5 ● 35.3 19.6 29.4 11.8 9.8 15.7 11.8

30代 56 33.9 28.6 26.8 16.1 23.2 19.6 14.3 19.6 10.7

40代 56 32.1 28.6 ● 33.9 14.3 25.0 12.5 10.7 12.5 1.8

50代 92 34.8 31.5 23.9 17.4 19.6 17.4 21.7 15.2 10.9

60代 87 42.5 41.4 17.2 11.5 10.3 21.8 10.3 12.6 12.6

70代 92 26.1 23.9 15.2 16.3 19.6 21.7 12.0 12.0 9.8

80歳以上 38 23.7 15.8 26.3 7.9 15.8 10.5 5.3 13.2 5.3

サ

ン

プ

ル

数

宿

泊

施

設

・

店

舗

等

へ

の

入

店

や

施

設

利

用

を

拒

否

さ

れ

る

こ

と

そ

の

他

特

に

な

い

わ

か

ら

な

い

無

回

答

　全　体 1,187 2.1 0.9 6.8 17.9 1.7

 女性　計 678 1.6 1.0 4.1 17.1 2.1

18～29歳 82 1.2 1.2 6.1 7.3 1.2

30代 86 3.5 1.2 2.3 10.5 1.2

40代 115 2.6 1.7 5.2 7.0 1.7

50代 109 0.9 1.8 1.8 11.9 0.9

60代 115 - 0.9 6.1 21.7 1.7

70代 106 2.8 - 2.8 26.4 4.7

80歳以上 65 - - 4.6 ● 41.5 3.1

 男性　計 473 2.7 0.8 10.8 18.0 1.1

18～29歳 51 5.9 3.9 5.9 11.8 -

30代 56 1.8 1.8 3.6 16.1 -

40代 56 1.8 - 12.5 14.3 1.8

50代 92 3.3 - 8.7 13.0 -

60代 87 2.3 - 6.9 19.5 2.3

70代 92 2.2 1.1 15.2 21.7 1.1

80歳以上 38 2.6 - ● 26.3 ● 34.2 2.6

※ ＝全体の数値より+5ポイント、●＝全体の数値より+10ポイント

性

・

年

代

別

性

・

年

代

別

図表 23－３ 性的マイノリティに関する事柄で、人権上問題があると思われること（性・年代別） 
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 性別にみると、女性では「性的マイノリティに対する理解が不足しており、誤解や偏見があること」

（36.7％）が最も高く、次に「悪意のある噂を流されたり差別的言動を受けること」（35.7％）、「行政や

民間サービスにおいて、同性パートナーが家族と同等の扱いを受けられない場合があること（住宅・医

療・保険など）」（27.1％）となっているが、男性では「悪意のある噂を流されたり差別的言動を受ける

こと」（33.4％）が最も高く、次に「性的マイノリティに対する理解が不足しており、誤解や偏見がある

こと」（29.4％）、「相談できる相手が少ないこと」（23.9％）となっている。 

また、女性では「行政や民間サービスにおいて、同性パートナーが家族と同等の扱いを受けられない

場合があること（住宅・医療・保険など）」が 27.1％と、男性（15.0％）よりも 12.1 ポイント、「性的

マイノリティに対する理解が不足しており、誤解や偏見があること」が 36.7％と、男性（29.4％）より

も 7.3ポイント高くなっている。 

 性・年代別にみると、女性 40代で「悪意のある噂を流されたり差別的言動を受けること」、女性 50代

で「性的マイノリティに対する理解が不足しており、誤解や偏見があること」「行政や民間サービスにお

いて、同性パートナーが家族と同等の扱いを受けられない場合があること（住宅・医療・保険など）」、

女性 18～29 歳、男性 18～29 歳・40 代で「相談できる相手が少ないこと」、男性 80 歳以上で「特にな

い」、男女 80歳以上で「わからない」が全体よりも 10ポイント以上高くなっている。 
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経済的に自立が困難なこと

通行人等から暴力をふるわれること

ホームレスの人たちに対する誤った

認識や偏見が存在していること

差別的な言動を受けること

住宅を容易に借りることができない

こと

近隣住民等からの嫌がらせを受ける

こと

就職・職場で不利な扱いを受けるこ

と

宿泊施設・店舗等への入店や施設利

用を拒否されること

その他

特にない

わからない

無回答

49.5

23.8

21.5

19.4

18.8

10.2

9.0

5.6

1.9

7.1

20.6

2.0

0 10 20 30 40 50 60

（％）

全体(N=1,187)

11 ホームレスに関する問題について 

問 24 ホームレスに関する事柄で、人権上、あなたが特に問題があると思うのはどのよう

なことですか。（○は３つまで）  

 

図表 24－１ ホームレスに関する事柄で、人権上問題があると思われること（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ホームレスに関する事柄で、人権上、特に問題があると思うこととしては、「経済的に自立が困難なこ

と」が 49.5％と最も高くなっている。次いで「通行人等から暴力をふるわれること」（23.8％）、「ホー

ムレスの人たちに対する誤った認識や偏見が存在していること」（21.5％）となっている。 

 また、「わからない」が 20.6％と高くなっている。 
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選択肢
今回

（N=1,187）

令和４年度

（N=1,303）

平成29年度

（N=1,136）

平成24年度

（N=1,351）

経済的に自立が困難なこと※1 49.5% 50.0% 51.8% 

通行人等から暴力をふるわれること 23.8% 30.9% 34.7% 46.2% 

ホームレスの人たちに対する誤った認識や偏見が存在

していること
21.5% 21.1% 26.3% 32.1% 

差別的な言動を受けること 19.4% 19.4% 23.3% 29.9% 

住宅を容易に借りることができないこと 18.8% 22.5% 22.8% 25.9% 

近隣住民等からの嫌がらせを受けること 10.2% 9.7% 13.3% 14.7% 

就職・職場で不利な扱いを受けること※2 9.0% 10.4% 11.2% 30.6% 

宿泊施設・店舗等への入店や施設利用を拒否されるこ

と※3
5.6% 5.1% 5.5% 10.7% 

その他 1.9% 1.2% 0.4% 0.1% 

特にない 7.1% 5.4% 11.9% 13.1% 

わからない※4 20.6% 15.9% 

無回答 2.0% 1.8% 4.9% 5.3% 

※1

※2

※3

※4 令和４年度調査から追加した選択肢

平成29年度調査から追加した選択肢

平成24年度調査では「就職や仕事の内容、待遇で不利な扱いを受けること」

平成24年度調査では「店舗等への入店や施設利用を拒否されること」

図表 24－２ ホームレスに関する事柄で、人権上問題があると思われること（全体／経年比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和４年度と比較すると、上位項目では、「経済的に自立が困難なこと」は 0.5ポイント減少、「通行

人等から暴力をふるわれること」は 7.1 ポイント減少、「ホームレスの人たちに対する誤った認識や偏

見が存在していること」は 0.4ポイント増加している。 

 過去の調査結果と比較すると、平成 29年度以降、「経済的に自立が困難なこと」が最も高くなってい

る。次に高い「通行人等から暴力をふるわれること」は減少傾向にあり、最も高かった平成 24 年度の

46.2％から 22.4ポイント減少し 23.8％となっている。 
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（数値：％）

サ

ン

プ

ル

数

経

済

的

に

自

立

が

困

難

な

こ

と 通

行

人

等

か

ら

暴

力

を

ふ

る

わ

れ

る

こ

と

ホ
ー

ム

レ

ス

の

人

た

ち

に

対

す

る

誤
っ

た

認

識

や

偏

見

が

存

在

し

て

い

る

こ

と

差

別

的

な

言

動

を

受

け

る

こ

と 住

宅

を

容

易

に

借

り

る

こ

と

が

で

き

な

い

こ

と

近

隣

住

民

等

か

ら

の

嫌

が

ら

せ

を

受

け

る

こ

と

就

職

・

職

場

で

不

利

な

扱

い

を

受

け

る

こ

と

宿

泊

施

設

・

店

舗

等

へ

の

入

店

や

施

設

利

用

を

拒

否

さ

れ

る

こ

と

そ

の

他

特

に

な

い

わ

か

ら

な

い

無

回

答

　全　体 1,187 49.5 23.8 21.5 19.4 18.8 10.2 9.0 5.6 1.9 7.1 20.6 2.0

 女性　計 678 50.3 25.4 21.2 18.9 17.3 9.9 8.0 5.0 1.5 5.0 21.8 2.7

18～29歳 82 52.4 24.4 15.9 18.3 15.9 17.1 12.2 11.0 1.2 4.9 12.2 1.2

30代 86 45.3 26.7 12.8 17.4 10.5 11.6 11.6 5.8 3.5 4.7 25.6 1.2

40代 115 48.7 ● 40.9 16.5 17.4 15.7 12.2 7.8 4.3 1.7 6.1 19.1 1.7

50代 109 49.5 32.1 19.3 19.3 19.3 7.3 4.6 1.8 1.8 3.7 21.1 1.8

60代 115 53.0 16.5 27.8 22.6 18.3 7.0 7.8 - 0.9 4.3 22.6 2.6

70代 106 59.4 16.0 30.2 16.0 27.4 8.5 9.4 10.4 - 3.8 17.9 5.7

80歳以上 65 38.5 16.9 24.6 21.5 9.2 6.2 1.5 3.1 1.5 9.2 ● 40.0 4.6

 男性　計 473 48.0 21.8 21.4 20.1 20.5 10.6 11.0 7.0 2.5 10.6 18.0 1.3

18～29歳 51 45.1 19.6 15.7 17.6 17.6 19.6 9.8 7.8 5.9 9.8 13.7 -

30代 56 48.2 19.6 14.3 17.9 25.0 8.9 10.7 3.6 3.6 7.1 14.3 1.8

40代 56 48.2 23.2 23.2 23.2 16.1 5.4 14.3 7.1 3.6 14.3 8.9 1.8

50代 92 50.0 26.1 15.2 16.3 25.0 7.6 9.8 5.4 - 9.8 21.7 1.1

60代 87 50.6 19.5 26.4 25.3 21.8 13.8 9.2 9.2 4.6 8.0 18.4 2.3

70代 92 46.7 22.8 28.3 18.5 16.3 9.8 10.9 6.5 1.1 9.8 20.7 1.1

80歳以上 38 42.1 18.4 23.7 23.7 21.1 10.5 15.8 10.5 - ● 21.1 26.3 -

※ ＝全体の数値より+5ポイント、●＝全体の数値より+10ポイント

性

・

年

代

別

図表 24－３ ホームレスに関する事柄で、人権上問題があると思われること（性・年代別） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 性別にみると、男女とも「経済的に自立が困難なこと」（女性 50.3％、男性 48.0％）が最も高く、次

いで「通行人等から暴力をふるわれること」（女性 25.4％、男性 21.8％）、「ホームレスの人たちに対す

る誤った認識や偏見が存在していること」（女性 21.2％、男性 21.4％）となっており、性別により割合

にも大きな差はみられない。 

性・年代別にみると、女性 40代で「通行人等から暴力をふるわれること」、男性 80歳以上で「特にな

い」、女性 80歳以上で「わからない」が全体よりも 10ポイント以上高くなっている。 
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マスメディアなどの報道やインターネット上での被害者

特定によってプライバシーに関することが公表された

り、取材により私生活の平穏を保てなくなること

犯罪行為によって身体的・精神的に被害を受

け、経済的負担など長期間被害に苦しむこと

刑事裁判手続きにおいて必ずしも被害者の声が

十分反映されるわけではないこと

犯罪被害者自身にも原因やきっかけを与えるな

どの落ち度があったと言われること

捜査や刑事裁判において精神的負担を受けるこ

と

事件に関して周囲に噂話をされること

その他

特にない

わからない

無回答

57.7

54.0

25.3

22.1

22.0

19.8

0.9

3.5

14.3

2.4

0 10 20 30 40 50 60 70

（％）

全体(N=1,187)

12 犯罪被害者やその家族に関する問題について 

問 25 犯罪被害者やその家族に関する事柄で、人権上、あなたが特に問題があると思うの

はどのようなことですか。（○は３つまで）  

 

図表 25－１ 犯罪被害者やその家族に関する事柄で、人権上問題があると思われること（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 犯罪被害者やその家族に関する事柄で、人権上、特に問題があると思うこととしては、「マスメディア

などの報道やインターネット上での被害者特定によってプライバシーに関することが公表されたり、取

材により私生活の平穏を保てなくなること」（57.7％）と「犯罪行為によって身体的・精神的に被害を受

け、経済的負担など長期間被害に苦しむこと」（54.0％）が５割を超えている。次いで「刑事裁判手続き

において必ずしも被害者の声が十分反映されるわけではないこと」（25.3％）、「犯罪被害者自身にも原

因やきっかけを与えるなどの落ち度があったと言われること」（22.1％）、「捜査や刑事裁判において精

神的負担を受けること」（22.0％）となっている。 

 

 

  



107 

選択肢
今回

（N=1,187）

令和４年度

（N=1,303）

平成29年度

（N=1,136）

平成24年度

（N=1,351）

マスメディアなどの報道やインターネット上での被害者特定

によってプライバシーに関することが公表されたり、取材に

より私生活の平穏を保てなくなること※1

57.7% 55.3% 63.4% 66.0% 

犯罪行為によって身体的・精神的に被害を受け、経済的負担

など長期間被害に苦しむこと
54.0% 52.7% 63.8% 65.5% 

刑事裁判手続きにおいて必ずしも被害者の声が十分反映され

るわけではないこと
25.3% 24.5% 27.3% 29.2% 

犯罪被害者自身にも原因やきっかけを与えるなどの落ち度が

あったと言われること
22.1% 24.6% 23.5% 20.5% 

捜査や刑事裁判において精神的負担を受けること 22.0% 21.6% 25.6% 31.6% 

事件に関して周囲に噂話をされること 19.8% 21.6% 21.2% 19.6% 

その他 0.9% 0.7% 0.6% 0.2% 

特にない 3.5% 3.5% 7.5% 5.8% 

わからない※2 14.3% 12.6% 

無回答 2.4% 2.4% 4.2% 5.2% 

※1今回調査では「インターネット上での被害者特定」という文言を追加

※2令和４年度調査から追加した選択肢

図表 25－２ 犯罪被害者やその家族に関する事柄で、人権上問題があると思われること（全体／経年比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和４年度と比較すると、上位項目では、「マスメディアなどの報道によってプライバシーに関する

ことが公表されたり、取材により私生活の平穏を保てなくなること」は 2.4 ポイント増加、「犯罪行為

によって身体的・精神的に被害を受け、経済的負担など長期間被害に苦しむこと」は 1.3ポイント増加

している。 

過去の調査結果と比較すると、平成 24年度以降、「マスメディアなどの報道によってプライバシーに

関することが公表されたり、取材により私生活の平穏を保てなくなること」と「犯罪行為によって身体

的・精神的に被害を受け、経済的負担など長期間被害に苦しむこと」が５割を超える高い割合で推移し

ている。 
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（数値：％）
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て
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者
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声

が

十

分

反

映
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れ

る
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け
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は
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い

こ

と

犯

罪

被

害

者

自

身

に

も

原

因

や

き
っ
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け

を
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度

が
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た

と
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こ

と

捜

査
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事

裁

判
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精

神

的

負

担
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け
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と

事

件
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て

周
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噂

話

を

さ

れ
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こ

と そ

の

他

特

に

な

い

わ

か

ら

な

い

無

回

答

　全　体 1,187 57.7 54.0 25.3 22.1 22.0 19.8 0.9 3.5 14.3 2.4

 女性　計 678 60.5 54.1 24.0 23.7 21.1 19.9 0.4 2.1 14.3 2.9

18～29歳 82 65.9 54.9 14.6 26.8 17.1 ● 31.7 1.2 - 12.2 2.4

30代 86 62.8 46.5 26.7 25.6 16.3 26.7 - 3.5 15.1 1.2

40代 115 ● 70.4 ● 66.1 28.7 22.6 25.2 20.0 - 2.6 7.8 1.7

50代 109 62.4 62.4 17.4 22.9 26.6 16.5 1.8 - 12.8 0.9

60代 115 60.9 50.4 27.8 27.8 19.1 13.0 - 2.6 12.2 5.2

70代 106 55.7 57.5 29.2 24.5 23.6 14.2 - 0.9 13.2 5.7

80歳以上 65 36.9 29.2 20.0 12.3 15.4 23.1 - 6.2 ● 35.4 3.1

 男性　計 473 54.8 53.9 27.9 20.7 23.9 19.5 1.7 5.5 13.3 1.7

18～29歳 51 66.7 51.0 19.6 21.6 21.6 25.5 3.9 - 11.8 -

30代 56 50.0 41.1 26.8 25.0 16.1 17.9 5.4 10.7 16.1 -

40代 56 ● 67.9 57.1 25.0 16.1 ● 32.1 ● 32.1 - 3.6 7.1 1.8

50代 92 53.3 57.6 34.8 20.7 25.0 20.7 1.1 6.5 10.9 1.1

60代 87 56.3 56.3 28.7 24.1 21.8 20.7 - 3.4 12.6 2.3

70代 92 53.3 56.5 28.3 22.8 26.1 9.8 1.1 3.3 15.2 1.1

80歳以上 38 28.9 52.6 23.7 5.3 23.7 13.2 2.6 ● 15.8 23.7 7.9

※ ＝全体の数値より+5ポイント、●＝全体の数値より+10ポイント

性

・

年

代

別

図表 25－３ 犯罪被害者やその家族に関する事柄で、人権上問題があると思われること（性・年代別） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 性別にみると、男女とも「マスメディアなどの報道やインターネット上での被害者特定によってプラ

イバシーに関することが公表されたり、取材により私生活の平穏を保てなくなること」（女性 60.5％、

男性 54.8％）、「犯罪行為によって身体的・精神的に被害を受け、経済的負担など長期間被害に苦しむこ

と」（女性 54.1％、男性 53.9％）、「刑事裁判手続きにおいて必ずしも被害者の声が十分反映されるわけ

ではないこと」（女性 24.0％、男性 27.9％）となっている。 

 また、女性では「マスメディアなどの報道によってプライバシーに関することが公表されたり、取材

により私生活の平穏を保てなくなること」が 60.5％と、男性（54.8％）に比べて 5.7ポイント高くなっ

ている。 

 性・年代別にみると、女性 40代以下、男性 18～29歳・40代で「マスメディアなどの報道によってプ

ライバシーに関することが公表されたり、取材により私生活の平穏を保てなくなること」、女性 40代・

50代で「犯罪行為によって身体的・精神的に被害を受け、経済的負担など長期間被害に苦しむこと」な

どが他の性・年代に比べて高くなっている。 

 また、男性 80歳以上で「特にない」、女性 80歳以上で「わからない」が全体よりも 10ポイント以上

高くなっている。 
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更生した人たちに対する誤った認

識や偏見が存在していること

悪意のある噂を流されたり差別的

な言動を受けること

就職・職場で不利な扱いを受ける

こと

住宅を容易に借りることができな

いこと

結婚を周囲に反対されること

その他

特にない

わからない

無回答

38.8

38.3

32.4

13.0

6.1

1.9

12.3

25.2

2.6

0 10 20 30 40 50

（％）

全体(N=1,187)

13 刑を終えて出所した人に関する問題について 

問 26 刑を終えて出所した人やその家族に関する事柄で、人権上、あなたが特に問題があ

ると思うのはどのようなことですか。（○は３つまで） 

 

図表 26－１ 刑を終えて出所した人に関する事柄で、人権上問題があると思われること（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 刑を終えて出所した人に関する事柄で、人権上、特に問題があると思うこととしては、「更生した人た

ちに対する誤った認識や偏見が存在していること」が 38.8％と最も高くなっている。次いで「悪意のあ

る噂を流されたり差別的な言動を受けること」（38.3％）、「就職・職場で不利な扱いを受けること」

（32.4％）となっている。 

 また、「わからない」が 25.2％と高くなっている。 
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選択肢
今回

（N=1,187）

令和４年度

（N=1,303）

平成29年度

（N=1,136）

平成24年度

（N=1,351）

更生した人たちに対する誤った認識や偏見が存在して

いること
38.8% 36.1% 49.9% 53.7% 

悪意のある噂を流されたり差別的な言動を受けること

※1
38.3% 38.1% 42.5% 

就職・職場で不利な扱いを受けること※2 32.4% 34.4% 42.6% 48.4% 

住宅を容易に借りることができないこと 13.0% 13.1% 16.1% 21.2% 

結婚を周囲に反対されること 6.1% 7.5% 8.6% 10.6% 

その他 1.9% 1.6% 0.4% 0.4% 

特にない 12.3% 10.1% 18.8% 20.4% 

わからない※3 25.2% 25.9% 

無回答 2.6% 2.5% 7.0% 7.1% 

※1

※2

※3 令和４年度調査から追加した選択肢

平成24年度調査では「就職や仕事の内容、待遇で不利な扱いを受けること」

平成29年度調査から追加した選択肢

図表 26－２ 刑を終えて出所した人に関する事柄で、人権上問題があると思われること（全体／経年比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和４年度と比較すると、上位項目では、「更生した人たちに対する誤った認識や偏見が存在してい

ること」は 2.7 ポイント増加、「悪意のある噂を流されたり差別的な言動を受けること」は 0.2 ポイン

ト減少、「就職・職場で不利な扱いを受けること」は 2.0ポイント減少している。 

 過去の調査結果と比較すると、平成 29年度以降、「更生した人たちに対する誤った認識や偏見が存在

していること」「悪意のある噂を流されたり差別的な言動を受けること」「就職・職場で不利な扱いを受

けること」が他の項目に比べて高くなっており、順番の入れ替わりはあるものの上位にある項目の変化

はみられない。 
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図表 26－３ 刑を終えて出所した人に関する事柄で、人権上問題があると思われること（性・年代別） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

性別にみると、男女とも上位３項目は「更生した人たちに対する誤った認識や偏見が存在しているこ

と」（女性 38.5％、男性 39.3％）、「悪意のある噂を流されたり差別的な言動を受けること」（女性 38.8％、

男性 37.4％）、「就職・職場で不利な扱いを受けること」（女性 32.9％、男性 31.5％）となっており、性

別による割合にも大きな差はみられない。 

 性・年代別にみると、男性 80 歳以上で「更生した人たちに対する誤った認識や偏見が存在している

こと」「住宅を容易に借りることができないこと」、女性 70 代で「就職・職場で不利な扱いを受けるこ

と」、女性 18～29歳で「結婚を周囲に反対されること」、男性 30代以下で「特にない」が全体よりも 10

ポイント以上高くなっている。 
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サ
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数

更

生

し
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ち
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対

す
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認
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し
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こ

と

悪

意

の

あ

る

噂

を

流

さ

れ

た

り

差

別

的

な

言

動

を

受

け

る

こ

と

就

職

・

職

場

で

不

利

な

扱

い

を

受

け

る

こ

と 住

宅

を

容

易

に

借

り

る

こ

と

が

で

き

な

い

こ

と

結

婚

を

周

囲

に

反

対

さ

れ

る

こ

と

そ

の

他

特

に

な

い

わ

か

ら

な

い

無

回

答

　全　体 1,187 38.8 38.3 32.4 13.0 6.1 1.9 12.3 25.2 2.6

 女性　計 678 38.5 38.8 32.9 13.3 6.0 1.5 8.8 26.5 2.9

18～29歳 82 31.7 35.4 28.0 12.2 ● 17.1 1.2 14.6 19.5 3.7

30代 86 31.4 34.9 33.7 10.5 4.7 3.5 11.6 24.4 -

40代 115 36.5 42.6 33.0 16.5 5.2 1.7 10.4 25.2 1.7

50代 109 42.2 36.7 27.5 14.7 3.7 2.8 8.3 23.9 2.8

60代 115 41.7 40.9 34.8 11.3 1.7 - 6.1 32.2 -

70代 106 48.1 43.4 ● 43.4 13.2 8.5 0.9 5.7 27.4 2.8

80歳以上 65 32.3 33.8 26.2 13.8 3.1 - 6.2 33.8 ● 13.8

 男性　計 473 39.3 37.4 31.5 11.8 5.9 2.3 17.3 23.7 2.3

18～29歳 51 39.2 39.2 35.3 5.9 7.8 2.0 ● 23.5 11.8 -

30代 56 23.2 26.8 19.6 10.7 1.8 3.6 ● 30.4 26.8 -

40代 56 35.7 41.1 21.4 7.1 7.1 7.1 17.9 17.9 5.4

50代 92 35.9 38.0 32.6 16.3 4.3 2.2 17.4 22.8 1.1

60代 87 48.3 47.1 37.9 11.5 8.0 1.1 9.2 25.3 2.3

70代 92 41.3 34.8 32.6 9.8 4.3 1.1 15.2 28.3 3.3

80歳以上 38 ● 52.6 28.9 39.5 ● 23.7 10.5 - 10.5 31.6 5.3

※ ＝全体の数値より+5ポイント、●＝全体の数値より+10ポイント

性

・

年

代

別
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14 北朝鮮当局によって拉致された被害者等に関する問題について 

問 27 北朝鮮当局によって拉致された被害者等に関する事柄で、人権上、あなたが特に問

題があると思うのはどのようなことですか。（○は３つまで） 

 

図表 27－１ 北朝鮮当局によって拉致された被害者等に関する事柄で、人権上問題があると思われること

（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 北朝鮮当局によって拉致された被害者等に関する事柄で、人権上、特に問題があると思うこととして

は、「身体や居住移転の自由を奪われ帰国できないこと」が 55.7％と最も高くなっている。次いで「拉

致被害者及びその家族は一緒に生活するという当然の権利を奪われていること」（54.0％）、「拉致被害

者の家族が、拉致被害者に関する情報を得ることができないこと」（44.0％）となっている。 

 

 

  

身体や居住移転の自由を奪われ帰国できな

いこと

拉致被害者及びその家族は一緒に生活する

という当然の権利を奪われていること

拉致被害者の家族が、拉致被害者に関する

情報を得ることができないこと

拉致問題に関する国民の理解が足りないこ

と

拉致被害者及びその家族が興味本位で見ら

れること

拉致被害者及びその家族が差別的な言動を

受けること

その他

特にない

わからない

無回答

55.7

54.0

44.0

24.0

7.8

6.0

2.4

2.7

16.6

1.9

0 10 20 30 40 50 60

（％）

全体(N=1,187)
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選択肢
今回

（N=1,187）

令和４年度

（N=1,303）

平成29年度

（N=1,136）

平成24年度

（N=1,351）

身体や居住移転の自由を奪われ帰国できないこと 55.7% 61.5% 68.6% 72.4% 

拉致被害者及びその家族は一緒に生活するという当然の権

利を奪われていること
54.0% 54.7% 65.6% 68.4% 

拉致被害者の家族が、拉致被害者に関する情報を得ること

ができないこと
44.0% 45.9% 53.8% 58.2% 

拉致問題に関する国民の理解が足りないこと 24.0% 20.3% 21.2% 26.1% 

拉致被害者及びその家族が興味本位で見られること※1 7.8% 8.7% 14.4% 7.8% 

拉致被害者及びその家族が差別的な言動を受けること※2 6.0% 6.5% 5.5% 4.7% 

その他 2.4% 1.7% 1.0% 1.3% 

特にない 2.7% 2.8% 4.8% 3.7% 

わからない※3 16.6% 13.2% 

無回答 1.9% 2.1% 3.4% 4.4% 

※1

※2

※3令和４度調査から追加した選択肢

平成24年度調査では「拉致被害者及びその家族に対して差別的な言動をすること」

平成24年度調査では「拉致被害者及びその家族を興味本位で見ていること」

図表 27－２ 北朝鮮当局によって拉致された被害者等に関する事柄で、人権上問題があると思われること 

（全体／経年比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和４年度と比較すると、上位項目では、「身体や居住移転の自由を奪われ帰国できないこと」は 5.8

ポイント減少、「拉致被害者及びその家族は一緒に生活するという当然の権利を奪われていること」は

0.7ポイント減少、「拉致被害者の家族が、拉致被害者に関する情報を得ることができないこと」は 1.9

ポイント減少している。一方、「わからない」が 3.4ポイント増加している。 

 過去の調査結果と比較すると、平成 24年度以降、「身体や居住移転の自由を奪われ帰国できないこと」

「拉致被害者及びその家族は一緒に生活するという当然の権利を奪われていること」「拉致被害者の家

族が、拉致被害者に関する情報を得ることができないこと」が他の項目に比べて高くなっているものの、

年々、減少している。 
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が
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位
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ら
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こ
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の

家
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が

差
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を

受

け

る

こ

と

そ

の

他

特

に

な

い

わ

か

ら

な

い

無

回

答

　全　体 1,187 55.7 54.0 44.0 24.0 7.8 6.0 2.4 2.7 16.6 1.9

 女性　計 678 56.2 54.3 45.3 21.8 8.7 6.8 1.9 1.9 16.8 2.1

18～29歳 82 51.2 42.7 32.9 25.6 8.5 8.5 - 3.7 17.1 2.4

30代 86 54.7 50.0 40.7 12.8 4.7 4.7 2.3 2.3 ● 27.9 -

40代 115 60.0 54.8 41.7 12.2 11.3 12.2 0.9 0.9 15.7 2.6

50代 109 59.6 62.4 48.6 17.4 10.1 6.4 3.7 0.9 11.9 2.8

60代 115 57.4 54.8 51.3 26.1 10.4 5.2 2.6 4.3 13.9 -

70代 106 59.4 62.3 ● 54.7 33.0 5.7 4.7 1.9 - 13.2 1.9

80歳以上 65 44.6 46.2 41.5 27.7 9.2 4.6 1.5 1.5 23.1 6.2

 男性　計 473 55.6 53.5 42.7 27.3 7.2 4.7 2.7 3.6 15.4 1.7

18～29歳 51 60.8 43.1 39.2 19.6 3.9 3.9 3.9 7.8 15.7 -

30代 56 48.2 46.4 39.3 21.4 12.5 7.1 1.8 - 23.2 -

40代 56 55.4 35.7 35.7 ● 35.7 10.7 7.1 3.6 5.4 16.1 3.6

50代 92 58.7 62.0 45.7 20.7 5.4 5.4 3.3 5.4 13.0 1.1

60代 87 58.6 57.5 41.4 29.9 11.5 5.7 2.3 - 13.8 2.3

70代 92 51.1 62.0 47.8 30.4 3.3 2.2 3.3 3.3 14.1 1.1

80歳以上 38 55.3 52.6 47.4 ● 34.2 2.6 - - 5.3 15.8 5.3

※ ＝全体の数値より+5ポイント、●＝全体の数値より+10ポイント

性

・

年

代

別

図表 27－３ 北朝鮮当局によって拉致された被害者等に関する事柄で、人権上問題があると思われること 

（性・年代別） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 性別にみると、男女とも「身体や居住移転の自由を奪われ帰国できないこと」（女性 56.2％、男性 55.6％）

が最も高く、次いで「拉致被害者及びその家族は一緒に生活するという当然の権利を奪われていること」

（女性 54.3％、男性 53.5％）、「拉致被害者の家族が、拉致被害者に関する情報を得ることができないこ

と」（女性 45.3％、男性 42.7％）となっている。 

また、男性では「拉致問題に関する国民の理解が足りないこと」が 27.3％と、女性（21.8％）よりも

5.5ポイント高くなっている。 

 性・年代別にみると、女性 70代で「拉致被害者の家族が、拉致被害者に関する情報を得ることができ

ないこと」、男性 40代・80歳以上で「拉致問題に関する国民の理解が足りないこと」、女性 30代で「わ

からない」が全体よりも 10ポイント以上高くなっている。 
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避難生活の長期化によるストレスなどの二次的被害があるこ

と

避難生活でプライバシーが守られないこと

女性・障がい者・高齢者・外国人・乳幼児・妊婦・性的マイ

ノリティ等への十分な配慮が行き届かないこと

支援や被災状況などの必要な情報が行き届かないこと

デマや風評などにより被災者が差別的な言動を受けること

その他

特にない

わからない

無回答

59.3

54.6

54.0

37.2

23.4

1.9

1.4

6.4

1.8

0 10 20 30 40 50 60 70

（％）

全体(N=1,187)

15 災害に伴う問題について 

問 28 地震などの災害が発生した際に、人権上、あなたが特に問題があると思うのはどの

ようなことですか。（○は３つまで） 

 

図表 28－１ 地震などの災害が発生した際に、人権上問題があると思われること（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地震などの災害が発生した際に、人権上、特に問題があると思うこととしては、「避難生活の長期化に

よるストレスなどの二次的被害があること」が 59.3％と最も高くなっている。次いで「避難生活でプラ

イバシーが守られないこと」（54.6％）、「女性・障がい者・高齢者・外国人・乳幼児・妊婦・性的マイノ

リティ等への十分な配慮が行き届かないこと」（54.0％）となっている。 
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選択肢
今回

（N=1,187）

令和４年度

（N=1,303）

平成29年度

（N=1,136）

避難生活の長期化によるストレスなどの二次的被害があ

ること
59.3% 59.7% 68.6% 

避難生活でプライバシーが守られないこと 54.6% 51.7% 59.3% 

女性・障がい者・高齢者・外国人・乳幼児・妊婦・性的

マイノリティ等への十分な配慮が行き届かないこと
54.0% 46.7% 49.2% 

支援や被災状況などの必要な情報が行き届かないこと 37.2% 32.9% 33.5% 

デマや風評などにより被災者が差別的な言動を受けるこ

と
23.4% 23.9% 36.4% 

その他 1.9% 1.0% 0.4% 

特にない 1.4% 2.8% 3.4% 

わからない※1 6.4% 5.4% 

無回答 1.8% 2.8% 2.2% 

※1令和４年度調査から追加した選択肢

図表 28－２ 地震などの災害が発生した際に、人権上問題があると思われること（全体／経年比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和４年度と比較すると、上位項目では、「避難生活の長期化によるストレスなどの二次的被害があ

ること」は 0.4ポイント減少、「避難生活でプライバシーが守られないこと」は 2.9ポイント増加、「女

性・障がい者・高齢者・外国人・乳幼児・妊婦・性的マイノリティ等への十分な配慮が行き届かないこ

と」は 7.3ポイント増加している。 

 過去の調査結果と比較すると、平成 29年度以降、「避難生活の長期化によるストレスなどの二次的被

害があること」「避難生活でプライバシーが守られないこと」「女性・障がい者・高齢者・外国人・乳幼

児・妊婦・性的マイノリティ等への十分な配慮が行き届かないこと」の３つが他の項目に比べて高くな

っている。 
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ど

の
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情

報

が
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き
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か

な

い

こ

と

デ

マ

や

風

評

な

ど

に

よ

り

被

災

者

が

差

別

的

な

言

動

を

受

け

る

こ

と

そ

の

他

特

に

な

い

わ

か

ら

な

い

無

回

答

　全　体 1,187 59.3 54.6 54.0 37.2 23.4 1.9 1.4 6.4 1.8

 女性　計 678 63.4 57.1 58.3 35.8 19.8 1.2 0.4 5.3 1.9

18～29歳 82 51.2 53.7 ● 69.5 31.7 24.4 3.7 - 3.7 2.4

30代 86 55.8 59.3 ● 67.4 29.1 20.9 1.2 - 5.8 -

40代 115 68.7 59.1 63.5 37.4 25.2 0.9 0.9 0.9 1.7

50代 109 67.0 54.1 58.7 35.8 23.9 0.9 - 2.8 1.8

60代 115 68.7 55.7 51.3 46.1 17.4 1.7 0.9 3.5 -

70代 106 ● 70.8 61.3 57.5 33.0 14.2 - - 6.6 1.9

80歳以上 65 52.3 55.4 35.4 33.8 9.2 - 1.5 ● 20.0 7.7

 男性　計 473 54.5 51.6 48.0 39.1 28.5 2.3 2.5 7.4 1.7

18～29歳 51 52.9 41.2 39.2 37.3 ● 35.3 2.0 5.9 5.9 -

30代 56 39.3 50.0 39.3 42.9 ● 39.3 1.8 1.8 8.9 -

40代 56 44.6 53.6 48.2 ● 48.2 ● 33.9 5.4 3.6 3.6 3.6

50代 92 57.6 54.3 51.1 30.4 29.3 - 1.1 8.7 1.1

60代 87 59.8 55.2 52.9 43.7 ● 34.5 2.3 1.1 2.3 2.3

70代 92 59.8 46.7 45.7 34.8 17.4 4.3 2.2 13.0 1.1

80歳以上 38 60.5 60.5 57.9 44.7 7.9 - 5.3 7.9 5.3

※ ＝全体の数値より+5ポイント、●＝全体の数値より+10ポイント

性

・

年

代

別

図表 28－３ 地震などの災害が発生した際に、人権上問題があると思われること（性・年代別） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 性別にみると、男女とも上位３項目は「避難生活の長期化によるストレスなどの二次的被害があるこ

と」（女性 63.4％、男性 54.5％）、「避難生活でプライバシーが守られないこと」（女性 57.1％、男性

51.6％）、「女性・障がい者・高齢者・外国人・乳幼児・妊婦・性的マイノリティ等への十分な配慮が行

き届かないこと」（女性 58.3％、男性 48.0％）となっている。 

また、女性では「女性・障がい者・高齢者・外国人・乳幼児・妊婦・性的マイノリティ等への十分な

配慮が行き届かないこと」が 58.3％と、男性（48.0％）よりも 10.3ポイント、「避難生活の長期化によ

るストレスなどの二次的被害があること」が 63.4％と、男性（54.5％）よりも 8.9ポイント高くなって

いる。男性では「デマや風評などにより被災者が差別的な言動を受けること」が 28.5％と、女性（19.8％）

よりも 8.7ポイント高くなっている。 

 性・年代別にみると、女性 70代で「避難生活の長期化によるストレスなどの二次的被害があること」、

女性 30代以下で「女性・障がい者・高齢者・外国人・乳幼児・妊婦・性的マイノリティ等への十分な配

慮が行き届かないこと」男性 40代で「支援や被災状況などの必要な情報が行き届かないこと」、男性 18

～29 歳・30 代・40 代・60 代で「デマや風評などにより被災者が差別的な言動を受けること」、女性 80

歳以上で「わからない」が全体より 10ポイント以上高くなっている。 
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パワーハラスメント（パワハラ）があること

同じ仕事でも、雇用形態により賃金に差があること

非正規雇用など不安定な雇用形態から抜け出したくても抜け

られないこと

セクシュアルハラスメント（セクハラ）があること

顧客や取引先からの著しい迷惑行為（いわゆるカスタマーハ

ラスメント）があること

長時間労働などにより、仕事と生活の調和を保つことが難し

いこと

妊娠や育児・介護休業の取得等を理由とした嫌がらせなどの

妊娠・出産・介護に関するハラスメントがあること

職場でのいじめやいやがらせがあること

職業や職種によって差別や偏見があること

性別によって差別や不利益があること

その他

特にない

わからない

無回答

49.7

30.3

23.4

22.6

22.5

21.6

16.8

16.0

13.1

7.0

1.2

3.6

7.2

2.0

0 10 20 30 40 50 60

（％）

全体(N=1,187)

16 働く人に関する問題について 

問 29 働く人の人権に関する事柄で、人権上、あなたが特に問題があると思うのはどのよ

うなことですか。（○は３つまで） 

 

図表 29－１ 働く人の人権に関する事柄で、人権上問題があると思われること（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 働く人の人権に関する事柄で、人権上、特に問題があると思うこととしては、「パワーハラスメント

（パワハラ）があること」が 49.7％と最も高くなっている。次いで「同じ仕事でも、雇用形態により

賃金に差があること」（30.3％）、「非正規雇用など不安定な雇用形態から抜け出したくても抜けられな

いこと」（23.4％）、「セクシュアルハラスメント（セクハラ）があること」（22.6％）、「顧客や取引先

からの著しい迷惑行為（いわゆるカスタマーハラスメント）があること」（22.5％）、「長時間労働など

により、仕事と生活の調和を保つことが難しいこと」（21.6％）となっている。 
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選択肢
今回

（N=1,187）

令和４年度

（N=1,303）

パワーハラスメント（パワハラ）があること 49.7% 45.7% 

同じ仕事でも、雇用形態により賃金に差があること 30.3% 30.8% 

非正規雇用など不安定な雇用形態から抜け出したくても抜け

られないこと
23.4% 26.2% 

セクシュアルハラスメント（セクハラ）があること 22.6% 23.0% 

顧客や取引先からの著しい迷惑行為（いわゆるカスタマーハ

ラスメント）があること
22.5% 12.5% 

長時間労働などにより、仕事と生活の調和を保つことが難し

いこと
21.6% 26.4% 

妊娠や育児・介護休業の取得等を理由とした嫌がらせなどの

妊娠・出産・介護に関するハラスメントがあること
16.8% 21.4% 

職場でのいじめやいやがらせがあること 16.0% 19.7% 

職業や職種によって差別や偏見があること 13.1% 13.7% 

性別によって差別や不利益があること 7.0% 3.3% 

その他 1.2% 1.5% 

特にない 3.6% 4.1% 

わからない 7.2% 5.4% 

無回答 2.0% 2.8% 

図表 29－２ 働く人の人権に関する事柄で、人権上問題があると思われること（全体／経年比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和４年度と比較すると、上位項目では、「パワーハラスメント（パワハラ）があること」は 4.0ポ

イント増加、「同じ仕事でも、雇用形態により賃金に差があること」は 0.5ポイント減少している。 

 また、「顧客や取引先からの著しい迷惑行為（いわゆるカスタマーハラスメント）があること」が

10.0ポイント増加している一方、「長時間労働などにより、仕事と生活の調和を保つことが難しいこ

と」は 4.8ポイント減少、「妊娠や育児・介護休業の取得等を理由とした嫌がらせなどの妊娠・出産・

介護に関するハラスメントがあること」は 4.6ポイント減少している。 
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や
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せ

が
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と

　全　体 1,187 49.7 30.3 23.4 22.6 22.5 21.6 16.8 16.0

 女性　計 678 47.5 33.2 22.7 21.5 19.5 21.5 19.3 18.6

18～29歳 82 43.9 26.8 14.6 24.4 22.0 ● 42.7 ● 30.5 14.6

30代 86 46.5 20.9 16.3 24.4 26.7 ● 32.6 ● 33.7 17.4

40代 115 50.4 ● 42.6 20.0 13.9 24.3 26.1 20.0 20.9

50代 109 ● 60.6 33.9 20.2 25.7 18.3 12.8 14.7 19.3

60代 115 55.7 38.3 33.0 29.6 21.7 13.0 16.5 13.9

70代 106 38.7 34.0 30.2 17.9 13.2 16.0 12.3 23.6

80歳以上 65 26.2 29.2 20.0 12.3 6.2 10.8 9.2 20.0

 男性　計 473 52.4 27.1 23.9 25.2 27.9 22.0 13.3 12.7

18～29歳 51 ● 66.7 25.5 23.5 29.4 ● 33.3 21.6 15.7 7.8

30代 56 51.8 23.2 19.6 21.4 26.8 28.6 16.1 14.3

40代 56 51.8 23.2 14.3 28.6 28.6 ● 37.5 16.1 8.9

50代 92 55.4 19.6 17.4 ● 34.8 ● 33.7 22.8 14.1 16.3

60代 87 58.6 29.9 ● 35.6 20.7 28.7 20.7 9.2 16.1

70代 92 42.4 35.9 25.0 17.4 21.7 13.0 9.8 10.9

80歳以上 38 39.5 31.6 31.6 26.3 21.1 13.2 18.4 10.5

サ

ン

プ

ル

数

職

業

や

職

種

に

よ
っ

て

差

別

や

偏

見

が
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こ
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性

別

に
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っ

て

差

別

や

不

利

益

が

あ

る

こ

と

そ

の

他

特

に

な

い

わ

か

ら

な

い

無

回

答

　全　体 1,187 13.1 7.0 1.2 3.6 7.2 2.0

 女性　計 678 13.0 7.2 0.7 2.4 7.4 2.1

18～29歳 82 7.3 12.2 - 1.2 3.7 2.4

30代 86 11.6 8.1 2.3 2.3 3.5 -

40代 115 13.0 6.1 - 2.6 1.7 1.7

50代 109 12.8 10.1 2.8 2.8 2.8 1.8

60代 115 9.6 5.2 - 1.7 6.1 -

70代 106 21.7 3.8 - 2.8 14.2 1.9

80歳以上 65 13.8 6.2 - 3.1 ● 26.2 9.2

 男性　計 473 12.9 6.6 1.7 5.3 6.3 1.9

18～29歳 51 7.8 7.8 2.0 3.9 3.9 -

30代 56 16.1 7.1 1.8 3.6 5.4 -

40代 56 16.1 7.1 - 1.8 5.4 1.8

50代 92 18.5 3.3 3.3 4.3 4.3 1.1

60代 87 12.6 4.6 1.1 3.4 3.4 2.3

70代 92 8.7 8.7 2.2 7.6 12.0 3.3

80歳以上 38 7.9 10.5 - 13.2 10.5 5.3

※ ＝全体の数値より+5ポイント、●＝全体の数値より+10ポイント

性

・

年

代

別

性

・

年

代

別

図表 29－３ 働く人の人権に関する事柄で、人権上問題があると思われること（性・年代別） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 性別にみると、男女とも「パワーハラスメント（パワハラ）があること」（女性 47.5％、男性

52.4％）が最も高く、次いで女性では「同じ仕事でも、雇用形態により賃金に差があること」

（33.2％）、「非正規雇用など不安定な雇用形態から抜け出したくても抜けられないこと」（22.7％）と

なっているが、男性では「顧客や取引先からの著しい迷惑行為（いわゆるカスタマーハラスメント）
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があること」（27.9％）、「同じ仕事でも、雇用形態により賃金に差があること」（27.1％）となってい

る。 

また、女性では「同じ仕事でも、雇用形態により賃金に差があること」が 33.2％と、男性

（27.1％）よりも 6.1ポイント、「妊娠や育児・介護休業の取得等を理由とした嫌がらせなどの妊娠・

出産・介護に関するハラスメントがあること」が 19.3％と、男性（13.3％）よりも 6.0ポイント、「職

場でのいじめやいやがらせがあること」が 18.6％と、男性（12.7％）よりも 5.9ポイント高くなって

いる。男性では「顧客や取引先からの著しい迷惑行為（いわゆるカスタマーハラスメント）があるこ

と」が 27.9％と、女性（19.5％）よりも 8.4ポイント、「パワーハラスメント（パワハラ）があるこ

と」が 52.4％と、女性（47.5％）よりも 4.9ポイント高くなっている。 

 性・年代別にみると、女性 50代、男性 18～29歳で「パワーハラスメント（パワハラ）があるこ

と」、女性 40代で「同じ仕事でも、雇用形態により賃金に差があること」、男性 60代で「非正規雇用

など不安定な雇用形態から抜け出したくても抜けられないこと」、男性 50代で「セクシュアルハラス

メント（セクハラ）があること」、男性 18～29歳・50代で「顧客や取引先からの著しい迷惑行為（い

わゆるカスタマーハラスメント）があること」、女性 30代以下、男性 40代で「長時間労働などによ

り、仕事と生活の調和を保つことが難しいこと」、女性 30代以下で「妊娠や育児・介護休業の取得等

を理由とした嫌がらせなどの妊娠・出産・介護に関するハラスメントがあること」、女性 80歳以上で

「わからない」が全体よりも 10ポイント以上高くなっている。 
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　全　体 1,187 49.7 30.3 23.4 22.6 22.5 21.6 16.8 16.0

会社等役員 34 47.1 17.6 17.6 29.4 ● 35.3 20.6 17.6 14.7

115 ● 63.5 20.9 14.8 29.6 31.3 27.0 18.3 9.6

会社員(一般職員) 275 54.2 27.3 17.8 23.6 25.8 ● 33.8 17.1 12.0

契約社員等 237 51.1 ● 40.9 30.8 18.6 26.2 15.6 18.1 16.5

自営業 65 47.7 24.6 16.9 29.2 16.9 21.5 7.7 10.8

家事専業 145 48.3 35.2 26.2 22.1 14.5 16.6 20.0 23.4

学生 43 58.1 23.3 27.9 30.2 23.3 23.3 25.6 14.0

無職 241 36.5 30.3 25.7 19.1 16.2 16.2 12.0 20.7

その他 18 44.4 27.8 16.7 16.7 16.7 5.6 ● 33.3 ● 27.8

サ

ン

プ

ル

数

職

業

や

職

種

に

よ
っ

て

差

別

や

偏

見

が

あ

る

こ

と

性

別

に

よ
っ

て

差

別

や

不

利

益

が

あ

る

こ

と

そ

の

他

特

に

な

い

わ

か

ら

な

い

無

回

答

　全　体 1,187 13.1 7.0 1.2 3.6 7.2 2.0

会社等役員 34 14.7 2.9 2.9 11.8 5.9 2.9

115 12.2 8.7 1.7 5.2 1.7 -

会社員(一般職員) 275 9.8 7.3 2.2 3.3 4.4 1.1

契約社員等 237 13.9 5.9 0.8 3.0 3.4 2.1

自営業 65 ● 23.1 10.8 - 4.6 7.7 1.5

家事専業 145 10.3 4.1 0.7 1.4 9.7 2.8

学生 43 11.6 9.3 - - 2.3 2.3

無職 241 14.5 7.1 0.4 3.7 16.6 3.3

その他 18 ● 27.8 16.7 5.6 5.6 5.6 -

※ ＝全体の数値より+5ポイント、●＝全体の数値より+10ポイント

職

業

別

会社員(管理職)

職

業

別

会社員(管理職)

図表 29－４ 働く人の人権に関する事柄で、人権上問題があると思われること（職業別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 職業別にみると、会社員（管理職）で「パワーハラスメント（パワハラ）があること」、契約社員等

で「同じ仕事でも、雇用形態により賃金に差があること」、会社等役員で「顧客や取引先からの著しい

迷惑行為（いわゆるカスタマーハラスメント）があること」、会社員（一般職員）で「長時間労働など

により、仕事と生活の調和を保つことが難しいこと」、その他で「妊娠や育児・介護休業の取得等を理

由とした嫌がらせなどの妊娠・出産・介護に関するハラスメントがあること」「職場でのいじめやいや

がらせがあること」、自営業、その他で「職業や職種によって差別や偏見があること」が全体よりも 10

ポイント以上高くなっている。 
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幼稚園・保育所や学校における人権教育の充実

差別や偏見につながる慣習や社会の仕組みを改善する

ための施策の充実

人権問題に関する啓発の積極的・効果的な推進

人権に関する相談・支援体制の充実

人権問題に深く関わる職業に従事する人（公務員、教

職員など）への人権教育・啓発の推進

企業における人権教育・啓発の推進

人権侵害に対する救済策の強化

人権尊重の視点に立って、行政運営を行うこと

家庭や地域における人権教育・啓発の推進

人権問題に取り組む団体やＮＰＯなどとの連携・協働

地域での人権啓発を推進するリーダーの養成

その他

特にない

わからない

無回答

28.1

27.5

22.9

22.2

19.5

18.2

16.5

14.4

11.3

5.8

3.8

2.2

3.6

12.9

3.9

0 5 10 15 20 25 30

（％）

全体(N=1,187)

第３章 人権問題の教育・啓発について 

１ 人権問題への取り組みについて 

問 30 あなたは市民一人ひとりの人権が尊重されるために、福岡市などの行政機関は、特

にどのようなことに取り組む必要があると思いますか。（〇は３つまで） 

 

図表 30－１ 人権が尊重されるために行政機関が取り組むべきこと（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 市民一人ひとりの人権が尊重されるために、行政機関が取り組むべきこととしては、「幼稚園・保育所

や学校における人権教育の充実」が 28.1％と最も高くなっている。次いで「差別や偏見につながる慣習

や社会の仕組みを改善するための施策の充実」（27.5％）、「人権問題に関する啓発の積極的・効果的な推

進」（22.9％）、「人権に関する相談・支援体制の充実」（22.2％）となっている。 
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選択肢
今回

（ｎ=1,187）

令和４年度

（ｎ=1,303）

幼稚園・保育所や学校における人権教育の充実 28.1% 24.8% 

差別や偏見につながる慣習や社会の仕組みを改善するための

施策の充実
27.5% 27.6% 

人権問題に関する啓発の積極的・効果的な推進 22.9% 20.2% 

人権に関する相談・支援体制の充実 22.2% 25.1% 

人権問題に深く関わる職業に従事する人（公務員、教職員な

ど）への人権教育・啓発の推進
19.5% 17.5% 

企業における人権教育・啓発の推進 18.2% 14.5% 

人権侵害に対する救済策の強化 16.5% 16.5% 

人権尊重の視点に立って、行政運営を行うこと 14.4% 7.5% 

家庭や地域における人権教育・啓発の推進 11.3% 10.3% 

人権問題に取り組む団体やＮＰＯなどとの連携・協働 5.8% 6.7% 

地域での人権啓発を推進するリーダーの養成 3.8% 4.5% 

その他 2.2% 1.8% 

特にない 3.6% 4.0% 

わからない 12.9% 8.9% 

無回答 3.9% 3.1% 

図表 30－２ 人権が尊重されるために行政機関が取り組むべきこと（全体／経年比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和４年度と比較すると、上位項目では、「幼稚園・保育所や学校における人権教育の充実」は 3.3ポ

イント増加、「差別や偏見につながる慣習や社会の仕組みを改善するための施策の充実」は 0.1 ポイン

ト減少、「人権問題に関する啓発の積極的・効果的な推進」は 2.7ポイント増加、「人権に関する相談・

支援体制の充実」は 2.9ポイント減少している。 

 また、「人権尊重の視点に立って、行政運営を行うこと」は 6.9ポイント増加し、7.5％から 14.4％と

なっている。 
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（数値：％）

サ

ン

プ

ル

数

幼

稚

園

・

保

育

所

や

学

校

に

お

け

る

人

権

教

育

の

充

実

差

別

や

偏

見

に

つ

な

が

る

慣

習

や

社

会

の

仕

組

み

を

改

善

す

る

た

め

の

施

策

の

充

実

人

権

問

題

に

関

す

る

啓

発

の

積

極

的

・

効

果

的

な

推

進

人

権

に

関

す

る

相

談

・

支

援

体

制

の

充

実

人

権

問

題

に

深

く

関

わ

る

職

業

に

従

事

す

る

人
（

公

務

員
、

教

職

員

な

ど
）

へ

の

人

権

教

育

・

啓

発

の

推

進

企

業

に

お

け

る

人

権

教

育

・

啓

発

の

推

進

人

権

侵

害

に

対

す

る

救

済

策

の

強

化

人

権

尊

重

の

視

点

に

立
っ

て
、

行

政

運

営

を

行

う

こ

と

家

庭

や

地

域

に

お

け

る

人

権

教

育

・

啓

発

の

推

進

　全　体 1,187 28.1 27.5 22.9 22.2 19.5 18.2 16.5 14.4 11.3

 女性　計 678 27.3 29.2 21.5 22.7 20.5 17.3 17.6 13.7 10.5

18～29歳 82 35.4 26.8 22.0 24.4 18.3 17.1 ● 29.3 8.5 4.9

30代 86 ● 38.4 24.4 19.8 23.3 15.1 24.4 18.6 9.3 16.3

40代 115 27.8 34.8 22.6 19.1 23.5 23.5 22.6 9.6 8.7

50代 109 26.6 33.9 22.9 23.9 12.8 16.5 17.4 11.9 14.7

60代 115 24.3 33.9 19.1 22.6 25.2 18.3 16.5 14.8 10.4

70代 106 19.8 23.6 24.5 27.4 22.6 10.4 10.4 20.8 10.4

80歳以上 65 20.0 21.5 18.5 16.9 26.2 7.7 6.2 23.1 6.2

 男性　計 473 28.3 25.4 26.0 22.2 18.6 19.9 15.0 15.6 13.1

18～29歳 51 27.5 23.5 15.7 17.6 17.6 23.5 21.6 11.8 13.7

30代 56 33.9 25.0 25.0 16.1 8.9 17.9 14.3 10.7 16.1

40代 56 32.1 17.9 25.0 19.6 14.3 19.6 17.9 14.3 12.5

50代 92 29.3 27.2 18.5 15.2 21.7 27.2 17.4 17.4 12.0

60代 87 31.0 35.6 ● 37.9 ● 35.6 18.4 16.1 12.6 16.1 16.1

70代 92 21.7 23.9 26.1 22.8 23.9 17.4 10.9 18.5 8.7

80歳以上 38 23.7 15.8 ● 34.2 23.7 21.1 15.8 10.5 18.4 15.8

サ

ン

プ

ル

数

人

権

問

題

に

取

り

組

む

団

体

や

Ｎ

Ｐ

Ｏ

な

ど

と

の

連

携

・

協

働

地

域

で

の

人

権

啓

発

を

推

進

す

る

リ
ー

ダ
ー

の

養

成

そ

の

他

特

に

な

い

わ

か

ら

な

い

無

回

答

　全　体 1,187 5.8 3.8 2.2 3.6 12.9 3.9

 女性　計 678 6.8 4.1 1.6 2.1 13.3 4.7

18～29歳 82 9.8 - 1.2 2.4 14.6 2.4

30代 86 4.7 2.3 1.2 5.8 10.5 1.2

40代 115 5.2 1.7 2.6 - 13.0 2.6

50代 109 8.3 4.6 3.7 0.9 11.9 0.9

60代 115 11.3 5.2 1.7 3.5 11.3 3.5

70代 106 3.8 6.6 - 0.9 10.4 11.3

80歳以上 65 3.1 9.2 - 1.5 ● 26.2 13.8

 男性　計 473 4.4 3.6 3.0 5.5 11.6 3.0

18～29歳 51 5.9 - 7.8 5.9 15.7 -

30代 56 5.4 3.6 5.4 5.4 14.3 -

40代 56 5.4 3.6 5.4 1.8 16.1 1.8

50代 92 3.3 1.1 3.3 8.7 5.4 2.2

60代 87 4.6 4.6 - 2.3 8.0 2.3

70代 92 4.3 3.3 1.1 7.6 14.1 5.4

80歳以上 38 2.6 13.2 - 5.3 13.2 10.5

※ ＝全体の数値より+5ポイント、●＝全体の数値より+10ポイント

性

・

年

代

別

性

・

年

代

別

図表 30－３ 人権が尊重されるために行政機関が取り組むべきこと（性・年代別） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



126 

 性別にみると、女性では「差別や偏見につながる慣習や社会の仕組みを改善するための施策の充実」

（29.2％）が最も高く、次いで「幼稚園・保育所や学校における人権教育の充実」（27.3％）となってい

るが、男性では「幼稚園・保育所や学校における人権教育の充実」（28.3％）が最も高く、次いで「人権

問題に関する啓発の積極的・効果的な推進」（26.0％）と順位に差はみられるものの、性別による割合に

大きな差はみられない。 

 性・年代別にみると、女性 30代で「幼稚園・保育所や学校における人権教育の充実」、男性 60代・80

歳以上で「人権問題に関する啓発の積極的・効果的な推進」、男性 60代で「人権に関する相談・支援体

制の充実」、女性 18～29歳で「人権侵害に対する救済策の強化」、女性 80歳以上で「わからない」が全

体よりも 10ポイント以上高くなっている。 
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市政だより

インターネット上のニュースサイトや記

事

テレビ

新聞

ＳＮＳ

広報紙、ちらし

講演会、研修会

ポスター

ラジオ

ホームページ

その他

特にない

無回答

38.3

38.2

34.0

20.9

17.2

11.6

11.3

6.9

6.0

3.8

3.1

18.2

3.5

0 10 20 30 40 50
（％）

全体(N=1,187)

２ 人権問題に関する情報の入手経路 

問 31 あなたは、人権問題の教育・啓発に関する情報をどこから得ていますか。（あてはま

る番号すべてに○） 

 

図表 31－１ 人権問題に関する情報の入手経路（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 人権問題に関する情報の入手経路としては、「市政だより」が 38.3％と最も高くなっている。次いで

「インターネット上のニュースサイトや記事」（38.2％）、「テレビ」（34.0％）、「新聞」（20.9％）となっ

ている。 
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選択肢
今回

（ｎ=1,187）

令和４年度

（ｎ=1,303）

市政だより 38.3% 36.5% 

インターネット上のニュースサイトや記事 38.2% 44.6% 

テレビ 34.0% 48.4% 

新聞 20.9% 30.2% 

ＳＮＳ 17.2% 13.6% 

広報紙、ちらし 11.6% 9.3% 

講演会、研修会 11.3% 13.0% 

ポスター 6.9% 6.1% 

ラジオ 6.0% 7.8% 

ホームページ 3.8% 3.6% 

その他 3.1% 2.0% 

特にない 18.2% 10.7% 

無回答 3.5% 2.0% 

図表 31－２ 人権問題に関する情報の入手経路（全体／経年比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和４年度と比較すると、上位項目では、「市政だより」は 1.8ポイント増加しているが、「インター

ネット上のニュースサイトや記事」は 6.4 ポイント減少、「テレビ」は 14.4 ポイント減少、「新聞」は

9.3ポイント減少している一方、「特にない」が 7.5ポイント増加している。 
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（数値：％）

サ

ン

プ

ル

数

市

政

だ

よ

り

イ

ン

タ
ー

ネ
ッ

ト

上

の

ニ
ュ

ー

ス

サ

イ

ト

や

記

事 テ

レ

ビ

新

聞

Ｓ

Ｎ

Ｓ

広

報

紙
、

ち

ら

し

講

演

会
、

研

修

会

ポ

ス

タ
ー

ラ

ジ

オ

ホ
ー

ム

ペ
ー

ジ

そ

の

他

特

に

な

い

無

回

答

　全　体 1,187 38.3 38.2 34.0 20.9 17.2 11.6 11.3 6.9 6.0 3.8 3.1 18.2 3.5

18～29歳 136 13.2 47.8 29.4 7.4 ● 47.8 6.6 10.3 6.6 2.9 5.1 2.9 18.4 2.2

30代 145 25.5 44.8 23.4 4.8 ● 29.7 8.3 6.2 8.3 4.1 3.4 4.1 ● 31.0 0.7

40代 177 36.7 44.6 27.1 9.6 18.1 10.2 7.9 5.1 4.0 5.6 5.6 19.8 1.7

50代 205 35.6 ● 49.8 32.2 13.7 16.6 10.2 12.2 6.8 4.9 4.4 3.4 17.6 1.5

60代 204 ● 48.5 42.2 36.3 27.5 7.8 13.7 15.2 9.8 9.3 3.4 1.5 10.3 3.9

70代 199 ● 52.8 24.6 ● 45.2 ● 39.7 4.5 19.1 12.1 6.5 8.0 2.5 2.0 14.1 7.0

80歳以上 107 ● 49.5 3.7 ● 45.8 ● 47.7 2.8 10.3 15.9 3.7 7.5 0.9 2.8 19.6 9.3

※ ＝全体の数値より+5ポイント、●＝全体の数値より+10ポイント

年

代

別

（数値：％）

サ

ン

プ

ル

数

市

政

だ

よ

り

イ

ン

タ
ー

ネ
ッ

ト

上

の

ニ
ュ

ー

ス

サ

イ

ト

や

記

事 テ

レ

ビ

新

聞

Ｓ

Ｎ

Ｓ

広

報

紙
、

ち

ら

し

講

演

会
、

研

修

会

ポ

ス

タ
ー

ラ

ジ

オ

ホ
ー

ム

ペ
ー

ジ

そ

の

他

特

に

な

い

無

回

答

　全　体 1,187 38.3 38.2 34.0 20.9 17.2 11.6 11.3 6.9 6.0 3.8 3.1 18.2 3.5

 女性　計 678 42.5 36.7 35.3 19.6 17.4 11.8 11.8 5.9 5.2 3.1 2.9 17.3 4.3

18～29歳 82 17.1 45.1 30.5 7.3 ● 48.8 7.3 7.3 7.3 2.4 3.7 2.4 18.3 3.7

30代 86 25.6 43.0 24.4 2.3 ● 27.9 5.8 7.0 7.0 2.3 2.3 1.2 ● 33.7 -

40代 115 43.5 43.5 32.2 8.7 17.4 12.2 8.7 3.5 4.3 4.3 5.2 16.5 1.7

50代 109 41.3 ● 48.6 33.9 15.6 19.3 11.0 11.9 6.4 3.7 3.7 3.7 18.3 0.9

60代 115 ● 50.4 38.3 34.8 24.3 5.2 11.3 17.4 7.0 7.8 3.5 1.7 8.7 5.2

70代 106 ● 61.3 25.5 ● 46.2 ● 37.7 4.7 ● 22.6 14.2 6.6 8.5 1.9 3.8 10.4 8.5

80歳以上 65 ● 52.3 1.5 ● 46.2 ● 46.2 3.1 9.2 15.4 3.1 6.2 1.5 1.5 20.0 12.3

 男性　計 473 32.3 40.6 33.4 23.9 17.3 11.8 10.8 8.2 7.4 4.9 3.0 18.6 2.7

18～29歳 51 7.8 ● 51.0 23.5 7.8 ● 47.1 5.9 13.7 3.9 3.9 7.8 3.9 19.6 -

30代 56 23.2 46.4 23.2 7.1 ● 32.1 12.5 1.8 10.7 7.1 5.4 7.1 ● 28.6 1.8

40代 56 23.2 ● 50.0 19.6 12.5 21.4 5.4 7.1 7.1 3.6 8.9 3.6 25.0 1.8

50代 92 28.3 ● 51.1 30.4 12.0 14.1 9.8 13.0 7.6 6.5 5.4 3.3 16.3 2.2

60代 87 44.8 46.0 39.1 ● 31.0 11.5 17.2 12.6 13.8 11.5 3.4 1.1 12.6 2.3

70代 92 43.5 23.9 ● 44.6 ● 42.4 4.3 15.2 9.8 6.5 7.6 3.3 - 17.4 5.4

80歳以上 38 47.4 7.9 ● 50.0 ● 55.3 2.6 13.2 18.4 5.3 10.5 - 5.3 13.2 5.3

※ ＝全体の数値より+5ポイント、●＝全体の数値より+10ポイント

性

・

年

代

別

図表 31－３ 人権問題に関する情報の入手経路（年代別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 年代別にみると、50代以下では「インターネット上のニュースサイトや記事」、30代以下では「Ｓ

ＮＳ」、60代以上では「市政だより」「新聞」、70代以上では「テレビ」が他の年代に比べて高くなっ

ている。 

図表 31－４ 人権問題に関する情報の入手経路（性・年代別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

性別にみると、女性では「市政だより」が 42.5％と最も高く、次いで「インターネット上のニュース

サイトや記事」（36.7％）、「テレビ」（35.3％）となっているが、男性では「インターネット上のニュー

スサイトや記事」が 40.6％と最も高く、次いで「テレビ」（33.4％）、「市政だより」（32.3％）となって

いる。 

性・年代別にみると、男女とも 50代以下では「インターネット上のニュースサイトや記事」、30代以

下では「ＳＮＳ」、60代以上では「市政だより」「テレビ」「新聞」が高くなる傾向がみられる。 

 



130 

（数値：％）

サ

ン

プ

ル

数

市

政

だ

よ

り

イ

ン

タ
ー

ネ
ッ

ト

上

の

ニ
ュ

ー

ス

サ

イ

ト

や

記

事 テ

レ

ビ

新

聞

Ｓ

Ｎ

Ｓ

広

報

紙
、

ち

ら

し

講

演

会
、

研

修

会

ポ

ス

タ
ー

ラ

ジ

オ

ホ
ー

ム

ペ
ー

ジ

そ

の

他

特

に

な

い

無

回

答

　全　体 1,187 38.3 38.2 34.0 20.9 17.2 11.6 11.3 6.9 6.0 3.8 3.1 18.2 3.5

関心層 822 42.1 42.7 35.8 23.0 19.5 12.5 14.0 8.5 7.3 4.9 3.9 11.7 3.8

関心がある 203 40.4 44.8 36.9 27.6 22.7 15.8 19.7 13.3 11.3 9.9 5.4 8.4 6.4

多少関心がある 619 42.6 42.0 35.4 21.5 18.4 11.5 12.1 6.9 6.0 3.2 3.4 12.8 2.9

無関心層 326 27.6 27.9 28.5 12.9 11.7 8.6 4.6 1.8 2.1 1.5 1.5 ● 35.0 2.5

あまり関心がない 261 27.6 30.3 30.3 13.4 12.6 8.8 5.4 2.3 2.7 1.5 1.5 ● 32.2 2.3

関心がない 65 27.7 18.5 21.5 10.8 7.7 7.7 1.5 - - 1.5 1.5 ● 46.2 3.1

39歳以下 186 24.2 ● 55.4 29.0 8.1 ● 46.2 8.6 9.1 8.6 3.8 5.9 4.3 16.1 1.1

40～59歳 285 39.3 ● 49.8 31.2 13.3 18.6 9.1 11.6 6.7 4.9 6.3 4.9 12.6 1.8

60歳以上 341 ● 54.0 30.2 ● 44.0 ● 39.9 5.9 17.6 19.1 10.0 11.1 3.2 2.9 7.9 7.0

39歳以下 91 9.9 27.5 22.0 2.2 23.1 4.4 6.6 4.4 3.3 1.1 2.2 ● 41.8 2.2

40～59歳 87 25.3 39.1 25.3 5.7 12.6 11.5 5.7 2.3 2.3 1.1 3.4 ● 36.8 1.1

60歳以上 144 41.0 21.5 34.0 24.3 3.5 9.7 2.8 - 1.4 1.4 - ● 29.2 3.5

※ ＝全体の数値より+5ポイント、●＝全体の数値より+10ポイント

人

権

問

題

関

心

度

年

齢

層

別

人

権

問

題

関

心

度

関

心

層

無

関

心

層

図表 31－５ 人権問題に関する情報の入手経路（人権問題関心度別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人権問題関心度別にみると、関心がある層では「インターネット上のニュースサイトや記事」「新聞」

「ＳＮＳ」「講演会、研修会」、関心がない層では「特にない」に次いで「テレビ」が高くなっている。 

 年齢別人権問題関心度別にみると、関心層の 39 歳以下では「インターネット上のニュースサイトや

記事」「ＳＮＳ」、40～59歳では「インターネット上のニュースサイトや記事」、60歳以上では「市政だ

より」「テレビ」「新聞」が高くなっている。また、関心の有無にかかわらず、39 歳以下では「ＳＮＳ」

が高くなっている。  
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３ 「福岡市人権啓発センター(ココロンセンター)」の認知状況 

問 32 あなたは、「福岡市人権啓発センター(ココロンセンター)」を知っています。 

   （○は１つだけ） 

 

図表 32－１ 福岡市人権啓発センター(ココロンセンター)の認知状況（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
『知っている』=「行ったことがある」「行ったことはないが、事業の内容は知っている」を合計した割合 

 

 

 「福岡市人権啓発センター(ココロンセンター)」については、「行ったことがある」が 2.4％、「行っ

たことはないが、事業は知っている」が 4.7％、これらを合わせた『知っている』は 7.1％となってい

る。 

 なお、「名前だけしか知らない」が 18.8％、「知らない」が 70.4％となっている。 

 

  

『知っている』 7.1％ 

行ったことがある

2.4%

行ったことはないが、事

業の内容は知っている

4.7%

名前だけしか知らない

18.8%

知らない

70.4%

無回答

3.6%

全体(N=1,187)
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行ったことが

ある

行ったことはな

いが、事業の内

容は知っている

名前だけしか

知らない 知らない 無回答

凡例　

今回 全体(N=1,187) 7.1%

令和４年度 全体(N=1,303) 8.4%

平成29年度 全体(N=1,136) 11.6%

平成24年度 全体(N=1,351) 6.7%

平成19年度 全体(N=1,863) 6.3%

『知っている』=「行ったことがある」「行ったことはないが、事業の内容は知っている」を合計した割合

凡例　

平成14年度 全体(N=1,327)

知
っ

て

い

る

2.4

1.8

5.5

3.0

1.6

4.7

6.6

6.1

3.7

4.7

18.8

22.7

26.0

12.4

14.0

70.4

67.0

60.8

77.9

76.8

3.6

1.8

1.7

3.0

2.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

知っている

5.4

聞いたことはある

が事業の内容等は

よく知らない

12.1

知らない

80.2

無回答

2.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 

図表 32－２ 福岡市人権啓発センター(ココロンセンター)の認知状況（全体／経年比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和４年度と比較すると、「行ったことがある」は 0.6ポイント増加、「行ったことはないが、事業の

内容は知っている」は 1.9ポイント減少、これらを合わせた『知っている』は 1.3ポイント減少してい

る。また、「名前だけしか知らない」は 3.9 ポイント減少、「知らない」は 3.4 ポイント増加している。 

 過去の調査結果と比較すると、『知っている』は、平成 19年度では 6.3％であったが、平成 29年度は

11.6％まで増加したものの、令和４年度は 8.4％、今回調査は 7.1％と減少傾向にあり、最も高かった平

成 29年度に比べて 4.5ポイント減少している。 
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行ったことが

ある

行ったことはな

いが、事業の内

容は知っている

名前だけしか

知らない 知らない 無回答

凡例　

 全体(N=1,187) 7.1%

女性  計(n=678) 7.4%

18～29歳(n=82) 3.6%

30代(n=86) 2.3%

40代(n=115) 3.4%

50代(n=109) 12.8%

60代(n=115) 8.7%

70代(n=106) 12.2%

80歳以上(n=65) 6.2%

男性  計(n=473) 6.9%

18～29歳(n=51) 5.9%

30代(n=56) 3.6%

40代(n=56) 3.6%

50代(n=92) 9.8%

60代(n=87) 12.6%

70代(n=92) 5.5%

80歳以上(n=38) 2.6%

『知っている』=「行ったことがある」「行ったことはないが、事業の内容は知っている」を合計した割合

性

・

年

代

別

知
っ

て

い

る

2.4

2.4

1.2

1.7

6.4

2.6

2.8

2.5

1.8

3.3

4.6

3.3

2.6

4.7

5.0

2.4

2.3

1.7

6.4

6.1

9.4

6.2

4.4

5.9

1.8

3.6

6.5

8.0

2.2

18.8

21.1

14.6

18.6

19.1

26.6

21.7

23.6

21.5

15.6

9.8

8.9

16.1

16.3

20.7

17.4

15.8

70.4

67.3

79.3

77.9

75.7

59.6

63.5

56.6

60.0

74.4

84.3

87.5

76.8

71.7

64.4

70.7

76.3

3.6

4.3

2.4

1.2

1.7

0.9

6.1

7.5

12.3

3.0

3.6

2.2

2.3

6.5

5.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 

図表 32－３ 福岡市人権啓発センター(ココロンセンター)の認知状況（性・年代別） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 性別にみると、『知っている』は、女性は 7.4％、男性は 6.9％と差はほとんどないが、「知らない」

は、女性 67.3％、男性 74.4％と、男性の方が女性より 7.1ポイント高くなっている。 

 性・年代別にみると、『知っている』が 10％を超えているのは、女性では 50 代、70 代、男性では 60

代となっている。一方、女性の 40代以下、男性の 30代・40代・80歳以上で、『知っている』が５％未

満となっている。 
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市政だよりの人権啓発記事（コラムや特集など）

人権啓発テレビＣＭ

人権尊重作品（標語・ポスター・作文）

市政だより12月１日号と同時配布の広報紙「考えよう

みんなの人権」

ＳＮＳや動画投稿サイト（YouTubeなど）、インター

ネット広告

人権尊重週間（12月４日から12月10日）の各区での講

演会（市民の集いなど）

ハートフルフェスタ福岡

デジタルサイネージや掲示物（ポスター・横断幕な

ど）

福岡市や福岡市人権啓発センターのホームページ

人権啓発用音源「こころのオルゴール」

人権啓発広報紙（ココロンセンターだよりなど）

人権問題に関する啓発ＤＶＤ、図書などの貸し出し

その他

見たり、聞いたりしたものはない

無回答

37.7

28.1

23.9

14.2

8.8

7.5

5.7

5.6

4.4

2.5

2.4

1.9

1.3

31.7

3.6

0 10 20 30 40
（％）

全体(N=1,187)

４ 啓発活動の認知状況 

問 33 福岡市では、人権問題についての啓発活動を行っていますが、あなたがこの５年間に、

見たり、聞いたりしたことがあるものを、すべて選んでください。（あてはまるものす

べてに○） 

 

図表 33－１ 啓発活動の認知状況（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この５年間に、見たり、聞いたりしたことがある啓発活動としては、「市政だよりの人権啓発記事（コ

ラムや特集など）」が 37.7％と最も高くなっている。次いで「人権啓発テレビＣＭ」（28.1％）、「人権尊

重作品（標語・ポスター・作文）」（23.9％）となっている。 

 また、「見たり、聞いたりしたものはない」が 31.7％となっている。 
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選択肢
今回

（ｎ=1,187）

令和４年度

（ｎ=1,303）

市政だよりの人権啓発記事（コラムや特集など） 37.7% 41.7% 

人権啓発テレビＣＭ 28.1% 30.1% 

人権尊重作品（標語・ポスター・作文） 23.9% 24.8% 

市政だより12月１日号と同時配布の広報紙「考えようみんなの人

権」
14.2% 13.8% 

ＳＮＳや動画投稿サイト（YouTubeなど）、インターネット広告

※1
8.8% 6.2% 

人権尊重週間（12月４日から12月10日）の各区での講演会（市民

の集いなど）
7.5% 7.6% 

ハートフルフェスタ福岡 5.7% 6.4% 

デジタルサイネージや掲示物（ポスター・横断幕など） 5.6% 5.9% 

福岡市や福岡市人権啓発センターのホームページ 4.4% 4.4% 

人権啓発用音源「こころのオルゴール」※2 2.5% 5.6% 

人権啓発広報紙（ココロンセンターだよりなど） 2.4% 3.4% 

人権問題に関する啓発ＤＶＤ、図書などの貸し出し 1.9% 2.6% 

その他 1.3% 0.9% 

見たり、聞いたりしたものはない 31.7% 24.9% 

無回答 3.6% 5.1% 

※1

※2

今回調査では文言から「メールマガジン」を削除

今回調査の「人権啓発用音源」は令和４年度調査では「ラジオ番組」

図表 33－２ 啓発活動の認知状況（全体／経年比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和４年度と比較すると、上位項目では、「市政だよりの人権啓発記事（コラムや特集など）」は 4.0

ポイント減少、「人権啓発テレビＣＭ」は 2.0ポイント減少、「人権尊重作品（標語・ポスター・作文）」

は 0.9 ポイント減少している。一方、「見たり、聞いたりしたものはない」は 6.8 ポイント増加してい

る。 
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（数値：％）

サ

ン

プ

ル

数

市

政

だ

よ

り

の

人

権

啓

発

記

事
（

コ

ラ

ム

や

特

集

な

ど
）

人

権

啓

発

テ

レ

ビ

Ｃ

Ｍ

人

権

尊

重

作

品
（

標

語

・

ポ

ス

タ
ー

・

作

文
）

市

政

だ

よ

り

1

2

月

１

日

号

と

同

時

配

布

の

広

報

紙
「

考

え

よ

う

み

ん

な

の

人

権
」

Ｓ

Ｎ

Ｓ

や

動

画

投

稿

サ

イ

ト

（

Y

o

u

T

u

b

e

な

ど
）

、

イ

ン

タ
ー

ネ
ッ

ト

広

告 人

権

尊

重

週

間
（

1

2

月

４

日

か

ら

1

2

月

1

0

日
）

の

各

区

で

の

講

演

会
（

市

民

の

集

い

な

ど
）

ハ
ー

ト

フ

ル

フ
ェ

ス

タ

福

岡

デ

ジ

タ

ル

サ

イ

ネ
ー

ジ

や

掲

示

物
（

ポ

ス

タ
ー

・

横

断

幕

な

ど
）

福

岡

市

や

福

岡

市

人

権

啓

発

セ

ン

タ
ー

の

ホ
ー

ム

ペ
ー

ジ

　全　体 1,187 37.7 28.1 23.9 14.2 8.8 7.5 5.7 5.6 4.4

 女性　計 678 40.0 29.5 26.7 15.5 9.3 7.4 7.2 6.2 3.7

18～29歳 82 15.9 13.4 26.8 8.5 18.3 6.1 8.5 11.0 2.4

30代 86 31.4 20.9 20.9 4.7 10.5 1.2 1.2 3.5 2.3

40代 115 37.4 27.8 25.2 12.2 10.4 7.8 6.1 7.8 4.3

50代 109 39.4 36.7 29.4 11.0 9.2 7.3 8.3 7.3 8.3

60代 115 ● 48.7 34.8 31.3 15.7 7.0 11.3 7.0 4.3 3.5

70代 106 ● 54.7 ● 41.5 31.1 ● 34.9 7.5 9.4 11.3 5.7 1.9

80歳以上 65 ● 47.7 23.1 16.9 20.0 1.5 6.2 7.7 3.1 1.5

 男性　計 473 35.3 27.3 20.3 12.7 7.8 7.8 3.0 4.9 5.3

18～29歳 51 11.8 15.7 19.6 5.9 17.6 3.9 - 3.9 7.8

30代 56 26.8 16.1 12.5 8.9 7.1 - - 3.6 3.6

40代 56 25.0 25.0 8.9 3.6 12.5 5.4 1.8 3.6 3.6

50代 92 26.1 31.5 25.0 6.5 8.7 4.3 6.5 10.9 7.6

60代 87 ● 49.4 ● 44.8 25.3 18.4 5.7 10.3 4.6 3.4 4.6

70代 92 ● 52.2 23.9 18.5 15.2 3.3 13.0 2.2 2.2 1.1

80歳以上 38 44.7 18.4 28.9 ● 36.8 2.6 ● 18.4 2.6 5.3 13.2

サ

ン

プ

ル

数

人

権

啓

発

用

音

源
「

こ

こ

ろ

の

オ

ル

ゴ
ー

ル
」

人

権

啓

発

広

報

紙
（

コ

コ

ロ

ン

セ

ン

タ
ー

だ

よ

り

な

ど
）

人

権

問

題

に

関

す

る

啓

発

Ｄ

Ｖ

Ｄ
、

図

書

な

ど

の

貸

し

出

し そ

の

他

見

た

り
、

聞

い

た

り

し

た

も

の

は

な

い

無

回

答

　全　体 1,187 2.5 2.4 1.9 1.3 31.7 3.6

 女性　計 678 2.8 2.4 2.5 1.6 28.8 3.5

18～29歳 82 6.1 1.2 4.9 - 40.2 3.7

30代 86 1.2 - - - ● 47.7 -

40代 115 4.3 0.9 2.6 3.5 29.6 1.7

50代 109 2.8 1.8 4.6 3.7 26.6 1.8

60代 115 1.7 3.5 0.9 0.9 20.9 2.6

70代 106 2.8 4.7 3.8 - 14.2 5.7

80歳以上 65 - 4.6 - 3.1 29.2 12.3

 男性　計 473 1.9 2.5 1.1 0.8 35.1 3.6

18～29歳 51 7.8 2.0 - - ● 62.7 -

30代 56 - - - 1.8 ● 50.0 1.8

40代 56 - 1.8 - 1.8 41.1 3.6

50代 92 1.1 1.1 1.1 - 40.2 2.2

60代 87 2.3 3.4 2.3 1.1 20.7 3.4

70代 92 2.2 5.4 2.2 1.1 20.7 7.6

80歳以上 38 - 2.6 - - 23.7 5.3

※ ＝全体の数値より+5ポイント、●＝全体の数値より+10ポイント

性

・

年

代

別

性

・

年

代

別

図表 33－３ 啓発活動の認知状況（性・年代別） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

性別にみると、女性では「人権尊重作品（標語・ポスター・作文）」が 26.7％と、男性（20.3％）よ

りも 6.4 ポイント高くなっている。男性では「見たり、聞いたりしたものはない」が 35.1％と、女性

（28.8％）よりも 6.3ポイント高くなっている。 
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（数値：％）

サ

ン

プ

ル

数

市

政

だ

よ

り

の

人

権

啓

発

記

事
（

コ

ラ

ム

や

特

集

な

ど
）

人

権

啓

発

テ

レ

ビ

Ｃ

Ｍ

人

権

尊

重

作

品
（

標

語

・

ポ

ス

タ
ー

・

作

文
）

市

政

だ

よ

り

1

2

月

１

日

号

と

同

時

配

布

の

広

報

紙
「

考

え

よ

う

み

ん

な

の

人

権
」

Ｓ

Ｎ

Ｓ

や

動

画

投

稿

サ

イ

ト

（

Y

o

u

T

u

b

e

な

ど
）

、

イ

ン

タ
ー

ネ
ッ

ト

広

告 人

権

尊

重

週

間
（

1

2

月

４

日

か

ら

1

2

月

1

0

日
）

の

各

区

で

の

講

演

会
（

市

民

の

集

い

な

ど
）

ハ
ー

ト

フ

ル

フ
ェ

ス

タ

福

岡

デ

ジ

タ

ル

サ

イ

ネ
ー

ジ

や

掲

示

物
（

ポ

ス

タ
ー

・

横

断

幕

な

ど
）

福

岡

市

や

福

岡

市

人

権

啓

発

セ

ン

タ
ー

の

ホ
ー

ム

ペ
ー

ジ

　全　体 1,187 37.7 28.1 23.9 14.2 8.8 7.5 5.7 5.6 4.4

関心層 822 42.6 31.4 28.6 17.0 10.6 9.7 7.4 7.2 5.5

関心がある 203 45.3 30.0 ● 34.0 20.7 10.3 13.8 10.8 7.9 7.4

多少関心がある 619 41.7 31.8 26.8 15.8 10.7 8.4 6.3 6.9 4.8

無関心層 326 24.2 20.6 12.6 6.1 4.6 2.1 1.2 1.8 1.2

あまり関心がない 261 26.1 23.0 14.9 5.4 5.4 1.9 1.1 1.9 1.1

関心がない 65 16.9 10.8 3.1 9.2 1.5 3.1 1.5 1.5 1.5

39歳以下 186 27.4 19.9 29.0 9.7 18.3 4.3 5.4 8.1 4.8

40～59歳 285 36.1 32.3 26.0 10.9 12.6 7.4 8.4 9.5 7.0

60歳以上 341 ● 56.6 36.7 30.5 ● 25.5 4.7 14.7 7.6 4.4 4.4

39歳以下 91 12.1 11.0 6.6 1.1 4.4 - - 1.1 -

40～59歳 87 21.8 24.1 18.4 2.3 2.3 3.4 - 2.3 2.3

60歳以上 144 34.0 25.0 13.2 11.8 5.6 2.8 2.8 2.1 0.7

サ

ン

プ

ル

数

人

権

啓

発

用

音

源
「

こ

こ

ろ

の

オ

ル

ゴ
ー

ル
」

人

権

啓

発

広

報

紙
（

コ

コ

ロ

ン

セ

ン

タ
ー

だ

よ

り

な

ど
）

人

権

問

題

に

関

す

る

啓

発

Ｄ

Ｖ

Ｄ
、

図

書

な

ど

の

貸

し

出

し

そ

の

他

見

た

り
、

聞

い

た

り

し

た

も

の

は

な

い

無

回

答

　全　体 1,187 2.5 2.4 1.9 1.3 31.7 3.6

関心層 822 2.9 3.2 2.4 1.0 24.9 3.4

関心がある 203 4.4 4.9 4.4 1.0 21.7 5.4

多少関心がある 619 2.4 2.6 1.8 1.0 26.0 2.7

無関心層 326 1.5 0.6 0.9 2.1 ● 48.5 4.0

あまり関心がない 261 1.5 0.8 1.1 2.3 ● 46.7 3.4

関心がない 65 1.5 - - 1.5 ● 55.4 6.2

39歳以下 186 4.8 1.1 1.6 - 36.6 0.5

40～59歳 285 2.5 1.4 2.8 1.4 28.4 2.1

60歳以上 341 2.1 5.6 2.3 1.2 15.8 5.9

39歳以下 91 1.1 - 1.1 1.1 ● 70.3 3.3

40～59歳 87 2.3 1.1 1.1 5.7 ● 48.3 2.3

60歳以上 144 0.7 0.7 0.7 0.7 34.0 5.6

※ ＝全体の数値より+5ポイント、●＝全体の数値より+10ポイント

人

権

問

題

関

心

度

年

齢

層

別

人

権

問

題

関

心

度

関

心

層

無

関

心

層

人

権

問

題

関

心

度

年

齢

層

別

人

権

問

題

関

心

度

関

心

層

無

関

心

層

 性・年代別にみると、男女とも 60代以上では「市政だよりの人権啓発記事（コラムや特集など）」が、

18 歳～29 歳では「ＳＮＳや動画投稿サイト（YouTube など）、インターネット広告」が、それぞれ他の

性・年代に比べて高くなっている。 

 また、女性 70代、男性 60代では「人権啓発テレビＣＭ」、女性 70代、男性 80歳以上では「市政だよ

り 12月１日号と同時配布の広報紙「考えようみんなの人権」」、男性 80歳以上では「人権尊重週間（12

月４日から 12月 10日）の各区での講演会（市民の集いなど）」、女性 30代、男性 30代以下では「見た

り、聞いたりしたものはない」が全体よりも 10ポイント以上高くなっている。 

 

 

図表 33－４ 啓発活動の認知状況（人権問題関心度別） 
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 人権問題関心度別にみると、関心がある層で「人権尊重作品（標語・ポスター・作文）」が全体よりも

10ポイント以上高くなっている。 

 また、無関心層では「見たり、聞いたりしたものはない」が 48.5％と、関心層より 23.6 ポイント高

くなっている。 

 年齢層別人権問題関心度別にみると、関心層の 60 歳以上では「市政だよりの人権啓発記事（コラム

や特集など）」と「市政だより 12月１日号と同時配布の広報紙「考えようみんなの人権」が全体よりも

10ポイント以上高くなっている。 

 また、無関心層の 39歳以下で「見たり、聞いたりしたものはない」が 70.3％と高く、関心層でも 39

歳以下では「見たり、聞いたりしたものはない」が 36.6％と高くなっている。  
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参加したことがある

（３回以上）

1.7%
参加したことがある

（１～２回）

6.8%

講演会や講座を知っていたが

参加したことはない

30.3%

講演会や講座が開催され

ていたことを知らない

57.8%

無回答

3.4%

全体(N=1,187)

５ 人権問題に関する講演会や講座について 

（１）講演会や講座への参加状況 

問 34 あなたは、この５年間に、福岡市内で開催された人権問題に関する講演会や講座に

参加したことがありますか。（○は 1つだけ） 

 

図表 34－１ 講演会や講座への参加状況（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
『参加した』=「参加したことがある（３回以上）」「参加したことがある（１～２回）」を合計した割合 

 

 

 福岡市内で開催された人権問題に関する講演会や講座への参加状況については、「参加したことがあ

る（３回以上）」が 1.7％、「参加したことがある（１～２回）」が 6.8％、これらを合計した『参加し

た』は 8.5％となっている。 

 なお、「講演会や講座を知っていたが参加したことはない」が 30.3％、「講演会や講座が開催されて

いたことを知らない」が 57.8％となっている。 

  

『参加した』  8.5％ 
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参加したことが

ある

（３回以上）

参加したことが

ある

（１～２回）

講演会や講座を

知っていたが

参加したことは

ない

講演会や講座が

開催されていた

ことを知らない 無回答

凡例　

今回 全体(N=1,187) 8.5%

令和４年度 全体(N=1,303) 8.5%

『参加した』=「参加したことがある（３回以上）」「参加したことがある（１～２回）」を合計した割合

参

加

し

た

1.7

1.9

6.8

6.6

30.3

34.2

57.8

51.5

3.4

5.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

図表 34－２ 講演会や講座への参加状況（全体／経年比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和４年度と比較すると、「参加したことがある（３回以上）」は 0.2ポイント減少、「参加したこと

がある（１～２回）」は 0.2ポイント増加、これらを合計した『参加した』は 8.5％と、令和４年度と

同率となっている。また、「講演会や講座を知っていたが参加したことはない」は 3.9ポイント減少、

「講演会や講座が開催されていたことを知らない」は 6.3ポイント増加となっている。 
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参加したことがあ

る（３回以上）

参加したことがあ

る（１～２回）

講演会や講座を

知っていたが参加

したことはない

講演会や講座が開

催されていたこと

を知らない 無回答

凡例　

 全体(N=1,187) 8.5%

女性  計(n=678) 9.5%

18～29歳(n=82) 6.1%

30代(n=86) 4.7%

40代(n=115) 10.5%

50代(n=109) 11.0%

60代(n=115) 7.9%

70代(n=106) 12.2%

80歳以上(n=65) 13.8%

男性  計(n=473) 7.8%

18～29歳(n=51) 3.9%

30代(n=56) 5.4%

40代(n=56) 3.6%

50代(n=92) 9.8%

60代(n=87) 6.8%

70代(n=92) 8.7%

80歳以上(n=38) 18.5%

『参加した』=「参加したことがある（３回以上）」「参加したことがある（１～２回）」を合計した割合

性

・

年

代

別

参

加

し

た

1.7

1.5

1.2

1.2

0.9

1.8

0.9

2.8

1.5

2.1

2.2

3.4

3.3

5.3

6.8

8.0

4.9

3.5

9.6

9.2

7.0

9.4

12.3

5.7

3.9

5.4

3.6

7.6

3.4

5.4

13.2

30.3

31.4

14.6

22.1

21.7

38.5

39.1

41.5

40.0

29.2

11.8

14.3

26.8

30.4

34.5

40.2

36.8

57.8

55.6

76.8

72.1

64.3

48.6

51.3

39.6

36.9

60.0

84.3

80.4

66.1

58.7

55.2

45.7

36.8

3.4

3.5

2.4

1.2

3.5

1.8

1.7

6.6

9.2

3.0

3.6

1.1

3.4

5.4

7.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 

図表 34－３ 講演会や講座への参加状況（性・年代別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 性別にみると、女性では『参加した』が 9.5％と、男性（7.8％）より 1.7 ポイント高くなっている。 

 性・年代別にみると、女性では 40代・50代・70代・80歳以上『参加した』が１割台にあるが、男性

では 80歳以上のみとなっている。 

 また、男女とも年代が低いほど、「講演会や講座が開催されていたことを知らない」が高い傾向にあ

り、特に男性の 30代以下では８割以上となっている。 
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参加したことがあ

る（３回以上）

参加したことがあ

る（１～２回）

講演会や講座を

知っていたが参加

したことはない

講演会や講座が開

催されていたこと

を知らない 無回答

凡例　

 全体(N=1,187) 8.5%

10.4%

関心がある(n=203) 13.3%

多少関心がある(n=619) 9.4%

3.7%

あまり関心がない(n=261) 3.8%

関心がない(n=65) 3.0%

4.3%

10.2%

14.1%

6.6%

5.7%

0.7%

参

加

し

た

無関心層・60歳以上(n=144)

人

権

関

心

度

別

年

齢

層

別

人

権

関

心

度

別

関心層  計(n=822)

無関心層(n=326)

関心層・39歳以下(n=186)

関心層・40～59歳(n=285)

関心層・60歳以上(n=341)

無関心層・39歳以下(n=91)

無関心層・40～59歳(n=87)

1.7

2.1

4.4

1.3

0.3

1.5

0.5

1.8

3.2

1.1

6.8

8.3

8.9

8.1

3.4

3.8

1.5

3.8

8.4

10.9

5.5

5.7

0.7

30.3

32.7

33.5

32.5

23.0

23.8

20.0

21.5

31.2

40.5

7.7

23.0

32.6

57.8

53.5

49.8

54.8

69.9

69.7

70.8

73.7

55.8

40.5

83.5

70.1

61.1

3.4

3.4

3.4

3.4

3.4

2.7

6.2

0.5

2.8

5.0

2.2

1.1

5.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 

図表 34－４ 講演会や講座への参加状況（人権問題関心度別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 人権関心度別にみると、関心層と無関心層で参加状況に差があり、関心がある層ほど『参加した』が

高くなっている。また、関心層においても「講演会や講座が開催されていたことを知らない」が 53.5％

となっている。 

 年齢層別人権関心度別にみると、関心層の 39 歳以下では『参加した』が 4.3％と、無関心層の 39 歳

以下（6.6％）、40～59歳（5.7％）よりも低くなっている。また、39歳以下では「講演会や講座が開催

されていたことを知らない」が、関心層で 73.7％、無関心層で 83.5％と、他の年代よりも高くなってい

る。 
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公民館での講演会・人権講座・研修会

市民センターでの講演会・人権講座・研修

会

ＰＴＡや学校で開催される研修会、人権学

習参観など

人権啓発センターが開催する講座・講演

会・研修会

企業や団体、大学等が主催する講演会など

企業を対象とした行政が行う研修会

人権問題についての学習グループの活動

や、グループ相互の交流会

インターネットを活用したオンライン講

座・研修会

その他

無回答

50.5

22.8

18.8

15.8

9.9

7.9

4.0

1.0

3.0

2.0

0 10 20 30 40 50 60

（％）

全体(n=101)

（２）参加したことのある講演会や講座 

問 35（問 34で１～２に○印をつけられた方に、お尋ねします。） 
次のうちどの講演会や講座に参加したことがありますか。（あてはまるものすべてに○） 

 

図表 35－１ 参加したことのある講演会や講座（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 参加したことのある講演会や講座としては、「公民館での講演会・人権講座・研修会」が 50.5％と最

も高くなっている。次いで「市民センターでの講演会・人権講座・研修会」（22.8％）、「ＰＴＡや学校で

開催される研修会、人権学習参観など」（18.8％）、「人権啓発センターが開催する講座・講演会・研修会」

（15.8％）となっている。 
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選択肢
今回

（ｎ=101）

令和４年度

（ｎ=111）

公民館での講演会・人権講座・研修会 50.5% 52.3% 

市民センターでの講演会・人権講座・研修会 22.8% 27.0% 

ＰＴＡや学校で開催される研修会、人権学習参観など 18.8% 36.0% 

人権啓発センターが開催する講座・講演会・研修会 15.8% 11.7% 

企業や団体、大学等が主催する講演会など 9.9% 15.3% 

企業を対象とした行政が行う研修会 7.9% 6.3% 

人権問題についての学習グループの活動や、グループ相互の

交流会
4.0% 10.8% 

インターネットを活用したオンライン講座・研修会 1.0% 2.7% 

その他 3.0% 1.8% 

無回答 2.0% －

図表 35－２ 参加したことのある講演会や講座（全体／経年比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和４年度と比較すると、上位項目では、「公民館での講演会・人権講座・研修会」は 1.8ポイント減

少、「市民センターでの講演会・人権講座・研修会」は 4.2ポイント減少し、「ＰＴＡや学校で開催され

る研修会、人権学習参観など」は 17.2ポイントと大きく減少している。 
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公民館や市民センターなど家から近い施設

での開催

他の行事やイベントに組み込まれている

天神地区や博多駅周辺など、立ち寄りやす

い場所での開催

オンラインを活用し自宅で参加（聴講）で

きる

著名人の出演

人権問題の当事者による講演

ワークショップなどの参加型

その他

特にない

無回答

25.9

23.9

20.0

17.3

17.0

12.6

8.1

1.5

29.3

3.9

0 5 10 15 20 25 30 35

（％）

全体(N=1,187)

（３）参加したい講演会や講座、イベント 

問 36 福岡市が開催する人権問題に関する講演会や講座、イベントについて、どのようなも

のであれば、あなたは参加したいと思いますか。（○は３つまで） 

 

図表 36－１ 参加したい講演会や講座、イベント（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 参加したい講演会や講座、イベントとしては、「公民館や市民センターなど家から近い施設での開催」

が 25.9％と最も高くなっている。次いで「他の行事やイベントに組み込まれている」（23.9％）、「天神

地区や博多駅周辺など、立ち寄りやすい場所での開催」（20.0％）となっている。 
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名

人
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出

演

人

権

問

題

の

当

事

者

に

よ

る

講

演
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ク

シ
ョ

ッ

プ

な

ど

の

参

加

型

そ

の

他

特

に

な

い

無

回

答

　全　体 1,187 25.9 23.9 20.0 17.3 17.0 12.6 8.1 1.5 29.3 3.9

18～29歳 136 14.0 27.2 27.2 27.2 25.7 11.0 11.0 2.9 22.8 0.7

30代 145 11.0 26.9 20.7 17.2 15.2 7.6 8.3 2.1 37.2 1.4

40代 177 16.9 27.7 16.4 25.4 20.9 11.3 10.2 0.6 28.2 2.3

50代 205 27.8 27.3 21.5 20.5 21.0 13.2 10.2 2.0 22.4 1.0

60代 204 35.3 25.0 22.5 16.2 13.7 16.7 6.9 1.5 24.5 3.4

70代 199 35.7 16.6 16.1 10.1 11.1 17.1 6.5 1.0 33.7 8.5

80歳以上 107 ● 37.4 15.9 15.0 2.8 9.3 6.5 2.8 0.9 ● 43.0 12.1

※ ＝全体の数値より+5ポイント、●＝全体の数値より+10ポイント

年

代

別

選択肢
今回

（N=1,187）

令和４年度

（N=1,303）

公民館や市民センターなど家から近い施設での開催 25.9% 26.6% 

他の行事やイベントに組み込まれている 23.9% 23.0% 

天神地区や博多駅周辺など、立ち寄りやすい場所での開催 20.0% 16.0% 

オンラインを活用し自宅で参加（聴講）できる 17.3% 18.6% 

著名人の出演 17.0% 17.4% 

人権問題の当事者による講演 12.6% 15.0% 

ワークショップなどの参加型 8.1% 9.1% 

その他 1.5% 2.6% 

特にない 29.3% 25.2% 

無回答 3.9% 6.1% 

図表 36－２ 参加したい講演会や講座、イベント（全体／経年比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和４年度と比較すると、上位項目では、「公民館や市民センターなど家から近い施設での開催」は

0.7 ポイント減少、「他の行事やイベントに組み込まれている」は 0.9 ポイント増加、「天神地区や博多

駅周辺など、立ち寄りやすい場所での開催」は 4.0ポイント増加している。 

 また、「特にない」は 4.1ポイント増加している。 

 

図表 36－３ 参加したい講演会や講座、イベント（年代別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 年代別にみると、60代以上では「公民館や市民センターなど家から近い施設での開催」、18～29歳で

は「天神地区や博多駅周辺など、立ち寄りやすい場所での開催」「オンラインを活用し自宅で参加（聴講）

できる」「著名人の出演」が他の年代に比べて高くなっている。 
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シ
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ッ

プ
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ど

の

参

加

型

そ

の

他

特

に

な

い

無

回

答

　全　体 1,187 25.9 23.9 20.0 17.3 17.0 12.6 8.1 1.5 29.3 3.9

 女性　計 678 25.8 27.3 20.9 16.4 15.0 13.0 9.3 1.0 28.0 3.5

18～29歳 82 12.2 ● 35.4 28.0 ● 30.5 26.8 9.8 14.6 3.7 18.3 1.2

30代 86 11.6 27.9 19.8 19.8 14.0 7.0 9.3 1.2 38.4 1.2

40代 115 17.4 30.4 18.3 20.9 20.9 15.7 9.6 0.9 28.7 1.7

50代 109 30.3 29.4 24.8 22.9 15.6 16.5 11.0 - 17.4 0.9

60代 115 31.3 27.8 25.2 7.8 10.4 13.0 9.6 0.9 27.0 2.6

70代 106 ● 39.6 20.8 17.0 9.4 12.3 18.9 6.6 0.9 27.4 8.5

80歳以上 65 ● 36.9 16.9 10.8 1.5 3.1 4.6 3.1 - ● 46.2 10.8

 男性　計 473 27.1 19.2 18.2 19.0 19.9 12.3 6.8 2.3 30.9 4.4

18～29歳 51 17.6 15.7 25.5 19.6 25.5 11.8 5.9 2.0 31.4 -

30代 56 10.7 21.4 21.4 14.3 17.9 8.9 5.4 3.6 37.5 1.8

40代 56 17.9 23.2 10.7 ● 33.9 23.2 3.6 12.5 - 25.0 3.6

50代 92 26.1 23.9 17.4 18.5 ● 28.3 9.8 9.8 4.3 27.2 1.1

60代 87 ● 40.2 21.8 18.4 ● 27.6 16.1 21.8 3.4 2.3 21.8 4.6

70代 92 31.5 12.0 15.2 10.9 9.8 15.2 6.5 1.1 ● 40.2 8.7

80歳以上 38 ● 39.5 15.8 23.7 5.3 21.1 7.9 2.6 2.6 36.8 13.2

※ ＝全体の数値より+5ポイント、●＝全体の数値より+10ポイント

性

・

年

代

別

図表 36－４ 参加したい講演会や講座、イベント（性・年代別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 性別にみると、女性では「他の行事やイベントに組み込まれている」が 27.3％と男性（19.2％）より

も 8.1ポイント高くなっている。 

性・年代別にみると、男女とも 60代以上では「公民館や市民センターなど家から近い施設での開催」

が他の性・年代よりも高くなっている。女性 18～29歳では「他の行事やイベントに組み込まれている」

「オンラインを活用し自宅で参加（聴講）できる」、男 40代・60代では「オンラインを活用し自宅で参

加（聴講）できる」、男性 50代では「著名人の出演」が全体よりも 10ポイント以上高くなっている。 
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講

演

ワ
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ク

シ
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ッ

プ

な

ど

の

参

加

型

そ

の

他

特

に

な

い

無

回

答

　全　体 1,187 25.9 23.9 20.0 17.3 17.0 12.6 8.1 1.5 29.3 3.9

関心層 822 29.6 26.0 22.7 20.6 17.9 15.1 9.7 1.7 21.3 3.2

関心がある 203 34.5 25.6 28.6 22.2 13.3 15.8 12.3 3.4 19.7 3.9

多少関心がある 619 27.9 26.2 20.8 20.0 19.4 14.9 8.9 1.1 21.8 2.9

無関心層 326 16.0 19.3 12.3 9.8 15.0 6.1 4.3 1.2 ● 49.1 4.9

あまり関心がない 261 17.2 21.1 13.0 11.9 14.9 7.7 5.4 1.1 ● 46.0 4.2

関心がない 65 10.8 12.3 9.2 1.5 15.4 - - 1.5 ● 61.5 7.7

39歳以下 186 13.4 31.2 ● 30.6 ● 28.5 21.0 11.3 11.8 2.2 19.4 -

40～59歳 285 26.3 26.0 17.5 24.9 19.6 14.7 11.2 1.4 21.1 1.8

60歳以上 341 ● 41.3 23.5 22.6 13.2 14.1 17.3 7.6 1.8 22.9 6.2

39歳以下 91 11.0 19.8 8.8 9.9 19.8 4.4 4.4 3.3 ● 51.6 3.3

40～59歳 87 11.5 32.2 21.8 16.1 21.8 5.7 8.0 1.1 39.1 1.1

60歳以上 144 22.2 11.8 9.0 6.3 7.6 7.6 2.1 - ● 52.8 8.3

※ ＝全体の数値より+5ポイント、●＝全体の数値より+10ポイント

年

齢

層

別

人

権

問

題

関

心

度

関

心

層

無

関

心

層

人

権

問

題

関

心

度

 

図表 36－５ 参加したい講演会や講座、イベント（人権問題関心度別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 人権問題関心度別にみると、関心がある層では「公民館や市民センターなど家から近い施設での開催」

「天神地区や博多駅周辺など、立ち寄りやすい場所での開催」が他の層に比べて高くなっている。無関

心層では「特にない」が 49.1％と最も高くなっている。 

年齢別人権関心度別にみると、関心層の 60 歳以上では「公民館や市民センターなど家から近い施設

での開催」、39歳以下では「天神地区や博多駅周辺など、立ち寄りやすい場所での開催」「オンラインを

活用し自宅で参加（聴講）できる」が全体よりも 10ポイント以上高くなっている。また、無関心層の 40

歳～59歳では「他の行事やイベントに組み込まれている」が 32.3％と高くなっている。 
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テレビ番組・ＣＭ

市政だより、広報紙、パンフレット

メールマガジンやＳＮＳ、動画投稿

サイト（YouTubeなど）での発信

公民館・市民センターなど、地域で

の講演会・人権講座・研修会

インターネットを活用したオンライ

ン講座・研修会

新聞記事・広告

ホームページ、インターネット広告

映画の放映

デジタルサイネージや掲示物（ポス

ター・横断幕など）

人権啓発センターが開催する講座・

講演会・研修会

ラジオ番組・ＣＭ

人権問題についての学習グループの

活動や、グループ相互の交流会

人権問題に関する啓発ＤＶＤ、図書

などの貸し出し

その他

特にない

わからない

無回答

41.2

25.4

21.1

20.6

15.2

12.2

12.2

8.3

6.9

6.6

6.4

4.3

0.9

2.5

4.6

11.5

3.4

0 10 20 30 40 50

（％）

全体(N=1,187)

６ 人権問題についての理解を深めるために必要な啓発活動 

問 37  人権問題についての理解を深めるにあたって、あなたはどのような啓発活動が特に

役に立つと思いますか。（○は３つまで） 

 

図表 37－１ 人権問題についての理解を深めるために必要な啓発活動（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 人権問題についての理解を深めるために役に立つ啓発活動としては、「テレビ番組・ＣＭ」が 41.2％

と最も高くなっている。次いで「市政だより、広報紙、パンフレット」（25.4％）、「メールマガジンやＳ

ＮＳ、動画投稿サイト（YouTubeなど）での発信」（21.1％）、「公民館・市民センターなど、地域での講

演会・人権講座・研修会」（20.6％）となっている。 
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選択肢
今回

（N=1,187）

令和４年度

（N=1,303）

テレビ番組・ＣＭ 41.2% 51.7% 

市政だより、広報紙、パンフレット 25.4% 26.4% 

メールマガジンやＳＮＳ、動画投稿サイト（YouTubeなど）での

発信
21.1% 20.2% 

公民館・市民センターなど、地域での講演会・人権講座・研修会 20.6% 21.2% 

インターネットを活用したオンライン講座・研修会 15.2% 14.4% 

新聞記事・広告 12.2% 19.6% 

ホームページ、インターネット広告 12.2% 11.9% 

映画の放映※1 8.3% 

デジタルサイネージや掲示物（ポスター・横断幕など） 6.9% 6.4% 

人権啓発センターが開催する講座・講演会・研修会 6.6% 5.5% 

ラジオ番組・ＣＭ 6.4% 8.6% 

人権問題についての学習グループの活動や、グループ相互の交流

会
4.3% 4.6% 

人権問題に関する啓発ＤＶＤ、図書などの貸し出し 0.9% 1.1% 

その他 2.5% 2.7% 

特にない 4.6% 3.8% 

わからない 11.5% 8.4% 

無回答 3.4% 3.8% 

※1 今回調査から追加

図表 37－２ 人権問題についての理解を深めるために必要な啓発活動（全体／経年比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和４年度と比較すると、最も高い「テレビ番組・ＣＭ」は 51.7％から 41.2％に 10.5ポイントの減

少となっている。 

 今回設定した「映画の放映」は 8.3％で、14項目中８番目であった。 
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座

・

講

演

会

・

研

修

会

　全　体 1,187 41.2 25.4 21.1 20.6 15.2 12.2 12.2 8.3 6.9 6.6

18～29歳 136 36.8 8.8 ● 37.5 12.5 20.6 8.8 16.2 11.8 10.3 5.1

30代 145 37.2 11.7 ● 36.6 5.5 17.9 5.5 20.7 8.3 16.6 2.1

40代 177 45.2 22.0 29.4 13.0 22.0 7.9 15.8 8.5 5.1 4.5

50代 205 43.4 18.5 24.4 17.6 20.0 7.8 14.6 7.3 7.3 5.4

60代 204 46.1 32.8 12.7 27.5 13.2 13.2 13.7 10.8 6.4 13.2

70代 199 37.2 ● 42.2 7.0 ● 32.2 8.5 19.1 2.5 6.5 2.0 8.5

80歳以上 107 41.1 ● 40.2 1.9 ● 33.6 0.9 ● 27.1 0.9 5.6 1.9 4.7

サ

ン
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ル

数

ラ
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オ

番

組

・

Ｃ

Ｍ

人

権

問

題

に

つ
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書
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ど
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貸

し

出

し

そ

の

他

特

に

な

い

わ

か

ら

な

い

無

回

答

　全　体 1,187 6.4 4.3 0.9 2.5 4.6 11.5 3.4

18～29歳 136 5.9 4.4 0.7 5.1 2.9 9.6 2.2

30代 145 3.4 4.1 0.7 4.8 6.9 11.0 2.1

40代 177 9.0 3.4 0.6 2.8 4.5 9.0 2.8

50代 205 6.8 5.4 1.0 3.4 4.4 10.2 1.5

60代 204 9.3 3.9 0.5 1.0 2.0 12.3 2.0

70代 199 4.0 4.5 2.0 - 5.0 14.1 6.5

80歳以上 107 5.6 3.7 0.9 0.9 6.5 15.0 7.5

※ ＝全体の数値より+5ポイント、●＝全体の数値より+10ポイント

年

代

別

年

代

別

図表 37－３ 人権問題についての理解を深めるために必要な啓発活動（年代別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 年代別にみると、30代以下では「メールマガジンやＳＮＳ、動画投稿サイト（YouTubeなど）での発

信」、70代以上では「市政だより、広報紙、パンフレット」「公民館・市民センターなど、地域での講演

会・人権講座・研修会」、80歳以上では「新聞記事・広告」が全体よりも 10ポイント以上高くなってい

る。 

 

  



152 

（数値：％）
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会

　全　体 1,187 41.2 25.4 21.1 20.6 15.2 12.2 12.2 8.3 6.9 6.6

 女性　計 678 44.0 27.7 22.6 20.4 13.4 12.7 10.9 8.6 7.1 5.8

18～29歳 82 36.6 12.2 ● 35.4 15.9 22.0 11.0 13.4 9.8 11.0 4.9

30代 86 44.2 10.5 ● 44.2 4.7 19.8 3.5 20.9 4.7 ● 18.6 2.3

40代 115 47.8 25.2 27.8 13.9 18.3 7.0 13.9 9.6 5.2 3.5

50代 109 44.0 19.3 26.6 20.2 18.3 8.3 12.8 9.2 7.3 6.4

60代 115 46.1 34.8 13.9 26.1 7.0 13.0 12.2 10.4 5.2 12.2

70代 106 41.5 ● 47.2 6.6 ● 31.1 6.6 ● 22.6 0.9 9.4 2.8 7.5

80歳以上 65 46.2 ● 44.6 3.1 ● 30.8 - ● 27.7 - 4.6 - -

 男性　計 473 38.1 22.2 19.5 20.7 18.0 11.6 13.7 8.5 6.6 8.2

18～29歳 51 35.3 3.9 ● 41.2 7.8 17.6 5.9 21.6 15.7 7.8 5.9

30代 56 28.6 10.7 26.8 5.4 16.1 7.1 21.4 14.3 12.5 1.8

40代 56 41.1 16.1 ● 32.1 12.5 ● 30.4 8.9 16.1 7.1 5.4 7.1

50代 92 42.4 17.4 22.8 15.2 21.7 6.5 16.3 5.4 7.6 4.3

60代 87 46.0 29.9 11.5 28.7 21.8 13.8 14.9 10.3 8.0 14.9

70代 92 32.6 ● 37.0 7.6 ● 33.7 10.9 15.2 4.3 3.3 1.1 9.8

80歳以上 38 36.8 31.6 - ● 36.8 2.6 ● 28.9 2.6 7.9 5.3 13.2
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い

無

回

答

　全　体 1,187 6.4 4.3 0.9 2.5 4.6 11.5 3.4

 女性　計 678 6.8 4.9 0.9 1.9 2.4 11.7 2.9

18～29歳 82 4.9 7.3 1.2 3.7 - 8.5 1.2

30代 86 3.5 3.5 1.2 2.3 4.7 10.5 1.2

40代 115 7.8 4.3 0.9 1.7 3.5 8.7 2.6

50代 109 9.2 6.4 - 3.7 0.9 11.9 1.8

60代 115 7.8 2.6 0.9 1.7 1.7 14.8 0.9

70代 106 5.7 5.7 0.9 - 2.8 11.3 6.6

80歳以上 65 7.7 4.6 1.5 - 3.1 16.9 7.7

 男性　計 473 6.3 3.4 1.1 3.2 7.4 11.2 3.8

18～29歳 51 7.8 - - 7.8 7.8 11.8 2.0

30代 56 3.6 3.6 - 7.1 10.7 12.5 3.6

40代 56 12.5 1.8 - 5.4 5.4 10.7 3.6

50代 92 4.3 4.3 2.2 3.3 8.7 7.6 1.1

60代 87 11.5 5.7 - - 2.3 9.2 3.4

70代 92 2.2 3.3 3.3 - 7.6 16.3 6.5

80歳以上 38 2.6 2.6 - 2.6 13.2 7.9 7.9

※ ＝全体の数値より+5ポイント、●＝全体の数値より+10ポイント

性

・

年

代

別

性

・

年

代

別

図表 37－４ 人権問題についての理解を深めるために必要な啓発活動（性・年代別） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

性別にみると、女性では「テレビ番組・ＣＭ」が 44.0％と、男性（38.1％）よりも 5.9ポイント高く、

「市政だより、広報紙、パンフレット」が 27.7％と、男性（22.2％）よりも 5.5ポイント高くなってい

る。 

 性・年代別にみると、男女とも 60代以上では「市政だより、広報紙、パンフレット」「公民館・市民

センターなど、地域での講演会・人権講座・研修会」、女性 70代以上、男性 80歳以上では「新聞記事・
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研

修

会

　全　体 1,187 41.2 25.4 21.1 20.6 15.2 12.2 12.2 8.3 6.9 6.6

関心層 822 42.8 27.6 21.8 23.8 18.6 13.0 13.0 8.4 6.9 7.5

関心がある 203 36.5 24.6 25.1 ● 31.0 20.2 14.8 15.3 9.9 4.9 11.3

多少関心がある 619 44.9 28.6 20.7 21.5 18.1 12.4 12.3 7.9 7.6 6.3

無関心層 326 36.5 19.6 19.9 11.7 7.4 10.1 10.1 7.4 6.4 3.1

あまり関心がない 261 38.3 20.7 20.7 12.6 8.4 10.7 10.0 7.3 6.9 3.8

関心がない 65 29.2 15.4 16.9 7.7 3.1 7.7 10.8 7.7 4.6 -

39歳以下 186 37.6 11.8 ● 38.7 10.8 24.2 8.1 20.4 11.3 14.5 4.3

40～59歳 285 44.6 21.8 25.6 17.9 24.2 7.0 16.1 7.0 5.3 5.6

60歳以上 341 44.6 ● 41.6 9.4 ● 35.5 10.9 20.8 6.7 8.2 4.4 11.1

39歳以下 91 34.1 6.6 ● 34.1 5.5 9.9 5.5 14.3 7.7 11.0 2.2

40～59歳 87 42.5 16.1 28.7 8.0 10.3 9.2 11.5 10.3 8.0 2.3

60歳以上 144 34.7 30.6 6.3 18.1 4.2 13.9 6.3 5.6 2.1 4.2
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無

回

答

　全　体 1,187 6.4 4.3 0.9 2.5 4.6 11.5 3.4

関心層 822 7.1 5.7 1.1 3.3 3.8 6.9 2.8

関心がある 203 3.9 8.9 2.0 4.4 5.4 3.4 3.9

多少関心がある 619 8.1 4.7 0.8 2.9 3.2 8.1 2.4

無関心層 326 4.9 1.2 0.3 0.9 6.7 ● 23.6 4.6

あまり関心がない 261 5.0 1.5 0.4 0.8 6.5 21.1 3.8

関心がない 65 4.6 - - 1.5 7.7 ● 33.8 7.7

39歳以下 186 5.4 5.9 1.1 7.0 3.2 7.5 1.1

40～59歳 285 8.1 4.9 0.7 3.5 3.9 6.7 2.5

60歳以上 341 7.3 6.2 1.5 0.9 3.8 6.7 3.8

39歳以下 91 3.3 1.1 - 1.1 7.7 16.5 4.4

40～59歳 87 8.0 3.4 - 2.3 5.7 20.7 1.1

60歳以上 144 4.2 - 0.7 - 5.6 ● 29.9 6.9

※ ＝全体の数値より+5ポイント、●＝全体の数値より+10ポイント
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広告」、女性 50代以下、男性 40代以下では「メールマガジンやＳＮＳ、動画投稿サイト（YouTubeなど）

での発信」が他の性・年代に比べて高くなっている。 

 

図表 37－５ 人権問題についての理解を深めるために必要な啓発活動（人権問題関心度別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 人権問題関心度別にみると、関心がある層で「公民館・市民センターなど、地域での講演会・人権講

座・研修会」「インターネットを活用したオンライン講座・研修会」が他の層に比べて高くなっている。 

 また年齢層人権問題関心度別にみると、関心層の 39 歳以下で「メールマガジンやＳＮＳ、動画投稿

サイト（YouTubeなど）での発信」、60歳以上で「市政だより、広報紙、パンフレット」「公民館・市民

センターなど、地域での講演会・人権講座・研修会」、無関心層の 39歳以下で「メールマガジンやＳＮ

Ｓ、動画投稿サイト（YouTubeなど）での発信」が全体よりも 10ポイント以上高くなっている。 

 



154 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ．調査結果の総括 
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Ⅲ 調査結果の総括 

１ 人権問題への関心度と具体的な問題との相関 

人権問題について、「関心がある」がある人は 17.1％、「多少関心がある」が 52.1％で、これを合わせ

た関心層は約７割（69.2％）を占め、多くの市民が人権問題に関心を持っている。 

関心層は、人権が尊重されていないと思うこと（問３）では、全ての項目で無関心層より高い割合と

なっており、特に、「女性の人権」（39.3％）、「障がい者の人権」（35.8％）、「犯罪被害者やその家族の人

権」（35.8％）、「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の人権」（25.2％）、「高齢者の人権」（25.1％）、

「ヘイトスピーチによる人権侵害」（22.5％）「性的マイノリティの人権」（29.0％）は、無関心層より 10

ポイント以上高い。結婚や就職時の身元調査（問９）についても、関心層は『反対派』（51.5％）が無関

心層より 17.2ポイント高く、身近な人が、同和地区の出身者に差別的な発言、態度を示した場合の対応

（問 11）では、「差別をしてはいけないと注意し、お互いよく話し合う」と回答した人が 47.1％にのぼ

り、無関心層より 21.0ポイント高く、人権問題への関心の高さが、行動面の回答の傾向としても違いと

して示されている。 

 

個々の問題の具体的な差別や人権侵害の事例についても、関心層と無関心層における意識の違いが大

きなものが多く、日頃から関心を持つ人は、様々な問題について、より広く、深く問題意識を持つ傾向

が強い。 

具体的な例として、同和問題については、差別があるとする回答（問 10）は、特に「結婚の面」（36.5％）、

「社会における偏見意識」（33.0％）、「同和地区の家や土地の購入の面」（27.6％）、「インターネットへ

の書き込みなど」（23.9％）など、いずれも無関心層との差が 10ポイント以上高い。 

同和問題を解決する手法（問 12）も、関心層は無関心層を大きく上回る項目が多く、「小・中学校な

どの人権教育で、同和問題に関する正しい知識を教える」（48.7％）、「市民が、自ら差別や人権について

学ぶ」（35.5％）、「市民一人ひとりが、住所や出身地に関係なく活発に交流する」（30.9％）、「国や地方

自治体が、同和問題の解決に向けた教育・啓発活動や相談活動などの施策に効果的に取り組む」（29.0％）

などが、無関心層より 10ポイント以上高い。一方で、無関心層は、同和問題を解決する手法で「わざわ

ざとりあげないで、そっとしておく方がよい」（27.9％）が関心層より 8.8ポイント高くなっている。 

 

また、個々の問題について、関心層が無関心層より特に高い具体的な事例は以下のようなものがある。 

・高齢者に関する問題（問 15）は、「インターネットやスマートフォンを十分に活用できないことな

どにより、生活に必要な情報がひとり暮らしの高齢者に十分に伝わりにくいこと」（46.2％・無関心

層＋10.9ポイント）が特に高い。 

・障がい者に関する問題（問 16）は、「障がい者に対する理解を深める機会が少ないこと」（33.6％・

無関心層＋10.9ポイント）が特に高い。 

・外国人に関する問題（問 17）は、「外国の生活習慣や文化などへの理解が不足しており、外国人が

地域社会に十分に受け入れられないこと」（21.7％・無関心層＋10.7ポイント）が特に高く、外国人

に対するヘイトスピーチの問題（問 18）も、「許されないことで、絶対にやめるべき」が 28.2％で、

無関心層（13.8％）の約２倍と高い。 

・ハンセン病の患者等に関する問題（問 20）は、「ハンセン病について正しく理解されておらず、誤

った認識や偏見があること」（40.0％・無関心層＋16.4 ポイント）、「悪意のある噂を流されたり差

別的な言動を受けること」（26.8％・無関心層＋13.0ポイント）が特に高い。 

・性的マイノリティに関する問題（問 23）は、「性的マイノリティに対する理解が不足しており、誤

解や偏見があること」（36.7％・無関心層＋12.2ポイント）が特に高い。 
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・その他、インターネットに関する問題や北朝鮮当局によって拉致された被害者等に関する問題など

においても特に高い具体的な事例が確認されている。 

 

以上のように、関心層は、個々の問題において、具体的な事例について問題意識が高く、無関心層と

の差を示しているが、特に、知識や理解の不足からくる差別や偏見を問題視し、問題意識を強く持つ傾

向がある。日常的に、こうした問題点に関する情報等を見聞きして、関心を持つと同時に、理解を深め

ることの重要性を認識しているものとみられる。 

一方、関心層と無関心層で、問題認識に大きな差がないものとして、「女性に関する問題（問 13）」、

「子どもに関する問題（問 14）」、「働く人の人権に関する問題（問 29）」などがあり、これらの問題は、

より身近な問題として、関心度に関わらず、問題意識を持つ人が多いと考えられる。 

 

人権問題の課題の１つとして、知識不足や理解不足があり、人権に関する情報に接することで、理解

を深め、差別や人権に関する誤った認識を改めるきっかけへとつなげることが重要であると考えられる。 

また、関心層と無関心層では、問題に対する認識、意識の違いとともに、行動面でも積極性に差が見

られ、関心層は問題に対して誤りを正すなど改善に向けて動く答えを選ぶ傾向にあるのに対し、無関心

層は、消極的な答えを選ぶ傾向が見受けられる。多くの人が関心層となることで、こうした消極的な姿

勢も改善されることが期待される。 
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下表は、人権問題に関する関心度（問４）と、人権に関する各質問の間での相関性の高い項目（上位

10項目）であるが、このうち、相関性が認められるものとしては、福岡市で行われた講演会や講座で参

加したもの（問 35）のうち、「市民センターでの講演会・人権講座・研修会」（相関係数 0.3183）、同じ

く「人権啓発センターが開催する講座・講演会・研修会」（0.2609）の相関性が高く、関心度が高い人は、

こうした講演会等への参加に積極的な姿勢と相関性がある。このほか、「福岡市人権啓発センター(ココ

ロンセンター)の認知度（問 32）」（相関係数 0.2156）、「同和地区出身者への差別発言、態度に対する行

動（問 11 ア）」（相関係数 0.2072）なども、やや相関性は高く、関心度が高い人はポジティブな回答と

なる傾向と考えられる。 

 

図表Ⅲ－１ 問４「人権問題関心度」の相関係数上位 10項目 

質問（SA）・選択肢（MA)＊ 対象内容 
問４ 人権問題関心度 

相関係数 

問 35  福岡市で行われた講演会や講座で参加し

たもの（MA) 

市民センターでの講演会・人権講座・研修

会 
0.3183 

問 35  福岡市で行われた講演会や講座で参加し

たもの（MA) 

人権啓発センターが開催する講座・講演

会・研修会 
0.2609 

問 32 「福岡市人権啓発センター(ココロンセンタ

ー)」認知度（SA) 
ポジティブ回答ほどプラスに影響 0.2156 

問 11・ア 同和地区出身者への差別発言、態度に

対する行動（SA) 
ポジティブ回答ほどプラスに影響 0.2072 

問 33 福岡市の過去 5 年間啓発活動接触状況

（MA) 
人権尊重作品（標語・ポスター・作文） 0.1933 

問 33 福岡市の過去 5 年間啓発活動接触状況

（MA) 

市政だよりの人権啓発記事（コラムや特集な

ど） 
0.1744 

問 34 福岡市の人権問題講演会や講座参加経験

（SA) 
ポジティブ回答ほどプラスに影響 0.1718 

問 31  人権問題の教育・啓発に関する情報入手経

路（MA) 
講演会、研修会 0.1680 

問 37  必要な啓発活動（MA) 
公民館・市民センターなど、地域での講演

会・人権講座・研修会 
0.1638 

問 31  人権問題の教育・啓発に関する情報入手経

路（MA) 
ポスター 0.1572 

*「SA」は単一回答の設問、「MA」は複数回答設問の該当選択肢 

※相関係数：２つのデータがどれだけ関連性があるのかを示す係数で、−１～＋１の間の数値となる 

関連性が強ければ１に近づき、低ければ０に近づく。概ね 0.2以上で相関性があると考えられる 

 

このほか、「自身が差別を受けた、または人権を侵害されたと感じた経験（問７）」の各事例のいずれ

かで「ある」と回答した人は、関心層の割合（78.6％）が「ない」と回答した人より 11.5ポイント高く、

自身の経験から関心度の高さに至ったとみられる面もあるが、人権に関する関心度（問４）と同設問と

の相関性は認められず、自身の経験に関わらず、多くの人が、様々な情報に接するなどのきっかけによ

って関心を持つようになる人も多いと考えられる。 
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２ 効果的な啓発手法について 

福岡市では、様々な人権教育・啓発を行っているが、市民の人権問題に関する情報の入手経路（問 31）

は、「市政だより」（38.3％）、「インターネット上のニュースサイトや記事」（38.2％）、「テレビ」（34.0％）、

「新聞」（20.9％）などが多く、令和４年度と比較すると、「市政だより」は 1.8 ポイント、「ＳＮＳ」

（17.2％）は 3.6ポイント増加しているが、「テレビ」は 14.4ポイント減少、「新聞」は 9.3ポイント減

少、「インターネット上のニュースサイトや記事」は 6.4 ポイント減少など、情報入手経路は大きく変

化している。 

50 代以下では「インターネット上のニュースサイトや記事」、30 代以下では「ＳＮＳ」などが多く、

18～29歳の若年層では、「ＳＮＳ」（47.8％）が「インターネット上のニュースサイトや記事」と同率で

最も多く、30 代では「インターネット上のニュースサイトや記事」（44.8％）が最も多いのに対し、60

代以上では「市政だより」、「新聞」、70 代以上では「テレビ」が他の年代に比べて多く、年齢により情

報入手経路は大きく異なる。依然として 60代以上では、「市政だより」が最も多い入手先で、「市政だよ

り」の全体値が令和４年度から増えたのは、60代以上が多く利用しているためと考えられる。 

一方で、30代以下の若年層は、インターネットやＳＮＳからの情報入手が多いが、福岡市の過去５年

間の啓発活動として見聞きしたもの（問 33）では、「ＳＮＳや動画投稿サイト（YouTubeなど）、インタ

ーネット広告」は 18～29歳では 18.4％、30代では 9.0％にとどまり、18～29歳は「人権尊重作品（標

語・ポスター・作文）」（25.0％）、30代では「市政だより」（29.7％）が最も多い。いずれも「特に見た

り、聞いたりしたものはない」（18～29歳：48.5％、30代：47.6％）が最も多く、特に男性の 18～29歳

では「特に見たり、聞いたりしたものはない」が 62.7％にのぼる。若年層は、情報入手経路としてＳＮ

Ｓが重要であるものの、様々な情報があふれるＳＮＳで、人権に関する啓発情報をいかにみてもらうか

が課題となる。 

このほか、福岡市内で開催された人権問題に関する講演会や講座への参加経験（問 34）がある割合は

8.5％で令和４年度から変化はなく、「講演会や講座が開催されていたことを知らない」（57.8％）が 6.3

ポイント増加しており、具体的な人権啓発に関する取組みの情報発信を充実していく必要がある。 

 

啓発情報の伝え方として、60代以上は、依然として「市政だより」の持つ役割は大きいが、50代以下

のインターネットを活用している世代が、今後 60 代になった際も、現状であまりみられていない「市

政だより」を、現在の 60 代以上のように情報入手経路として活用するかどうかについては、今後注視

していく必要がある。 

情報の入手先が大きく変化する中で、人権問題に関する啓発情報を、より多くの人に届くように、そ

れぞれの属性の情報入手経路に合った内容や手段で発信していくことが重要であるとともに、特に若年

層に対しては、ＳＮＳ等を活用し、その内容について、より目に留まり、関心を引くようなものに工夫

するなど、多くの情報の中から選択される取組みを強化していくことが重要といえる。 

 

一方、人権問題への関心層と無関心層の情報の入手経路をみると、いずれの経路も関心層が高くなっ

ており、日常的に様々な情報に接している状況がうかがえるが、無関心層が関心層と比較して特に低い

のは、「市政だより」（27.6％・関心層-14.5 ポイント）、「インターネット上のニュースサイトや記事」

（27.9％・関心層-14.8ポイント）、「新聞」（12.9％・関心層-10.1ポイント）などとなっており、情報

入手の上位経路においても、無関心層はあまり利用されていない。 

無関心層に対する情報発信のあり方については、無関心層の属性などを見極めながら、効果的な発信

を行うことが重要となる。18～29歳の若年層は、啓発関連の情報への接触度は低いものの、関心層の割

合は 50代に次ぐ多さで、むしろ関心度は高い。一方で、30代になると関心層の割合が減少し、40代で

回復する状況となっており、30代で無関心層の割合が増える要因なども考慮しながら、無関心層に届く

情報発信を検討していく必要がある。無関心層は、能動的に情報に接触する人は少ないと考えられるが、
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市政だより 0.5623 0.3085 0.1996 0.0457 0.1309 0.2059 0.1581 0.1173 0.0237 0.0180 -0.0460 0.1147 -0.0152 -0.4078

新聞 0.2637 0.2440 0.1186 0.0199 0.0774 0.0920 0.0771 0.0768 0.0002 0.0314 -0.0486 -0.0029 0.0327 -0.2000

広報紙、ちらし 0.2641 0.2000 0.1429 -0.0105 0.1628 0.1551 0.1333 0.0792 -0.0149 0.0792 0.0322 0.0998 -0.0429 -0.1847

ポスター 0.1224 0.1186 0.1834 0.0183 0.1286 0.1803 0.0718 0.0612 0.0330 0.0902 0.1373 0.1029 -0.0321 -0.1504

ラジオ 0.0655 0.1228 0.0852 0.0947 0.0977 0.0976 0.1023 0.0601 -0.0109 0.0134 0.0328 0.0489 0.0665 -0.1016

テレビ 0.0934 0.1133 0.2311 -0.0185 0.0087 0.0849 0.0242 0.0102 -0.0410 0.0493 0.0462 -0.0122 -0.0372 -0.1606

インターネット上のニュースサイトや記事 0.0215 -0.0295 0.0835 0.0117 0.0050 0.0674 -0.0501 0.0252 -0.0149 0.0710 0.2343 0.1057 -0.0312 -0.0908

ＳＮＳ -0.1027 -0.0614 -0.0657 0.0381 -0.0170 -0.0022 -0.0416 -0.0091 0.0148 0.0691 0.2194 0.0742 -0.0539 0.0420

ホームページ 0.0548 0.0466 0.0016 0.0807 0.1121 0.0741 -0.0077 0.0465 0.0035 0.0659 0.1260 0.2179 -0.0233 -0.0435

講演会、研修会 0.1414 0.1683 0.1397 0.0424 0.1319 0.2458 0.2401 0.0946 0.1614 0.0946 0.0076 0.1166 0.0058 -0.1677

その他 0.0059 0.0791 0.0131 0.1244 0.0646 0.0776 0.1125 0.0382 0.1848 0.0382 0.0104 -0.0165 0.0656 -0.0335

特にない -0.2892 -0.1844 -0.1824 -0.0506 -0.0775 -0.1762 -0.0890 -0.0910 -0.0688 -0.0718 -0.1362 -0.0831 0.0438 0.3791

網掛けは±0.2以上

そうした層に目に留めてもらえる情報発信のあり方を検討する必要がある。同時に、関心度の高い 18～

29歳の若年層に、確実に情報が伝わるように、情報の内容や手段を工夫しながら、関心度の高さをさら

に深められるよう、後押ししていくことが重要である。 

 

下表は、人権問題に関する情報の入手経路（問 31）と過去５年間の啓発活動として見聞きしたもの（問

33）の相関係数で、それぞれの入手経路と啓発活動の相関性は高いが、「市政だより」「新聞」「広報誌、

ちらし」はそれぞれの間での相関性も高く、相関係数で見ても同様の傾向がある。前述の通り、若年層

はインターネットやＳＮＳでの情報収集を行うものの、各啓発活動のインターネットやＳＮＳの値は低

く、情報が十分に届いていない状況となっており、若年層が活用するインターネットやＳＮＳで、いか

に人権問題に関する啓発情報に接触してもらうかが重要であり、興味・関心を引く内容となるよう工夫

していく必要がある。 

 

図表Ⅲ－１ 問 31「情報入手経路」と問 33「見聞きした啓発活動」相関係数 
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３ 調査結果まとめ 

●人権が尊重されている社会だと思うか（問２） 

『肯定派』（60.6％）が、『否定派』（18.1％）を大きく上回り、令和４年度の『肯定派』（55.9％）か

らも増加するなど、過去の調査結果と比較すると、『肯定派』は最も高く、『否定派』は最も低く、市民

の人権に対する意識は肯定的にとらえる人が増えている。 

50 代・60 代で『肯定派』の割合が男女の差が 20 ポイント以上あり（男性 50 代 75.0％・女性 50 代

53.2％、男性 60代 73.5％・女性 60代 41.7％）、女性の方が男性よりも『肯定派』が少ない。女性の方

が、人権に関する問題があると認識する人が多い傾向がうかがえる。 

 

●尊重されていないと思う人権問題（問３） 

人権が尊重されていないと思う人権問題は、「インターネット（ＳＮＳを含む）による人権侵害」

（57.7％）が最も多く、身近で、普段から目にすることの多いインターネットやＳＮＳで、差別的表現

などに触れて、人権が尊重されていない社会であると感じる人が多いとみられる。 

このほか、「働く人の人権（パワーハラスメントや長時間労働など）」（48.4％）、「女性の人権」（35.7％）、

「障がい者の人権」（33.0％）などは、ポイント自体は令和４年度より減少しているものの、依然として

尊重されていないと認識している人が多く、新たな選択肢の「ヘイトスピーチによる人権侵害」（20.3％）

も、一定割合の人が問題と感じていることがうかがえる。 

 

●人権問題への関心（問４） 

『関心派』（69.2％）が『無関心派』（27.5％）を大きく上回り、令和４年度から『関心派』は 3.6ポ

イント増加しているものの、『無関心派』も 2.8ポイント増加している。 

性・年代による差が顕著で、女性は『関心派』が７割前後の年代が多いが、女性 30代（62.8％）はや

や低く、男性も 30代（55.4％）と特に低い。一方で、男性 40～60代では、より関心度の強い「関心が

ある」割合が２割を超えて（40代・25.0％、50代・22.8％、60代・23.0％）女性より高い。 

男性の 18～29歳は、令和４年度は『関心派』が５割未満（48.9％）で低かったが、今回は『関心派』

が７割近く（66.7％）となり、男女差（女性 18～29歳・74.4％）も縮小している。 

一方、『無関心派』は、男女とも 30代で多く、女性は 33.7％、男性は 44.6％にのぼり、この世代特有

の状況があると考えられるが、仕事や子育てなど日常のことに追われ、社会で起きているさまざまな課

題に関心を向けることが困難となっている人がいることも要因の一つとして考えられる。 

 

●関心を寄せる人権問題（問５） 

「インターネット（ＳＮＳを含む）による人権侵害」（48.5％）、「働く人の人権（パワーハラスメント

や長時間労働など）」（46.6％）、「女性に関する問題」（38.9％）など、人権が尊重されていないと思うも

の（問３）と同様の傾向となっている。 

「インターネット（ＳＮＳを含む）による人権侵害」は、過去の調査から増加が続いていたが、令和

４年度（52.9％）からは減少した。このほか、上位項目では令和４年度から減少したものが多い中で、

「外国人に関する問題」（28.3％）は、令和４年度から 7.5ポイントと最も多くなった項目であり、関心

の状況が変わっていっていることがうかがえる。 

女性の 40 代以下などで「女性に関する問題」が６割前後で特に多いほか、女性の 30 代・40 代では

「子どもに関する問題」（各 50.0％）も多い。これに対し、男性 30代・40代で「外国人に関する問題」

（各 38.5％）が多い。その他にも、女性 60代以上、男性 80 歳以上では「高齢者に関する問題」など、

自身も関係のある高齢者問題への関心度が高い。 

 

●差別や人権侵害の経験（問６） 
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過去 5 年間の差別や人権侵害の経験は、「ある」（12.2％）、「ない」（67.6％）となっており、「ある」

は令和４年度（14.9％）からやや減少した。 

人権が尊重されている社会だと思うか（問２）で、肯定的にとらえる人が増えていることからも、差

別や人権侵害の問題は、徐々に改善に向かっているとみられる一方で、「ある」と答えた人は、性・年代

別の差が顕著で、女性は全体的に「ある」と回答した人が多く、特に 40代で「ある」（23.5％）が 30代

（10.5％）から急増し、60代にかけて徐々に低下するものの、高い水準で推移する。 

また、「わからない」（全体・16.9％、女性・17.8％、男性・14.8％）も一定の割合を示しており、明

確に否定できない経験が含まれている可能性がある。 

 

●差別や人権侵害分野・内容と場所（問７①、②） 

差別や人権侵害を受けた分野は、「年齢」（31.0％）、「学歴・出身校・職業」（28.3％）、「収入・財産」

（25.5％）、「性別」（24.8％）などが上位となっている。 

分野、場所は、性別による違いが顕著で、女性は「職場・企業」で「性別」の差別や人権侵害を受け

た割合（22.3％）が男性より 19.8ポイント高いほか、「職場・企業」で「年齢」の差別や人権侵害を受

けた割合（25.5％）が男性より 10.5ポイント高く、女性にとって、仕事の場は差別や人権侵害による問

題を受けやすい状況がうかがえる。男性は「職場・企業」で「学歴・出身校・職業」の差別や人権侵害

を受けた割合（30.0％）が女性より 14.0ポイント、「職場・企業」で「容姿」の差別や人権侵害を受け

た割合（20.0％）が女性より 12.6ポイント高くなっている。 

差別を受けた「場所」は、「年齢」、「学歴・出身校・職業」、「収入・財産」、「性別」はいずれも「職場・

企業」が最も多く、仕事の場でさまざまな分野の差別や人権侵害を受ける人が少なくない。このほか「収

入・財産」、「性別」は「家庭」もやや多くなっている。 

 

差別や人権侵害の内容は、「不平等または不利益な扱い」（57.9％）が最も多く、受けた場所として「職

場・企業」が多い。このほか、内容として「名誉や信用を傷つけられたり、侮辱を受けたりしたこと」

（41.4％）、「嫌がらせ、いじめ、かげ口、仲間外れ、無視」（37.9％）、「セクシュアルハラスメント（性

的嫌がらせ）、パワーハラスメント（職務上の地位などを背景にした嫌がらせ）」（35.9％）なども多く、

これらすべての内容の場所は、「職場・企業」が最も多い。 

男性は「名誉や信用を傷つけられたり、侮辱を受けたりしたこと」（45.0％）が女性より 28.0ポイン

ト、「セクシュアルハラスメント（性的嫌がらせ）、パワーハラスメント（職務上の地位などを背景にし

た嫌がらせ）」（37.5％）が女性より 12.0ポイント高いなど、男性の「職場・企業」における差別や人権

侵害の問題が浮き彫りとなっている。 

 

分野・内容ともに「職場・企業」が、多くの差別や人権侵害が発生する場となっているが、場所によ

って、差別や人権侵害を受ける人や内容が異なり、人権問題が複雑化、多様化する状況がうかがえる。

今後はさらに行政と企業等が連携するなど、場所や分野・内容に応じた啓発を効果的に行っていくこと

が求められる。 

 

●差別や人権侵害の問題に自分だけで解決できない場合の対処方法（問８） 

「家族や親戚に相談する」（57.0％）、「友人や知人に相談する」（39.7％）、「市役所や区役所の相談窓

口（市民相談室など）に相談する」（20.1％）が主な対処方法で、身近な人への相談が多くなっている。 

令和４年度から「家族や親戚に相談する」が 4.6 ポイント、「友人や知人に相談する」が２.0 ポイン

ト増加するなど、身近な人への相談は増加傾向にあるのに対し、「市の専門機関（人権啓発センター・男

女共同参画推進センターアミカス・こども総合相談センター えがお館など）に相談する」（17.6％）が

2.9ポイント増加したものの、「市役所や区役所の相談窓口（市民相談室など）に相談する」、「弁護士に

相談する」（15.1％）などは前回と同程度となっている。 
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女性は、「家族や親戚に相談する」（65.3％）が男性より 19.2 ポイント、「友人や知人に相談する」

（44.7％）が男性より 12.1 ポイント高く、女性は身近な人に相談する傾向が強い。男性は、18～29 歳

では「家族や親戚に相談する」（70.6％）、「友人や知人に相談する」（54.9％）が多いが、男性 60代以上

では「市役所や区役所の相談窓口（市民相談室など）に相談する」（60代・33.3％、70代・33.7％、80

代・39.5％）など、公的機関に相談する人が多い傾向がみられる。 

身近な人に相談する人が増える中で、福岡市の相談窓口等の周知拡大と、利用しやすい環境づくりを

進めていくことが重要といえる。 

 

●身元調査についての考え方（問９） 

『反対派』（47.1％）が『容認派』（33.8％）を上回っているが、『容認派』が一定割合を占めている。

令和４年度から「わからない」が追加され、『反対派』、『容認派』ともに平成 29年度から減少していた

が、今回『反対派』、『容認派』ともに令和４年度からわずかながら増加した。 

『反対派』が絶対的な多数派ではない状況が続いており、『容認派』は男女とも 30代が最も多く、男

性 30代では過半数（55.4％）を占める多数派となっている。男女とも 30代だけが異なる回答傾向だが、

結婚時などの身元調査は、自身が調査される側の場合と、相手、他者に調査する側で、反対か容認かの

判断が分かれる可能性も考えられる。 

 

●同和問題が今もあるもの（問 10） 

『差別はある』とするものは、「結婚の面」（31.8％）、「社会における偏見意識」（28.7％）、「同和地区

の家や土地の購入の面」（24.5％）などは、依然として差別が存在すると認識する人が多い。 

令和４年度と比較すると、「結婚の面」（31.8％）は 6.1ポイントで減少し、最も高かった平成７年度

の 69.0％から半減以下の 37.2ポイント減となっている。このほか、「社会における偏見意識」（28.7％）

が 8.2ポイント減、「生活環境面」（15.0％）が 4.7ポイント減、「就職の面」（18.0％）が 4.2ポイント

減、「同和地区の家や土地の購入の面」（24.5％）が 3.8 ポイント減など、概ね減少傾向となっている。 

また、「結婚の面」は、女性 30 代（24.4％）や男性 40 代以下（18～29 歳・25.5％、30 代・25.0％、

40 代・25.0％）では『差別はある』は３割以下で少ないが、女性 50 代～70 代、男性 50 代、60 代では

『差別はある』が４割近くと高い。 

全体として『差別はある』は減少傾向ではあるものの、引き続き啓発活動を続けていく必要がある。 

 

●同和問題に関する考え方 

差別的な発言や態度に対しては、「差別をしてはいけないと注意し、お互いよく話し合う」（40.9％）

が多いが、「何も言わないでそのままにしておく」（18.7％）、「同和問題には、かかわらない方がいいと

言う」（10.5％）と、関わりを避ける層も、令和４年度からやや減少したものの依然として一定割合みら

れる。 

 

結婚については、「家族を説得し、二人の意志を貫いて結婚すればよいと言う」（38.8％）が最も多く、

令和４年度から 2.7ポイント減少するなど、平成 29年度以降やや減少傾向にあるが、「家族の考えに関

わらず結婚すればよいと言う」（21.8％）は令和４年度から 2.8ポイント増加するなど、平成 24年度以

降増加傾向にあり、設問全体では肯定的にとらえる人が多い。これに対し、「家族の強い反対があるのだ

から、慎重に考えてはどうかと言う」（13.8％）は令和４年度から 2.1ポイント減少している。 

  

不動産の契約については、実際に探す状況にない人が多いためか、「わからない」（40.9％）が多いも

のの、「そのまま契約を行う」（25.5％）、「契約を取りやめ、別の不動産を探す」（26.9％）はほぼ同率で

分かれている。令和４年度から「そのまま契約を行う」は微増したが、調査開始以降ほぼ同じ傾向が続

いている。 
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いずれの設問でも、若年層で肯定的・支援的な対応を選択する傾向が強い一方、年代が上がるにつれ

てこれらの割合が低下する傾向がみられる。 

 

●同和問題解決への望ましい方向性（問 12） 

「小・中学校などの人権教育で、同和問題に関する正しい知識を教える」（43.2％）が最も多いが、令

和４年度から 3.0 ポイント減少した。このほか、「市民が、自ら差別や人権について学ぶ」（30.9％）、

「市民一人ひとりが、住所や出身地に関係なく活発に交流する」（27.1％）などが多いものの、概ね令和

４年度と同水準となっている。 

また、「わざわざとりあげないで、そっとしておく方がよい」は男性 18～29 歳（35.3％）、80 歳以上

（34.2％）で相対的に高く、消極的な傾向がうかがえる。 

学校教育の重要性が認識されているが、学校を卒業した人にも、啓発を継続していくことが重要とな

る。 

 

●女性に関する問題（問 13） 

「家事・育児や介護などを男女が共同して行う社会の仕組みの未整備であること」（36.7％）、「子ども

の養育費の不払いなどにより、離婚後の女性が貧困に陥りやすいこと」（32.7％）、「性犯罪や性暴力の被

害を受けること」（29.3％）など、どの問題も一定の割合を示しており、女性に関してさまざまなことが

問題と考えられていることがわかる。 

女性 18～29歳は「職場や学校などでセクシュアルハラスメント（性的嫌がらせ）やマタニティハラス

メント（妊娠・出産等を理由とする不利益な取り扱い）があること」（31.7％）、30代は「家事・育児や

介護などを男女が共同して行う社会の仕組みが未整備であること」（51.2％）、40 代は「「男は仕事、女

は家庭」といった男女の固定的な役割分担意識を他人に押しつけること」（33.0％）などが、他の年代と

比較して多い。 

「様々な意思決定や方針決定の場での女性の参画率が低いこと」（14.2％）は、令和４年度から 10.5

ポイント減、「職場や学校などにおけるセクシュアルハラスメント（性的嫌がらせ）やマタニティハラス

メント（妊娠・出産等を理由とする不利益な取り扱い）」（17.2％）は 9.2ポイント減など、令和４年度

から減少した項目が多い中で、「女性に対するストーカー行為（つきまとい行為）、痴漢行為を受けるこ

と」（20.3％）は微増（＋0.9ポイント）している。 

多くの問題は、徐々に減少傾向にあるものの、引き続き施策を進めていくことが重要であるが、今回

からの選択肢に加えた「子どもの養育費の不払いなどにより、離婚後の女性が貧困に陥りやすいこと」、

「性犯罪や性暴力の被害を受けること」が上位３項目に入り、女性問題は、社会情勢などもみながら、

幅広い視点で支援のあり方を検討していくことが求められる。 

 

●子どもに関する問題（問 14） 

「いじめや無視、嫌がらせ（インターネットやＳＮＳ上の書き込みも含む）などを受けること」（56.6％）

が最も多く、令和４年度から 4.3 ポイント増加し、平成 29 年度以降、高い水準のまま増加傾向が続い

ている。 

「保護者などから、虐待（身体的、心理的、性的）や育児放棄されること」（39.0％）は、令和４年度

から 5.9ポイント減少したものの、依然として高い水準であり、引き続き注視していく必要がある。 

令和４年度から減少した項目が多い中で、「いじめをしている人や、いじめられている人を見て見ぬ

ふりをすること」（25.8％）、「ヤングケアラーにかかる問題」（17.0％）は、それぞれ 1.0ポイント増加

している。 

女性 18～29歳は「学校や就職先の選択など子どもの意見について、大人がその意見を無視したり、大

人の考えを押しつけたりすること」（28.0％）、男性 18～29 歳・40 代では「いじめをしている人や、い

じめられている人を見て見ぬふりをすること」（18～29歳・41.2％、40代・42.9％）が他の年代と比較
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して多い。 

いじめの問題は、見て見ぬふりを含め、問題として認識する人は多く、ＳＮＳ等での書き込みなど、

より複雑化している面もあり、学校だけでなく、地域や家庭、関係機関と連携した対応が求められる。 

 

●高齢者に関する問題（問 15） 

「インターネットやスマートフォンを十分に活用できないことなどにより、生活に必要な情報がひと

り暮らしの高齢者に十分に伝わりにくいこと」（43.5％）が最も多く、令和４年度から 3.4ポイント増加

するなど、平成 29年度以降増加が続き、４割を超えて突出している。 

このほか、「詐欺や悪徳商法などの財産侵害の被害を受けやすいこと」（24.6％）、「道路・建物・交通

機関の段差や階段など外出先での不便が多いこと」（22.6％）なども多い。 

また、「インターネットやスマートフォンを十分に活用できないことなどにより、生活に必要な情報

がひとり暮らしの高齢者に十分に伝わりにくいこと」は、女性の 60 代以上で特に多いが、男性の同年

代との差があり（女性 60 代・51.3％、男性 60 代・43.7％、女性 70 代・46.2％、男性 70 代・33.7％、

女性 80歳以上・58.5％、男性 80歳以上・39.5％）、インターネットを通じた情報収集の面で、女性高齢

者の不安がより大きい状況がうかがえる。 

 

●障がい者に関する問題（問 16） 

「働ける場所や能力を発揮する機会が少ないこと」（31.8％）が最も多いが、令和４年度から 3.2ポイ

ント減少した。このほか、「障がい者に対する理解を深める機会が少ないこと」（30.8％）、「差別的な言

動を受けること」（29.3％）、「道路・建物・交通機関の段差や階段など外出先での不便が多いこと」（28.8％）

などが多い。 

女性 60 代、70 代は「道路・建物・交通機関の段差や階段など外出先での不便が多いこと」（女性 60

代・39.1％、女性 70代・39.6％）が多く、外出時の不安を持つ人が多いのに対し、男性 60代は「働け

る場所や能力を発揮する機会が少ないこと」（43.7％）が多く、引き続きバリアフリーのまちづくりや就

労支援など、一人ひとりのニーズに寄り添って取り組んでいく必要がある。 

 

●外国人に関する問題（問 17） 

今回から選択肢となった「外国人ということで個人としてではなく、ひとくくりに固定的なイメージ

を持たれること」（32.2％）が最も多く、固定的なイメージを持つことが問題であると、多くの人が認識

していることがうかがえる。 

令和４年度最も多かった「日本語が不自由な外国人が、保健、医療、防災、教育などの生活に必要な

情報を十分に手に入れることができないこと」（18.3％）は、令和４年度から 12.3ポイント減と大きく

減少しており、外国語対応や翻訳技術の進展等による状況の改善が考えられるが、同じく２番目に多か

った「外国人が就職・職場で不利な扱いや搾取を受けること」（15.8％）も 10.1ポイント減少と、今回

最も多かった固定的なイメージを持たれることへの関心が高まった影響か、そのほかの問題を含め大き

く減少したものが多くなっている。 

女性 18～29 歳では「外国人ということで個人としてではなく、ひとくくりに固定的なイメージを持

たれること」（41.5％）が４割を超えるほか、割合としては低いが「国籍・民族・人種の違いを理由に、

結婚を周囲に反対されること」（13.4％）が全体平均を 7.7ポイント上回っており、外国人であることを

理由とした差別や人権侵害に対する問題意識が強い傾向がみられる。 

 

●外国人に対するヘイトスピーチについて（問 18） 

「不適切であり、好ましくない」（33.8％）、「許されないことで、絶対にやめるべき」（24.3％）と、

厳しい目でみる人は多いが、「一概に悪いとは言えない」（10.9％）、「いろいろな考え方、受け止め方が

あるので、特段問題ない」（6.1％）、「ヘイトスピーチをされる側に問題がある」（3.5％）など、一部で
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容認するような考えを持つ人もみられる。 

男女とも 18～29歳で「一概に悪いとは言えない」（女性・19.5％、男性・21.6％）が、どの年代より

も高い。女性 18～29 歳は、前問では外国人であることを理由とした固定的なイメージや結婚の障壁に

対して、より問題意識を持つ傾向がみられたが、ヘイトスピーチに対しては一部容認する人もおり、一

律的に判断できないという人も一定割合いることがうかがえる。 

 

●感染症等の患者等に関する問題（問 19） 

「感染症について正しく理解されておらず、誤った認識や偏見があること」が（42.9％）最も多く、

令和４年度から 4.5ポイント増加するなど、平成 29年度以降改善はみられず、「感染者やその家族等が

悪意のある噂を流されたり差別的な言動を受けること（インターネット上での誹謗中傷含む）」（28.2％）、

「職場や学校で不利な扱いを受けること」（20.0％）なども、令和４年度からやや増加している。 

男性 18～29歳は「家族や親戚・友人等からつきあいを拒絶されること」（29.4％）、「結婚拒否や離婚

を迫られること」（25.5％）が他の性・年代と比較して多く、人との交流の面で問題があると考える傾向

がみられる。 

このほか、「わからない」（18.4％）も一定割合みられ、問題への関心の低下が懸念される。 

 

●ハンセン病患者等に関する問題（問 20） 

「ハンセン病について正しく理解されておらず、誤った認識や偏見があること」（35.5％）が最も多

く、「悪意のある噂を流されたり差別的な言動を受けること」（23.3％）、「家族や親戚・友人等からつき

あいを拒絶されること」（19.9％）などもやや多い。 

上位項目は、令和４年度から微増か同水準で推移している。女性 30代・80歳以上、男性 30代で「わ

からない」が４割台で多いことからも、今後も正しい知識の普及・啓発を続けていく必要がある。 

 

●インターネットに関する問題（問 21） 

「他人を誹謗中傷する表現や差別を助長する表現など、人権を侵害する情報を掲載すること」（61.1％）

が最も多く、令和４年度からも 4.8ポイント増加しており、高い水準が続いている。 

このほか、「本人の承諾無く氏名や住所といった個人情報、写真などを掲載すること」（33.3％）、「情

報の発信者が匿名の場合が多いため、被害者が救済されにくいこと」（23.1％）、「偽・誤情報（動画や画

像を含む）が流通、拡散されること」（22.5％）なども多くなっている。 

女性 30 代以下で「偽・誤情報（動画や画像を含む）が流通、拡散されること」（18～29 歳・35.4％、

30代・33.7％）が他の年代と比較して多いほか、女性 40代、男性 30代で「本人の承諾無く氏名や住所

といった個人情報、写真などを掲載すること」（女性 40代・46.1％、男性 30代・44.6％）が他の年代と

比較して多く、自身や家族などの情報が拡散されることを問題視する傾向がみられる。 

 

●インターネットによる人権侵害の防止策（問 22） 

「不適切な情報発信者に対する監視・取締りを強化し、プロバイダーや掲示板等の管理者に対して、

情報の停止、削除を求める」（49.0％）、「加害者に対する罰則規定を設けるなど、法令等により規制する」

（46.7％）の２つが特に多いほか、「実名登録を義務づけるなど、情報の発信者に対する制限を設ける」

（33.0％）、「学校教育の中で、情報モラルについての教育を充実する」（32.4％）、「被害を受けた人のた

めの相談・救済体制を充実する」（26.3％）なども多くなっている。 

男女とも 30代以下では、「学校教育の中で、情報モラルについての教育を充実する」が他の年代と比

較して多く、当事者が問題発生防止に努めていくことを求める一方で、女性 50代以下、男性 30代など

では、「加害者に対する罰則規定を設けるなど、法令等により規制する」ことが求められている。 

インターネットによる人権侵害は、年代により違いがみられるが、監視や取締りの強化、法令等の規

制といった制度的なものから、情報リテラシーの向上など利用者の教育、被害者の支援など、幅広い取
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組みが求められていることがうかがえる。インターネット上の表現は様々であり、ある表現が誹謗中傷

なのか正当な批判なのかの判断は容易ではなく、人権侵害であるかどうかの判断は裁判によって判断さ

れることも多い。一方で、情報プラットフォーム対処法により対処を行う体制は整えられつつあり、被

害を受けたとする人の訴えを受けとめ、個別に対応していくことが必要となる。 

 

●性的マイノリティに関する問題（問 23） 

「悪意のある噂を流されたり差別的言動を受けること」（34.3％）が最も多く、令和４年度から 4.6ポ

イント増加している。このほか、「性的マイノリティに対する理解が不足しており、誤解や偏見があるこ

と」（33.4％）も多く、理解不足から差別や人権侵害につながることを問題視する人が多いことがうかが

える。多くの項目で令和４年度から増加している。 

女性 40代で「悪意のある噂を流されたり差別的言動を受けること」（46.1％、女性 40代、50代で「性

的マイノリティに対する理解が不足しており、誤解や偏見があること」（40代・42.6％、50代・45.9％）

など、女性の方が問題意識が強い傾向にある。このほか男女とも 18～29 歳で「相談できる相手が少な

いこと」（女性・34.1％、男性・35.3％）が他の年代と比較して多い。一方で、男女とも 60代以上では、

年齢とともに「わからない」が多くなっている。 

 

●ホームレスに関する問題（問 24） 

「経済的に自立が困難なこと」（49.5％）が最も多く、本人の経済的自立の困難さについて問題視する

人が多い。「通行人等から暴力をふるわれること」（23.8％）は、令和４年度から 7.1 ポイント減少し、

平成 24年度（46.2％）からほぼ半減するなど、大きく改善はしているが、そのほかの項目は令和４年度

から大きな変化はなく、引き続き問題の解消に向けた取組みを進めていく必要がある。 

男女とも 18～29歳では「わからない」が相対的に少ない傾向（女性・12.2％、男性・13.7％）にあり、

問題として認識している人が多いことがうかがえる。 

 

●犯罪被害者やその家族に関する問題（問 25） 

「マスメディアなどの報道やインターネット上での被害者特定によってプライバシーに関すること

が公表されたり、取材により私生活の平穏を保てなくなること」（57.7％）、「犯罪行為によって身体的・

精神的に被害を受け、経済的負担など長期間被害に苦しむこと」（54.0％）が５割を超えて特に多く、令

和４年度からも増加しており、被害者に対するメディアの扱いや被害を受けた後のさまざまな負担に関

して、問題意識が持たれている。 

男女ともに 40 代で「マスメディアなどの報道やインターネット上での被害者特定によってプライバ

シーに関することが公表されたり、取材により私生活の平穏を保てなくなること」で多くなっている（女

性・70.4％、男性・67.9％）。 

 

●刑を終えて出所した人に関する問題（問 26） 

「更生した人たちに対する誤った認識や偏見が存在していること」（38.8％）、「悪意のある噂を流さ

れたり差別的な言動を受けること」（38.3％）、「就職・職場で不利な扱いを受けること」（32.4％）が多

くなっており、令和４年度から大きな変化はない。 

多くの人が、更生しようとする人に対する、差別や偏見、不利な扱いが問題と考えていることがうか

がえる。 

 

●北朝鮮当局によって拉致された被害者等に関する問題（問 27） 

「身体や居住移転の自由を奪われ帰国できないこと」（55.7％）、「拉致被害者及びその家族は一緒に

生活するという当然の権利を奪われていること」（54.0％）、「拉致被害者の家族が、拉致被害者に関する

情報を得ることができないこと」（44.0％）が多く、「身体や居住移転の自由を奪われ帰国できないこと」
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は令和４年度から 5.8 ポイント減少したが、「拉致問題に関する国民の理解が足りないこと」（24.0％）

は 3.7 ポイント増加している。「わからない」が 16.6％と令和４年度から 3.4ポイント増加しており、

問題への関心の低下が危惧される。 

 

●災害に伴う問題（問 28） 

「避難生活の長期化によるストレスなどの二次的被害があること」（59.3％）、「避難生活でプライバ

シーが守られないこと」（54.6％）、「女性・障がい者・高齢者・外国人・乳幼児・妊婦・性的マイノリテ

ィ等への十分な配慮が行き届かないこと」（54.0％）が高い割合となっており、「避難生活でプライバシ

ーが守られないこと」は、令和４年度から 2.9ポイント増加、「女性・障がい者・高齢者・外国人・乳幼

児・妊婦・性的マイノリティ等への十分な配慮が行き届かないこと」は 7.3ポイント増加し、関心が高

くなっている状況がうかがえる。 

女性 40代以下で「女性・障がい者・高齢者・外国人・乳幼児・妊婦・性的マイノリティ等への十分な

配慮が行き届かないこと」（18～29歳・69.5％、30代・67.4％、40代・63.5％）が多く、女性への配慮

を求める傾向がみられる。 

 

●働く人に関する問題（問 29） 

「パワーハラスメント（パワハラ）があること」（49.7％）が最も多く、令和４年度から 4.0ポイント

増加しているほか、「顧客や取引先からの著しい迷惑行為（いわゆるカスタマーハラスメント）があるこ

と」（22.5％）は 10.0ポイント増加し、新たな問題として認識する人が増えている。 

このほか、「同じ仕事でも、雇用形態により賃金に差があること」（30.3％）、「非正規雇用など不安定

な雇用形態から抜け出したくても抜けられないこと」（23.4％）などが多い。 

また、男性 18～29歳で「パワーハラスメント（パワハラ）があること」は、７割近く（66.7％）にの

ぼるほか、女性 40代で「同じ仕事でも、雇用形態により賃金に差があること」（42.6％）、女性 30代以

下「長時間労働などにより、仕事と生活の調和を保つことが難しいこと」（18～29歳・42.7％、30代・

32.6％）、「妊娠や育児・介護休業の取得等を理由とした嫌がらせなどの妊娠・出産・介護に関するハラ

スメントがあること」（18～29歳・30.5％、30代・33.7％）などが他の年代と比較して多く、男性 18～

29歳・50代で「顧客や取引先からの著しい迷惑行為（いわゆるカスタマーハラスメント）があること」

（18～29歳・33.3％、50代・33.7％）が他の年代と比較して多い。 

働く人に関する問題は、年代等によって問題と考えている内容が異なる傾向にあることから、企業等

と連携しながら、年代等に合わせた啓発を進めていくことが重要といえる。 

 

●人権問題への取組みについて（問 30） 

人権が尊重されるために福岡市などの行政機関が取り組むべきことは、「幼稚園・保育所や学校にお

ける人権教育の充実」（28.1％）が最も多く、令和４年度から 3.3ポイント増加したほか、「差別や偏見

につながる慣習や社会の仕組みを改善するための施策の充実」（27.5％）も多い。このほか、「人権尊重

の視点に立って、行政運営を行うこと」（14.4％）が令和４年度から 6.9ポイント増加している。 

女性 30代で「幼稚園・保育所や学校における人権教育の充実」（38.4％）、女性 18～29歳で「人権侵

害に対する救済策の強化」（29.3％）などが多い。 

様々な取組みに対して、いずれも一定の必要性が認識されており、教育・啓発だけでなく、相談体制

の充実、救済など、幅広い対応が求められており、企業、関係機関、市民も含めて、連携を深めながら

取り組んでいくことが重要となる。 

 

●人権問題に関する情報の入手経路（問 31） 

「市政だより」（38.3％）、「インターネット上のニュースサイトや記事」（38.2％）、「テレビ」（34.0％）

などが多く、令和 4年度と比較すると、「市政だより」は 1.8ポイント増加したが、「インターネット上
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のニュースサイトや記事」は 6.4ポイント減少、「テレビ」は 14.4ポイント減少、「新聞」は 9.3ポイン

ト減少と、人権情報の入手経路は大きく変化する中で、「市政だより」は安定的な情報入手手段として定

着している。 

年代別にみると、50代以下では「インターネット上のニュースサイトや記事」、30代以下では「ＳＮ

Ｓ」、60代以上では「市政だより」「新聞」、70代以上では「テレビ」が他の年代に比べて高く、年代に

よる入手経路の違いが顕著となっている。特に、18～29 歳の若年層は、「SNS」（47.8％）が全体平均よ

りも 30.6ポイントとかなり高くなっている。 

「市政だより」は令和４年度同様高い割合であるものの、60代以上の利用が多く、若年層では少ない。

人権問題に限らず、情報収集のためのメディアへの接し方も変化していると考えられ、それぞれの年代

に合わせた情報提供のあり方を注視していく必要がある。 

人権問題への関心度別にみると、関心がある層では「インターネット上のニュースサイトや記事」「新

聞」「ＳＮＳ」「講演会、研修会」など様々な経路が多くなっているのに対し、無関心層は「特にない」

（35.0％）が関心層より 23.3 ポイント高く、関心度により情報入手の積極性が大きく異なっている状

況がうかがえる。 

 

 

●「福岡市人権啓発センター(ココロンセンター)」認知状況（問 32） 

「行ったことがある」は 2.4％にとどまり、「行ったことはないが、事業は知っている」を合わせた『知

っている』は 7.1％で、「名前だけしか知らない」でも 18.8％と、名前含め認知度は高くなく、「知らな

い」が７割以上（70.4％）を占める。 

「行ったことがある」は令和４年度から 0.6 ポイント増加したものの、『知っている』は 1.3 ポイン

ト減少している。若年層で「知らない」が多い傾向にある。 

 

●啓発活動の認知状況（問 33） 

「市政だよりの人権啓発記事（コラムや特集など）」（37.7％）、「人権啓発テレビＣＭ」（28.1％）、「人

権尊重作品（標語・ポスター・作文）」（23.9％）などは多いが、「見たり、聞いたりしたものはない」も

31.7％と多い。「市政だよりの人権啓発記事（コラムや特集など）」は令和４年度から 4.0ポイント減少、

「人権啓発テレビＣＭ」は 2.0ポイント減少している。 

男女とも 60代以上では「市政だよりの人権啓発記事（コラムや特集など）」が多く、情報入手経路で

も多かった「市政だより」の情報が多くの人に届いている。「人権啓発テレビＣＭ」は、18～29 歳では

少ない（女性・13.4％、男性・15.7％）。男女とも 30 代以下では「見たり、聞いたりしたものはない」

（女性 18～29歳・40.2％、男性 18～29歳・62.7％、女性 30代・47.7％、男性 30代・50.0％）が多い。 

このほか、人権問題関心度別にみると、「関心がある」層で「人権尊重作品（標語・ポスター・作文）」

（34.0％）が全体平均より 10.1ポイント高く、啓発活動として注目されている。  

 

●講演会や講座への参加状況（問 34） 

１回以上『参加した』が 8.5％に対し、「講演会や講座を知っていたが参加したことはない」（30.3％）、

「講演会や講座が開催されていたことを知らない」（57.8％）が多く、『参加した』は令和４年度と同水

準だが、「講演会や講座が開催されていたことを知らない」は 6.3ポイント増加している。 

若年層ほど知られていないが、特に人権関心度別・年齢別で、人権に関心がある層でも 39歳以下では

「講演会や講座が開催されていたことを知らない」は７割を超えており（73.9％）、関心のある若年層

に、確実に情報が伝わるよう、情報入手経路の傾向に合わせた情報発信の充実が求められる。 

 

●参加したことのある講演会や講座（問 35） 

「公民館での講演会・人権講座・研修会」（50.5％）が５割を超え、主な参加講演会等となっており、
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「市民センターでの講演会・人権講座・研修会」（22.8％）などもやや多く、身近な公共の場での講演会

や講座等への参加が高くなっている。一方、「ＰＴＡや学校で開催される研修会、人権学習参観など」

（18.8％）が令和 4年度から 17.2ポイントと大きく減少している。 

 

●参加したい講演会や講座、イベント（問 36） 

「公民館や市民センターなど家から近い施設での開催」（25.9％）、「他の行事やイベントに組み込ま

れている」（23.9％）、「天神地区や博多駅周辺など、立ち寄りやすい場所での開催」（20.0％）などが多

く、自宅から行きやすいことや、他の要件のついでに訪れやすいものなど、より参加しやすい内容が求

められている。 

18～29歳は「天神地区や博多駅周辺など、立ち寄りやすい場所での開催」、「オンラインを活用し自宅

で参加（聴講）できる」（各 27.2％）、「著名人の出演」（25.7％）が多く、若年層には、イベントとして

の関心度を高めながら、気軽に参加できるような内容が効果的と考えられる。また、オンラインの活用

も、若年層などの参加へのハードルが下がるものとみられる。 

 

●人権問題についての理解を深めるために必要な啓発活動（問 37） 

「テレビ番組・ＣＭ」（41.2％）が最も多く、「市政だより、広報紙、パンフレット」（25.4％）、「メー

ルマガジンやＳＮＳ、動画投稿サイト（YouTubeなど）での発信」（21.1％）となっているが、他の啓発

活動で大きな変化がない中で、「テレビ番組・ＣＭ」は令和４年度から 10.5ポイント減と大きく減少し

ている。 

男女とも 60代以上では「市政だより、広報紙、パンフレット」、「公民館・市民センターなど、地域で

の講演会・人権講座・研修会」が多いが、女性 50代以下、男性 40代以下では「メールマガジンやＳＮ

Ｓ、動画投稿サイト（YouTubeなど）での発信」が他の年代と比較して多くなっている。 

依然として「テレビ番組・ＣＭ」が最も多いものの、割合は大きく減少しており、情報への接触行動

に変化がみられる中で、より効果的な啓発活動が行えるよう、様々なメディア等を通して、より多くの

人に伝わるよう、情報発信のあり方を検討していく必要がある。 
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福岡市「人権問題に関する市民意識調査」調査票 

む 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市民
し み ん

のみなさまへ 

 

「人権
じんけん

問題
もんだい

に関
かん

する市民
し み ん

意識
い し き

調査
ちょうさ

」へのご協 力
きょうりょく

のお願
ねが

い 

 

  

  福岡市
ふくおかし

では、市民
し み ん

一人
ひ と り

ひとりの人
じん

権
けん

が尊重
そんちょう

される社会
しゃかい

を目指
め ざ

して、いろいろ

な取組
と り く

みをしています。 

今回
こんかい

、これからの取組
と り く

みの参考
さんこう

にするため、みなさまが人権
じんけん

問題
もんだい

についてど

う思
おも

っているかの調査
ちょうさ

を行
おこな

うことにしました。 

【調査
ちょうさ

結果
け っ か

の使
つか

い方
かた

】 

・市
し

が計画
けいかく

を作
つく

るときの参考
さんこう

 

・市
し

が研修
けんしゅう

や講演会
こうえんかい

を準備
じゅんび

するときの参考
さんこう

 など 

 

 調査
ちょうさ

の対象
たいしょう

は、福岡市
ふくおかし

に住
す

んでいる１８歳
さい

より上
うえ

の人
ひと

の中
なか

から３，０００人
にん

をランダムに選
えら

んでいます。 

お名前
な ま え

を記入
きにゅう

せずにご回答
かいとう

していただき、調査
ちょうさ

結果
け っ か

はまとめてデータとして

使
つか

うので、だれが回答
かいとう

したか分
わ

からないようになっています。また、調査
ちょうさ

の目的
もくてき

だけに使
つか

うので、正直
しょうじき

に思
おも

ったことを回答
かいとう

してください。 

 

お忙
いそが

しいところ申
もう

し訳
わけ

ございませんが、ご協 力
きょうりょく

よろしくお願
ねが

いします。 

 

令和
れ い わ

７年
ねん

9月
がつ

 

福岡市
ふくおかし

市民局
しみんきょく

人権
じんけん

推進課
すいしんか

 

 

※調査
ちょうさ

は「株式
かぶしき

会社
がいしゃ

 東京
とうきょう

商工
しょうこう

リサーチ」に事務
じ む

を委託
い た く

して実施
じ っ し

します。 

※回答
かいとう

にあたっての注意
ちゅうい

事項
じ こ う

や回答
かいとう

方法
ほうほう

は、裏
うら

面
めん

をご確認
かくにん

ください。 

福岡市
ふ く お か し

 「人権
じんけん

問題
もんだい

に関
かん

する市民
し み ん

意識
い し き

調査
ち ょ う さ

」 調査票
ちょうさひょう

 

10月
がつ

22日
にち

（水
すい

）までに回答
かいとう

してください。 

スマホやパソコンからオンラインでも回答
かいとう

できます。 
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１．この調査
ちょうさ

は、封筒
ふうとう

に名前
な ま え

が書
か

いてあるご本人
ほんにん

が 必
かなら

ずお答
こた

えください。    

ただし、ご本人
ほんにん

が記入
きにゅう

するのが難
むずか

しい場合
ば あ い

は、ご家族
か ぞ く

や介助
かいじょ

されている方
かた

が、

ご本人
ほんにん

に聞
き

き取
と

りのうえ代筆
だいひつ

されても構
かま

いません。 

２．各質問
かくしつもん

のご回答
かいとう

は、特
とく

に説明
せつめい

がないかぎり、あてはまる項目
こうもく

の番号
ばんごう

を○印
じるし

で

囲
かこ

んでください。質問
しつもん

文
ぶん

に「１つ」、「すべて」など指定
し て い

がある場合
ば あ い

は、その

指定
し て い

に従
したが

ってお答
こた

えください。 

３．質問
しつもん

によっては回答
かいとう

者
しゃ

が限
かぎ

られる場合
ば あ い

があるので、矢印
やじるし

や案内
あんない

にそってお答
こた

えください。 

４．回答
かいとう

は１回
かい

だけです。郵送
ゆうそう

かオンラインのどちらかでお答
こた

えください。 

 

 

 
  

 ア．性 別 
 １ 女 性         ３ 回答したくない 

２ 男 性 

 イ．年 齢 

 １ １８～１９歳      ５ ５０～５９歳 

 ２ ２０～２９歳      ６ ６０～６９歳 

 ３ ３０～３９歳      ７ ７０～７９歳 

 ４ ４０～４９歳      ８ ８０歳以上 

 ウ．職 業 等 

 １ 自営業 

 ２ 公務員 

 ３ 民間の企業や団体に勤務する人 

（従業員数３０人未満の企業や団体） 

 ４ 民間の企業や団体に勤務する人 

  （従業員数３０人以上の企業や団体） 

５ 家事専業 

 ６ 学生 

 ７ 無職 

 ８ その他（                ） 

 エ．居住年数 

 １ ３年未満         ４ １０～２０年未満 

２ ３～５年未満      ５ ２０～３０年以上 

３ ５～１０年未満     ６ ３０年以上 

 オ．お住まいの区 

 １ 東区                  ５ 城南区 

 ２ 博多区                ６ 早良区 

 ３ 中央区                ７ 西区 

 ４ 南区 

【回答
かいとう

にあたっての注意
ちゅうい

事項
じ こ う

】  

≪郵送
ゆうそう

で回答
かいとう

する場合
ば あ い

≫ 

１．調査票
ちょうさひょう

への回答
かいとう

は、鉛筆
えんぴつ

または黒
くろ

・青
あお

のボールペン（消
け

せるボールペンは不可
ふ か

）

などでお願
ねが

いいたします。 

２．記入
きにゅう

した調査票
ちょうさひょう

は、同封
どうふう

している返信用
へんしんよう

封筒
ふうとう

に入
い

れてポストに投函
とうかん

してくだ

さい。切手
き っ て

は不要
ふ よ う

です。 

３．調査票
ちょうさひょう

や返信用
へんしんよう

封筒
ふうとう

には、お名前
な ま え

や住所
じゅうしょ

を記入
きにゅう

する必要
ひつよう

はありません。  

なお、返信用
へんしんよう

封筒
ふうとう

に記載
き さ い

されている数字類
すうじるい

は、日本
に ほ ん

郵便
ゆうびん

(株
かぶ

)で処理
し ょ り

するための

ものであり、個人
こ じ ん

を特定
とくてい

するものではありません。 

≪オンラインで回答
かいとう

する場合
ば あ い

≫ 

４．右記
う き

二次元
に じ げ ん

コードまたは下記
か き

URL よりご回答
かいとう

ください。 

  （URL：https://www.c-pass.jp/jinken） 

 

 

問 36 最後にあなたの性別，年齢，職業，福岡市での居住年数（通年），居住区をお尋ね

します。下記欄から該当するもの選んでください。 

（それぞれ○は１つだけ） 
  

 ア．性 別 
 １ 女 性         ３ 回答したくない 

２ 男 性 

 イ．年 齢 

 １ １８～１９歳      ５ ５０～５９歳 

 ２ ２０～２９歳      ６ ６０～６９歳 

 ３ ３０～３９歳      ７ ７０～７９歳 

 ４ ４０～４９歳      ８ ８０歳以上 

 １ 自営業 

 ２ 公務員 

【回答
かいとう

方法
ほうほう

】  

 

【調査
ちょうさ

に関
かん

するお問
と

い合
あ

わせ先
さき

】 

市民局
しみんきょく

人権部
じんけんぶ

人権
じんけん

推進課
すいしんか

（人権
じんけん

問題
もんだい

に関
かん

する市民
し み ん

意識
い し き

調査
ちょうさ

担当
たんとう

） 

電話
で ん わ

：092-711-4338  FAX
ふぁっくす

：092-733-5863 

Mail
め ー る

：jinkensuishin.CAB@city.fukuoka.lg.jp 

（調査票
ちょうさひょう

返送先
へんそうさき

／調査
ちょうさ

受託
じゅたく

会社
がいしゃ

） 

株式
かぶしき

会社
がいしゃ

東京
とうきょう

商工
しょうこう

リサーチ 福岡
ふくおか

支社
し し ゃ

 

〒812-0018 

福岡市
ふくおかし

博多区
は か た く

東比
ひがしひ

恵
え

３丁目
ちょうめ

19番
ばん

26号
ごう

 QDH ビル 
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問
とい

１ あなたの性別
せいべつ

、年齢
ねんれい

、職 業
しょくぎょう

等
とう

、福岡
ふくおか

市内
し な い

での居住
きょじゅう

年数
ねんすう

（通年
つうねん

）、お住
す

まいの区
く

をお尋
たずね

ねします。下記欄
か き ら ん

から該当
がいとう

する番号
ばんごう

を選
えら

んでください。  

（それぞれ○は１つだけ） 
  

 ア．性
せい

 別
べつ

 
 １ 女

じょ

 性
せい

        ３ 回答
かいとう

しない 

２ 男
だん

 性
せい

 

 イ．年
ねん

 齢
れい

 

１ １８～２９歳
さい

     ５ ６０～６９歳
さい

 

２ ３０～３９歳
さい

     ６ ７０～７９歳
さい

 

 ３ ４０～４９歳
さい

     ７ ８０歳
さい

以上
いじょう

 

 ４ ５０～５９歳
さい

 

 ウ．職
しょく

 業
ぎょう

 等
とう

 

１ 会社
かいしゃ

等
とう

役員
やくいん

・経営者
けいえいしゃ

 

 ２ 会
かい

社員
しゃいん

・公務員
こうむいん

・団体
だんたい

職員
しょくいん

（管理
か ん り

職
しょく

） 

３ 会
かい

社員
しゃいん

・公務員
こうむいん

・団体
だんたい

職員
しょくいん

 

（一般
いっぱん

社員
しゃいん

、職員
しょくいん

 ※役職
やくしょく

についていない方
かた

） 

 ４ 契約
けいやく

社員
しゃいん

・派遣
は け ん

社員
しゃいん

・嘱託
しょくたく

、パート・アルバイト 

 ５ 自営業
じえいぎょう

・家族
か ぞ く

専従者
せんじゅうしゃ

 

６ 家
か

事
じ

専
せ ん

業
ぎょう

 

 ７ 学
が く

生
せ い

 

 ８ 無
む

職
しょく

 

 ９ その他
た

（具体的
ぐたいてき

に：               ） 

 

 （注
ちゅう

）複数
ふくすう

に該当
がいとう

するときは、主
おも

に該当
がいとう

する番号
ばんごう

１つに 

○をつけてください 

 エ．福岡
ふくおか

市内
し な い

での 

居住
きょじゅう

年数
ねんすう

 

 １ ３年
ねん

未満
み ま ん

         ４ １０～２０年
ねん

未満
み ま ん

 

２ ３～５年
ねん

未満
み ま ん

      ５ ２０～３０年
ねん

未満
み ま ん

 

３ ５～１０年
ねん

未満
み ま ん

     ６ ３.０年
ねん

以上
いじょう

 

 オ．お住
す

まいの区
く

 

 １ 東
ひがし

区
く

                 ５ 城
じょう

南
な ん

区
く

 

 ２ 博
は か

多
た

区
く

                ６ 早
さ わ

良
ら

区
く

 

 ３ 中
ちゅう

央
おう

区
く

               ７ 西
にし

区
く

 

 ４ 南
みなみ

区
く
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Ⅰ．人権
じんけん

問題
もんだい

全般
ぜんぱん

についてお尋
たず

ねします 

問
とい

２ 今
いま

の日本
に ほ ん

は、人権
じんけん

が尊重
そんちょう

されている社会
しゃかい

だと思
おも

いますか。（○は１つだけ） 

 １ 尊重
そんちょう

されていると思
おも

う → 問
とい

４へ 

 ２ どちらかといえば尊重
そんちょう

されていると思
おも

う  

 ３ どちらかといえば尊重
そんちょう

されていないと思
おも

う  

 ４ 尊重
そんちょう

されていないと思
おも

う  

 ５ いちがいには言
い

えない  

 ６ わからない → 問
とい

４へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                              問
とい

３へ 
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問
とい

３ （問
とい

２で２～５に○印
じるし

をつけられた方
かた

に、お尋
たず

ねします。） 

次
つぎ

の中
なか

で、あなたが人権
じんけん

が尊重
そんちょう

されていないと思
おも

う番号
ばんごう

をすべて選
えら

んでください。 

（あてはまる番号
ばんごう

すべてに○） 

 １ 同和
ど う わ

問題
もんだい

に関
かん

する人権
じんけん

 

 ２ 女性
じょせい

の人権
じんけん

 

 ３ 子
こ

どもの人権
じんけん

 

 ４ 高齢者
こうれいしゃ

の人権
じんけん

 

 ５ 障
しょう

がい者
しゃ

の人権
じんけん

 

 ６ 外国人
がいこくじん

の人権
じんけん

 

  ７ ヘイトスピーチ※１による人権
じんけん

侵害
しんがい

 

 ８ 感染症
かんせんしょう

の患者
かんじゃ

等
とう

（HIV感染者
かんせんしゃ

、肝炎
かんえん

ウイルス感染者
かんせんしゃ

、新型
しんがた

インフルエンザ等
とう

 

の感染者
かんせんしゃ

等
とう

）の人権
じんけん

 

 ９ ハンセン病
びょう

患者
かんじゃ

・元患者
もとかんじゃ

や家族
か ぞ く

等
とう

の人権
じんけん

 

  10 ホームレスの人権
じんけん

  

  11 インターネット(ＳＮＳ※２を含
ふく

む)による人権
じんけん

侵害
しんがい

 

12 犯罪
はんざい

被害者
ひがいしゃ

やその家族
か ぞ く

の人権
じんけん

 

13 刑
けい

を終
お

えて出所
しゅっしょ

した人
ひと

やその家族
か ぞ く

の人権
じんけん

 

14 北朝鮮
きたちょうせん

当局
とうきょく

によって拉致
ら ち

された被害者
ひがいしゃ

等
とう

の人権
じんけん

 

15 性的
せいてき

マイノリティ※３の人権
じんけん

 

16 アイヌの人々
ひとびと

の人権
じんけん

 

17 災害
さいがい

に伴
ともな

う人権
じんけん

（避難
ひ な ん

生活
せいかつ

でのプライバシーの問題
もんだい

や風評
ふうひょう

被害
ひ が い

など） 

18 働
はたら

く人
ひと

の人権
じんけん

（パワーハラスメント※４や長時間
ちょうじかん

労働
ろうどう

など） 

19 その他
た

（具体的
ぐたいてき

に：                         ） 
 

※１ ヘイトスピーチ：特定
とくてい

の民族
みんぞく

や国籍
こくせき

の人々
ひとびと

を排斥
はいせき

する不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

言動
げんどう

 

※２ ＳＮＳ：ソーシャルネットワーキングサービス（Social Networking Service）の略
りゃく

で、X

（旧
きゅう

Twitter
つ い っ た ー

）、LINE
ら い ん

、Facebook
ふぇいすぶっく

 などの登録
とうろく

された利用者
りようしゃ

同士
ど う し

が交流
こうりゅう

できるWeb
う ぇ ぶ

サイトの

会員制
かいいんせい

サービス 

※３ 性的
せいてき

マイノリティ：ＬＧＢＴＱ（レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダ

ー、クエスチョニング・クィアの頭文字
かしらもじ

をまとめたもの）など、性的
せいてき

指向
し こ う

（恋愛
れんあい

感情
かんじょう

または

性的
せいてき

感情
かんじょう

の対象
たいしょう

となる性別
せいべつ

）や性
せい

自認
じ に ん

（自分
じ ぶ ん

の性別
せいべつ

を自分
じ ぶ ん

でどう思
おも

うか）について少数派
しょうすうは

であると認
みと

められる方
かた

 

※４ パワーハラスメント：職務上
しょくむじょう

の地位
ち い

や人間
にんげん

関係
かんけい

などの職
しょく

場内
ば な い

での優位性
ゆういせい

を背景
はいけい

に、業務
ぎょうむ

の適正
てきせい

な範囲
は ん い

を超
こ

えて、精神的
せいしんてき

・身体的
しんたいてき

苦痛
く つ う

を与
あた

えられたり、労働者
ろうどうしゃ

の就 業
しゅうぎょう

環境
かんきょう

が害
がい

される行為
こ う い
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問
とい

４ 人権
じんけん

問題
もんだい

に関
かん

する意識
い し き

についてお尋
たず

ねします。あなたは人権
じんけん

問題
もんだい

に、どの程度
て い ど

関心
かんしん

を持
も

っていますか。（○は１つだけ） 

 １ 関心
かんしん

がある  

 ２ 多少
たしょう

関心
かんしん

がある  問
とい

５へ 

 ３ あまり関心
かんしん

がない  

 ４ 関心
かんしん

がない → 問
とい

６へ 

 

 

問
とい

５ （問
とい

４で１～３に○印
じるし

をつけられた方
かた

に、お尋
たず

ねします。） 

次
つぎ

の中
なか

であなたが関心
かんしん

を寄
よ

せる番号
ばんごう

をすべて選
えら

んでください。 

（あてはまる番号
ばんごう

すべてに○） 

 １ 同和
ど う わ

問題
もんだい

 

 ２ 女性
じょせい

に関
かん

する問題
もんだい

 

 ３ 子
こ

どもに関
かん

する問題
もんだい

 

 ４ 高齢者
こうれいしゃ

に関
かん

する問題
もんだい

 

 ５ 障
しょう

がい者
しゃ

に関
かん

する問題
もんだい

 

 ６ 外国人
がいこくじん

に関
かん

する問題
もんだい

 

 ７ ヘイトスピーチによる人権
じんけん

侵害
しんがい

 

 ８ 感染症
かんせんしょう

の患者
かんじゃ

等
とう

（HIV感染者
かんせんしゃ

、肝炎
かんえん

ウイルス感染者
かんせんしゃ

、新型
しんがた

インフルエンザ等
とう

 

の感染者
かんせんしゃ

等
とう

）の人権
じんけん

 

 ９ ハンセン病
びょう

患者
かんじゃ

・元患者
もとかんじゃ

や家族
か ぞ く

等
とう

の人権
じんけん

 

  10 ホームレスの人権
じんけん

  

  11 インターネット(ＳＮＳを含
ふく

む)による人権
じんけん

侵害
しんがい

 

12 犯罪
はんざい

被害者
ひがいしゃ

やその家族
か ぞ く

の人権
じんけん

 

13 刑
けい

を終
お

えて出所
しゅっしょ

した人
ひと

やその家族
か ぞ く

の人権
じんけん

 

14 北朝鮮
きたちょうせん

当局
とうきょく

によって拉致
ら ち

された被害者
ひがいしゃ

等
とう

の人権
じんけん

 

15 性的
せいてき

マイノリティの人権
じんけん

 

16 アイヌの人々
ひとびと

の人権
じんけん

 

17 災害
さいがい

に伴
ともな

う人権
じんけん

（避難
ひ な ん

生活
せいかつ

でのプライバシーの問題
もんだい

や風評
ふうひょう

被害
ひ が い

など） 

18 働
はたら

く人
ひと

の人権
じんけん

（パワーハラスメントや長時間
ちょうじかん

労働
ろうどう

など） 

19 ビジネスと人権
じんけん

※５ 

20 その他
た

（具体的
ぐたいてき

に：                          ） 

 

※５ ビジネスと人権
じんけん

：企業
きぎょう

活動
かつどう

のグローバル化
か

に伴
ともな

い、人
ひと

や社会
しゃかい

、環境
かんきょう

に与
あた

える影響
えいきょう

が拡大
かくだい

したことから、企業
きぎょう

等
とう

も人権
じんけん

を尊重
そんちょう

する責任
せきにん

があるとする国際的
こくさいてき

な議論
ぎ ろ ん

。企業
きぎょう

活動
かつどう

におけ

る人権
じんけん

尊重
そんちょう

の促進
そくしん

を図
はか

ることを目的
もくてき

として、国
くに

が令和
れ い わ

２年
ねん

に「『ビジネスと人権
じんけん

』に関
かん

す

る行動
こうどう

計画
けいかく

」を策定
さくてい

。 
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問
とい

６ あなた自身
じ し ん

が、この５年間
ねんかん

に差別
さ べ つ

を受
う

けた、または人権
じんけん

を侵害
しんがい

されたと感
かん

じた

ことがありますか。（○は１つだけ） 

 １ ある → 問
とい

７へ 

 ２ ない  

 ３ わからない  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 問
とい

８へ 
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問
とい

７ （問
とい

６で１に○印
じるし

をつけられた方
かた

に、お尋
たず

ねします。） 

① あなた自身
じ し ん

が差別
さ べ つ

を受
う

けた、または人権
じんけん

を侵害
しんがい

されたと感
かん

じたのは、「何
なに

につい

て」ですか。また、それは「どこで」ですか。ア～スまでの中
なか

から該当
がいとう

するもの

すべてについて、Ａ～Ｈのうち該当
がいとう

する場所
ば し ょ

の番号
ばんごう

を選
えら

んでください。 

（あてはまる番号
ばんごう

すべてに○） 

 Ａ 

教
育

き
ょ
う
い
く

機
関

き

か

ん

等と

う 

（
保
育
所

ほ

い

く

し

ょ

・
学
校

が

っ

こ

う

） 

Ｂ 

家
庭

か

て

い 

Ｃ 

地
域

ち

い

き

（
生
活
圏

せ
い
か
つ
け
ん

） 

Ｄ 

職
場

し
ょ
く
ば

・
企
業

き
ぎ
ょ
う 

Ｅ 
行
政

ぎ
ょ
う
せ
い

機
関

き

か

ん 

Ｆ 

医
療

い
り
ょ
う

機
関

き

か

ん

・
福
祉

ふ

く

し

施
設

し

せ

つ 
Ｇ 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
Ｓ
Ｎ
Ｓ 

Ｈ 

そ
の
他た 

ア．年齢
ねんれい

  １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

イ．学歴
がくれき

・出身校
しゅっしんこう

・職 業
しょくぎょう

 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

ウ．収 入
しゅうにゅう

・財産
ざいさん

 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

エ．家庭
か て い

環境
かんきょう

(ひとり親
おや

家庭
か て い

、

両親
りょうしん

が不在
ふ ざ い

など） 
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

オ．障
しょう

がい・病気
びょうき

（感染症
かんせんしょう

 

など） 
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

カ．性別
せいべつ

 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

キ．性的
せいてき

指向
し こ う

※6や性
せい

自認
じ に ん

※７など １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

ク．婚姻歴
こんいんれき

（独身
どくしん

であることな

ど） 
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

ケ．容姿
よ う し

  １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

コ．同和
ど う わ

地区
ち く

出身
しゅっしん

・同和
ど う わ

地区
ち く

に

居住
きょじゅう

 
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

サ．人種
じんしゅ

・民族
みんぞく

・国籍
こくせき

 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

シ．思想
し そ う

・信条
しんじょう

・宗 教
しゅうきょう

 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

ス．その他
た

 （具体的
ぐたいてき

に：         

                       

             ) 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

 

※６ 性的
せいてき

指向
し こ う

：恋愛
れんあい

感情
かんじょう

または性的
せいてき

感情
かんじょう

の対象
たいしょう

となる性別
せいべつ

 

※７ 性
せい

自認
じ に ん

：自分
じ ぶ ん

の性別
せいべつ

を自分
じ ぶ ん

でどう思
おも

うか 
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② あなた自身
じ し ん

が差別
さ べ つ

を受
う

けた、または人権
じんけん

を侵害
しんがい

されたと感
かん

じたのは、「どのよう

な行為
こ う い

について」ですか。また、それは「どこで」ですか。ア～キまでの中
なか

から

該当
がいとう

するものすべてについて、Ａ～Ｈのうち該当
がいとう

する場所
ば し ょ

の番号
ばんごう

を選
えら

んでくださ

い。（あてはまる番号
ばんごう

すべてに○） 

 Ａ 

教
育

き
ょ
う
い
く

機
関

き

か

ん

等と

う 

（
保
育
所

ほ

い

く

し

ょ

・
学
校

が

っ

こ

う

） 

Ｂ 

家
庭

か

て

い 

Ｃ 

地
域

ち

い

き

（
生
活
圏

せ
い
か
つ
け
ん

） 

Ｄ 

職
場

し
ょ
く
ば

・
企
業

き
ぎ
ょ
う 

Ｅ 
行
政

ぎ
ょ
う
せ
い

機
関

き

か

ん 

Ｆ 

医
療

い
り
ょ
う

機
関

き

か

ん

・
福
祉

ふ

く

し

施
設

し

せ

つ 
Ｇ 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
Ｓ
Ｎ
Ｓ 

Ｈ 

そ
の
他た 

ア． 嫌
いや

がらせ、いじめ、かげ口
ぐち

、

仲間外
なかまはず

れ、無視
む し

 
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

イ. 名誉
め い よ

や信用
しんよう

を傷
きず

つけられたり、

侮辱
ぶじょく

を受
う

けたりしたこと 
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

ウ．不平
ふびょう

等
どう

または不利益
ふ り え き

な扱
あつか

い １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

エ．プライバシーの侵害
しんがい

（他人
た に ん

 

に知
し

られたくない個人的
こじんてき

事項
じ こ う

を知
し

られた・暴露
ば く ろ

された） 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

オ．セクシュアルハラスメント 

（性的
せいてき

嫌
いや

がらせ）、パワーハラス 

メント（職務上
しょくむじょう

の地位
ち い

などを 

背景
はいけい

にした嫌
いや

がらせ） 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

カ．暴力
ぼうりょく

（配偶者
はいぐうしゃ

やパートナー含
ふく

む）、虐待
ぎゃくたい

、脅迫
きょうはく

、強要
きょうよう

 

（本来
ほんらい

義務
ぎ む

のないことをさせら

れたり、権利
け ん り

の行使
こ う し

を妨害
ぼうがい

され

た） 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

キ．その他
た

 （具体的
ぐたいてき

に：         

                        

            ) 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 
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問
とい

８ 差別
さ べ つ

を受
う

けるなど、人権
じんけん

を侵害
しんがい

され、自分
じ ぶ ん

だけでは解決
かいけつ

できないと判断
はんだん

した場
ば

 

  合
あい

、あなたはどのように対処
たいしょ

しますか（しましたか）。（○は３つまで） 

 １ 家族
か ぞ く

や親戚
しんせき

に相談
そうだん

する 

 ２ 友人
ゆうじん

や知人
ち じ ん

に相談
そうだん

する 

 ３ 町内会
ちょうないかい

・自治協
じちきょう

議会
ぎ か い

役員
やくいん

や民生
みんせい

委員
い い ん

に相談
そうだん

する  

 ４ 学校
がっこう

や職場
しょくば

に相談
そうだん

する 

 ５ 市
し

の専門
せんもん

機関
き か ん

（人権
じんけん

啓発
けいはつ

センター・男女
だんじょ

共同
きょうどう

参画
さんかく

推進
すいしん

センター アミカス・ 

こども総合
そうごう

相談
そうだん

センター えがお館
かん

など）に相談
そうだん

する 

６ 市
し

役所
やくしょ

や区
く

役所
やくしょ

の相談
そうだん

窓口
まどぐち

（市民
し み ん

相談室
そうだんしつ

など）に相談
そうだん

する 

７ 法務局
ほうむきょく

や人権
じんけん

擁護
よ う ご

委員
い い ん

などに相談
そうだん

する 

 ８ 警察
けいさつ

に相談
そうだん

する 

 ９ 弁護士
べ ん ご し

に相談
そうだん

する 

 10 人権
じんけん

擁護
よ う ご

団体
だんたい

（ＮＰＯなど）や当事者
とうじしゃ

団体
だんたい

に相談
そうだん

する 

 11 新聞
しんぶん

やテレビなどマスメディアに訴
うった

える 

 12 裁判所
さいばんしょ

に訴
うった

える（訴訟
そしょう

を起
お

こす） 

 13 その他
た

（具体的
ぐたいてき

に：                          ） 

 14 何
なに

もしないで我慢
が ま ん

する 

 15 わからない 

 

 

問
とい

９ あなたは、結婚
けっこん

や就 職
しゅうしょく

のときに、本籍地
ほんせきち

や家庭
か て い

の状 況
じょうきょう

、家庭
か て い

の環境
かんきょう

などの

身元
み も と

調査
ちょうさ

をすることについて、どのように考
かんが

えますか。（○は１つだけ） 

１ 絶対
ぜったい

にやめるべきだ  

２ やめた方
ほう

がよい 

３ やむを得
え

ないことだ 

４ 当然
とうぜん

、必要
ひつよう

なことだ 

５ わからない 
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Ⅱ．個別
こ べ つ

の人権
じんけん

問題
もんだい

についてお尋
たず

ねします 

 

 
 

問
とい

10 同和
ど う わ

地区
ち く

や、その地区
ち く

に住
す

んでいる人々
ひとびと

に対
たい

する差別
さ べ つ

についてどう思
おも

います 

か。ア～クまでのそれぞれのあてはまる番号
ばんごう

に○印
じるし

をつけてください。 

(ア～クのすべての事項
じ こ う

について、あなたのお考
かんが

えに最
もっと

も近
ちか

い１つに○） 

 差
別

さ

べ

つ

は
厳き

び

し
い 

多
少
差

た

し

ょ

う

さ

別べ
つ

は
あ
る 

差
別

さ

べ

つ

は
な
い 

わ
か
ら
な
い 

同
和

ど

う

わ

地
区

ち

く

の
こ
と
は 

知し

ら
な
い 

ア．進学
しんがく

などの教育
きょういく

の面
めん

 １ ２ ３ ４ ５ 

イ．就 職
しゅうしょく

などの面
めん

 １ ２ ３ ４ ５ 

ウ．結婚
けっこん

の面
めん

 １ ２ ３ ４ ５ 

エ．生活
せいかつ

環境面
かんきょうめん

 １ ２ ３ ４ ５ 

オ．日常
にちじょう

のつきあいの面
めん

 １ ２ ３ ４ ５ 

カ．社会
しゃかい

における偏見
へんけん

意識
い し き

 １ ２ ３ ４ ５ 

キ．インターネットへの書
か

き込
こ

みなど １ ２ ３ ４ ５ 

ク．同和
ど う わ

地区
ち く

の家
いえ

や土地
と ち

の購入
こうにゅう

の面
めん

 １ ２ ３ ４ ５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同和
ど う わ

問題
もんだい

について 
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問
とい

11 以下
い か

の場合
ば あ い

において、あなたのお考
かんが

えに最
もっと

も近
ちか

いものはどれですか。 

それぞれ、その立場
た ち ば

となった場合
ば あ い

にどうするかをお考
かんが

えの上
うえ

、お答
こた

えくださ

い。 

 

 ア あなたの身近
み ぢ か

な人
ひと

が、同和
ど う わ

地区
ち く

の出身者
しゅっしんしゃ

に対
たい

して差別的
さ べ つ て き

な発言
はつげん

をしたり、 

  態度
た い ど

を示
しめ

した場合
ば あ い

（○は１つだけ） 

１ 差別
さ べ つ

をしてはいけないと注意
ちゅうい

し、お互
たが

いよく話
はな

し合
あ

う 

２ 何
なに

も言
い

わないでそのままにしておく 

３ 同和
ど う わ

問題
もんだい

には、かかわらない方
ほう

がいいと言
い

う 

４ その他
た

（具体的
ぐたいてき

に：                         ） 

５ わからない 

 

 

イ あなたの身近
み ぢ か

な人
ひと

から「同和
ど う わ

地区
ち く

の出身者
しゅっしんしゃ

との結婚
けっこん

について、家族
か ぞ く

から強
つよ

い反対
はんたい

を受
う

けている」と相談
そうだん

を受
う

けた場合
ば あ い

（○は１つだけ） 

１ 家族
か ぞ く

の考
かんが

えに関
かか

わらず結婚
けっこん

すればよいと言
い

う 

２ 家族
か ぞ く

を説得
せっとく

し、二人
ふ た り

の意志
い し

を貫
つらぬ

いて結婚
けっこん

すればよいと言
い

う 

３ 家族
か ぞ く

の強
つよ

い反対
はんたい

があるのだから、慎重
しんちょう

に考
かんが

えてはどうかと言
い

う 

４ 結婚
けっこん

には反対
はんたい

だと言
い

う 

５ その他
た

（具体的
ぐたいてき

に：                        ） 

６ わからない 

 

 

ウ あなたが、引
ひ

っ越
こ

しのため不動産
ふ ど う さ ん

を探
さが

していたところ、希望
き ぼ う

する条件
じょうけん

に

あう不動産
ふ ど う さ ん

が見
み

つかったため、契約
けいやく

をしようと考
かんが

えていたが、そこが同和地
ど う わ ち

区内
く な い

にあることが分
わ

かった場合
ば あ い

（○は１つだけ） 

１ そのまま契約
けいやく

を行
おこな

う 

２ 契約
けいやく

を取
と

りやめ、別
べつ

の不動産
ふどうさん

を探
さが

す 

３ その他
た

（具体的
ぐたいてき

に：                        ） 

４ わからない 
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問
とい

12 同和
ど う わ

問題
もんだい

を解決
かいけつ

する手法
しゅほう

として、あなたが有効
ゆうこう

だと思
おも

うことを選
えら

んでください。                                                   

(○は３つまで) 

１ 市民
し み ん

が、自
みずか

ら差別
さ べ つ

や人権
じんけん

について学
まな

ぶ 

２ 国
くに

や地方
ち ほ う

自治体
じ ち た い

が、同和
ど う わ

問題
もんだい

の解決
かいけつ

に向
む

けた教育
きょういく

・啓発
けいはつ

活動
かつどう

や相談
そうだん

活動
かつどう

などの 

施策
し さ く

に効果的
こうかてき

に取
と

り組
く

む 

３ 小
しょう

・中学校
ちゅうがっこう

などの人権
じんけん

教育
きょういく

で、同和
ど う わ

問題
もんだい

に関
かん

する正
ただ

しい知識
ち し き

を教
おしえ

える 

４ わざわざとりあげないで、そっとしておく方
ほう

がよい 

５ 同和
ど う わ

地区
ち く

の人々
ひとびと

自身
じ し ん

が、自分
じ ぶ ん

の生活
せいかつ

向上
こうじょう

に努力
どりょく

すべきである 

６ 同和
ど う わ

地区
ち く

の人々
ひとびと

が、一ヵ所
いっかしょ

にかたまって住
す

まないようにすればよい 

７ 差別
さ べ つ

をしたり、差別
さ べ つ

を利用
り よ う

するような場合
ば あ い

には、法律
ほうりつ

で処罰
しょばつ

する 

８ 市民
し み ん

一人
ひ と り

ひとりが、住所
じゅうしょ

や出身地
しゅっしんち

に関係
かんけい

なく活発
かっぱつ

に交流
こうりゅう

する 

９ 市民
し み ん

一人
ひ と り

ひとりが、差別
さ べ つ

をなくすための運動
うんどう

に積極的
せっきょくてき

に取
と

り組
く

む 

10 何
なに

をしても、解決
かいけつ

することはむずかしい 

11 社会的
しゃかいてき

問題
もんだい

としては解決
かいけつ

している 

12 その他
た

（具体的
ぐたいてき

に：                          ） 

13 わからない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



184 

 

 
 

問
とい

13 女性
じょせい

に関
かん

する事柄
ことがら

で、人権上
じんけんじょう

、あなたが特
とく

に問題
もんだい

があると思
おも

うのはどのよう

なことですか。（○は３つまで） 

１ 家事
か じ

・育児
い く じ

や介護
か い ご

などを男女
だんじょ

が共同
きょうどう

して行
おこな

う社会
しゃかい

の仕組
し く

みが未整備
み せ い び

であること 

２ 子
こ

どもの養育費
よういくひ

の不払
ふ ば ら

いなどにより、離婚後
り こ ん ご

の女性
じょせい

が貧困
ひんこん

に陥
おちい

りやすいこと 

３ 様々
さまざま

な意思
い し

決定
けってい

や方針
ほうしん

決定
けってい

の場
ば

での女性
じょせい

の参画率
さんかくりつ

が低
ひく

いこと 

４ 「男
おとこ

は仕事
し ご と

、女
おんな

は家庭
か て い

」といった男女
だんじょ

の固定的
こていてき

な役割
やくわり

分担
ぶんたん

意識
い し き

を他人
た に ん

に押
お

しつ 

けること 

５ 就 職
しゅうしょく

時
じ

の採用
さいよう

条件
じょうけん

、仕事
し ご と

の内容
ないよう

、昇 給
しょうきゅう

昇進
しょうしん

における男女差
だんじょさ

など、職場
しょくば

に 

おける待遇
たいぐう

に男女
だんじょ

の違
ちが

いがあること 

６ 町内会
ちょうないかい

や地域
ち い き

行事
ぎょうじ

での女性
じょせい

の役割
やくわり

が以前
い ぜ ん

と変
か

わらないこと 

７ 避難
ひ な ん

所用
じょよう

の備蓄
び ち く

や災害
さいがい

時
じ

の避難所
ひなんじょ

において、安全面
あんぜんめん

や男女
だんじょ

のニーズの違
ちが

いへの 

  配慮
はいりょ

が足
た

りていないこと 

８ 職場
しょくば

や学校
がっこう

などでセクシュアルハラスメント（性的
せいてき

嫌
いや

がらせ）やマタニティハ 

ラスメント（妊娠
にんしん

・出産
しゅっさん

等
とう

を理由
り ゆ う

とする不利益
ふ り え き

な取
と

り扱
あつか

い）があること 

９ ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）（配偶者
はいぐうしゃ

やパートナーからの暴力
ぼうりょく

（経
けい

 

済的
ざいてき

含
ふく

む））を受
う

けること 

10 性
せい

犯罪
はんざい

や性
せい

暴力
ぼうりょく

の被害
ひ が い

を受
う

けること 

11 女性
じょせい

に対
たい

するストーカー行為
こ う い

（つきまとい行為
こ う い

）、痴漢
ち か ん

行為
こ う い

を受
う

けること 

12 性
せい

風俗
ふうぞく

産業
さんぎょう

や売春
ばいしゅん

・買
かい

春
しゅん

、アダルトビデオへの出演
しゅつえん

などで被害
ひ が い

を受
う

けること 

13 その他
た

（具体的
ぐたいてき

に：                         ） 

14 特
とく

にない 

15 わからない 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

女性
じ ょ せ い

に関
かん

する問題
もんだい

について 
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問
とい

14 子
こ

どもに関
かん

する事柄
ことがら

で、人権上
じんけんじょう

、あなたが特
とく

に問題
もんだい

があると思
おも

うのはどのよ

うなことですか。（○は３つまで） 

１ いじめや無視
む し

、嫌
いや

がらせ（インターネットやＳＮＳ上
じょう

の書
か

き込
こ

みも含
ふく

む）など 

を受
う

けること 

２ いじめをしている人
ひと

や、いじめられている人
ひと

を見
み

て見
み

ぬふりをすること 

３ 教師
きょうし

が子
こ

どもを指導
し ど う

する等
など

の理由
り ゆ う

で体罰
たいばつ

や不適切
ふてきせつ

な言動
げんどう

を行
おこな

うこと 

４ 保護者
ほ ご し ゃ

などから、虐待
ぎゃくたい

（身体的
しんたいてき

、心理的
しんりてき

、性的
せいてき

）や育児
い く じ

放棄
ほ う き

されること 

５ 子
こ

どもの虐待
ぎゃくたい

に気付
き づ

いても、見
み

て見
み

ぬふりをすること 

６ 子
こ

どもの前
まえ

で家族
か ぞ く

に暴力
ぼうりょく

をふるうこと 

７ 学校
がっこう

や就 職 先
しゅうしょくさき

の選択
せんたく

など子
こ

どもの意見
い け ん

について、大人
お と な

がその意見
い け ん

を無視
む し

した 

り、大人
お と な

の考
かんが

えを押
お

しつけたりすること 

８ 大人
お と な

が子
こ

どもを権利
け ん り

の主体
しゅたい

として認識
にんしき

しないなど、社会
しゃかい

全体
ぜんたい

として、子
こ

ども 

の権利
け ん り

に関
かん

する理解
り か い

が不足
ふ そ く

していること 

９ 「子
こ

どもだから」という理由
り ゆ う

で、子
こ

どものプライバシーを尊重
そんちょう

しないこと 

10 子
こ

どもの将来
しょうらい

がその生
う

まれ育
そだ

った環境
かんきょう

によって左右
さ ゆ う

されたり、貧困
ひんこん

が世代
せ だ い

を 

超
こ

えて連鎖
れ ん さ

したりすること 

11 ヤングケアラー※8にかかる問題
もんだい

 

12 児童
じ ど う

買
かい

春
しゅん

、児童
じ ど う

ポルノなどの対象
たいしょう

となること 

13 暴力
ぼうりょく

や性
せい

など、子
こ

どもにとって有害
ゆうがい

な情報
じょうほう

の氾濫
はんらん

 

14 不審者
ふしんしゃ

によるつきまといなど、子
こ

どもの安全
あんぜん

をおびやかす行為
こ う い

 

15 その他
た

（具体的
ぐたいてき

に：                         ） 

16 特
とく

にない 

17 わからない 

 
※８ ヤングケアラー：家族

か ぞ く

の介護
か い ご

その他
た

の日常
にちじょう

生活上
せいかつじょう

の世話
せ わ

を過度
か ど

に行
おこな

っていると認
みと

めら 

れる子
こ

ども・若者
わかもの

のこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子
こ

どもに関
かん

する問題
もんだい

について 

 



186 

 

 
 

問
とい

15 高齢者
こうれいしゃ

に関
かん

する事柄
ことがら

で、人権上
じんけんじょう

、あなたが特
とく

に問題
もんだい

があると思
おも

うのはどのよ

うなことですか。（○は３つまで） 

１ 仕事
し ご と

やボランティアなどを通
とお

して自分
じ ぶ ん

の能力
のうりょく

を発揮
は っ き

する機会
き か い

が少
すく

ないこと 

２ 高齢者
こうれいしゃ

の意見
い け ん

や行動
こうどう

が尊重
そんちょう

されないこと 

３ 道路
ど う ろ

・建物
たてもの

・交通
こうつう

機関
き か ん

の段差
だ ん さ

や階段
かいだん

など外出先
がいしゅつさき

での不便
ふ べ ん

が多
おお

いこと 

４ 地域
ち い き

社会
しゃかい

から孤立
こ り つ

すること 

５ インターネットやスマートフォンを十分
じゅうぶん

に活用
かつよう

できないことなどにより、生活
せいかつ

 

に必要
ひつよう

な情報
じょうほう

がひとり暮
ぐ

らしの高齢者
こうれいしゃ

に十分
じゅうぶん

に伝
つた

わりにくいこと 

６ 住宅
じゅうたく

を容易
よ う い

に借
か

りることができないこと 

７ 家
か

庭内
ていない

での看護
か ん ご

や介護
か い ご

において不当
ふ と う

な扱
あつか

いや虐待
ぎゃくたい

を受
う

けること 

８ 病院
びょういん

や介護
か い ご

施設
し せ つ

等
とう

での看護
か ん ご

や介護
か い ご

において不当
ふ と う

な扱
あつか

いや虐待
ぎゃくたい

を受
う

けること 

９ 高齢者
こうれいしゃ

に対
たい

する保健
ほ け ん

、医療
いりょう

、福祉
ふ く し

などのサービスが十分
じゅうぶん

でないこと 

10 介護者
かいごしゃ

に対
たい

する相談
そうだん

・支援
し え ん

体制
たいせい

が十分
じゅうぶん

でないこと 

11 認知症
にんちしょう

に対
たい

する誤解
ご か い

や偏見
へんけん

があること 

12 経済的
けいざいてき

に自立
じ り つ

が困難
こんなん

なこと 

13 詐欺
さ ぎ

や悪徳
あくとく

商法
しょうほう

などの財産
ざいさん

侵害
しんがい

の被害
ひ が い

を受
う

けやすいこと 

14 「おじいちゃん」「おばあちゃん」などとひとくくりにされ、個人
こ じ ん

として尊重
そんちょう

 

されないこと 

15 その他
た

（具体的
ぐたいてき

に：                          ） 

16 特
とく

にない 

17 わからない 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高齢者
こ う れ い し ゃ

に関
かん

する問題
もんだい

について 
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問
とい

16 障
しょう

がい者
しゃ

に関
かん

する事柄
ことがら

で、人権上
じんけんじょう

、あなたが特
とく

に問題
もんだい

があると思
おも

うのはどの

ようなことですか。（○は３つまで） 

１ 障
しょう

がい者
しゃ

の意見
い け ん

や行動
こうどう

が尊重
そんちょう

されないこと 

２ 差別的
さべつてき

な言動
げんどう

を受
う

けること 

３ 聴覚
ちょうかく

や視覚
し か く

に障
しょう

がいのある人
ひと

などへ必要
ひつよう

な情報
じょうほう

を伝
つた

える配慮
はいりょ

が足
た

りないこと 

４ 障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

する理解
り か い

を深
ふか

める機会
き か い

が少
すく

ないこと 

５ 道路
ど う ろ

・建物
たてもの

・交通
こうつう

機関
き か ん

の段差
だ ん さ

や階段
かいだん

など外出先
がいしゅつさき

での不便
ふ べ ん

が多
おお

いこと 

６ 働
はたら

ける場所
ば し ょ

や能力
のうりょく

を発揮
は っ き

する機会
き か い

が少
すく

ないこと 

７ 住宅
じゅうたく

を容易
よ う い

に借
か

りることができないこと 

８ 就 職
しゅうしょく

・職場
しょくば

で不利
ふ り

な扱
あつか

いや搾取
さくしゅ

を受
う

けること 

９ 家庭
か て い

や病院
びょういん

・福祉
ふ く し

施設
し せ つ

等
とう

において不当
ふ と う

な扱
あつか

いや虐待
ぎゃくたい

を受
う

けること 

10 使
つか

える在宅
ざいたく

サービスや福祉
ふ く し

施設
し せ つ

・病院
びょういん

が少
すく

ないこと 

11 学校
がっこう

の受
う

け入
い

れ体制
たいせい

が不十分
ふじゅうぶん

なこと 

12 詐欺
さ ぎ

や悪徳
あくとく

商法
しょうほう

などの財産
ざいさん

侵害
しんがい

の被害
ひ が い

を受
う

けやすいこと 

13 スポーツ・文化
ぶ ん か

活動
かつどう

・地域
ち い き

活動
かつどう

に気軽
き が る

に参加
さ ん か

できなかったり、地域
ち い き

の人
ひと

などと 

交流
こうりゅう

する機会
き か い

が少
すく

ないこと 

14 その他
た

（具体的
ぐたいてき

に：                         ） 

15 特
とく

にない 

16 わからない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障
しょう

がい者
し ゃ

に関
かん

する問題
もんだい

について 
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問
とい

17 日本
に ほ ん

に居住
きょじゅう

する外国人
がいこくじん

に関
かん

する事柄
ことがら

で、人権上
じんけんじょう

、あなたが特
とく

に問題
もんだい

があると

思
おも

うのはどのようなことですか。（○は３つまで） 

１ 外国人
がいこくじん

が日本
に ほ ん

で暮
く

らす際
さい

、法令
ほうれい

などにより、活動
かつどう

に制限
せいげん

がある場合
ば あ い

があること 

２  インターネット上
じょう

での書
か

き込
こ

みやヘイトスピーチ※１など、不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

言動
げんどう

を 

受
う

けること 

３ じろじろ見
み

られたり避
さ

けられたりすること 

４ 外
がい

国籍
こくせき

であることを他
ほか

に知
し

られると差別
さ べ つ

や不利益
ふ り え き

を受
う

けることがあるため、本
ほん

 

名
みょう

を名乗
な の

れない人
ひと

もいること 

５ 外国人
がいこくじん

の意見
い け ん

が尊重
そんちょう

されないこと 

６ 外国人
がいこくじん

ということで個人
こ じ ん

としてではなく、ひとくくりに固定的
こていてき

なイメージを持
も

 

たれること 

７ 住宅
じゅうたく

を容易
よ う い

に借
か

りることができないこと 

８ 国籍
こくせき

・民族
みんぞく

・人種
じんしゅ

の違
ちが

いを理由
り ゆ う

に、結婚
けっこん

を周囲
しゅうい

に反対
はんたい

されること 

９ 外国
がいこく

の生活
せいかつ

習慣
しゅうかん

や文化
ぶ ん か

などへの理解
り か い

が不足
ふ そ く

しており、外国人
がいこくじん

が地域
ち い き

社会
しゃかい

に十
じゅう

 

  分
ぶん

に受
う

け入
い

れられないこと 

10 日本語
に ほ ん ご

が不自由
ふ じ ゆ う

な外国人
がいこくじん

が、保健
ほ け ん

、医療
いりょう

、防災
ぼうさい

、教育
きょういく

などの生活
せいかつ

に必要
ひつよう

な情
じょう

 

  報
ほう

を十分
じゅうぶん

に手
て

に入
い

れることができないこと 

11 駅
えき

や公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

、文化
ぶ ん か

・スポーツ施設
し せ つ

、ショッピング施設
し せ つ

などで外国語
がいこくご

表
ひょう

 

  示
じ

がなく、十分
じゅうぶん

なサービスが受
う

けられないこと 

12 学校
がっこう

の受験
じゅけん

資格
し か く

が異
こと

なることや、日本語
に ほ ん ご

能力
のうりょく

不足
ぶ そ く

のため、外国人
がいこくじん

が日本
に ほ ん

で教
きょう

 

  育
いく

を受
う

ける機会
き か い

が限
かぎ

られること 

13 外国人
がいこくじん

が就 職
しゅうしょく

・職場
しょくば

で不利
ふ り

な扱
あつか

いや搾取
さくしゅ

を受
う

けること 

14 その他
た

（具体的
ぐたいてき

：                           ） 

15 特
とく

にない 

16 わからない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外国人
が い こ く じ ん

に関
かん

する問題
もんだい

について 
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問
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18 外国人
がいこくじん

に対
たい

するヘイトスピーチ※１について、あなたはどのように思
おも

います

か。（○は１つだけ） 

１ 許
ゆる

されないことで、絶対
ぜったい

にやめるべき 

２  不適切
ふてきせつ

であり、好
この

ましくない 

３ 一概
いちがい

に悪
わる

いとは言
い

えない 

４ いろいろな考
かんが

え方
かた

、受
う

け止
と

め方
かた

があるので、特段
とくだん

問題
もんだい

ない 

５ ヘイトスピーチをされる側
がわ

に問題
もんだい

がある 

６ 自分
じ ぶ ん

には関係
かんけい

ない 

７ その他
た

（具体的
ぐたいてき

：                           ） 

８ わからない 

 

※１ ヘイトスピーチ（再掲
さいけい

）：特定
とくてい

の民族
みんぞく

や国籍
こくせき

の人々
ひとびと

を排斥
はいせき

する不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

言動
げんどう
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問
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19 感染症
かんせんしょう

の患者
かんじゃ

等
とう

（HIV感染者
かんせんしゃ

・肝炎
かんえん

ウイルス感染者
かんせんしゃ

・新型
しんがた

インフルエンザ等
とう

の

感染者
かんせんしゃ

等
とう

）に関
かん

する事柄
ことがら

で、人権上
じんけんじょう

、あなたが特
とく

に問題
もんだい

があると思
おも

うのはどの

ようなことですか。（○は３つまで） 

１ 家族
か ぞ く

や親戚
しんせき

・友人
ゆうじん

等
とう

からつきあいを拒絶
きょぜつ

されること 

２ 結婚
けっこん

拒否
き ょ ひ

や離婚
り こ ん

を迫
せま

られること 

３ 職場
しょくば

や学校
がっこう

で不利
ふ り

な扱
あつか

いを受
う

けること 

４ 住宅
じゅうたく

を容易
よ う い

に借
か

りることができないこと 

５ 宿泊
しゅくはく

施設
し せ つ

・店舗
て ん ぽ

等
とう

への入店
にゅうてん

や施設
し せ つ

利用
り よ う

を拒否
き ょ ひ

されること 

６ 病院
びょういん

で治療
ちりょう

・入院
にゅういん

を拒否
き ょ ひ

されること 

７ 感染者
かんせんしゃ

やその家族
か ぞ く

等
とう

の個人
こ じ ん

情報
じょうほう

やプライバシーが守
まも

られないこと 

８ 感染者
かんせんしゃ

やその家族
か ぞ く

等
とう

が悪意
あ く い

のある噂
うわさ

を流
なが

されたり差別的
さべつてき

な言動
げんどう

を受
う

けること 

（インターネット上
じょう

での誹謗
ひ ぼ う

中 傷
ちゅうしょう

含
ふく

む） 

９ 医療
いりょう

従事者
じゅうじしゃ

などのエッセンシャルワーカー（社会
しゃかい

生活
せいかつ

の維持
い じ

に欠
か

かせない業務
ぎょうむ

 

に携
たずさ

わる人
ひと

）やその家族
か ぞ く

等
とう

に対
たい

して、差別的
さべつてき

な言動
げんどう

が行
おこな

われること 

10 感染症
かんせんしょう

について正
ただ

しく理解
り か い

されておらず、誤
あやま

った認識
にんしき

や偏見
へんけん

があること 

11 ワクチンがある場合
ば あ い

にワクチンを接種
せっしゅ

することができない方
かた

などに不利益
ふ り え き

な取
と

り扱
あつか

 

いをすること 

12 その他
た

（具体的
ぐたいてき

に：                         ） 

13 特
とく

にない 

14 わからない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

感染症
かんせんしょう

  患者
か ん じ ゃ

等
と う

  HIV感染者
かんせんしゃ

  肝炎
かんえん

 イルス 感染者
かんせんしゃ

  新型
しんがた

 ルフルスンフ 

等
と う

 感染者
かんせんしゃ

等
と う

）に関
かん

する問題
もんだい

について 
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問
とい

20 ハンセン病
びょう

患者
かんじゃ

・元患者
もとかんじゃ

やその家族
か ぞ く

等
とう

に関
かん

する事柄
ことがら

で、人権上
じんけんじょう

、あなたが特
とく

に問題
もんだい

があると思
おも

うのはどのようなことですか。（○は３つまで） 

 １ 家族
か ぞ く

や親戚
しんせき

・友人
ゆうじん

等
とう

からつきあいを拒絶
きょぜつ

されること 

 ２ 結婚
けっこん

拒否
き ょ ひ

や離婚
り こ ん

を迫
せま

られること 

 ３ 職場
しょくば

や学校
がっこう

で不利
ふ り

な扱
あつか

いを受
う

けること 

 ４ 住宅
じゅうたく

を容易
よ う い

に借
か

りることができないこと 

 ５ 宿泊
しゅくはく

施設
し せ つ

・店舗
て ん ぽ

等
とう

への入店
にゅうてん

や施設
し せ つ

利用
り よ う

を拒否
き ょ ひ

されること 

 ６ 病院
びょういん

で治療
ちりょう

・入院
にゅういん

を拒否
き ょ ひ

されること 

 ７ ハンセン病
びょう

患者
かんじゃ

・元患者
もとかんじゃ

や家族
か ぞ く

等
とう

のプライバシーが守
まも

られないこと 

 ８ 悪意
あ く い

のある噂
うわさ

を流
なが

されたり差別的
さべつてき

な言動
げんどう

を受
う

けること 

 ９ ハンセン 病
びょう

について正
ただ

しく理解
り か い

されておらず、誤
あやま

った認識
にんしき

や偏見
へんけん

があること 

 10 ハンセン 病
びょう

療養所
りょうようじょ

の外
そと

で自立
じ り つ

した生活
せいかつ

を 営
いとな

むのが困難
こんなん

なこと 

 11 その他
た

（具体的
ぐ た い て き

に：                        ） 

 12 特
とく

にない 

 13 わからない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハフセフ病
びょう

患者
か ん じ ゃ

等
と う

に関
かん

する問題
もんだい

について 
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問
とい

21 インターネットに関
かん

する事柄
ことがら

で、人権上
じんけんじょう

、あなたが特
とく

に問題
もんだい

があると思
おも

うの

はどのようなことですか。（○は３つまで） 

１ 他人
た に ん

を誹謗
ひ ぼ う

中 傷
ちゅうしょう

する表現
ひょうげん

や差別
さ べ つ

を助長
じょちょう

する表現
ひょうげん

など、人権
じんけん

を侵害
しんがい

する情報
じょうほう

を

掲載
けいさい

すること 

２ 出会
で あ

い系
けい

サイトなど犯罪
はんざい

を誘発
ゆうはつ

する場
ば

となっていること 

３ 本人
ほんにん

の承諾
しょうだく

無
な

く氏名
し め い

や住所
じゅうしょ

といった個人
こ じ ん

情報
じょうほう

、写真
しゃしん

などを掲載
けいさい

すること 

４ ネットポルノなど違法
い ほ う

・有害
ゆうがい

なホームページや広告
こうこく

が存在
そんざい

すること 

５ ＳＮＳにおける仲間
な か ま

はずしなどのネットいじめが発生
はっせい

していること 

６ 情報
じょうほう

の発
はっ

信者
しんしゃ

が匿名
とくめい

の場合
ば あ い

が多
おお

いため、被害者
ひがいしゃ

が救済
きゅうさい

されにくいこと 

７ 情報
じょうほう

の発
はっ

信者
しんしゃ

が匿名
とくめい

の場合
ば あ い

が多
おお

いため、利用者
りようしゃ

の倫理
り ん り

観
かん

が低下
て い か

しやすいこと 

８ 個人
こ じ ん

情報
じょうほう

の流 出
りゅうしゅつ

などの問題
もんだい

が多
おお

く発生
はっせい

していること 

９ 悪質
あくしつ

商法
しょうほう

によるインターネット取引
とりひき

での被害
ひ が い

が発生
はっせい

していること 

10 偽
にせ

・誤
ご

情報
じょうほう

（動画
ど う が

や画像
が ぞ う

を含
ふく

む）が流通
りゅうつう

、拡散
かくさん

されること 

11 プロバイダや掲示板
けいじばん

等
とう

の管理者
かんりしゃ

等
とう

に対
たい

して、人権
じんけん

を侵害
しんがい

する情報
じょうほう

の停止
て い し

・削除
さくじょ

を 

求
もと

める措置
そ ち

が十分
じゅうぶん

ではないこと 

12 その他
た

（具体的
ぐたいてき

に：                          ） 

13 特
とく

にない 

14 わからない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ルフターネットによる人権
じんけん

侵害
しんがい

について 
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問
とい

22 インターネットを使
つか

った人権
じんけん

侵害
しんがい

を防
ふせ

ぐために、あなたが有効
ゆうこう

だと思
おも

うことを

選
えら

んでください。（○は３つまで） 
 

１ 情報
じょうほう

の収 集
しゅうしゅう

・発信
はっしん

における個人
こ じ ん

の責任
せきにん

や、インターネットの適切
てきせつ

な利用
り よ う

など、

情報
じょうほう

モラルに関
かん

して市民
し み ん

の意識
い し き

の高揚
こうよう

に努
つと

める 

２ 学校
がっこう

教育
きょういく

の中
なか

で、情報
じょうほう

モラルについての教育
きょういく

を充実
じゅうじつ

する 

３ 被害
ひ が い

を受
う

けた人
ひと

のための相談
そうだん

・救済
きゅうさい

体制
たいせい

を充実
じゅうじつ

する 

４ インターネットのプロバイダーや情報
じょうほう

管理者
かんりしゃ

が、当該
とうがい

情報
じょうほう

等
とう

の停止
て い し

・削除
さくじょ

を

自主的
じしゅてき

に行
おこな

う 

５ 不適切
ふてきせつ

な情報発
じょうほうはっ

信者
しんしゃ

に対
たい

する監視
か ん し

・取締
とりしま

りを強化
きょうか

し、プロバイダーや掲示板
けいじばん

等
とう

の

管理者
かんりしゃ

に対
たい

して、情報
じょうほう

の停止
て い し

、削除
さくじょ

を求
もと

める 

６ 実名
じつめい

登録
とうろく

を義務
ぎ む

づけるなど、情報
じょうほう

の発
はっ

信者
しんしゃ

に対
たい

する制限
せいげん

を設
もう

ける 

７ 加害者
かがいしゃ

に対
たい

する罰則
ばっそく

規定
き て い

を設
もう

けるなど、法令
ほうれい

等
とう

により規制
き せ い

する 

８ その他
た

（具体的
ぐたいてき

に：                          ） 

９ 特
とく

にない 

10 わからない 
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問
とい

23 性的
せいてき

マイノリティ※３に関
かん

する事柄
ことがら

で、人権上
じんけんじょう

、あなたが特
とく

に問題
もんだい

があると思
おも

うのはどのようなことですか。（○は３つまで） 

１ 職場
しょくば

や学校
がっこう

でからかいや嫌
いや

がらせを受
う

けること 

２ 悪意
あ く い

のある噂
うわさ

を流
なが

されたり差別的
さべつてき

言動
げんどう

を受
う

けること 

３ 相談
そうだん

できる相手
あ い て

が少
すく

ないこと 

４ 行政
ぎょうせい

や民間
みんかん

サービスにおいて、同性
どうせい

パートナーが家族
か ぞ く

と同等
どうとう

の扱
あつか

いを受
う

けられ 

ない場合
ば あ い

があること（住宅
じゅうたく

・医療
いりょう

・保険
ほ け ん

など） 

５ 就 職
しゅうしょく

・職場
しょくば

で不利
ふ り

な扱
あつか

いを受
う

けること 

６ 宿泊
しゅくはく

施設
し せ つ

・店舗
て ん ぽ

等
とう

への入店
にゅうてん

や施設
し せ つ

利用
り よ う

を拒否
き ょ ひ

されること 

７ 興味本
きょうみほん

位
い

で見
み

られたり、避
さ

けられたりすること 

８ 性的
せいてき

マイノリティに対
たい

する理解
り か い

が不足
ふ そ く

しており、誤解
ご か い

や偏見
へんけん

があること 

９ 性的
せいてき

マイノリティに対
たい

する配慮
はいりょ

が足
た

りないこと（トイレ、更衣室
こういしつ

など） 

10 法令
ほうれい

や制度
せ い ど

などの整備
せ い び

が十分
じゅうぶん

でないこと 

11 その他
た

（具体的
ぐたいてき

に：                         ） 

12 特
とく

にない 

13 わからない 
 

※３ 性的
せいてき

マイノリティ（再掲
さいけい

）：ＬＧＢＴＱ（レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジ

ェンダー、クエスチョニング・クィアの頭文字
かしらもじ

をまとめたもの）など、性的
せいてき

指向
し こ う

（恋愛
れんあい

感情
かんじょう

または性的
せいてき

感情
かんじょう

の対象
たいしょう

となる性別
せいべつ

）や性
せい

自認
じ に ん

（自分
じ ぶ ん

の性別
せいべつ

を自分
じ ぶ ん

でどう思
おも

うか）について

少数派
しょうすうは

であると認
みと

められる方
かた

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

性的
せいてき

マルノリティに関
かん

する問題
もんだい

について 
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問
とい

24 ホームレスに関
かん

する事柄
ことがら

で、人権上
じんけんじょう

、あなたが特
とく

に問題
もんだい

があると思
おも

うのはど

のようなことですか。（○は３つまで） 

 １ ホームレスの人
ひと

たちに対
たい

する誤
あやま

った認識
にんしき

や偏見
へんけん

が存在
そんざい

していること 

 ２ 近隣
きんりん

住民
じゅうみん

等
とう

からの嫌
いや

がらせを受
う

けること 

 ３ 通行人
つうこうにん

等
とう

から暴力
ぼうりょく

をふるわれること 

 ４ 差別的
さべつてき

な言動
げんどう

を受
う

けること 

 ５ 就 職
しゅうしょく

・職場
しょくば

で不利
ふ り

な扱
あつか

いを受
う

けること 

 ６ 住宅
じゅうたく

を容易
よ う い

に借
か

りることができないこと 

 ７ 宿泊
しゅくはく

施設
し せ つ

・店舗
て ん ぽ

等
とう

への入店
にゅうてん

や施設
し せ つ

利用
り よ う

を拒否
き ょ ひ

されること 

 ８ 経済的
けいざいてき

に自立
じ り つ

が困難
こんなん

なこと 

 ９ その他
た

（具体的
ぐたいてき

に：                          ） 

 10 特
とく

にない 

 11 わからない 

 

 

 

 

問
とい

25 犯罪
はんざい

被害者
ひがいしゃ

やその家族
か ぞ く

に関
かん

する事柄
ことがら

で、人権上
じんけんじょう

、あなたが特
とく

に問題
もんだい

があると

思
おも

うのはどのようなことですか。（○は３つまで） 

 １ 犯罪
はんざい

行為
こ う い

によって身体的
しんたいてき

・精神的
せいしんてき

に被害
ひ が い

を受
う

け、経済的
けいざいてき

負担
ふ た ん

など長期間
ちょうきかん

被害
ひ が い

に 

苦
くる

しむこと 

 ２ 捜査
そ う さ

や刑事
け い じ

裁判
さいばん

において精神的
せいしんてき

負担
ふ た ん

を受
う

けること 

 ３ 刑事
け い じ

裁判
さいばん

手続
て つ づ

きにおいて必
かなら

ずしも被害者
ひがいしゃ

の声
こえ

が十分
じゅうぶん

反映
はんえい

されるわけではない 

こと 

 ４ 事件
じ け ん

に関
かん

して周囲
しゅうい

に噂 話
うわさばなし

をされること 

 ５ マスメディアなどの報道
ほうどう

やインターネット上
じょう

での被害者
ひがいしゃ

特定
とくてい

によってプライバ

シーに関
かん

することが公表
こうひょう

されたり、取材
しゅざい

により私生活
しせいかつ

の平穏
へいおん

を保
たも

てなくなるこ

と 

 ６ 犯罪
はんざい

被害者
ひがいしゃ

自身
じ し ん

にも原因
げんいん

やきっかけを与
あた

えるなどの落
お

ち度
ど

があったと言
い

われる 

こと 

 ７ その他
た

（具体的
ぐたいてき

に：                          ） 

 ８ 特
とく

にない 

 ９ わからない 

 
 

犯罪
はんざい

被害者
ひ が い し ゃ

やそ 家族
か ぞ く

に関
かん

する問題
もんだい

について 

 

ホームレ に関
かん

する問題
もんだい

について 
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問
とい

26 刑
けい

を終
お

えて出所
しゅっしょ

した人
ひと

やその家族
か ぞ く

に関
かん

する事柄
ことがら

で、人権上
じんけんじょう

、あなたが特
とく

に

問題
もんだい

があると思
おも

うのはどのようなことですか。（○は３つまで） 

 １ 更生
こうせい

した人
ひと

たちに対
たい

する誤
あやま

った認識
にんしき

や偏見
へんけん

が存在
そんざい

していること 

 ２ 就 職
しゅうしょく

・職場
しょくば

で不利
ふ り

な扱
あつか

いを受
う

けること 

 ３ 住宅
じゅうたく

を容易
よ う い

に借
か

りることができないこと 

 ４ 結婚
けっこん

を周囲
しゅうい

に反対
はんたい

されること 

 ５ 悪意
あ く い

のある噂
うわさ

を流
なが

されたり差別的
さべつてきな

な言動
げんどう

を受
う

けること 

 ６ その他
た

（具体的
ぐたいてき

に：                          ） 

 ７ 特
とく

にない 

 ８ わからない 

 

 

 
  
問
とい

27 北朝鮮
きたちょうせん

当局
とうきょく

によって拉致
ら ち

された被害者
ひがいしゃ

等
とう

に関
かん

する事柄
ことがら

で、人権上
じんけんじょう

、あなたが

特
とく

に問題
もんだい

があると思
おも

うのはどのようなことですか。（○は３つまで） 

 １ 身体
しんたい

や居住
きょじゅう

移転
い て ん

の自由
じ ゆ う

を奪
うば

われ帰国
き こ く

できないこと 

 ２ 拉致
ら ち

被害者
ひがいしゃ

及
およ

びその家族
か ぞ く

は一緒
いっしょ

に生活
せいかつ

するという当然
とうぜん

の権利
け ん り

を奪
うば

われていること 

 ３ 拉致
ら ち

被害者
ひがいしゃ

の家族
か ぞ く

が、拉致
ら ち

被害者
ひがいしゃ

に関
かん

する情報
じょうほう

を得
え

ることができないこと 

 ４ 拉致
ら ち

被害者
ひがいしゃ

及
およ

びその家族
か ぞ く

が差別的
さべつてき

な言動
げんどう

を受
う

けること 

 ５ 拉致
ら ち

被害者
ひがいしゃ

及
およ

びその家族
か ぞ く

が興味本
きょうみほん

位
い

で見
み

られること 

 ６ 拉致
ら ち

問題
もんだい

に関
かん

する国民
こくみん

の理解
り か い

が足
た

りないこと 

 ７ その他
た

（具体的
ぐたいてき

に：                          ） 

 ８ 特
とく

にない 

 ９ わからない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

刑
けい

を終
お

えて出所
しゅっしょ

した人
ひ と

やそ 家族
か ぞ く

に関
かん

する問題
もんだい

について 

 

北朝鮮
きたちょうせん

当局
とうきょく

によって拉致
ら ち

された被害者
ひ が い し ゃ

等
と う

に関
かん

する問題
もんだい

について 
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問
とい

28 地震
じ し ん

などの災害
さいがい

が発生
はっせい

した際
さい

に、人権上
じんけんじょう

、あなたが特
とく

に問題
もんだい

があると思
おも

うの

はどのようなことですか。（○は３つまで） 

１ 避難
ひ な ん

生活
せいかつ

でプライバシーが守
まも

られないこと 

２ 女性
じょせい

・障
しょう

がい者
しゃ

・高齢者
こうれいしゃ

・外国人
がいこくじん

・乳幼児
にゅうようじ

・妊婦
に ん ぷ

・性的
せいてき

マイノリティ等
とう

への十分
じゅうぶん

な配慮
はいりょ

が行
ゆ

き届
とど

かないこと 

３ デマや風評
ふうひょう

などにより被災者
ひさいしゃ

が差別的
さべつてき

な言動
げんどう

を受
う

けること 

４ 支援
し え ん

や被災
ひ さ い

状 況
じょうきょう

などの必要
ひつよう

な情報
じょうほう

が行
ゆ

き届
とど

かないこと 

５ 避難
ひ な ん

生活
せいかつ

の長期化
ちょうきか

によるストレスなどの二次的
に じ て き

被害
ひ が い

があること 

６ その他
た

（具体的
ぐたいてき

に：                          ） 

７ 特
とく

にない 

８ わからない 

 

 

 

 

問
とい

29 働
はたら

く人
ひと

の人権
じんけん

に関
かん

する事柄
ことがら

で、人権上
じんけんじょう

、あなたが特
とく

に問題
もんだい

があると思
おも

うのは

どのようなことですか。（○は３つまで） 

１ パワーハラスメント（パワハラ）があること 

２ セクシュアルハラスメント（セクハラ）があること 

３ 妊娠
にんしん

や育児
い く じ

・介護
か い ご

休 業
きゅうぎょう

の取得
しゅとく

等
など

を理由
り ゆ う

とした嫌
いや

がらせなどの妊娠
にんしん

・出産
しゅっさん

・介護
か い ご

に関
かん

するハラスメントがあること 

４ 顧客
こきゃく

や取引先
とりひきさき

からの 著
いちじる

しい迷惑
めいわく

行為
こ う い

（いわゆるカスタマーハラスメント）があ

ること 

５ 非正規
ひ せ い き

雇用
こ よ う

など不安定
ふあんてい

な雇用
こ よ う

形態
けいたい

から抜
ぬ

け出
だ

したくても抜
ぬ

けられないこと 

６ 職場
しょくば

でのいじめやいやがらせがあること 

７ 長時間
ちょうじかん

労働
ろうどう

などにより、仕事
し ご と

と生活
せいかつ

の調和
ちょうわ

を保
たも

つことが難
むずか

しいこと 

８ 同
おな

じ仕事
し ご と

でも、雇用
こ よ う

形態
けいたい

により賃金
ちんぎん

に差
さ

があること 

９ 職 業
しょくぎょう

や職種
しょくしゅ

によって差別
さ べ つ

や偏見
へんけん

があること 

10 性別
せいべつ

によって差別
さ べ つ

や不利益
ふ り え き

があること 

11 その他
た

（具体的
ぐたいてき

に：                          ） 

12 特
とく

にない 

13 わからない 

 

 

災害
さいがい

に伴
ともな

う問題
もんだい

について 

 

働
はたら

く人
ひ と

に関
かん

する問題
もんだい

について 
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Ⅲ．人権
じんけん

問題
もんだい

の教育
きょういく

・啓発
けいはつ

についてお尋
たず

ねします 

問
とい

30 あなたは市民
し み ん

一人
ひ と り

ひとりの人権
じんけん

が尊重
そんちょう

されるために、福岡市
ふくおかし

などの行政
ぎょうせい

 

機関
き か ん

は、特
とく

にどのようなことに取
と

り組
く

む必要
ひつよう

があると思
おも

いますか。 

（○は３つまで） 

１ 人権
じんけん

問題
もんだい

に関
かん

する啓発
けいはつ

の積極的
せっきょくてき

・効果的
こうかてき

な推進
すいしん

 

２ 幼稚園
ようちえん

・保育所
ほいくじょ

や学校
がっこう

における人権
じんけん

教育
きょういく

の充実
じゅうじつ

 

３ 家庭
か て い

や地域
ち い き

における人権
じんけん

教育
きょういく

・啓発
けいはつ

の推進
すいしん

 

４ 企業
きぎょう

における人権
じんけん

教育
きょういく

・啓発
けいはつ

の推進
すいしん

 

５ 人権
じんけん

問題
もんだい

に深
ふか

く関
かか

わる職 業
しょくぎょう

に従事
じゅうじ

する人
ひと

（公務員
こうむいん

、教 職 員
きょうしょくいん

など）への 

人権
じんけん

教育
きょういく

・啓発
けいはつ

の推進
すいしん

 

６ 地域
ち い き

での人権
じんけん

啓発
けいはつ

を推進
すいしん

するリーダーの養成
ようせい

 

７ 差別
さ べ つ

や偏見
へんけん

につながる慣習
かんしゅう

や社会
しゃかい

の仕組
し く

みを改善
かいぜん

するための施策
し さ く

の充実
じゅうじつ

 

８ 人権
じんけん

問題
もんだい

に取
と

り組
く

む団体
だんたい

やＮＰＯなどとの連携
れんけい

・協働
きょうどう

 

９ 人権
じんけん

に関
かん

する相談
そうだん

・支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

 

10 人権
じんけん

侵害
しんがい

に対
たい

する救済
きゅうさい

策
さく

の強化
きょうか

 

11 人権
じんけん

尊重
そんちょう

の視点
し て ん

に立
た

って、行政
ぎょうせい

運営
うんえい

を行
おこな

うこと 

12 その他
た

（具体的
ぐたいてき

に：                          ） 

13 特
とく

にない 

14 わからない 

 
 

問
とい

31 あなたは、人権
じんけん

問題
もんだい

の教育
きょういく

・啓発
けいはつ

に関
かん

する情報
じょうほう

をどこから得
え

ていますか。 

（あてはまる番号
ばんごう

すべてに○） 

１ 市政
し せ い

だより     ７ インターネット上
じょう

のニュースサイトや記事
き じ

 

  ２ 新聞
しんぶん

        ８ ＳＮＳ 

  ３ 広報紙
こうほうし

、ちらし   ９ ホームページ 

  ４ ポスター       10 講演会
こうえんかい

、研修会
けんしゅうかい

 

  ５ ラジオ              11 その他
た

（具体的
ぐたいてき

に：                      ） 

６ テレビ              12 特
とく

にない 
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問
とい

32 あなたは、「福岡市
ふくおかし

人権
じんけん

啓発
けいはつ

センター(ココロンセンター)」※９を知
し

っています 

か。（○は１つだけ） 

１ 行
い

ったことがある 

２ 行
い

ったことはないが、事業
じぎょう

の内容
ないよう

は知
し

っている 

３ 名前
な ま え

だけしか知
し

らない 

４ 知
し

らない 

 

※９ 福岡市
ふくおかし

人権
じんけん

啓発
けいはつ

センター（ココロンセンター）：講演会
こうえんかい

やハートフルフェスタなどの催
もよお

しの開催
かいさい

、人権
じんけん

啓発
けいはつ

相談室
そうだんしつ

の運営
うんえい

、啓発
けいはつ

ＤＶＤや図書
と し ょ

の貸
か

し出
だ

しなど、人権
じんけん

についての様々
さまざま

な情報
じょうほう

の提供
ていきょう

、学習
がくしゅう

、

市民
し み ん

交流
こうりゅう

を推進
すいしん

する施設
し せ つ

。所在地
しょざいち

は福岡市
ふくおかし

健康
けんこう

づくりサポートセンター（あいれふ）の８階
かい

  

 

 

問
とい

33 福岡市
ふくおかし

では、人権
じんけん

問題
もんだい

についての啓発
けいはつ

活動
かつどう

を行
おこな

っていますが、あなたがこ 

の５年間
ねんかん

に、見
み

たり、聞
き

いたりしたことがあるものを、すべて選
えら

んでくださ 

い。（あてはまるものすべてに○） 

１ 市政
し せ い

だよりの人権
じんけん

啓発
けいはつ

記事
き じ

（コラムや特集
とくしゅう

など） 

２ 市政
し せ い

だより 12月
がつ

１日
にち

号
ごう

と同時
ど う じ

配布
は い ふ

の広報紙
こうほうし

「考
かんが

えようみんなの人権
じんけん

」 

３ 人権
じんけん

啓発
けいはつ

テレビＣＭ 

４ 人権
じんけん

啓発用
けいはつよう

音源
おんげん

「こころのオルゴール」 

５ 人権
じんけん

啓発
けいはつ

広報紙
こうほうし

（ココロンセンターだよりなど） 

６ 人権
じんけん

尊重
そんちょう

作品
さくひん

（標語
ひょうご

・ポスター・作文
さくぶん

） 

７ 人権
じんけん

尊重
そんちょう

週間
しゅうかん

（12月
がつ

４日
にち

から 12月
がつ

10日
にち

）の各区
か く く

での講演会
こうえんかい

（市民
し み ん

の集
つど

いな 

ど） 

８ ハートフルフェスタ福岡
ふくおか

※10 

９ 人権
じんけん

問題
もんだい

に関
かん

する啓発
けいはつ

ＤＶＤ、図書
と し ょ

などの貸
か

し出
だ

し 

10 デジタルサイネージ※11や掲示物
けいじぶつ

（ポスター・横断幕
おうだんまく

など） 

11 ＳＮＳや動画
ど う が

投稿
とうこう

サイト（YouTube
ゆーちゅーぶ

など）、インターネット広告
こうこく

 

12 福岡市
ふくおかし

や福岡市
ふくおかし

人権
じんけん

啓発
けいはつ

センターのホームページ 

13 その他
た

（具体的
ぐたいてき

に：                        ）  

14 見
み

たり、聞
き

いたりしたものはない 
 
 ※10 ハートフルフェスタ：毎年

まいとし

秋
あき

にソラリアプラザなどで実施
じ っ し

している人権
じんけん

啓発
けいはつ

フェステ 

ィバル 

 ※11 デジタルサイネージ：屋外
おくがい

・店頭
てんとう

・公共
こうきょう

空間
くうかん

・交通
こうつう

機関
き か ん

など、様々
さまざま

な場所
ば し ょ

で、ディス 

プレイなどの表示
ひょうじ

機器
き き

を使
つか

って情報
じょうほう

を発信
はっしん

するメディア 
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問
とい

34 あなたは、この５年間
ねんかん

に、福岡
ふくおか

市内
し な い

で開催
かいさい

された人権
じんけん

問題
もんだい

に関
かん

する講演会
こうえんかい

 

や講座
こ う ざ

に参加
さ ん か

したことがありますか。（○は 1つだけ） 

 １ 参加
さ ん か

したことがある（３回
かい

以上
いじょう

）        → 問
とい

35へ 

 ２ 参加
さ ん か

したことがある（１～２回
かい

）        → 問
とい

35へ 

 ３ 講演会
こうえんかい

や講座
こ う ざ

を知
し

っていたが参加
さ ん か

したことはない → 問
とい

36へ 

 ４ 講演会
こうえんかい

や講座
こ う ざ

が開催
かいさい

されていたことを知
し

らない  → 問
とい

36へ 

 

 

問
とい

35 （問
とい

34で１～２に○印
じるし

をつけられた方
かた

に、お尋
たず

ねします。） 

次
つぎ

のうちどの講演会
こうえんかい

や講座
こ う ざ

に参加
さ ん か

したことがありますか。 

（あてはまるものすべてに○） 

１ 公民館
こうみんかん

での講演会
こうえんかい

・人権
じんけん

講座
こ う ざ

・研修会
けんしゅうかい

  

  ２ 市民
し み ん

センターでの講演会
こうえんかい

・人権
じんけん

講座
こ う ざ

・研修会
けんしゅうかい

    

  ３ 人権
じんけん

啓発
けいはつ

センターが開催
かいさい

する講座
こ う ざ

・講演会
こうえんかい

・研修会
けんしゅうかい

 

  ４ インターネットを活用
かつよう

したオンライン講座
こ う ざ

・研修会
けんしゅうかい

  

  ５ 人権
じんけん

問題
もんだい

についての学習
がくしゅう

グループの活動
かつどう

や、グループ相互
そ う ご

の交流会
こうりゅうかい

 

  ６ 企業
きぎょう

や団体
だんたい

、大学
だいがく

等
とう

が主催
しゅさい

する講演会
こうえんかい

など 

  ７ 企業
きぎょう

を対象
たいしょう

とした行政
ぎょうせい

が行
おこな

う研修会
けんしゅうかい

 

８ ＰＴＡや学校
がっこう

で開催
かいさい

される研修会
けんしゅうかい

、人権
じんけん

学習
がくしゅう

参観
さんかん

など 

９ その他
た

（具体的
ぐたいてき

に：                        ） 

 

 

問
とい

36 福岡市
ふくおかし

が開催
かいさい

する人権
じんけん

問題
もんだい

に関
かん

する講演会
こうえんかい

や講座
こ う ざ

、イベントについて、ど 

のようなものであれば、あなたは参加
さ ん か

したいと思
おも

いますか。（○は３つまで） 

 １ 公民館
こうみんかん

や市民
し み ん

センターなど家
いえ

から近
ちか

い施設
し せ つ

での開催
かいさい

 

 ２ 天神
てんじん

地区
ち く

や博多駅
はかたえき

周辺
しゅうへん

など、立
た

ち寄
よ

りやすい場所
ば し ょ

での開催
かいさい

 

 ３ オンラインを活用
かつよう

し自宅
じ た く

で参加
さ ん か

（聴講
ちょうこう

）できる 

 ４ 人権
じんけん

問題
もんだい

の当事者
とうじしゃ

による講演
こうえん

 

 ５ 著名人
ちょめいじん

の出演
しゅつえん

 

 ６ ワークショップなどの参加型
さんかがた

 

 ７ 他
ほか

の行事
ぎょうじ

やイベントに組
く

み込
こ

まれている 

 ８ その他
た

（具体的
ぐたいてき

に：                         ） 

 ９ 特
とく

にない 
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問
とい

37 人権
じんけん

問題
もんだい

についての理解
り か い

を深
ふか

めるにあたって、あなたはどのような啓発
けいはつ

 

活動
かつどう

が特
とく

に役
やく

に立
た

つと思
おも

いますか。（○は３つまで） 

 １ 公民館
こうみんかん

・市民
し み ん

センターなど、地域
ち い き

での講演会
こうえんかい

・人権
じんけん

講座
こ う ざ

・研修会
けんしゅうかい

 

 ２ 人権
じんけん

啓発
けいはつ

センターが開催
かいさい

する講座
こ う ざ

・講演会
こうえんかい

・研修会
けんしゅうかい

 

 ３ インターネットを活用
かつよう

したオンライン講座
こ う ざ

・研修会
けんしゅうかい

 

 ４ 人権
じんけん

問題
もんだい

についての学習
がくしゅう

グループの活動
かつどう

や、グループ相互
そ う ご

の交流会
こうりゅうかい

 

 ５ 新聞
しんぶん

記事
き じ

・広告
こうこく

 

 ６ テレビ番組
ばんぐみ

・ＣＭ 

 ７ ラジオ番組
ばんぐみ

・ＣＭ 

 ８ 映画
え い が

の放映
ほうえい

 

 ９ 人権
じんけん

問題
もんだい

に関
かん

する啓発
けいはつ

ＤＶＤ、図書
と し ょ

などの貸
か

し出
だ

し 

 10 デジタルサイネージや掲示物
けいじぶつ

（ポスター・横断幕
おうだんまく

など） 

 11 市政
し せ い

だより、広報紙
こうほうし

、パンフレット 

 12 ホームページ、インターネット広告
こうこく

 

 13 メールマガジンやＳＮＳ、動画
ど う が

投稿
とうこう

サイト（YouTube
ゆーちゅーぶ

など）での発信
はっしん

 

 14 その他
た

（具体的
ぐたいてき

に：                        ） 

 15 特
とく

にない 

 16 わからない 
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問
とい

38 人権
じんけん

問題
もんだい

や人権
じんけん

行政
ぎょうせい

に関
かん

して、ご意見
い け ん

などがありましたら、自由
じ ゆ う

にご記入
きにゅう

 

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ご協 力
きょうりょく

ありがとうございました。 

アンケート調査票
ちょうさひょう

を、記入後
きにゅうご

、同封
どうふう

しております封筒
ふうとう

（切手
き っ て

不要
ふ よ う

）に入
い

れて 

10月
が つ

22日
に ち

（水
す い

）までに郵便
ゆうびん

ポストに投函
とうかん

していただくか、オンライン 

での回答
かいとう

をお願
ねが

いいたします。 
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